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位 置

人 口

面 積

気 候

公用語

政 府

産 業

イギ リス本土南か ら160km、 フラ ンス沖か ら16km

約85,000人

116km2

夏の平均気温20度

英語

イギ リス(U.K.)か ら独立 した政府 を持 ち、党派のない政府。

金 融 ・観光 ・農業(農 業 はGDPの5%1996年)

1066年

1204年

1341年

ジャージー島がノルマ ンデ ィー公 国(英 国王:ウ ィリアム公)の 支 配下にお かれる。

ジ ョン王がフラ ンス国王に屈す る。 ジ ャー ジー島及 び英国チ ャネル湾の島は、 フラ ンスの領 土 とな らず

英 国王 に忠誠 を誓 った。

ジャージー島及 び英 国チ ャネル湾 の島が独立政府 を樹立。

Oジ ャージー島 は、英 国の税 法には、縛 られて いないタ ックス ・ヘ イヴ ン(taxheaven・ 税 金避難 区域)の 一つ。オフシ ョア ・

金融セ ンターにな って いる。金融業が、 島の第一の産業 になってい る。イギ リス本土 では買 い物 にかか る付加 価値税(VAT)

や、相続税 その他の税が掛か らない。

○運動着 などにつかわれ る 「ジャージー」や乳 牛の種類で ある 「ジ ャー ジー」 は 「ジャー ジー島」に 由来 している。
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はしが き

英米信託法制研 究会の名の下に、 トラス ト60の後援 を受 けて研 究会 を始めて もう数年 に

なる。前期においては、 アメ リカの統 一信託法典が2000年 夏 に採択 された ことを受 けて、

そ の研究書、大塚 正民 ・樋 口範雄編 著 『現代 アメリカ信 託法』(有 信 堂 ・2002年3月)を

刊行 する ことがで きた。

その勢 いをかって今度 はイギ リス法 を中心 に研究会 を継続 す るこ とに した。2001年4月

の ことである。折 しも、 イギ リスで は2000年 受託者法が施行 された ばか りであ り、その意

義 を確か めるこ とが 中心的テーマ となった。

折 良 く来 日されたポール ・マ シューズ教 授は、デービ ド ・ヘ イ トン教授 とともにロ ン ド

ン大学で信託法 を講ずる。 そのマシ ューズ教授 とのコンタク トもで きて、 トラス ト60の 後

援二で イギ リス調査 を行 ったのが2002年3月 だった。

以下は、その折 の訪 問先 ・イ ンタ ビュー先 のリス トであ る。

10日(日 曜 夕 刻)城 美 智 子 さ ん に イ ギ リス の 法 学 教 育 の 話 を 聞 く

(城 さ ん は イ ギ リ ス で 法 曹 資 格 を 取 る 勉 強 を し て お ら れ る)

11日(月 曜)

10時Withers法 律 事 務 所(マ シ ュ ー ズ 教 授 が パ ー トナ ー を 務 め る 事 務 所)

JeremyArnold(soHcitorspecialisingininternationalestateplanningusingtrusts)

11時Lincoln'sInn

JohnMowbrayQC(thedoyenofinternationaltrustbarristers)

12時LincolnlsInnRobertHamQC(well-knowntrustbarriste略familyand

commercialtrUStS)

15時 半Withers-JohnRiches(solicitorspecialisingincommercialtrusts)

17時 ロ ン ド ン大 学LSEの ペ ナ ー 教 授

12日(火 曜)

10時 み ず ほ イ ン タ ー ナ シ ョ ナ ル 松 島 茂 樹 さ ん と法 務 部 長BrianLanaghan氏

14時 半 キ ン グ ズ カ レ ッ ジ へ

15時 ヘ イ ト ン教 授 の 信 託 法 セ ミ ナ ー 見 学
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13日(水 曜)

9時15分 の 飛 行 機 で ジ ャ ー ジ ー 島 へ

11時JerseyFinancialServicesCommission(regulator)

12時AbacusFinancialServicesLtd(well-knownJerseytrustcompany)

14時 半RoyalBankofCanadaTrustCompany(wellknownbanktrustcompany)

15時45分Ogier&LeMasurier(well-knownJerseytrustlaw丘rm)

17時15分MeetingwithTheBailif£headofJerseygovernment

14日(木 曜)

9時 半BedellCristin,meetingAlanDart(probablythebestknownJerseytrust

lawyer).

13時 過 ぎ の 飛 行 機 で ロ ン ドン へ 戻 る

16時 半Withers法 律 事 務 所 マ シ ュ ー ズ 教 授 へ の イ ン タ ビ ュ ー

15日(金 曜)

9時 半CouttsBankTrustCompany,188FleetStreet

夕 刻 ロ ン ド ン発 翌 日東 京 着

調査 の主眼 は、元来、 イギ リスの2000年 受託者 法の意義 を調査する ことにあ ったが、訪

問先 の弁護士 や法学者 は総 じてその意義 を大 きい もの と捉 えてい ない ことがわか った。 む

しろ、マ シューズ教授 のおかげで訪問す る ことにな った ジャージー島で、オ フシ ョア信託

の一端 に触 れるこ とが で きたことが有益 だ った。下記はその成果 の一一部であ る。 なお、信

託法 に関連 した成果 は、本報告書 を読 まれたい。

1)ジ ャージはジ ャージー島 と関係があ るか?

ジ ャージー島のウールでで きた もの をこう呼 んで いたそ うで、大い に関係 あ り。

2)ジ ャー ジー牛乳 はおい しいか?

アイス クリー ムなど食べ、牛乳 を飲 んで皆 おい しい との証言あ り。 なお、ジ ャージ

ー牛 は、すで に18世 紀 に輸入 を禁 じ、純粋種 を維持 する ように している との こと。狂牛病

とも無縁 との主張。

3)ニ ュー ・ジ ャージーはジャージー島 といか なる関係にあるか?

17世 紀 の市民革命 当時、 ジャージー島が当時の プリンス ・オブ ・ウェールズであっ
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たチ ャールズ2世 を匿った功 によ り、新大 陸植民 の特許 を も らった ことに由来する。

4)イ ギ リスか らジ ャー ジー島へ行 くには、パス ポー トを必要 とするか?

不 要であるが、飛行機 は、interna60nalnightで あ る。

わが国において、金融特区というような構想が描かれているが、ジャージー島はいわば

イギリスにおけるその先駆的な例と見ることがで きる。 しかも、便宜的に特区にしたので

はなく、イギリス本国と並ぶ歴史を誇るところという素地があった。そうはいっても人口

も驚 くほど少ない小さな島で、金融情報 と信託というスキームを使って大 きなことが行わ

れている。

本報告書では、以上の経緯に鑑みて、イギリスの信託法の状況 とともにジャージー島の

信託につき扱 うことにした。 これらから、信託の広が りと利用形態の多様性 を垣間見るこ

とができる。

ポール ・マシューズ教授および財団法人 トラス ト60に感謝の意を表明し、はしがきの文

章としたい。

2004年3月

樋 口 範 雄
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イ ギ リス の2000年 受 託 者 法 に 関 す る ノ 一一ト

樋 口 範 雄



1は じめ に

イギリスの信託 に関す る基本法 は、1925年 受託者法(TrusteeAct1925、 以下、1925年 法

と呼ぶ)で あ る。イギ リス において'、信託法 の教 科書の基本 的なスタイルは、信 託の判 例

につ いて概 説す ると同時 に、1925年 法 の相 当数の条文 につ き解説 を加 えるの を常 としてい

る。ところが、2000年11月 、イギリスの国会 は、その名 も同 じ受託者法(TrusteeAct2000、

以下、2000年 法 と呼ぶ)を 可決 し、2001年2月 か ら施行 した。この法律 は、この75年 間で最

大の改革 をした もの だとい う声 もある2。

だが、そ うはい って も、新法 は1925年 法 を完全 に廃止 したわけで はな く、重要部分 につ

き改正 を加 えた ものであ るか ら、今後 の教科書 の扱 いで も、2000年 法だ けを扱 うのではな

く、1925年 法 にも言及す る部分が残 る。そ もそ も、 いったい、イギ リスで は、包括 的な法

典化 をす ることが稀 であ り、2000年 法 を見 れば、信 託法の全部 は もちろんんのこ と、 ほ と

ん どの要点 を網羅 した ことに もな らない。 この点 は、同 じ2000年 に採択 され たアメリカの

統一信 託法典 と対 照的である3。

そ うだ として も、現代 イギ リス信託法の動 向を知 る上 で、やは り2000年 法 は、逸す るこ

とので きない研 究対象 である。本稿 は、 この新 しい受託者法の意義の簡単 な紹介で ある。

ただ し、その意義の正確 な把握 には、 イギ リスにおける信託 と信 託法の現 状お よび問題状

況の理解 を必要 とす る。それは、言 うほ どに容易 な作業 ではない。

そ こで、本稿 では、オース トラリアのアデ レー ド大学で信託法 を講ず るライ ト教 授4の論

稿 を一部紹介 しなが ら、いわばコモ ン ・ロー の共通 の伝統 を担 う専 門家 の眼 を借 りること

で、2000年 法 の特色 と問題点 を明 らかにす ることに した。その契機 となったのは、2001年6

月13日 に東京 大学 で行 われた東京大学法学政治学研究科 附属比較 法政 セ ンターでの、第106

回比較 法政セ ミナー 「オース トラ リアか ら見 たイギ リス信託法改正」 であ る。た また ま数

日間来 日され ることになったライ ト教授 に前 もってお願 いし、上記 のテーマでのプ レゼ ン

1本 稿 の 関 心 は 、2000年 受 託 者 法 の 意 義 に あ る が 、 同 法 第42条4項 に あ る よ う に 、同 法 は 、イ ン グ ラ ン ド

お よ び ウ ェ ー ル ズ に の み 適 用 され る 。本 稿 で 「イ ギ リ ス 」 と あ る 場 合 、イ ング ラ ン ドお よ び ウ ェ ー ル ズ を 指

す も の とす る。

2StephenPallisterandZoeHooper-S㎡tLTheTrusteeAct2000-amajorchange-theTrusteeAct

200bringsinthebiggestchangetotrustlawinEnglandandWalesIbr75years,LawSocietyGazette,

8February2001,vo198,Nα6at51(PRACTICEPOrNTS).

3ア メ リ カ の 統 一 信 託 法 典(UniformTrustCode)に つ い て は 、大 塚 正 民 ・樋 口 範 雄 編 著 『現 代 ア メ リ

カ 信 託 法 』(有 信 堂 ・2002年)を 参 照 さ れ た い 。

4DavidWright氏 はSeniorLecturer,UniversityofAdelaideと い う地 位 に あ る 。

一11一



テ ーシ ョンを していただいた。本来 は、オース トラリアでの信託 の動 向について うかが う

のが筋か とも思 ったが、 あえて この ようなお願いを したの には、2つ の事情がある。

第1に 、 これ には先例 がある。ただ し、イギ リス法で はな くアメリカ信託法 につ いてで

あ る。 この十数年の間の、 アメ リカでの信託法改正の動 きには急 なものがあ った。 いわゆ

るプルーデ ン ト・イ ンヴェス ター ・ルールの採択 を初め として、内容 にも注 目すべ きとこ

ろが少 な くない。 この動 きの重要な一翼 を担 うのが先に も言及 した2000年 夏の統 一信託法

典(UniformTrustCode)採 択である。私 は、他の幾人 かの研 究者 とともに、統一信託法

典の草案作成の過程 を追 いかける過程 で、草案が ほぼ完成 した1999年 秋、主任起草者のデ

ィヴィ ド ・イ ング リッシュ教授 とともに、オース トラリアの メル ボル ン大学法学部 のマ イ

クル ・ブライ アン教授 をゲス トとして招聰 し、 ワー クシ ョップを行 うことを企 画 した。 日

米法学会 ワー クシ ョップ 「アメ リカ統一信託 法の策定」 がそれであ る5。アメ リカの統一信

託法典案の意義 を理解す る うえで、英米 法諸国の うちアメ リカ以外 の国の専 門家 も招 いて、

比較法的視座か らコメ ン トして もらうのが、有意義 ではないか と考 えたか らである。実際、

それ は きわめて有効 な手法 だったので、今 回、 イギ リスの新 しい動向 を理解す る うえで再

び オース トラリアの専 門家 の力 を借 りるこ とに した。

第2に 、 この ような試 みが可 能になる背景 には、信 託が一国だけの ものではな く、国境

を越 えて利用 され、あるいは1つ の国の信託法改正作業が他 の国 にも影響 す るという意味

で 「信託の国際化」が生 じている とい う現象 と、信託法につ き古 くか らの伝統 を もつ同 じ

英米法 国であ りなが ら、信託 の利用法や信託法 の細かなルール につ き、重要な差異があ る

という事情がある。 とりわけ、信託 の母 国イギ リスにおける信 託法の改正に対 し、 オース

トラリアやニ ュー ジーラ ン ドには、それを 自分 たちの問題 として身近 に考 える素地 があ り、

東京での ワー クショップが な くとも、 オース トラリアの専 門家 な らば必ず注 目していたで

あ ろう とい うことがある。実 際、 ライ ト教授 は、東大でのセ ミナー を契機 として、長文の

論文 をま とめ、2001年 夏 に、 その草稿 を私 に も送 って くれた。本稿 でふれるのはこの論文

で ある6。

5参 照 、ワー ク シ ョップ 「アメ リカ信 託法 の策定 」 アメ リカ法2000-2号187-204頁(2000年)。 さ らに、

前掲 注3)の 文献 も見 られ たい。

6DavidWrightTheDeathofTrusts?(2001).な お、 この論文 は、現 時点 で、 活字 の形 では未公 表で

あ る。 ただ し、 東京 大学 で行 われ たセ ミナーの記録 は、2001VoL4Nα21CCLPReviewat75-76(英 文

版)、74-76(和 文版 ・樋 口 に よる報告)で 見 る こ とがで きる。ICCLPReviewと は、東 京大学 大学 院法学

政 治学研 究科 附属 比較法 政 国際セ ンター の刊行 してい る雑 誌 であ る。また 、ラ イ ト教 授 自身(davidwright

@adelaideedu.au)に メイルで 連絡 して入 手 を図 る とい う手段 もあ る。
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いずれにせよ、重要なポイントは、信託が比較法の題材 としても興味深い対象であ り、

比較法的見地から眺めることによって、それぞれの国において信託お よび信託法の抱える

問題がいっそう明らかになるということである。ライ ト教授は、イギリスの2000年 受託者

法について語る。それによって明 らかになるのは、外から見たイギリス信託法の動向であ

るばか りでな く、オース トラリアやその他のコモン ・ロー諸国における信託法の状況で も

ある。

次項以下において、ライ ト教授の説 くところを基軸に据えなが ら、2000年 法の要点を紹

介する。ただし、その全体像を満遍なく紹介することはせず、受託者の注意義務の問題に

焦点をあてたものであることを予め了承されたい。

n2000年 受託者法の意義

(1)は じめ に

2000年 法 は、法律委員会(LawCommission)が 公表 した 「受託者 の権 限お よび義務」

(TrusteeslPowersandDuties)と 題す る法 改正 要綱案 に基づ き成立 した7。

同法 は、イギ リス信託法の改正点 として、5つ の重要 な論点 をカバー した8。これ らは実

務上重要 とされる点で あ り、実務 の現状 を追認 し、全体 として、信託法 の現代化 を意 図 し

た ものである。

①受託者 の負 う注意義務の基準 を明定 した。従来のコモン ・ロー による基準 は、ordinary

prudentmanofbusiness(通 常の慎 重 なビジネスマ ン、または通常 の慎重 な人)で あった

が、その内容 には不 明確 な点があ った。2000年 法弟1条 は、「当該状況 に照 らして合理的 な

注意 と技 能を行使 しなければならない(hemustexercisesuchcareandskillasisreasonable

inthecircumstances)」 と定め、かつ 「当該状 況 に照 らした」判断 には、受託者 の有す る、

または有す る と表示 した専 門的知識 や経験が 特 に重要 な要素 となる と明示 し、 それだけ、

ケース毎 に応 じた過失判断がで きる ように した。

7法 律 委 員 会 がTrusteeslPowersandDuties:GivingTrusteesThePowersTheyNeedと 題 す る 中 間

要 綱(LawCommissionConsultationPaperNo146)を 公 表 した の は 、1997年6月26日 で あ る 。そ れ に対 す

る パ ブ リ ッ ク ・コ メ ン トを募 集 し、 さ ま ざ ま な 議 論 を 経 て 最 終 報 告 書Trustees`PowersandDuties,Law

CommissionReport260-jointlywiththeScottishLawCommission:ScotLawComNo172が 出 され た の

が1999年7月21日 、そ れ に 基 づ く法 案 が 国 会 で 可 決 さ れ た の が2000年11月 とい う こ と に な る 。な お 、こ れ ら

の 中 間 要 綱 や 報 告 書 はhttp://wwwlawcomgovuk/misc/property.htmか ら イ ン タ ー ネ ッ ト上 で ア ク セ ス す

る こ とが で き る。

8Wrig比supranote6,at3.
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②受託者の投資権能を広 く認めた。従来は、昔ながらの投資リス ト・ルールが残存 して

いたところ、今回の改正で、どのような投資でもそれが注意義務に反 しない限り、取 り入

れることが可能になった。

③土地の取得権能が明文で認められた。これは、② と重複 し、受託者の権限を柔軟に広

く認める点で同様であり、まとめて良さそうなものだが、イギリスの信託の伝統では、土

地 は特別なものと考えられてお り、それに関する受託者権限の拡張は、別に一・項を立てる

に値するとみなされている。

④代理人の利用が柔軟にできるようになった。従来は、受託者が自ら職務を行わなけれ

ばならないとする自己執行義務が広 く行われていた。新法はそれを大 きく緩和 した。

⑤受託者の報酬は、従来、信託からの利益(し たがって、受託者は信託か ら利益 を得て

はならないという原則との調整が常に意識されるもの)と 考えられて きたが、2000年 法で

は、受託者の提供するサービスへの支払いとして承認された。これ も昔なが らの名誉職的

な受託者像からの変化である。

(2)注 意 義 務 の 内 容

ライ ト教授 に よれば、 これ らの変更点の うち、注意義務 の部分 だけは大 きな問題 をは ら

む とい う㌔

2000年 法 は全体 で43条 、6部(parts)に 分かれ る。6部 は次 のよ うな表題 を もつ。

第1部(1-2条)注 意義務(TheDutyofCare)

第2部(3-7条)投 資(lnvestment)

第3部(8-10条)不 動産の取得(AcquisitionofLand)

第4部(11-27条)代 理人、名義人、および保管人(AgentsNomineesandCustodians)

第5部(28-33条)報 酬(Remmeration)

第6部(34-43条)雑 則お よび補足 規定(MiscellaneousandSupplementary)

注意義務に関する規定は冒頭におかれている。

◆第1条 注意義務

9Wright,supranote6,at3.
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(1)本 条の義務が受託者に適用 される場合には、常に、受託者は、当該状況に照らし

て合理的な注意 と技能を行使 しなければならない。その際には、特に次に掲げる点に留意

しなければならない。

(a)受 託者が有し、または有すると表示 した特別な知識 もしくは経験に照 らした基準

によること、および、

(b)受 託者が、業として、または専 門家として、受託者の行動をする場合には、当該

事業や専門家として行動する人に期待されるのが合理的な特別な知識 もしくは経験に照 ら

した基準による。

◆第2条 注意義務の適用

いかなる場合 に、本条の注意義務が受託者に適用 されるか否かは、付則1(Schedule

1)が 定める。

第2条 を見ると、実は、付則1が 重要だということがわかる。そして、付則1は7項 目

から成 り、第1項 か ら第6項 までは、第1条 の注意義務の基準が適用 される範囲を定め、

第7項 では、さらに免責条項をおいてそれを排除することができると規定する。注意義務

の排除の問題は特に重要なので項を改めて後に扱 うことにし、2000年 法の定める注意義務

の内容につ き、論点別に整理すると、以下のようになる。

【論点1】 注意義務の適用範囲は何か。

卒然と2000年法弟1条 を読むと、受託者の注意義務に関 し、一般的に統一的基準 を定め

たかに見 えるが、そうではない。先に述べたように、付則1の 第1項 か ら第6項 で指定さ

れた受託者の行為についてのみ、新たな基準が適用 される1°。

ただし、その範囲は相当に広い。2000年 法のカバーする領域、具体的にいえば、信託財

産に関する投資権限の行使、投資方針の定期的検討、不動産の取得お よび管理、代理人 ・

名義人 ・保管人の選任 ・その後の審査、信託財産に保険をつけることなど、すべて対象に

入る。

だが、あ くまでも形は限定列挙であるから、付則1の6項 目に掲げ られていない事項に

10PenelopeReed&RichardWils帆TheTrusteeAct2000:APracticalGuide14 ,26(Jordans2001).

一15一



ついて は、従来 の判例法 による基準 、す なわち、ordinaryprudentmanofbusiness(通 常

の慎 重 なビジネスマ ン)が どの ように行為 したかが基 準 となる。残 る主 な領域 としては、

① 受託 に際 し、信託財 産を 自らの支配下 にお く行為 、

②信託財産 の保管 ・管理(投 資運用 をのぞ く部分)、

③信託 に関係 した訴訟 に関す る行為、 な どが ある"。

要す るに、受託者の注意義務 に関 し、今や二重 の基準が適用 され る体制 とな った。法案

作 成過程 にお ける法律委員会の報告書 では、2000年 法 に定 める基準 は、 これ までの判例法

上の義務 を明文化す るに過 ぎない としていたが12、まず対象範囲の点で、そ うはな らなかっ

た。た とえば、受託者が投 資権 限 を行使す るあ らゆるケース とい うように13、実 際上、新 法

の適用 される範 囲は相 当に広 い範囲 をカバー してい るか ら、問題が少 ない よ うに思 われる

が、逆 に、 なぜ この ような二重体制 をと らね ばな らぬのかが疑 問である。 あるいは、 イギ

リスにおける制定法が、包括 的な性格 を もたないこ との反映であろ うか。 ただ し、 次項で

述べ る ように、仮 に2000年 法の基準が従来 の判例法 を明文化 しただけだ とす れば、 あるい

は少な くともそ う大 きな相違はない とい うのであれば、 この問題は、見 かけ ほどの重要性

はない ことになるが。

【論点2】 従来 の基 準 とどこが異 なるか。

すで に述べた ように、受託者の注意義務 について、これまでの判例法では、ordinaryprudent

manofbusiness(通 常の慎重 なビジネスマ ン)が 基準 になるといわれる ことが多 かった。

先 例 として、どの教科書 にお いても1883年 の判例が引用 される14。そこでは、受託者 がブロ

ー カーの書面 による約束 を信 じて1万5000ポ ン ドを証券 に投資 し、後 に詐欺 であ ることが

わか った時点 ではブローカーも破 産 してお り、信 託財 産の損失 を来 した事案で、次の よう

な判示が なされ、受託者 の責任が否定 された。

「受託者 に対 し、通常 の慎重 なビジネスマ ン(anordinaryprudentmanofbusiness)が

採用 し事業 を営む以上の注意 ・警戒 をす る ようにさせ ることは、決 して合理 的な ことで は

ない」。

11PaulMa【thews,TheTrllsteeAct2000,at3.こ れ は 、2002年2111411信 託 協 会 で 行 わ れ た 講 演 の 草 稿

で あ る 。 邦 訳 ポ ー ル ・マ シ ュ ー ズ{新 井 試 訳]「 英 国2000年 受 託 者 法 」 信 託210号 曲 頁(2002年)。

12LawComNo260,para235,

13SeeSchedule1,para.loftheTrusteeAct2000.

14SpeightvGaunt(1883)22ChD727.
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そこで、 まず問題 とすべ きは、 この基準の意義が、 その後の判例 の発展 で どの ような も

の と考え られて きたかであ る。これ については、概 略、次 の ようにま とめる ことがで きる15。

①用語 としては、ordinaryprudentmanofbusinessの 他 に、ordinaryprudentmanや16、

manofordinaryprudence17な ども用 い られてお り、manofbusiness(ビ ジネスマ ン)と い

う要件 を常に要求 しているわけで はない。要す るに、受託者 が ビジネスマ ンであれば、通

常の慎重 なビジネスマ ンと同様 に、 ビジネスマ ンで なければ、通常 の慎重 な人 と同様 に行

為 するこ とが求 め られ る とい うこ とである。

② 自らの財産 を管理運用す る場合 と同様で いいか とい えば、そ うではな く、「受託者が倫

理的に面倒 を見 なければ な らない とされる 『他 人』の利益 の ために投資 をす るとすれ ば行

使 したで あろう注意 と技 能 を用 いる義務」'8である とされて きた。もっ と直接 に、危 険 な投

資は避 けなけれ ばならぬ と明言す る判例 もあ った19。Prudentは まさに 「1真重 な」 と訳すべ

き意義 を担 っていたわけであ る2°。

③市場 の下落 など一般 的経済状況 による損失 は、受託者 の責 任で はない。1896年 の判例

では、「受託者 は保証 人ではない、保険者 で もない。(trusteeisnotasure軌norishean

insurer)」 とい う判示 を交 えて、受託者が責任 を負 うの は、何 らかの違反が あった場合 に限

る と明言 されていた21。

④有償 の受託者 と無償 の受託者 とで注意義務 の基準が異 なるかについては争いがあった。

有 償の場合 には、高い厳 しい基準が適用 される と述べ る判例 もあ ったが22、それ には逆 に無

償 の受託者 に緩や かな基 準 を適用す る という裏面があ り、それ は望 ま しくない とす る反対

論 と23、実際の判例 を見 る と、む しろ判例法の大勢は異 なる基 準 を認 めていない とす る主張

が 強 くな されてい た24。

15See,e.g,JamesPenner,TheLawofTrusts285-291(2ded ,Butterworths2000).

16ReWhiteley(1886)33ChD347

17LearoydvWhiteley(1887)12AppCas727,HL.

18ReWhiteley(1886)33ChD347at355.

19LearoydvWhiteley(1887)12AppCas727at733,HL(LordWatson) .

20ア メ リ カ に お け るprudentmanruleが 、か つ て は 「慎 重 人 ル ー ル」 と訳 さ れ る もの で あ っ た が 、現 在

のprudentinvestorruleは 「合 理 的 な 投 資 家 ル ー ル 」 と訳 す べ き も の に 変 容 して い る こ と につ き、樋 口 範

雄 『フ ィ デ ュ シ ャ リ ー[信 認]の 時 代 』186-209頁(有 斐 閣 ・1999年)。

21ReChapman[1896]2Ch763,CA(LindleyLJ).

22BartlettvBarklaysbankTrustCoLtd[ユ980]Ch515,at534(BrightmanJ)(た だ し、こ こ で は有

償 無 償 で は な く専 門 家 ・非 専 門 家 の 区 分 で 論 じ ら れ て い る);ReWaterman'sWillTrusts[1952]2

AllER1054,at1055(HarmanJ).

23Penner,supranote15,at288-289.

24JobsonvPalmer[1893]1Ch71,at76(RomerJ);NestlevNatbnalWestmin乱erBankplc

[1994]1AllER118,CA.な お 、 ア メ リカ 法 で も、一 般 に、 有 償 ・無 償 に 輿 係 な く、受 託 者 の 日三意 義 務

の 基 準 が 同 一 と さ れ て い る こ と に つ き、 樋 口範 雄 『ア メ リ カ 信 託 法 ノ ー トn」43頁(弘 文 堂 ・2003年)。
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では、2000年 法 は、 これ らをどの ように変 えたのか。上記4点 に対応する形 で、以下、整

理 してみる。

①文言上、誰 か基準 になる人(た とえば、通常の慎重 な人)に なぞ らえる方式 は とらず、

当該受託者 の行為基準 として 「当該状況 に照 らして合理 的な注意 と技 能を行使 しなけれ ば

な らない(hemustexercisesuchcareandski皿asisreasonableinthecircumstances)」

とい う規定 の仕方 になってい る。

しか し、合 理的な注意 と技能 を行使 したか否 かは、結局 、合理 的な人(ordinarymanof

prudenceorreasonableman)な らす るような行動 に出たか否 かで判断 されるので、規定ぶ

りの相違 に、大 きな意味があ るとはいえない と考 え られる25。

②従 来のルールで は、 自分の財産 を扱 う場合 と 「他人 の」財産 を預か る場合 とで区別が

なされ、明 らか に、受託者 には前者 の場合 より慎重 な対応 が求 め られていた。だが、2000

年法 には文 言上その よ うな規定 はないので、 その点 が変 更されたか否かが問題 とな る。ア

メ リカのプルーデ ン ト ・イ ンヴェスター ・ルール において、「他人 の財産 を管理す る者 とし

て」 とい う要素が規定上外 されたことも参 照に値す る26。

だがこ信託 の 目的や受託者 の預か っている信託財産 の性 質は、すべ て 「当該状況 に照 らし

て」 とい う中 に判断要素 として含 まれると見 ることもで きるか ら、 明確 な変更があ った と

いえるか は難 しい ところである。

③2000年 法 は、投 資その他 の場面 での注意義務の基準 を定めてお り、注意義務違反が な

い限 り責任 を負 わないのは当然 とされてい る。

④有償 ・無償 の区別 はしていない。 ただ し、第1条 は、受託者の有 する、 または有す る

と表示 した専 門的知 識や経験 が特 に重要 な判断要素 となる と明示 したので、専 門的受託者

に高い厳 しい基準 が適用 され ることに疑 いはない27。そ して、専門的受託者 は、通常、有償

で働 く者 であるか ら、 この ような形で、有償受託者 に課 される注意義務 の基準が高 い こと

が明確 にされた と考 え られ る。 もっとも、素人が報酬 を得 て受託者 となった場合 には、 こ

25Reed&WUs叫supranote10,at26で は、意味 上の 変更 は な く、どの よ うな場 合 に も当該状況 を勘案

して柔軟 な対応 をす る こ とが で きる こ とを明示 しただ けだ とす る。

26樋 口、前掲 注20)200頁 。

27た だ し、 第1条(a)号 と(b)号 の抵触 す る可能 性 が指摘 されて い る。 す なわち、仮 に、専 門 的受託

者 が依頼 人(委 託 者)に 対 し、自 らの投 資能 力が あ る分 野 につ き十 分で ない 旨 を開示 した 場合 、(a)号 に よ

って基準 が緩 和 され るの か、それ とも(b)号 によっ て、や は り専 門家 と して の基 準 で判断 される のか、が

問題 となる。言 い換 えれ ば、(a)号 が注 意義務 の基準 を高 め る場 合 にだ け適用 され るのか、そ うで はな く低

くす る場 合 に も適 用 があ るの か とい う問題 であ る。Reed&Wilso恥supranote10,at12-13で は、専 門 的

受 託者 につ いて は、依 頼 人 に経験 不足 そ の他 を伝 えた と して も、専 門家 と して の高 い基準 が適 用 され る とす

る。
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の規定の適用 はない。

このように見て くると、2000年 法がコモン ・ロー上の注意義務をどれだけ変更したのか

について、現時点ではいまだ明快な解答は出されていない。先に述べたように、そもそも

法案作成過程における法律委員会の報告書が、これまでの判例法上の義務を明文化するに

過 ぎないとしていたことが想起される28。いずれにせよ、新法についての今後の裁判所の解

釈を待つほかはない。

さらに、2000年 法が専門的受託者に対 し明確に厳 しい注意義務を課した点に、仮に新 し

さを認めらるとしても、実務では、ほとん どの場合、注意義務に関し免責条項を入れない

限 り専門的受託者は信託 を引き受けないという29。そうだとすれば、専門的受託者について

も注意義務の基準をめぐる議論はそれほどの実際的重要性をもたない可能性がある。むし

ろ注意義務の排除、言い換えれば免責条項の有効 ・無効 という問題こそ大 きな意味があ り、

2000年 法が付則においてそれを明定した点に注 目すべ きである。

(3)注 意 義務 の排 除:免 責 条項 に対 す る伝 統 的 な立場

2000年 法付則1の 第7項 は次のように規定する。

◇付則1第7項 注意義務の排除

(本法の定める)注 意義務は、信託証書上、当該注意義務は適用しないことが明 らかな場

合、適用 されない。

ライ ト教授 は、ここで許 されてい る免責条項(exemptionclauses)は 重要 なポイ ン トだ

とす る3°。受益者 に対 す る受託者の義務 は信認義務(五duciaryduty)と 呼ばれ、信託 を特徴

づける要 であ る31。契約 関係 には通常課 され ない義務が、受託者 にだ け課 される。義務 の源

泉 は当事者の合 意で はな く、エ クイテ ィの裁判所 にある。だが、他方で は、信 認義務 の定

め も任 意規定であ り、委託者が義務を免 除 した り緩和 す ることが可能だ とされ る32。実際、

28LawComNo260,para2.35.

29RichardEdwards&NigelStockwell,TrustsandEquity309(Longman5thed2002)は 、専 門 的 受

託 者 に 厳 しい 基 準 が 適 用 され る か 否 か の 議 論 は 「純 粋 に学 問 上 の も の(purelyacademic)」 にす ぎ な い とす

る。

30Wright,supranote6,atユand4.

31Wright,supranote6,at4な お 、 一 般 的 に は 、 樋 口 、 前 掲 注20)の 文 献 参 照 。

32ア メ リカ 信 託 法 の 基 本 的 な任 意 法規 性 につ き、 大 塚 ・樋 口 、 前 掲 注3)第1章 参 照 。
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受託者のための免責条項 を信託条項に挿入することは、 日常的に見 られる。そこで、この

ような免責条項が どこまで認め られるかが問題 となる。あらゆる信認義務を免除すれば、

当事者の関係はもはや信託とはいえなくなる。

この ような文脈において、注意義務の排除を認める付則1の 第7項 が問題となるわけで

ある。オース トラリアのライ ト教授は、この問題につ き、 コモン ・ロー諸国での伝統的な

立場はこうではなかったとして、比較法的知見を示す33。

① オース トラ リア法

オース トラ リアにお いては、受託者 の注意義務 の排 除 に関す る先例 はほ とんどない。わ

ずか に、同国を代表す る信託 法の教科書 に次の ような記述 を見 ることが で きる。

「受託者 が、過失 に よりまたは不誠実 に(negHgentlyorinbadfaith)信 託違反をおか し

た場合 、それを予 め免責す る信 託条項に関 し、イギ リスや オース トラリアの裁判所が正確

に どの ような態度 を とるか を示 す先例 は実 に少 ないが、ス コ ッ トラン ドやアメ リカの先例

は、 この点で明確かつ 一貫 してお り、その故 に相当の説得力 を有す る」34。

そ して、オース トラリア におい て、裁判所 の判示の 中でこの問題 に少 しで もふれた もの

として、ニ ュー ・サ ウス ・ウェー ルズ州のヤ ング裁判官 による、次 の言明 を紹介す る。

「私 は、当事者 が責任 を制 限す ることが問題 になる とは思 わない。ただ し、次の2つ の

例外 を除 く。それは、 責任 の排除が過失 と信託違反 に関す る場合 であ り、裁判所 はその よ

うな条項 に対 しきわめて注意深 く接 し、可 能な限 り限定的 に解釈す るであろ う。裁判所 は、

この ような条項が詐欺 を覆 い隠す もの として利用 されるのを許 さない」35。

以上の ような考察か ら、 オース トラ リア法はそれ 自体 明確 ではないが、ス コッ トラン ド

や アメ リカ法 の影響 を受 ける可 能性 が強 いとい うのが、 ライ ト教授 の見解 である。

② スコッ トラン ド法

ス コッ トラン ド法 の先例 と しては、 まず1888年 とい う古い判決の判示 が注 目され る。

「ス コッ トラ ン ド法 では、受託者の側 で誠実 さ(bonafides)と 矛盾す るような行動 を し

33Wright,supranote6,at5-16.

34Ford&Lee,PrinciplesoftheLawofTrustspara18060(2dedLB(二Sydney,1990),

35McLeanvBurnsPh血pTrusteeCompanyPtyLtd.,(1985)2NSWLR623at640-641(YoungJ.

こ の 事 件 で は 、詐 欺 の 要 素 は な い と し て 、責 任 制 限 条 項 の 効 力 が 認 め ら れ て い る。 した が っ て 、この 部 分 は

修 論 で あ る)。

36KnoxvMackinnon,(1888)13AppCas753at765(LordWatson).
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た場合、このような条項(受 託者のための免責条項)が 、重過失(culpalata)の 結果まで、

受託者を保護する効果を持たないことはすでに十分確立 している」36。

同様に、1889年 には、受託者がベンチ ャー企業に投資し、信託財産に穴をあけて、免責

条項による抗弁 を提出 したスコットランドの事件が貴族院に上告され、貴族院が、投資に

先立って適切な調査 を行 っていなかったことが重過失にあたるとして、免責条項によって

救われないと結論づける事件 もあった37。

これらの2件 は、いずれもスコットランドの事件ではあるが、どちらもイギ リスの貴族

院に上告され、貴族院が判決を下している。これは、次項におけるイギリス法の伝統的な

立場を推測させる。なお、スコッ トランドの裁判所 自身のものとしては、1925年 に次のよ

うな判示がある。

「信託証書においていかに受託者の免責を定める条項がおかれたとして も、それらが、

受託者としての義務を無視 してよい、言い換えれば、不注意に義務を果たすことを許可す

るものとして解釈することができると想像するのは困難である」38。

以上のように、スコットランド法では、少なくとも重過失免責 を認めるような免責条項

は効力を否定 されると考えられる。

③ イギリス法ヨ9の伝統的な立場

イギリス法における伝統的な立場を明確に宣言 した先例はない。だが、1861年および1880

年の判決で、共同受託者がおかれている信託 につき、自らに過誤がない限 り、別の共同受

託者の信託違反について免責を定める条項を有効 と認めなが ら、修論で、自らの重過失や

個人的な非行 まで免責する条項については別異に解すると述べた例がある4°。先のスコット

ランドの事件に関する貴族院の判示 ともあい まって、イギリス法の伝統的な立場は、受託

者につき重過失や詐欺的な行為があった場合 まで免責する条項は無効 とするものであった

と、ライ ト教授は述べる41。

④アメリカ法

37

38

39

40

41

RaevMeek,(1889)14AppCas558.

鍵 こε1謬璽 鴇 イ襟 留 謬 膓㌧曝 號 鮮 爆 意味する.前掲注、)撚
WilkinsvHogg,(1861)31UCh41at43;PassvDundas,(1880)43LT665 .
Wright,supranote6,at7-8,
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アメリカ法の立場を見るには、 まず有名なスコットの教科書によるのが便宜である。

「免責条項がいかに広範な定めをおいていたとしても、受託者は次のような場合に責任

を免れることはできない。受益者の利益に対 しまったく無関心に、不誠実もしくは故意に

信託違反をおかした場合、 または信託違反によって個人的に利益を得た場合」42。

同書は、さらに続けて、通常の過失責任についてす ら、少なくとも専門的受託者について

の免責条項は公序に反し無効 と解する傾向もあるが、特にその旨を定める制定法がない限

り、それは有効であると記述する牡。要するに、重過失や故意についての免責は当然無効だ

という趣旨である。

同様に、 もう1つ の代表的概説書であるボガー トにも、次のような記述が見える。

「明らかに、重過失や不誠実な行為の結果に対する責任 まで、受託者 を免責することは

公序 に反するとみなすべ きである。そのような免責を認めれば、横領や望 ましくない怠慢

を助長することになる」"。

以上のように、アメリカ法は、明らかに受託者の免責条項に一定の枠 をはめている。

ライ ト教授 によれば、ニュージー ラン ド法や カナ ダ法 も、同様 の立場 を とる45。要す るに、

これ までのコモ ン ・ロー諸 国の とる立場は、詐欺 的行為 はむろんの こと、 さ らに重過失 に

つ いてまで免責 を認める ような条項 は無効 とされて きた という点で、相 当程度一致 してい

たのではないか とい うことであ る46。

(4)注 意義務の排除:Armitage判 決 と2000年 受託者法付則1の 第7項

ところが、1997年 、イギ リス では、受託者 に対 し重過失免責 を認 める明確 な判決が出 さ

れた。それがArmitagevNurse判 決であ る47。

本件 は、簡 単にいえば、農地 を信託財産 とす る信 託において、信 託条項に次 のような条

42AW.Scott&W.F.Fratcher,皿TheLawofTrusts§2223,at391(Little,Brown&Cα4the吐

1989).

431d.,§222.3,at392.

44Bogert&Bogert,TrustsandTrustees§542(WestPuhCα,2dreve辻1977).裁 判 例 と して は 、

た と え ば 、BrownvFideUtyTrustCα,250F321,at325(3dC止1918)(重 過 失 ま た は不 誠 実 に な さ

れ た 行 為 ま で 免 責 す る 限 りで 、 免 責 条 項 は 無 効 と 明 示 して い る)。

45ニ ュ ー ジ ー ラ ン ドに つ き、RobertsonvHowden(No2)(1892)10NZLR609。 カ ナ ダ につ き,In

rePoche(1984)6DLR(4th)40andCu皿ity,JudicialControlofTrusteeslDiscretions,25UofToronto

L∫99(1975).さ ら に、OntarioLawReformCommissionも1984年 に 公 表 した 報 告 書 で 、 免 責 条 項 に対 し

厳 し い 態 度 を 打 ち 出 して い る 。Penner,supranote15,at36α

46な お 、免 責 条 項 を め ぐ る ア メ リ カ 法 と イ ギ リ ス 法 を比 較 した 論 稿 と し て 参 照 、PaulMatthewsTrustee

ExoneraitonClausesandComparativeLaw,14TrustL,awInternational103(2000).

47ArmitagevNurse,[1997]3WLR1046.
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項(第15項)が 含 まれてお り、その有効性 が争 われた事件 であ る。

「原告 のための信託財産の元本 また は収益 につき、何 が原因であれ損失が生 じた場合 に、

受託者 はこれ らの損失 につ き何 ら賠 償責任 を負 わない もの とする。 ただ し、受託者 自身の

現実の詐欺的行為(hisownactualfraud)に よる場合 を除 く」。

問題 となったの は、本 条項 が、重過 失の場合 も受託者 を免責す る効 果を もつか否かであ

る。 まず、同条項が どの ような意味を もつか につ き、 ミレ ッ ト裁判官 は次の ような解釈 を

示 した48。

「私 の判断で は、 この条項 の意義 は明々 白々で、曖昧 なところが ない。 まさに、受託者

は、 自らの現実の詐欺 的行為 による場合 を除 くほか、 どの ような原因 による ものであって

も、信託 財産の元本 または収益 に生 じた損害 に対 し賠償責任 を負 うはずが ない という趣 旨

である。第15項 は、受託者 に不正 直 な意図(dishonestintention)が ないの であれ ば、信託

違反に対 する責任 を排 除す るため に適切 な条項 であ り、受託者 の行為 は免責 され る」。

原告 の弁護 人は、この場合 の詐欺 的行為(fraud)に は、エクイテ ィ上の詐欺(equitable

fraud)も 含 む として、 意図的な不正 直 さのあ る場合 に限定 され ない と論 じていた。 だが、

ミレッ ト裁判官 に よれ ば、

「現 実 の詐 欺 的行為(actualfraud)は 、 そ の ま まの行 為 を意 味 す る。擬 制 的詐 欺

(constructivefraud)や エクイテ ィ上の詐欺 は意 味しない。現実 の(actual)と い う用語は、

これ らを排 除す るため に意識 して選 ばれた ものである」。

そ して、この場合 、少 な くとも、「受託者が、受益者の利益 に反す るこ とを知 りなが ら、ま

たは受益者 の利益 に反するか否 かにつ きまった く顧慮 しない無責任 な態度 で、 当該行為 を

行 うこと」 を意味す ると説 明 した。 さ らに最 も重要 なことは、 この よ うな解釈 による、 こ

の免責 条項 は、法 にも公序 に も反 しない とした ところである。

本件の受託者 の行為 は、せいぜいで重過失 として非難 される ものである。その ような事 実

認識 の うえで、 ミレッ ト裁判官 は、重過失免責 を認め る条項 は有効 であ ると結論づけた。

前項 で紹介 した ような貴族院の先例等 につ き、彼 は、次の ように述べ てその効果 はない と

した。

「これ らのケースは、すべて19世 紀 において標準的だった条項 お よびそれに類似 した条

項 の解釈 が問題 になったケースである。今 世紀 になって一般化 した、 もっ と広 い内容 の条

48以 下 に紹 介 す る 判 示 に つ き、seeArmitagevNurse,[1997]3WLR1052-5&
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項に関するものは存在 しないし、明確に重過失免責の効果をもたせ ようと文章化 された適

切な条項が公序 に反するという趣旨の先例 となるものでもない」。

ミレット裁判官は、重過失免責を同じように認めた1996年 のジャージー島の判決を引用

しつつ49、本件の免責条項を有効 と認め、受託者の責任を否定した。

そして、2000年 法付則1第7項 は、「(本法の定める)注 意義務は、信託証書上、当該注

意義務 を適用 しないことが明らかな場合、適用 されない」と明示 し、注意義務に関する免

責条項 を広 く認める立場を確認 した。ただ し、2000年法の制定過程において、(立法府の一

部としての)貴 族院の審議中、高名な法律家でもあるグッドハー ト卿は、専門的受託者が

免責条項に頼るのを公認することは専門家の責任 を否定するものだと主張 し、付則1の 第

7項 に強い反対を示 した当

(5)免 責 条項 の今 後

以上のような免責条項をめ ぐる動向につき、注意すべ き点を改めてここで摘示 し確認し

てお きたい。

①明らかに、現在のイギリス法と、た とえばアメリカ法とでは、免責条項に対する態度

に相違が見 られる。前者は、重過失を含む過失免責を有効とするのに対 し、後者はそうで

はない51。

②イギリスの議論の対象 とされているのは、注意義務に関する免責条項である。受益者

に対 し受託者の負う信認義務(血duciaryduty)は 、大 きく分けて注意義務と忠実義務に分

かれるが52、忠実義務を外 して受託者が自らの利益を図ることを認める条項については、そ

れと異なり厳 しい態度がとられている53。このことは、2つ の義務の性格の違いを浮き彫 り

にする結果にもなる54。

③免責条項をめ ぐる議論は、2000年 法の付則1第7項 の制定をもって決着したとはいえ

49MidlandBankTrustee(Jersey)LtdvFederatedPensiollServicesLtd[1996]PLR179.ジ ャ ー ジ
ー 島 は、 英 仏 海 峡 諸 島 の1つ で 、 オ フ シ ョ ア信 託 の 設 定 地 と し て有 名 な イ ギ リス の 属 領 で あ る 。

50Wright,supranote6,at16-17citingHa皿sard,vo1612,column382f[

51See,og,Matthews,supranote46,atlO7.

52ア メ リ カ で の こ の よ うな 分 類 につ き 、 樋 口 、 前 掲 注20)178頁 以 下 。

53See,巳g,DavidHayton,TheIrreducibleCoreContentofTrusteeship,inOakleye(1,Trendsin

ContemporaryTrustLaw58-60(ClarendonPressOxford1996).Matthewssupranote11,at4も 、2000

年 法 は 、 受 託 者 の 忠 実 義 務 や 公 平 義 務 に つ い て 何 ら変 更 す る も の で は な い と述 べ る。

54注 意 義 務 と 忠 実 義 務 の 性 格 の 相 違 に つ き 、樋 口 、前 掲 注20)184-185頁 。 また 、イ ギ リス で 注 意 義 務 だ

け を 問題 に し て 、受 託 者 の 責 任 を否 定 した 判 例 に つ い て 、公 平 義 務 の 観 点 を 突 い た ら結 論 が 異 な っ た の で は

な い か と示 唆 す る例 も あ る 。Penne島supranote15,at36a公 平 義 務 は 、注 意 義 務 と い う よ りむ し ろ忠 実 義

務 に 近 い 性 格 を も つ か らで あ る 。 公 平 義 務 の性 格 に つ い て は 、 樋 口、 前 掲 注24)160頁 以 下 。
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ないようである。グッドハー ト卿の強烈な反対論 も影響 してか、大法官は、継続する信託

法改正作業の中で、免責条項の問題 を取 り上げると明言 している55。その結果、近い将来、

付則1第7項 が廃止 される可能性す らあるとの指摘さえなされている56。

皿 結びに代 えて

2000年 法は、受託者の注意義務 を定める規定から始まる。だが、本稿で紹介 したように、

それがどれだけ画期的な意義を有するかには疑問が残 る。しか し、受託者に対 し投資権限

を広 く認める部分や、 自己執行義務を大 きく緩和 し、代理人等を使用する権限を認める部

分の意義は広 く認められている。 とりわけ信託の歴史の長いイギ リスにおいて、数十年前

に作成された古いタイプの信託証書に基づき、信託を実施する受託者にとっては、新法の

制定によって、柔軟で合理的な職務の実現が可能になるといわれる。また、そこに現れた

規定の方向性は、アメリカのプルーデント・インヴェスター ・ルールと同様なものである

と思われ、一方で信託の国際化の一翼を担 うものと評価できる反面、他方で、細部の相違

が比較法的関心 を呼び覚ます ものにもなっている。

しかし、2000年 法は、イギ リスにおいて、制定法による法改正の限界をも示す。同法は

イギリス信託法の全面的法典化を目指す ものではなく、一定の限 られた効果だけをねらい

とする。しかも、それす ら、今後、従来の判例法を背景にした解釈論が裁判所で検証 され

て初めてその意義が明らかになる部分が少なくない。

だが、そうはいっても、イギ リス信託法の改正作業 として、2000年 法は相当の意義を有

するというべ きである。 とりわけ、今後、わが国においてイギリスの1925年 法 より古いわ

が信託法の改正が真剣に議論される場合、必ず参照すべ き資料 となろう。

◆後記◆

初 出;NBL2002年6月15日 号(No.739)

(転載 を許可 いただいた商事法務NBL編 集部 に感謝 申 し上げ ます。)

55Hansard,14Apr皿2000,atpara394,perLodIrvineofLairgLC実 際 、 す で に1999年 に は 、Trust

LawCommitte杜ConsultationPaperlTrusteeExemptionClausesと い う 要 綱 案 も公 表 され て い る(内 容

は 、http://wwwkcLacuk/depsta/law/tlc/consulthtmlで 見 る こ と が で き る)。

56Reed&Wilson,supranote10,at25.た と え ば 、重 過 失 免 責 に 反 対 す る 論 稿 と し て 、McCormackThe

LiabilityofTrusteesforGrossNegligence,[1998]62Conv100,104-07.
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イギ リス法 にお ける信 託 の終 了 ・変更

神 作 裕 之



1は じめ に

コモン ・ローの大 きな特色であ り最大の成果 と目される信託および信認関係についての

規律は1、イギリスとアメリカを比較してみれば明らかなように、コモ ン・ロー体系 に属す

る諸国においてまったく同一であるわけではない。イギリス信託法 とアメリカ信託法の規

律が大 きく異なる例 として、信託の終了および変更に係 る規律が著名である2。アメリカ信

託法 とりわけ2000年 に統一州法委員会全国会議(Na丘onalConferenceofCommissioners

onUniformStateLawsNUCCUSL)に より採択された統一信託法典(Un迂ormTrustCode)

における信託の終了お よび変更に係る規律についてはすでに優れた紹介がなされてお り3、

筆者 もまた別稿で扱う機会があった4。アメリカでは、柔軟かつ機動的な対応を可能にする

ため伝統的な規律に比べると信託設定者の意思をやや軽 く扱う傾向を看取することができ

るものの、少なくとも信託の 「重要な目的」に関わる信託の終了 ・変更については、依然

として信託設定者の意思を尊重する立場が貫かれていた。これに対 し、イギ リス信託法に

おいては、信託の変更と終了につき、いずれにせよ、信託設定者の同意は必要とされず、受益

者の意思が決定的である。英米法の違いは、信託 とは何か、信託は誰のための制度かとい

う信託の本質論もしくは信託に対する根本的な見方の相違に起因しているように思われる。

本稿では、信託の終了 ・変更に係 るイギリス法の規律をアメリカ法と比較 しつつ概観 し

(皿)、欧州信託法原理の関連規定 も紹介することにより(1皿)、イギリス信託法の特色を明

らかにする。さらに、信託設定者の意思よりも受益者の意思を重視するイギリス信託法の

ルールがどのような考え方に基づ き生成されたのかを検討 したい。

わが国に目を転 じると、 日本信託法は、信託の基礎的変更について十分な規律を行 って

いるとは言い難い。信託法は、信託の終了につき数ヶ条の規定を置き、①信託行為 に定め

た終了事由の発生、および②信託 目的の達成 または達成不能を終了事由としている(信 託

1Maitland,SelectedEssays,1986,at129.

2ア メ リカ法 が適用 され るかイ ギ リス法 が適用 され るかで 正反 対 の結論 になる具体 的な紛争 例 として、In

theMatterofProfessorSirDerekHaroldBarton,Todd仏Barton(Feb.2α2002JudgementintheHigh

Court,ChanceryDivision.)参 照。アメ リ カで イギ リス にあ る財 産 につ き息 子が65歳 を過 ぎた ら毎 年2万 ポ
ン ドを死 亡 時 まで年金 を支 給 し、残 りはイギ リス王立 化学 学会 に寄付 す る旨の遺言信託 を設定 した 事案 にお

いて、2名 の受 益者 が51歳 の 息子 が16万4000ポ ン ドを得 、残 りは王立 化学 協会 が取得 し信 託 を終 了す るこ と

が で きるか どうかが 問題 となった。アメ リカ法で はそ れが許 されず 、イギ リス法で は許 され る こ と となる。
この裁判 例 につ いて は、樋 口範 雄 ・アメ リカ信 託法 ノ ー ト皿(弘 文堂 、2003年)325～328頁 参照 。

3樋 口 ・注(2)290～333頁 参照 。 なお、統 一信託 法典 の制 定 の背 景 お よび意 義 につい て は、 樋 口範 雄

「アメ リカ信 託法 の新 た な動 き」 大塚 正民=樋 口範雄編 ・現 代 ア メ リカ信託 法(有 信 堂 、2001年)と くに9
～15頁 参 照。

4神 作 裕 之 「信 託の基 礎 的変 更一 変更 ・終了 お よび併合 ・分 割」 大塚=樋 口編 ・注(3)185～204頁 。
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法56条)。 さらに、「委託者力信託利益 ノ全部ヲ享受スル」場合には、委託者およびその相

続人はいつでも信託を解除で きるほか(同 法57条)、受益者が信託利益の全部を享受す る場

合には、「信託財産ヲ以テスルニ非サ レハ其ノ債務 ヲ完済スルコト能ハサル トキ其ノ他日ム

コ トヲ得サル事由」があるときは、裁判所は受益者または利害関係人の請求により信託の

解除を命 じることができる(同 法58条)。 ただし、信託の解除に関する信託法57条 および58

条は任意法規である(同 法59条)。 なお、学説は、他益信託の場合であっても、委託者およ

び受益者全員が合意すれば受託者の意思を問わず信託を解除できると解 している5。これに

対 し、信託契約の変更につ き、わが国の信託法は規定を有 しない。学説上は、信託契約の

変更には、信託行為の定めか、または、委託者 ・受託者および受益者全員の同意が必要で

あると解する説が有力である。信託の解除と異な り信託契約の変更には受託者の同意を要

するほか、「重要な目的」に係る事項に関するものであるかどうかを問わず委託者の同意を

必須と解 している点において、アメリカ法の立場 より一層信託設定者の意思が重視 されて

いるといえよう。

信託の存続期間は、比較的長期にわたることが少な くない。経済状況の変化や法律改正

等により、信託設定時には合理性のあった信託条項が不合理になることもあれば、そもそ

も信託の存続 自体が当該信託を設定 した目的に反する結果になる場合すら考えられないで

はない。このような場合には、柔軟かつ機動的に信託を変更または終了することが合理的

であろう。イギリス信託法のルールによれば信託設定者の同意を必要としないため、一般

的にいえばアメリカ法や日本法に比較 し信託の終了 ・変更が容易であるといえる。他方、

信託の終了と変更とで規律が異なる点では、イギリス信託法はわが国の信託法および信託

法理 と共通点を有する。信託法改正作業が進行中の現在、イギリス法における信託の終了 ・

変更に係る規律 を概観 してお くことは、有益であると思われる。そこで、本稿では、公益

信託 ・慈善信託を除き、私益信託に焦点を絞ったうえで6、信託の終了および変更に関する

イギリス信託法の規律 とその背後にある信託観について紹介することとしたい。

5四 宮和夫 ・信 託法[新 版](有 斐 閣、1989年)348頁 。なお、信託 の終 了 ・変更 に係 る規律 の立法 提案 と

して は、信託 法研究 会 「信託 法 改正 試案(第4試 案)」(信 託法研 究10号(1986年)123～134頁 に収 録 されて
い る。)の23条 、57条 か ら58条 の2、 能見 善久 「信託 の変更 」能 見 善久=山 田誠一=道 垣 内 弘人 「現 代信 託

法の展 望」信 託法研 究24号(1999年)102～121頁 、お よび商事 信託研 究 会 「商事信 託法 要綱」(商 事信 託研

究会 「商事信 託法 の研 究」(有 斐 閣、2001年)5～32頁 に収録 されて い る。)811条 、911条、912条等 を参 照。

6公 益信託 につ いては一般 に受益 者が特 定 され ない、永 久拘 束禁止 原則が 不適用 であ る等 の特殊性が あ り、

そ の終了 ・変更 につ いて は シー ・プ レ原則 の適用 が問題 とな る。本稿 で は、私益信 託 に絞 って検 討 を行 うこ

と としたb㌔ さ らに、信 託 の終 了 は、当事 者 の意思 に基 づ く終 了の 場合 を中心 として扱 い、また、撤 回可能

信 託 につ いて も射 程外 とす る。
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Hイ ギ リス法

(1)緒 論

イギリスとアメリカにおいて、信託の終了および変更に関する規律が もっとも大 きく異

なるのは、信託設定者の意思の取扱いである。イギリス法においては、信託の変更と終了

とではルールが必ずしも統一 されているわけではないので、以下、イギリス法における信

託の変更に関する規律を見た後((2))、 信託の終了に関する規律 を概観する((3))。 続

いて、アメリカ法における信託の終了および変更に関する規律をごく簡単に要約 し((4)) 、

アメリカ信託法 と対比することによりイギリス信託法における信託の終了および変更に係

る規律の特色 を明 らかにしたい((5))。

(2)信 託 の 変 更(VariationofTrusts)に 係 る規 律

(1)判 例法

(イ)信 託の管理 ・運営に関する条項の変更

イギリスにおける信託の変更に関するルールは、変遷をたどってお り、かつ、判例およ

び立法が複雑に入 り組んでいる局面もあるため、かなり複雑である。まず、裁判所が信託

の変更を含む信託に関する一般的 ・本来的な監督権を有する点を確認しておく必要がある7。

ところが、古い時代の判例 は、裁判所の信託に係 る一般的な監督権にもかかわらず、「裁判

所は、信託条項の認めない受託者の行為 を承認する(sanc廿on)か どうかについての裁判権

を有 しない」 とし、信託の(実 質的)変 更への関与に対 し消極的な立場をとっていた8。こ

の事案 もそうであったように、信託の管理 ・運営に関 し変更が問題となるケースにおいて

は、受託者が信託条項に反する行為または信託条項に定めのない行為 を行 うことにつき、

受託者等から裁判所に対 し承認を求めるという形 をとることが多い。とりわけ、投資に関

し受託者の権限を制約 ・限定する信託条項が置かれている場合において、当該条項の排除

が申立てられるケースが多い。そのような申立に対 し承認を与えるかどうかをめ ぐり裁判

所の関与が問題となるのである。

当初、イギリスの判例は、受託者の権限外の行為を承認することに対 し消極的な立場 を

7JEPenller,TheLawofTrustsButterworths,2002,paragraph.10.45at308.

8ReNew[1900-3]A皿ERRep763.
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とっていた。ところが次第に、信託の管理 ・運営に関する信託条項については、裁判所は

信託条項を変更できるとする裁判例が登場し、それが主流になってきた。 もっとも、 これ

らの判例 も、裁判所が受益権の内容すなわち受益者の有する利益を変更することまで認め

るものではなかった9。しかも、信託の管理 ・運営に関する信託条項であっても、裁判所が

それを変更できるのは、次のいずれかの要件を満たす場合に限られていた。すなわち、信

託設定者にとって予測不能の事態が生 じかつ緊急性を要する場合ならびに信託財産の殿損

を回避するために必要と認め られる行為を受託者が行 う場合である。なお、 これらの類型

に含 まれる信託の変更すなわち管理 ・運営に関する条項の変更が認められる場合には、受

託者による裁判所への承認の申立で十分であり、その際に受益者の同意を得 ることは必要

とされない。

(a)予 測不能性かつ緊急性

信託設定者が信託設定時において予測 し得ない事情が生 じた場合であって、かつ、緊急

性が認められるときは、受託者は信託の管理 ・運営に際し信託条項の定める範囲外の行為

をすることができる1°。

(b)穀 潰回避(salvage)

極端なケースでは、受託者 は、権限を有しない行為であっても信託財産の殿損を回避す

るために裁判所の承認を求めることがで きる。裁判例の中には、信託財産たる建造物の設

損減耗 を回避するために資金を調達する(raisemoney)こ とを認めたものがある11。なお、

信託財産の殿損減耗を回避するために受託者が信託条項の定める権限外の行為をなすこと

の承認を裁判所に求めることができる旨は、1925年 の受託者法57条 により追認された(本

節(2)(ii)(イ)参 照)。

(ロ)受 益権の内容の変更一 とりわけ受益者の扶養(maintenance)を 目的とする場合

裁判所は、次第に、受益権の内容の変更をも認めるようになってくる。とくに未成年者

のための信託において受益権 を享受できる時点について信託条項に定めがあるときは、裁

判所はその条項に反して信託財産から生ずる収益をもって未成年者を扶養すべきことを命

9ChapmanvChapman[1954]AC429,HL

10ReNew[1901]2Ch534.信 託財 産 た る株 式 の発 行会社 が破 綻 したケ ース にお いて、受託 者が再 建

手 続 に参加 す る ことに対 し裁 判所 が承 認 を賦 与 した。

11ReJackson(1882)21ChD786.
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ずることがある12。この場合には、上述 した、予測不能性および緊急性 または殿損回避とい

った条件を満たす必要はな く、受益権の内容 自体が裁判所により変容 される。

(ハ)信 託設定者および受益者の同意

上に見たように、イギリスの裁判所は、信託の管理 ・運営に関する条項の変更のみなら

ず、とくに扶養 を目的とする信託については受益権の内容の変更にまで踏込み積極的 ・後

見的に関与 してきた。 しか も、ここで注 目されるのは、信託の管理 ・運営に係る条項の変

更にせ よ受益権の内容の変更にせよ、信託設定者の同意は必要 とされない点である'3。さら

に、裁判所の関与が、受益者が未成年者である場合に限定 されているわけで もない14。もっ

とも、裁判所は、基本的には行為能力のある利害関係者についてはその合意を基礎とする

という態度でのぞんできたものと推測 される。 というのは、裁判所は、受益権の変容 をも

たらす信託の変更を避け、自己に権限があることの明白な和解で解決することを好む傾向

があったため、信託条項の解釈をめぐる紛争においては和解または合意 という形で決着が

つけられることが少な くなかったと指摘 されているからである15。この ような実務慣行にも

鑑みるならば、裁判所の命令または承認が、受益権の内容を組成し直した(remoulding)も

のと見るのか、それとも受益権の内容につき裁判上の和解(settling)が なされたと見るべ

きかが論点とな りうる1`。さらに、とくに信託の管理 ・運営に係 る条項の変更については、

当該信託および信託条項の解釈の範囲内の問題であって、そもそも信託の変更にあたらな

いと解する余地もあるように思われるが、本稿では、信託条項に形式的に反する事項また

は信託条項に定めのない事項が明示的に当該信託の内容 とされた場合 を広 く信託の変更と

定義することとし、信託の変更なのか裁判上の和解なのか信託(条 項)の 解釈なのかとい

った論点にはこれ以上立入らない17。

(ii)立 法 による解 決の試み

12ReCo皿ins(1886)32ChD229.

13Penner,supranote7,paragraph3.16at68.

14RevelvWatkinso皿(1748)1VesSen93.

15RichardEdwards/NigelStockwelLTrusts&Equity,4thed,FinancialTimesPitmanPubUshin&

1999,at147.

16Pe皿er教 授 は、受 益 権 の 内 容 に つ き疑 い ま た は 紛 争 が あ り和 解 が な さ れ 裁 判 所 が そ れ を 承 認 した と き

は、信 託 の 変 更 で は な く裁 判 上 の和 解 が あ っ た と見 る べ き で あ る と指 摘 す る 。PenneEsupranoteτparagraph

10.45at308.

17実 際 に は、信 託 条 項 に 形 式 的 に 反 す る行 為 や 信 託 条 項 に定 め の な い 行 為 を 受 託 者 が 行 っ た り、あ る い は

受 益 権 の 内 容 自体 を 変 更 す る こ と は 、信 託 設 定 者 の 意 思 に 合 致 す る と と も に、受 益 者 の 利 益 に もか な う場 合
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(イ)管 理に関する条項の変更一 「適切性」

1925年 受託者法57条1項 は、受託者に対 し、提案された信託の管理権限の変更が 「適切

である(expedient)」 と認められるときは、裁判所が変更を承認できる旨、定めている。こ

こでは、信託設定者の予測不能性 ・緊急性 は要件 とされていない。本節(2)(i)(イ)

(a)に 述べたように、判例法は、受託者の管理権限の変更につき信託設定者の予測不能性

および緊急性を要件 としていたのに対 し、それより広い 「適切性」という概念の下で管理

条項の変更を認めることとしたのである。受託者の管理権限に関する条項を裁判所が変更

す る権利を明らかに拡大する趣旨の立法がなされたわけである。

信託にとって 「適切である」かどうかは、個々の受益者についてではなく 「信託全体(trust

asawhole)」 の観点から行うべ きであるとする判例が有力である18。また、受託者法57条 に

基づ く受託者の管理権限の変更は、受託者が単独で申立てることができ、受益者の同意お

よび申立は要 しない19。こうして、管理 ・運営に係る信託条項については、コス トをかける

ことな く変更することができるのである。

なお、1925年 受託者法によれば、裁判所は、未成年者である受益者の扶養、教育または

利益のために、信託財産を使用する命令 を発する権限を有する(同 法53条)。 この権限に基

づき、未成年者である受益者の将来権の売却や担保化等が命 じられる例がある。これは、

直接的には受託者に対する裁判所の命令 という形をとるが、実質的には受益権の内容の変

更を含むもの と考えられる。

(ロ)売 却のための土地信託における管理権および受益権の変更

1925年 継承的財産設定地法64条1項 は、継承的財産設定地(settledland)お よび売却の

ために信託保有されている土地に関する取引が、裁判所から見て当該土地または受益者に

とって有益であり、かつ、受益者が絶対的な所有者であったならば為 しうる取引である場

も少 な くない で あろ うか ら、その意 味 で は、信託 設定 者 の意思 と受益 者 の利益 を対 立 的 に捉 える ことが適切

で ない場合 もあ りうる。 しか し、限界的 な ケー ス におい ては、明 らか に両 者 が対 立 し うる。本 稿 では、信託

の変 更 とい う言葉 を両者 を含 め形式 的 ・広 義 に用 い る こ とと した い。な お、信 託 の変 更 と 「信託 の終 了+再

設 定 」 との境 界 は、信託 の変更 と終 了の規 律 が異 な るイ ギ リス におい ては重要 であ り、本 節(2)伍)(ハ)

で検 討す る。

18ReCraven[1937]3AUER33;Anker-PetersenvAnker-Petersen[1991]16LSGaz32.も っ と

も、信 託 全体 に とっての適切性 を問題 と して いる か ら とい って、あ る受益 者 に とっ て極端 に不 適切 な変更 を

裁 判 所が承 認 し うるとい うこ とまで意 味す る もので は ない と断 られてい る。た だ し、判 例 の中 には、あ る特

定 の受益 者 に明 らか に不 利益 を及 ぼす信 託の変 更 に対 して も承 認 を与 えた もの もあ る。その よ うな例 と して、

後注(38)に 掲 げた判例 参照 。

19Anker-PetersenvAnker-Petersen[1991]16LSGazR32.
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合には、裁判所は、当該取引を承認する権限を有する旨、規定する。受託者の管理権限の

変更のみならず受益権の変更をもな しうる。この規定により、成人たる受益者の同意がな

い場合であっても、変更が継承的財産設定地または全受益者の利益 に適うのであれば、裁

判所は受益権 を変更する権限を有するとする判例がある2°。継承的財産設定地法が注目され

るのは、裁判所が当該土地または受益者 にとって利益になると判断する限 りにおいて、成

人たる受益者の同意がなくても、受託者の管理方法の変更のみならず受益権の内容 自体 を

変更する権限を裁判所に認めている点である。

(ハ)1958年 信託変更法の制定

1957年 法改革委員会(LawReformCommittee)の 報告書 「信託の変更を承認する裁判所

の権限」に基づ き、翌1958年 に信託変更法(TheVariationofTrustsAct)が 制定された。

信託の変更に関するもっとも重要な法律であるとされる21。上述 したように(本 節(2)(i)

(ハ))、判例法上、関係者のだれも争っていないときは和解の形をとることによって実質的

に信託を変更してきたが、裁判所はその際、同意を賦与で きない未成年者や未だ確定 して

いない受益者に代わって承認を与えてきた。これは、他に手段がないときに信託の変更を

可能とする方法であった。ところが、貴族院(HouseofLords)は 、真の紛争がない場合に

は、裁判所には和解 を承認する権限はないと判示するに至った22。これにより、和解 を通 じ

て信託を実質的に変更する裁判所の実務が法的根拠 を欠くことになり不安定性が生じ、ま

た、同意を与えることのできる受益者が存在する信託 と存在 しない信託との間で取扱いが

大 きく異なる結果になるという不公正が生 じた。権利能力のある受益者のみが存在する信

託においては、本節(3)に 述べ るSaundersvVautierの ルールにより全受益者の同意に

基づ き信託を終了 し受益権を再組成することが可能 となるが、行為能力のない受益者が存

在 したり受益者不確定の場合にはこのルールは適用されないか らである。

そこで、1954年に法改革委員会にこの問題が諮問され、1957年に上記報告書が出されたの

である。法律改正委員会は、受託者に広範な投資権限や柔軟性を賦与する条項を置 くこと

が通例的ではなかった時代に設定された信託については、真の紛争を和解の要件 とす る貴

族院の前記判例は、当初の不適当な条項のままで信託 を運営することを強いるものである

20HambrovDukeofMarlborough[1994]3AllER332.
21Edwards/Stockwell,supranote15,at151.
22ChapmanvChapman[1954]1AllER798.
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として立法提言 を行い、それに基づき次の ような内容の信託変更法が制定されたのである。

結論だけを述べるならば、信託変更法は、前記判例を廃棄し、それが出される前の法に復

帰せ しめる意味を有 している23。

すなわち、裁判所 は、信託の全部もしくは一部を変更もしくは撤回する(varyingor

revoking)ア レンジメント、または特定のクラスに属する者のために信託されている財産を

運用 もしくは管理する受託者の権限を拡大するアレンジメントに対する承認 を後述する受

益者に代わって行うことができることとされた。注意 しなければならないのは、信託変更

法は、関係 当事者の申立てに基づ き信託を変更する一般的な裁量権を裁判所 に認めるもの

ではない点である24。むしろ、他の法律の定めや判例法理によっては信託の変更をなしえな

い場合 に、いわば最後の手段 として裁判所が承認をする可能性を開 くものである。

変更の対象は、受託者の管理処分権のみならず受益権の内容そのものにも及ぶ25。もっと

も、裁判所は、当該アレンジメントにより承認が求められている者の利益 となる場合に限

り、承認をすることができる。この利益は経済的な利益 に限定されるものではなく、社会

的または道徳的利益 も含 まれるとする判例がある26。「受益者の利益のために」の解釈とし

てしばしば問題となるのは、税制に関連 して信託の変更が提案 される場合である。節税 を

目的としてジャージー島に居住する受託者に信託財産を移転する旨の変更につ き、「裁判所

は単に幼児 または未出生の子供の経済的な利益だけを考慮するのではなく、教育上および

社会上の利益 をも考慮 しなければならない」 と判示 し、承認を拒否 した判例がある27。しか

し、 この判例は、節税 目的のために信託を移転することを一切認めない趣 旨ではなく、事

実、節税 目的の信託の変更が多 くのケースにおいて認められている28。

大半のケースにおいては、現に信託基金の収益に対 し権利を有 している受益者が変更の

申立てを行う。 しか し、だれも申立 をする者が存在せずかつ利害関係者の利益 になるとき

は、受託者が申立てをすることも可能である。実際には、信託設定者と全受益者が申立人

になっているケースがほとんどであるといわれる29。生れていない受益者の利益 も訴訟のた

23Edwards/Stockwel,supranote15,at152.

24GouldingvJames[1997]2AllER239,CA.

25ReSteedlsWillTrusts[1960]1AllER726.な お 、信 託 変 更 法 は 、信 託 の変 更 の み な らず 終 了 を も

対 象 と し て い る が 、 終 了 に係 る規 律 につ い て は 、 本 節(3)参 照 。

26ReHoltlsSettlement[1968]1AllER470.

27ReWeston'sSettlements[1968]3AllER338.た だ し、子 供 も ジ ャ ー ジー 島 に 移 り住 む こ とが 予 定 さ

れ た ケ ー ス 。

28ReSealelsMarriageSettlement[1961]3AnER136.

29Edwards/Stockwe皿,supranote15,at153.
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めの後見人(guardianadlitem)に より代表されねばならず、受益権が複層化されていると

きは申請の日における全受益者が申請に加わるべ きであるとされる3°。

裁判所が変更の申請に対 し承認を賦与できるのは、次の者についてである。①利益を与

えられた者または条件付で利益を与えられた者のうち、未成年者 または無能力者であるた

め同意することのできない者、②将来の一定の日が到来しまたは一定の事由が発生 した と

き、直接または間接に信託に基づ く利益を賦与される旨定め られた者または特定のクラス

に属する者(た だし、仮に裁判所に申立てられた日に前述 した条件が成就 していたとした

ら当該信託に基づ く利益を賦与される者 または特定のクラスのメンバーである者を除 く)、

③未出生者、および④元本受益者の利益が発生 しなかったりまたは決定されなかった保護

信託.(protectivetrust)に おいて裁量的利益を有する者である。同法に対 しては、裁判所

が受益者に代わって信託の変更に対 し承認を与 えることがで きる範囲が限定的であるため

不便にす ぎ、立法論的に検討の余地があるのではないか との問題提起がなされている31。す

なわち、第1に 、裁判所は現に利益 を有している者のために承認を与えないことはできな

い。実際に与えられる蓋然性の低い条件付 きの利益を有するにすぎない者です ら、裁判所

の承諾を排除できるわけである32。第2に 、② には 「ただし、本項の規定は、裁判所 に対す

る申立ての時点において将来の一定の日が到来 しまたは一定の事項が発生したとすると、

特定の種類の者 または特定のクラスのメンバーにあたると解 されるであろうときは、その

者 を含 まないものとする。」という但書きが付されているため、裁判所は、申立てのなされ

た日における状況を審査すべ きこととなる。そして、裁判所は、申立ての時点において将

来受益者 となる可能性がある者が存在するときは、 これらの者 に代わって同意を賦与で き

ないことになる。

信託の変更により、場合によっては受益者にリスクが生ずる場合 もある。しかし、裁判

所は、必ずしもそれを理由に変更につき承認を与えないというわけではない。第1に 、 リ

スクは適切な保険によってカバーされうるし、第2に 、慎重でかつ良 く助言された成人で

あればとるであろうリスクと考えられるべきものかどうかという観点から判断すべきであ

るからである33。

30Edwards/Stockwell,supranote15 ,at153.
31Penner,supranote7,paragraph.10.49at309-310.

32Edwards/Stockwell,supranote15,at154.

33Edwards/Stockwell,supranote15,at157-158.
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最後に、信託の変更と再設定の区別が問題 となる。1958年 信託変更法は、裁判所に対 し

信託の変更および撤回についての権限を与えているだけであり、信託を終了したうえで再

設定する権限まで認めるものではない。両者の区別は微妙であるが、判例 によれば、当初

の信託の一般的目的(generalaims)お よび対象(objectives)を 明らかにしたうえで、問

題 となる変更がなされてもこれらを実現することが可能か、という基準によって判断すべ

きであるとされる34。したがって、当初の信託の一般的目的 ・対象を超える変更はそもそも

変更に該当せず、新たな信託の設定であるとされる可能性がある点に注意を要する35。アメ

リカ法におけるよりも、「信託の変更」概念が限定されてお り、信託の変更が 「重大な目的」

に係るものか どうかというアメリカ法のような絞 りをかけなくとも36、そもそも当初の信託

の一般的目的 ・対象 を超えるものは 「信託の変更」にあたらず 「信託の終了+新 たな信託

の再設定」であるととらえるのである。信託の終了と変更 とで規律が異なるイギリスにお

いては、そのように解 しないと、信託の終了に関する規律が潜脱されるおそれがあるので

あろう。いずれにせ よ、信託の変更についての英米の一般法理は一見するところ大きく異

なるが、規律の適用範囲に注 目するならば、信託設定者の同意なしに信託を変更できる場

合は、見かけのルールほどには違わないのかもしれない。

(iii)信託設定者の明確な意思との関係

これまでに述べてきたように、信託の変更が問題 となる典型的なパ ターンは、信託条項

の定める受託者の権限を越えて受託者がある行為をしようとする場合に裁判所にその承認

を求めた り、同意を与えることができる受益者がいるときは受益者もそれに同意している

場合において、裁判所の関与の下に受益権の変更がなされる場合であった。では、信託設

定者の意思に明確に反するような信託の変更も許 されるのであろうか。本節(4)に 後述

するように、アメリカ法においては、信託の 「重大な目的」に関わるものかどうかが問題

となり、「重大な目的」に関わる変更 ・終了については信託設定者の同意が必要である。と

ころが、イギリス法においては、信託の変更において信託設定者の同意が必要 とされるこ

とはない。 しかし、信託設定者の同意が不要であるとしても、信託設定者の意思を裁判所

がつねにまった く無視して承認を与えているわけではない。 しかし、設定者の明確な意図

34ReBalllsSettlement[1968]2AllER438.

35A皿envDistnlersCoLtd[1974]2AllER365.

36後 住50参 照 。
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に反してまで信託の変更を承認するケースもあ り、ケース ・バイ ・ケースのようである。

いくつかの裁判例 を紹介 しよう。

まず、信託設定者の意思を重視 し信託の変更 を認めなかった事例 として、ある女性を浪

費癖のある(sponging)兄 から守るために保護信託を設定し元本受益者とした場合におい

て、当該女性を絶対的な受益者とする旨の信託に変更することは、当初の信託設定者の意

図に反するとして承認 を拒否 したケースがある37。他方、カ トリックに改宗 した りカトリッ

ク教徒 と結婚 した場合には権利 を失 うという条件で二人の姉妹の子供たちを受益者 とする

信託が設定されたケースで、当該条項は、①宗教選択の自由を妨げ、②配偶者の選択を妨

げ、かつ③家族に不和をもたらすとして、失権条項の削除のアレンジメントを承認 した判

例がある38。なお、このケースでは、一人の娘の子供たちはカトリック信者であり、もう一

人の娘の子供たちはプロテスタントであった。したがって、 この条項の削除は明 らかにプ

ロテスタントの孫たちを害するものであった。また、娘を受益者、娘の死亡時に孫が40歳

に達 していたら孫を受益者 とする遺贈信託において、孫が40歳 前にまたは娘よ りも先に死

亡 しかつ孫に子供がいたときは孫死亡時の孫の子供たちに信託財産を引渡すが、娘が孫 よ

り先に死亡 しかつ孫が40歳 に達 していないときは、受託者には信託財産を孫に引渡す権限

が認められていた信託において、次のような変更の申立てがなされたケースがある。すな

わち、娘と孫が申立人となり、娘と孫が信託財産のそれぞれ45%、 孫の子供たちが10%を

絶対的に保有することとなるアレンジメントの承認を求めたのである。裁判所の判断は分

かれたが、控訴院は承認 を与えた。原判決は、信託設定者は孫の子供たちの存在 につき明

確な(relevant)な 意図を有 しておらず孫が40歳 になったとき子供をもっていないであろう

と考えていたとして承認を拒否した。ところが、控訴院判決は、原判決を破棄 し承認を与えた39。

これらの判例か らは、信託設定者の意思がつねに完全に無視されるわけではないが、全

般的にいえば、信託設定者 よりも受益者の意思一 とくに行為能力 を有する場合一および受

益者の利益を重視するという傾向を認めることができよう。これは、本節(3)に 述べる

信託の終了に係る規律 と通底するものである。

このように見て くると、裁判所は信託の変更につ き相当に広範な権限を有 してお り、信

託設定者の意図に一定の配慮をしていることはたしかであるが、 しかしながら、当該変更

37ReSteedtsWillTrusts[1960]1AllER487.
38ReRemnant,sSettlementTrusts[1970]2AllER554.
39GouldingvJames[1997]2AllER239.
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が受益者の利益になるかどうかをかなり柔軟に判断 し、そうと認められれば、信託設定者

の同意を得 ることな く、信託の変更に対 し承認を与えるという基本的なスタンスをとって

いるように思われる。

(iv)そ の他

信託の変更の根拠は何であろうか。裁判所の命令かそれとも存在する関係当事者間の合

意であろうか。これは理論的のみならず実務的にも重要な問題である。 というのは、衡平

法上の権利を処分するときは書面の作成を要し(1925年 財産法53条1項(c))、 かつ、当該

書面に印紙を貼付する義務が生ずるため、合意に基づ くか どうかが問題となるためである。

有力な判例によれば、信託の変更の根拠は裁判所の命令ではなく当事者の合意であって、

裁判所の承認は同意を与えることのできない者に代わって裁判所が承認を与えているにす

ぎない4°。そ して、書面の要否については、①擬制信託についての適用除外にあた り、かつ、

②信託変更法に基づ く裁判所の権限は書面の作成に係る規律の適用除外 を含意していると

して、結論としては書面 を要 しないというのが判例法理である41。

上に紹介した判例は、書面の作成や印紙の貼付の要否 というテクニカルな論点に関し、

1958年 信託変更法に基づ く信託の変更が合意に基づ くものかそれとも裁判所の命令に基づ

くものかが問題となった事案であった。本節(2)(i)お よび(i)に 見たように、信託

の管理 ・運用に関する受託者の権限が問題になっている場合 と、受益権の内容の変更が問

題 になっている場合とでひとまず分けて考えるべ きであるように思われる。すなわち、前

者 については、受益者の同意は要求されておらず、受託者の申立てに基づ き裁判所が承認

ないし命令を発するのに対 し、後者においては基本的には信託設定者および受託者 ・受益

者の同意を前提 とする慎重な実務運用がなされているようである。しかし、 とりわけ扶養

を目的とする信託については、裁判所は、積極的 ・後見的に信託契約 を変更する場合があ

るほか、一定の要件の下、承認を与えることができない受益者に代わり裁判所が代替的に

承認を与える場合がある。関係当事者の合意を得 られるときはそれを基礎 としつつ、得 ら

れないような事情があるときは受益者の利益のために裁判所が信託を変更する場合がある

のである。

401RCvHolmden[1968]1AllER148.
41ReHoltlsSettlement[1968]1AllER470.
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(3)信 託 の 終 了 に係 る規律

イギリス法においては、受益者は信託を終了 し、信託財産の引渡 しを受託者 に対して求

めることができる。これは、SaundersvVautier事 件で判示 されたルールであるが、単に

信託の終了に係る規律 として重要であるのみならず、イギリスにおける信託理解を端的に

示す ものとして著名な判例である42。

SaundersvVautier事 件は、遺言信託が中途で裁判所の命令により変更され、その後、

受益者か ら信託の終了および信託財産の引渡 しの請求がなされた、興味深い事案である。

やや詳 しく紹介 しよう。Aは 、死亡時においてAの 保有する東インド株式会社の株式につ

きXを 受益者 とする信託を設定 した。信託条項には、Xが25歳 に達 したら当該株式および

集積 された配当をまとめてXに 引渡す という内容の条項が存在 した。ところが、21歳 に達

したXは 、信託財産の自己への引渡を求めて訴えを提起 した。イギリス控訴院の最上位の

裁判官である記録長官(MasteroftheRolls)は 、つぎのように判示 した。「遺産を一定の

期間集積 してゆくよう定められ、または支払が延期されている場合において、受遺者は、

当該遺産に対 し絶対的な取消権を留保 されていない利益を有するときは、当該期間の満了

まで待つことを要せず、有効 に終了(discharge)す ることができる能力を得た時点におい

て支払を請求することが許されるのである。」なお、本件の元々の遺言信託においては、X

が25歳 に達するまでは信託財産を一・切分配しないこととされていたため、Xは25歳 までは

確定的利益(vestedinterest)を 有 しないのではないかが問題となる。この点につき、記録

長官は、本件信託につ き、Xの 扶養のため毎年東インド会社の配当金から100ポ ンドを支払

うべき旨の命令が記録長官からすでになされていたことを指摘 し、そのような命令が出さ

れた時点で、Xが25歳 に達するまでは確定的利益 を有 しないということにはならないと判

示している。

このルールは、受益権は衡平法上の贈与(gift)に 基づく権利であって、受益者は信託財

産に対する衡平法上の完全な所有権を有するとい う考え方に基づ く43。なお、複数の受益者

が存在するときは、受益者全員の同意により、受託者に対し信託財産の引渡 を要求し信託

を終了させることができる44。イギリス法の下では、受益者の意思が信託設定者の意思に優

越するのである。この法理は、Saundersv.Vautier事 件がそうであったように、当初は遺

42SaundersvVautier(1841)4Beavll5.
43Penner,supranote7,paragraph3.16at68.
44DJHayton,TheLawofTrusts,3ded.Sweet&Maxwell,1998,at93-94.
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言に基づ き設定された信託につき発展してきたものであるが、次第に生存者間の信託につ

いても適用されるようにな り、今 日では信託の終了に関する一般的な規律として認められ

ているところである。

もっとも、この法理は受益者の意思につねに優先権を認めるものではなく、また、すべ

ての信託に適用されるわけでもない。すなわち、第1に 、このルールは、受益者に対 し、

受託者の管理処分や裁量権の行使に対 しコントロールを及ぼした り指図をした りする権利

までをも認めるものではない。同様に、新受託者を選任する権限も受益者には認められな

い。受益者は信託を終了させる権限を有するのみであって、受益者の受託者に対する指図

権 ・選任権等 までもが認められるわけではないのである。この点は、組織 ・団体の解散権

(liquidationright)を コントロール権(control権)か ら分離 してとらえることにより、そ

のガバナンスの問題を考えてゆこうとする最近のアメリカ法の動向に鑑みるならば興味深

い。なぜなら、コントロール権は解散権を含むのが通常であるが、イギリスの信託におい

ては、受益者には受託者に対する積極的なコン トロール権 ・指図権がないことは一般に認

められていながら終了権が認められてお り、両者が分離 しうることを示す好個の例である

からである。

第2に 、受益者が不特定の場合にはSaunders事 件のルールは適用されない45。なぜな

ら、そのような場合には受益者全員の同意を得ることができないか らである。たとえば、

ある会社の現在および将来の従業員を受益者とするような信託では、現在の受益者全員の

同意をもってしても信託を終了させることはできない。

第3に 、受益者が同意を与えるためには、完全な行為能力を有することが必要である。

完全な行為能力を有しない者は同意を与えることはできない。信託変更法は、信託の変更

が受益者の利益になる限 りにおいて裁判所が承諾 を与えることのできない受益者に代わっ

て承認を与えることを認めていた。それに対 し、Saunders事 件のルールの下では、第2お

よび第3に 述べたところから、裁判所が無能力者あるいは未だ存在 しない受益者にかわり

承認を与えることは認められていないのである。 しかも、裁判所は全ての無能力者および

未存在の受益者にかわって承認を与えることができるわけではないか ら、Saunders事 件の

ルールに戻るケースがあるのである。

第4に 、受益者が複数存在する信託において、一部の受益者のみが信託か ら離脱 し信託

45Hayton,supranote44,at94.
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財産の引渡を要求する場合には、信託財産の一部引渡により他の受益者の受益権が減価す

るようなとき(典 型的には不動産)は 、信託財産の一部引渡 を制限される46。他の受益者の

利益を侵害するような信託財産の一部引渡請求は制限されうるのである。

では、イギリスにおいて受益者が特定されている場合には、信託設定者はその意思を貫

徹する手段がないのか。必ず しもそ うではない点に注意を要する。た とえば、次のような

例を考えよう。Aは 、9歳 の息子であるBを 唯一の受益者とする信託を設定 し、21年 間は

信託収益 を分配せずに集積 し、Bが30歳 に達 した時点で信託財産全部をBに 引渡す旨の信

託条項 を定めたとしよう。イギリス法のルールの下では、Bが 成人に達 した時点で、Bは 、

唯一かつ絶対的な信託財産の権利者 として、信託を終了させ、信託財産全部の引渡を請求

することができる。これが、SaundersvVautier事 件のルールである。ところがこの場合、

Aは 、次のような定めを信託契約に置 くことにより、Bが30歳 になるまでは信託財産を与

えないという自己の意思を貫徹することができる。すなわち、Bが 信託財産を得るためには

Bが30歳 に達することを条件 とし、30歳に達するまでの間は信託収益 を集積する旨の信託条

項を挿入すれば良いのである47。30歳になることを受益の条件 として明示することにより、

Aは 、その意図に反 し信託を終了されることはない。このように、信託条項の定め方によ

っては、信託設定者はその意思を貫徹することができるのであって、そのような意味にお

いては、イギリス法においては受益者が信託を終了させることができるといっても、信託

設定者が信託条項において定めた明確な条件に反してまで信託を終了できるわけではない

のである。

もっとも、イギリス法の下では、信託条項に手当てをしてもなお受益者の意思により信

託が終了する可能性がある点には注意を要する。たとえば、上述の例において、Bが 医学部

に進学 したらその学費を信託財産から支払い、医師となった暁には年にXポ ンドの年金を

死亡時まで支払 う旨の信託条項が置かれていても、イギリス法の解釈によれば、このよう

な条項は、Bが 医学部に進学するか否かにかかわりなく、Bの 当該信託 を終了させる権利に

影響を与えるものではないとされる"8。すなわち、信託条項の定めによ り年齢のような客観

46StephensonvBarclaysBankTrustCoLtd[1975]IAllER625.

47Hayton,supranote44,at94.

48Hayt帆supranote44,at94な お、イギ リス 法 の下 で も、Aが どう して もBが 医学 部 に進 学 しなか っ

た場 合 に は受益 させ ない とい うので あれ ば、当該 条 件が 成就 しない ときは信 託 収益 をCに 分 配す る旨 の定

め を置 け ば良 い(ld,atg5)。 そ うす る こ とに よ り、Bが 医学 部 に進 学 しなけれ ば受益 させ ない とい う信託

設定者 の意 思 は貫徹 で きる。だが、その場合 に は、Cと い う新 た な受益 者 を登 場 させ ねば らなず 、信託 に別
の要素 を もち 込む必 要 があ る。
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的条件を付することはで きるが、一人前 となった成人のカネの使い道についてまで信託設

定者はコントロールを及ぼすことはで きないのである。イギリス法においては、死者の意

思よりも、行為能力のある成人こそが自己の利益が何であるかをもっとも的確に判断でき

るという信念があるのである。裏から言えば、信託設定者に対 し、受益者が行為能力ある

成人となった後 も、信託を通 じてコントロールを及ぼすことに対する懐疑心、すなわち 「反

トラス ト」の思想があるというのである4'。

他方、実は、アメリカ法の下でも 「重要な目的」の解釈如何 によっては受益者の同意だ

けで信託を終了させる余地がある。とくに、統一信託法典のコメントにおいては、「重要な

目的」の存在は安易に認定してはならないとされ、浪費者信託条項が置かれている場合で

あってもこれをもって信託の 「重要な目的」 と推定 してはならないとされる。そうである

とすると、これまでより厳格に 「重要な目的」の存在が認定 される可能性があるか らであ

る5°。しか し、繰 り返 しになるが、行為能力のある受益者には信託の終了権があるというの

がイギリス信託法の原則であることは、強調 してお く必要があろう。

(4)ア メ リカ法 にお け る信 託 の終 了 ・変 更 に係 る規 律

アメリカ法 との相違点を浮かび上が らせることによりイギリス信託法の特色を明らかに

するため、ここでアメリカ法の状況について簡単に要約 しておこう。現代アメリカ信託法

の方向性をもっとも良く現 していると考えられる統一信託法典(UniformTrustCode(以

下、条文の引用においてUTCと 略す。))の 規定を眺めてみよう。同法は、基本的に信託の

終了 と変更につ き同一のルールを適用する方向を強 く打出している。この点において、イ

ギリス法および日本法とは状況を大 きく異にする。アメリカ統一信託法典は、そのうえで、

信託一般に共通 して適用されるルールと信託の類型毎に適用される特則 とを定めている。

信託一般につ き、信託は、「撤回されたとき、信託条項による満期を迎えたとき、達成すべ

49Penner,supranote7,paragraph3.16at67-68.も ちろん、信託 設定者 が信託 財産 に対 しコ ン トロー ル

を及 ぼす こ とが受 益者 に財 産上 の利益 を与 えるた めの本 質的 に唯一の手段 で ある よう場 合 には、それ は望 ま

しい こ とで あ る。しか し、成人 に対 し信託 設定 者 が コ ン トロー ルを及 ぼす こ とまで正 当化 され るわ けでは な
い とい うの であ る。

50ア メ リカ統一 信託 法典 は、意思 能力 の有 無 にか かわ らず受益者 による受益 権 の処 分 を禁ず る浪費者信託

条 項 は、信 託 の 「重要 な 目的」 にあ たる もの と は推 定 しない 旨、定 めて いる(UTC411条(c)項)。 これ は、

従 来 の判例 ・通 説お よび信託法第 二次 リス テイ トメ ン トとは異 なる立場 に立 つ もので あ り、「重要 な 目的」の

解 釈 基準 が これ に よ り緩和 され た可 能性 が大 きい。現 に、統一 信託 法典 の コメ ン トで は、信 託 の 「重要 な 目

的」 は安易 に推定 すべ きで な く、信託 設定 者の 特定 の 目的や 関心が 必要 であ り、受 益者 に対 し特 定 の利 益 を

提 供 す る手段 と して信 託が用い られてい るにす ぎな い ようなケ ースで は信託 の 「重 要 な 目的」 は認 め られ な
い とされ て いる。 以上 につ き、神作 ・注(4)193～196頁 参照 。
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き信託目的が存在 しなくなったとき、および信託 目的が不法 ・公序違反 ・達成不能となっ

たときに終了する(UTC410条(a)項)」 旨が定められている。このほか、信託一般につき、

不測の事情が発生 した場合、信託の効率的管理が不可能な場合、不経済な信託の場合、ま

たは信託設定者の租税上の目的を実現する場合に、裁判所および受託者に広範な変更 ・終

了権 を認めている。

以下では、非慈善かつ撤回不能の信託に絞って簡単に紹介する。非慈善かつ撤回不能信

託についていえば、信託の変更または終了が 「信託の重要な目的(amaterialpurposeof

thetrust)」 に関わるものか否かにより規律が異なる51。すなわち、信託の変更または終了が

「信託の重要な目的」の達成 に無関係と認められるときは、信託設定者の同意がな くても全

受益者の同意により信託を変更 ・終了できる(UTC411条(b)項)。 これに対 し、信託の変

更 ・終了が 「信託の重要な目的」 に関連するときは、全受益者の同意では足 りず信託設定

者の意思を確認 しなければならない(UTC411条(a)項)。 信託の変更にせ よ終了にせ よ、

それが 「信託の重要な目的」に関連 しないときは、信託設定者の意思は問題 とならないわ

けである。しか し、「信託の重要な目的」の達成にとって信託の存続が必要かどうか、信託

の変更が 「信託の重要な目的」に反しないかどうかは、裁判所の判断するところによる(UTC

411条(b)項)。 したがって、結局のところ、信託設定者の同意な く信託を変更または終了

するためには、全受益者の同意に加え、それが 「信託の重要な目的」に関するものではな

いとの裁判所の認定を要することになる。なお、統一信託法411条 による信託の変更 ・終了

については、受託者の意思は問題とされず、異議のある受託者は同法410条 により裁判所に

異議 を唱えることとなる。

統一信託法典は、終了についても、信託の存続が 「信託の重要な目的」の達成に必要な

いかどうかという判断基準を採用 していることが注目される。いわば、信託を財産管理の

他の法的手段 との比較において相対的にとらえ、信託の存在 自体 を否定しうる構造が とら

れているのである。これは、伝統的なルールの下におけるより、信託の終了を容易にする

方向へ と働 きうると推測され、その限りでは、イギリス法への接近を感 じさせる。

51こ の ルー ルは、 基本 的 には、1889年 のClanin事 件 にお けるル ール にほ ぼ一致 す る。ClafUn事 件 で は、

信 託設 定者 が息子 を受 益者 と して、21歳 にな った ときに1万 ドル、25歳 に達 した と きさ らに1万 ドル、30歳
にな った と きに残 りの信託 元本 を支払 う よ う受託 者 に指 示 した信託 につ き、信 託設 定者 は現時点 において受

益 者 に信 託 財産 の全額 を受 取 らせ る ことを意 図 して いなか った判示 し、受益者 による信 託 の終 了が否 定 され

た(ClaflinvCla且in,20NE.454(Mass.1889))。
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(5)要 約

イギリス信託法上の信託の終了 ・変更に関するルールは決して単純ではない。信託の変

更 と終了 とで区別 し、信託の変更についてはさらに信託の管理 ・運用に係る条項の変更と

受益権の内容の変更の場合 とで区別する必要がある。

信託の変更 について。信託財産の管理 ・運営に係る条項については、信託設定者や受益

者の同意がな くて も、受託者から裁判所に対 し信託条項に反する行為をすることにつき承

認が求められることがあ り、それに対する承認を通 じて裁判所が関与することが少なくな

い。裁判所 は、古 くは、かなり厳格な要件の下でのみ変更を承認してきたが、1925年 受託

者法により 「適切性」の基準が導入 され、要件が大幅に緩和された。これに対 し、受益権

の内容の変更については、法的には信託設定者の同意は要 しない。しかし、実務において

は、可能であれば、概ね、信託設定者および全受益者の合意を得ているようである。実際

には、信託の変更につ き裁判所が関与 ・介入することが多 く、とくに同意を与えることが

できない当事者(具 体的には将来の受益者や未成年者たる受益者等)が 存在するときは、

裁判所が受益者の利益になることを認めたうえで承認することのできない受益者に代わっ

て承認を与える。なお、行為能力のない受益者に代わる裁判所の承認は、信託の管理 ・運

営に係 る条項について与えられることもある。受託者および受益者全員の同意を基本原則

としつつ、裁判所がかなり広範に関与することにより、相当に柔軟な運用がなされている

ように思われる。なお、当初の信託の一般的目的および対象を超越 した信託の変更は 「変

更」 とは認められず、「終了+再 設定」 と解されている点に注意を要する。その意味におい

ては、信託の変更に信託設定者の同意は必要ないが、当初の信託の一般的 目的 ・対象を超

えた信託の変更はそもそも変更とは考えないのである。さらに、1958年 信託変更法に基づ

く信託の変更の承認の申立ては、実際のケースでは信託設定者 と全受益者により行われる

場合が多いということも、実務では信託設定者の意思に対 し一定の配慮がなされているこ

とを示唆する。

信託の終了に関しては、SaundersvVautier事 件において示 されたルールにより、受益

者全員の合意により信託を終了させることが認め られている。信託の終了の局面では、信

託設定者の意思は基本的には問題にされず、信託は、一・旦設定された以上は受益者のため

52イ ギ リ ス 法 で は 、信 託 設 定 者 は 信 託 を エ ン フ ォ ー ス す る こ と が で きな い。TurnervTurner[1984]

Ch.100.
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の制度であるという理念が明らかにされているのである。信託が設定されるや否や信託設

定者は信託関係か ら離脱するといわれる所以である52。信託の変更と終了の規律を対比する

ならば、受益者全員の合意で信託を終了させることがで きるというSaunders仏Vau廿er

のルールは、行為能力ある受益者全員の同意がある場合 に限られており、裁判所が行為能

力のない受益者に代わって信託の終了を承認することはない。信託終了の局面における信

託設定者ないし委託者の意思の取扱いは、わが国とは対極的である。

皿 欧州信託法基本原理における信託の終了に係る規律

欧州信託法基本原理53は、受益者による信託の終了につ き8条1項 において次のように定

める。

「第8条 信託の終了

(1)信 託条項にかかわ らず、全受益者が存在 し、特定され、かつ完全な行為能力 を有す

るときは、全受益者は、全員の同意をもって、受託者に対 し信託を終了し、全受益者およ

び彼 らが指名するノミニー間において全受益者の指図に従って信託財産を分配するよう求

めることができる。ただ し、信託設定者の重要な目的が達成されていないときは、受益者

は、信託を終了させることができないものとすることができる。」

欧州信託法基本原理は、受益者による信託の終了につ き上記の規律を置いている。すな

わち、同原理8条1項 は、特定され、かつ完全な行為能力を有する全受益者の同意により

信託を終了することを認め、基本的に、イギリス信託法の立場 を採用 しているのである。

信託条項にかかわらず全受益者の合意に基づ き信託は終了され、信託設定者の同意は要件

とされていない。ここでは、信託契約の当事者たる信託設定者の意思が脱落している。 し

か し、同原理8条1項 にはただし書が付されており、「信託設定者の重要な目的が達成 され

ていないときは、受益者は、信託を終了させることができないものとすることができる」 と

し、アメリカ法的な立場にも配慮 を示 している。これは、信託設定者の 「重要な目的」が

53欧 州信 託法 基本 原理 につ いて は、新 井 誠 「欧 州信託法 基本 原理 とはな にか」新 井誠編 ・欧州信 託法 の基

本 原 理(有 斐 閣、2003年)1～58頁 参照。同原理 の原文 お よび邦訳 につ いて は、同書262～273頁[砂 川恵 弘

訳]参 照。
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未実現であ り、 しか も達成可能である場合には、受益者は信託を終了できないこととし、

信託設定者の意思が没却 されることを防止する規律を採用することを許容するものである。

この場合には、受益者の信託終了が 「重要な目的」を害 しないものかどうか裁判所が判断

することとなり、結局のところただし書の規律はH(4)に 述べたアメリカ統一信託法典

における考え方 と極めて接近する。いずれにせ よ、欧州信託法基本原理は、信託の終了に

つき、イギリス法の規律 を原則としなが ら、国によってはアメリカ法の規律 を採用するこ

とを認めているのである。

なお、欧州信託法基本原理は、信託契約の変更については規定を置いていない。受益者

による信託の終了については規律 を設けなが ら、信託契約の変更に関する規律 を欠 くのは

不十分であるように思われるが、信託の終了に関する同原理8条1項 が、信託契約の変更

についても類推適用 しうるか どうかが、論点とな りうるように思われる。

IV結 びに代 えて

信託設定者の意思の貫徹の度合いが、イギ リス法とアメリカ法とでかなり異なっている

理由として、イギリス法においては、財産に対 して受益権を有する者がそれを自由に処分

する権限を有することが認められている点が指摘されていた。欧州信託法基本原理のコメ

ントにおいて、次のような興味深い例が挙げられている。株式会社のオーナーが、第2子

であるBに 経営を行わせ る趣旨で25パーセン トの株式を譲渡 し、遺言によりBの 兄弟であ

るA、Cお よびDを それぞれ17パ ーセントの持分の受益者(計51パ ーセント)、Bを受託者

とする信託 を設定 した。信託設定者であるオーナーは、Bに事業を主宰 してもらうことを望

んでいたのにもかかわらず、イギリス法の下では、A、C、 およびDは それぞれ17パ ーセン

トの持株を処分で き、一緒に売却すればこの会社の支配権をBか ら奪い去ることも可能と

なるのである54。受益者は所有権 を有する者 と同等の権利を有するとされるのである。とこ

ろが、アメリカ法の下では、このようなケースでA、C、Dが この株式会社の株式を処分す

ることは、Bが 死亡や辞任等により経営を手放さない限 りできない。しかし、イギリス法で

同様の効果を導 くことができないわけではない。すなわち、Bの経営権を確保するためには、

54DJHayton/SCJIKortmann/H工.EVerhagen(eds.),PrinciplesofEuropeanTrustLawlKluwerLaw

International,1999,at61.
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単に上述したような内容の信託を設定するだけでは足 りず、Bが経営を手放す時点において

A、Cお よびDの いずれも生存していることを各受益者の利益の条件 とするか、または、

Bが 経営を手放す前にA、Cま たはDが 死亡 したときはその時点においてその子供が生存

していることを条件 とすることが考えられる55。また、イギリスでは、そもそも 「信託の変

更」の範囲自体が当初の信託の目的 ・対象を超えない場合 に限るという制約が課 されてお

り、それを超えた変更に対 し裁判所が承認を与えることはできなかった。このように、英

米法のルールの表面上の違いを極度に強調 しすぎることは危険であるが、他方、英米法の

信託の終了 ・変更に係るルールには歴然と差違が存することもたしかであった。

先に掲げた例に明らかなように、イギリス法においては、信託は一旦設定 されるや否や、

基本的に信託設定者は法的に背後に退き、受益者が唯一かつ絶対的な財産に対する実質的

所有者 となるのに対 し、アメリカでは信託設定者の意思が信託の設定後 も強い影響力を及

ぼす というわけである。この点の評価はむつかしいが、樋口教授は、受益者に利益 を与 え

たいけれども直接贈与 したのでは意味がないと配慮する信託設定者の意思に基づ き信託が

設定される以上、アメリカ法のルールこそ本則だと思われるとされなが ら、他方で信託設

定者の配慮が無意味な姪桔 に変わる現実 も否定できないと指摘 されている56。現 に、アメリ

カにおいても信託設定者が死後 もその意思を貫徹 しつづけることに対 しては 「死者の手」で

あるとして椰楡的に表現 されることもある。実質論 としては、浪費者信託条項が存在 しな

い信託の受益者は、信託の終了を認めなければ、受益権を処分 して換金するだけであ り、

往々にしてその条件は不利にな りがちであるという点 も指摘することができよう。受益者

の実質的保護 という観点からすると、信託を終了 し信託財産の引渡を受けた方が有利であ

るというわけである57。いずれにせよ、イギリス法においては、信託は、信託設定者 と受託

者の間の契約的な権利義務関係を中心とするものではな く、信託財産を中心 としつつ受益

者保護に最大の重 きを置いて発展 してきたのである58。むしろ、イギリス法は、受贈者が自

由に目的物を処分で きる贈与 との均衡を問題 とし、信託においても贈与を受けた場合 と同

55Hayton/Kortmann/Verhagen,supranote54,at62.も っ とも、信託 条項 に工 夫 を こ らして も、必ず し

も信 託設 定者 の意 思 を貫徹 で きるわけ では ない こ とにつ き、本 稿n(3)参 照。

56樋 口 ・注(2)331～332頁 。

57ア メ リカにお い ては信 託法 は州 の管轄 で あるが、信託 の終 了 につ きイギ リス法 と同様 の ルール を採用 す

る州 信託 法 も存在 す る。受益 者 によ る信 託 の終 了 を認め るべ き理 由 として強調 され るのが、そ れ を認 め ない

と受 益者 は受益 権 の売 却 に よ りそ の 目的 を実質 的に実 現 しよ うとす るが、往 々に して不利 益 な条 件 で譲渡 す

るはめ に な り、受益 者 の保 護 にな らな い点 で ある。以 上 につ き、GeorgeTBogert,LawofTrusts,§152,

WestPublishingCo.6thed.1987参 照 。

58た と えば、森泉 章編 ・イギIJス 信 託法 原理 の研 究－EW.メ イ トラ ン ドの所 説 を通 して 一(学 陽書 房 、

1992年)77～155頁 参 照 。
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様のことができなければならないと考える。反対に、アメリカ法は、信託財産がその目的

により拘束された独立財産である点を重視していると言 えよう。信託の目的は信託設定者

により規定されることはいうまでもない。

この問題は、結局は、「信託はだれのための制度か?」 という問題に帰着するとともに、

受益権の信託財産に対する関係、信託財産の目的拘束性、信託設定者(委 託者)の 信託に

おける法的地位など、信託の根本問題に深 く関わる。受益者の意思を重視するイギリス法

のルールとりわけSaundersv、Vautierの ルールは、そもそもは遺言信託に係るルールであ

るが、少なくともわが国の信託の圧倒的多数である取引としての信託については一層妥当

性 を有するように思われ、 日本法に対 し大 きな示唆を与えうると考える。しかし、 日本信

託法における信託の終了 ・変更の規律についての本格的検討は、他日を期すこととし、ひ

とまず本稿 を閉じることとする。
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ジャージー島信 託法の概 要

大 塚 正 民



1は じめ に

ジ ャ ー ジ ー 島 信 託 法 は 、 い わ ゆ る オ フ シ ョア の 信 託 法 の 代 表 的 存 在 で あ る が 、 そ の 概 要

は わ が 国 で は こ れ ま で ほ と ん ど 紹 介 さ れ て い な い 。そ こ で 、Diamond,Diamond&Sullivan

III,InternationalTrustLawsandAnalysis,KluwerLawInternational,Vol.3,Jersey:

AnalysisofTrustLaws等 を 参 考 に し つ つ 、 以 下 、 概 要 を 記 す こ と に す る 。

Hジ ャー ジ ー 島 の歴 史 と地位

まず、 ジャー ジー島その もの につ き、 ジ ャー ジー島の ガイ ドブックその他 を参考 に、そ

の概 略 を記す。

ジャー ジー島はチ ャネル諸島の中で最大 の島である。人 口はお よそ9万 、 イギリス よ り

もむ しろ フランスに近 い位置にあ り、 フランス か らは16マ イル しか離 れていない。

わが 国において も金融特区設置の動 きがあ るが、 ジャージー島の場合 、単純 に、イギ リ

ス の便宜 のため の金融特区 として独 自の地位 を占めているわけではない。

その歴史 は933年 に遡 り、その年、ジ ャー ジー島は ヨーロ ッパ大 陸の ノルマ ンデ ィー領 と

なった。その後1066年 のいわゆるノルマ ン征服 により、イギ リスで初 めての統一 国家が形

成 され る。その時点で、 ノルマ ンディー公爵 ウ ィリアム(ウ ィリアム1世)は 、現在 はフ

ラン領であ るノルマ ンデ ィーとイギリス とジャージー島 を含 むチ ャネル諸 島を領地 と した

ことにな る。1人 の国王 の下 に忠誠 を誓 う臣民 として、イギ リス もジ ャー ジー も同等だっ

た とい うことを意味す る。

その後、1204年 、 ノルマ ン王朝 は大陸の領土 を失い、 その際 に、チ ャネル諸 島ではイギ

リス国王 に忠誠 を誓 うことを自ら定 めた。17世 紀、イギ リス の市民革命 の際には、 当時 の

皇太子 だったチャー ルズ2世 を匿 うな ど国王 を支持す る動 き も見せた。

ジャージー島に流 されて何年 も暮 らした ことのあるビク トル ・ユー ゴーは、チ ャネル諸

島を評 して 「フランスか ら脱 け落 ち、 イギ リスに よって拾 われた ヨー ロッパの一部」 と述

べた とい う。1960年 代 までは、 フラ ンス語が公用語 だった。

政治や法の点で も、 イギ リスの植民地で ないこ とは明 らかである。行 政府 ・立法府 は も

ちろん裁判 制度 をもち、独 自の通貨 を発 行 し課税 も行 う。 イギ リスか ら行 く場合、 国際便
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とい う形 で飛行機 に乗 るこ とも、そ の独立 した地位 を示す。だが、イギ リス国法へ の忠誠

は厚 く、 エ リザベス城(も ちろん1世 にちなむ)と いう観光名所 もあ り、裁判 所の名称 も

RoyalCourt(王 立裁判所)を 名乗 る。

皿1984年 ジ ャー ジー 島信 託 法

フランス海岸の近 くに位置するジャージー島が、オフショアの金融センターとして発展

したのは比較的最近のことである。1973年、ジャージー島は、EC構 成国の国民に対し特別

の税務上の地位を認め、さらに1984年 、信託法を制定し、資産管理の道具 としての信託 を

提供 し、世界中の多 くの国々の信託法制定および改正の範となった。

その後、1989年 に信託法を改正したが、それは、その年にクック諸島がさらに包括的な

資産保護規定を制定 し、遺留分制度に対抗する措置を設けたことから、 これと同じ改正を

おこなったものである。さらに1996年 には、非慈善 目的であっても目的信託の設定が可能

なように改正が行われている。

1ジ ャ ー ジ ー信 託 法 の 制 定 お よ び 改 正

1984年Trust(Jersey)Lawが 制定 され、1983年6月1日 以 降に設定 され る信託 に対 し

適用 される ようになった。そ の後 これ までに、1989年 、1991年 、1996年 の3度 改正が行われ

て いる。

2そ の概 要

①信託の設定については、設定 を容易にする規定が置かれている。

第1に 、信託を設定する通常の方法は、信託証書、遺言または遺言補助書などの書面に

よる方法であるが、ジャージー島の信託法は、ユニ ット・トラス ト以外の信託であれば、

口頭の信託宣言または信託設定を示す行為によっても信託を設定できると定める(第7条)。

第2に 、信託の設定能力についても、ジャージー島の法律の下で認め られるばかりでな

く、信託への財産の移転が行われた地域の法律の下で能力が認められれば十分とする(第

8A条)。 また、委託者は、(当 然なが ら)非 居住者であってもよい。

第3に 、信託財産につき、一定額以上の資産を要求することはない。さらに、信託の登
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録 を必要とすることもない。

第4に 、信託の存続期間についても、 ジャージー島の信託は、信託証書により短い期

間を定めていない限り、100年 間存続できると明確な規定がなされている(第11条)。

なお、明文で擬制信託の成立を認めている。擬制信託は、ある人が信託違反の行為によ

って財産を受領 した時に発生し、その人はその財産またはその利益を正当な権利者に引渡

すことによって終了する(第29条)。

②税務上の取扱い

次のような優遇措置が定められている。

第1に 、ある信託の設定者および受益者がチャネル諸島の非居住者である信託がジャー

ジー島以外の地域から稼得 した所得 については、ジャージー島による課税はない。

第2に 、ジャージー島において管理されている信託から生 じたキャピタル ・ゲインおよ

び銀行利子についても、そのような非居住者は非課税であって、通常20%の 税率で課され

る租税 を免れることができる。オープン型のユニッ ト・トラス トについても、ジャージー

島の居住者が投資家でない限 り、非課税である。

1989年 、ジャージー島の課税当局(ComptrollerofIncomeTax)は 声明書を発 し、非居

住者が受益者である信託の受託者に支払われる利子は、ジャージー島源泉であるか否かを

問わず、すべて非課税とする旨の租税優遇措置を確認した。

③信託の取消 ・撤回等

設定 された信託の蝦疵につき、次のような定めがおかれている。不道徳 もしくは違法な

目的のために設定された信託、強迫、詐欺 もしくは錯誤によって設定 された信託、または、

条項が余 りにも不明確であって執行不能な信託は、有効でない限度において取消すことが

できる(第10条)。

撤回可能信託にすることも可能である。ただし、撤回前に受託者が行った行為 につ き、

その撤回は何等の影響を及ぼさない旨が明示 されている(第36条)。

④受益者

委託者は受益者 となることができる。いわゆる自益信託の可能なことが明定されている

(第9条)。 ジャージー島の信託は、委託者の個人的年金計画の実施のために設定す ること

ができる。非居住者つまり国外居住者に支払われる年金に対 しては所得税 を免除する旨の

法律が存するので、認可を受けた年金基金は非課税である。年金計画が投資できる資産お
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よび金額に制限はない。

受益者 としての確定性が定められている他、条件付で受益者としたり、あるいは信託存

続中に受益者を増減することもできる。受託者 も受益者 となることができる(共 同受益者

の1人 という意味である)。さらに、未成年者や障害者のために、本来は彼 らのために蓄積

された収益でな くとも、受託者の裁量により、そこからの分配が可能なことが明記 されて

いるうえに、裁判所によって、未成年者や障害者が必要 とする場合に信託条項を変更する

ことができることも定められている(第43条)。

⑤収益蓄積条項

ジャージー島の信託は、信託存続期間の全期間または一部期間にわたって信託収益を蓄

積できるとする条項を含むことができる。未成年者が受益者である信託の収益は、その受

益者が成年に達するまで蓄積する旨を定めることができる(第34条)。

⑥受託者および受託者会社

ジャージー島には多数の銀行、信託会社およびその他の金融機関があ り、いずれも専門

的受託者業務を提供 している。

ジャージー島信託法は、受託者の義務、権利および権限を細か く規定 している点におい

て世界的に最たるものの1つ である。受託者 は、信託条項でとくに1名 のみ と規定 しない

限り、2名 以上の受託者がいなければならない。ただ し、所定の員数の受託者に達 してい

ないか らといって、その信託が無効 となることはない(第12条)。 欠員 となった受託者は、

現行の受託者等、または管轄裁判所の命令 によって任命される(第13条)。

受託者に任命 された者には受諾する義務 はない。ただし、委託者 もしくは他の受託者に

対 し書面による任命拒否を通知せず、または、管轄裁判所に対 し任命拒否の確認命令を求

めなかった場合 には、受託したものとみなされることがある(第14条)。 辞任については、

共同受託者 に書面による辞任通知をすれば辞任できる(第15条)。

受託者の義務については、次のような定めをおく。

第1に 、十分な勤勉 さをもって、慎重な人間として、自己の能力および技術の最善を尽

くし行為すること。

第2に 、でき得る限り信託財産の価値を維持 ・増加 させること。

第3に 、自己の受託者たる地位を利用 して利得を図 らないこと(第17条)。 ただし、その

信託の条項によって認められているか、受益者の全員が同意 しているか、または、管轄裁
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判所の許可がある限 り、受託者は、その職務によって生 じた費用の償還を受け、その職務

に対する報酬の支払 を受ける権利を有する(第22条)。

第4に 、受託者 には、正確な計算および記録を保持 し、かつ信託財産を分別管理する義

務があり(第17条)、 複数の受益者または慈善目的が存在する場合には公平義務がある(第

19条)。

なお、受託者には、受益者の利益 のために信託財産の元本 を取 り崩す権限がある。

共同受託者には合手的行動の義務が定められ、信託の条項で多数決を容認 している場合

以外には、全員一致で決定実行 しなければならない。

信託の条項が多数決による決定実行を容認している場合、反対 した受託者はその反対 し

た旨を書面記録に止めてお くことを要求する権利がある(第18条)。

受託者の情報提供義務 に関しては、自己の機能 または信託の勘定の行使にあたって思案

した過程を示す文書を開示する義務 はないと明記 される。他方で、受託者には、信託の勘

定に関する情報を開示することが禁 じられている(守 秘義務)。ただし、そのような情報を

受けるべき者としてその氏名がその信託文書に明示されている受益者 または慈善団体に対

しては、この限 りでない(第25条)。

受託者は、信託違反に基づ く信託財産の喪失 もしくは価値の減少 または信託違反に基づ

く喪失利益 について損失填補の責任 を有する(第26条)。 なお、法人受託者に対する信託違

反に基づ く訴訟の場合、その法人の取締役をも被告 とすることができる(第52条)。

受託者の権限には、通常の所有者が有する権限のすべてが含 まれるが、その信託の条項

に特に定めを置 くことによって、権限の行使にあたって受託者以外の第三者の許可を得る

べ きものとすることができる(第20条)。 ただし、受託者は、どの受益者の同意も得ること

なしに、受益者の権益を増進させるために信託財産を充当することができる(第23条)。

自己執行義務に関しては、信託条項で禁止 している場合を除き、一定の自己の権限を他

人に委任できる。たとえば、その受託者がその機能を遂行する能力を有すると合理的に判

断した投資マネジャー、会計士、銀行員、弁護士、ブローカー、その他の専門家を雇い、

これらの専門家に通常の報酬および料金を支払うことができる(第21条)。

なお受託者の報酬 については、一定の規制がある。

⑦執行者(enforcer)お よび保護者(protector)

ジャージー島信託法では、公益信託以外でも目的信託が認められているが、この場合 に
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は受託者から独立 して活動する執行者を置かなければならない。執行者については、厳密

なルールが定められている。その辞任、新 しい執行者の任命、執行者が行為不能となった

場合 に信託が取 るべ き手続などである。執行者の解任または交替執行者の任命が必要な場

合、受託者は管轄裁判所に申立てをしなければならない(第10B条 および第10C条)。

これに対 し、保護者の方は、信託の条項の実施を確実にするためにお くことができると

されている。受託者がその権 限を行使するに際 して、受託者以外の者、保護者の同意 を必

要とする旨を定め、受託者の監視役 を設定するわけである(第20条)。

⑧守秘義務 と受益者への情報開示

ジャージー島の銀行および信託管理会社には、イギリスにおいて課されている守秘義務

と同様の義務が課 されている。信託に関する情報は、裁判所の命令がない限 り、信託の利

害関係者以外に開示 してはならない。

ただし、刑事告発は別である。ジャージー一島における資金洗浄禁止法違反行為は、1999

年のProceedsofCrime(Jersey)Lawに よって厳 しく処罰される。金融サービス業務に従

事 している者は、資金洗浄禁止法関係の違反行為を報告することが求められる。

受益者に対する情報提供義務 としては、信託活動に関し正確な勘定 を記録保管 し(第17

条)、信託条項に従い、受益者に対 し、信託に関する完全かつ正確 な情報を提供 しなければ

ならない(第25条)。

⑨準拠法原則

ジャージー島信託法の定義によれば、ジャージー島信託 とはジャージー島の法律を準拠

法とする信託であ り、外国信託 とはジャージー島以外の法域の法律 を準拠法 とする信託で

ある(第1条)。 ただ し、ジャージー島で設定された信託の準拠法は、ジャージー島の法律

か ら他の法域の法律に変更することができる(第37条)。

⑩資産保護 ・遺留分 ・詐害的処分

1989年改正法は、ジャージー島信託の有効性 を外国の相続法の原則に基づ く攻撃か ら保

護する規定を新設 した。ジャージー島の非居住者である信託設定者が遺留分を定めている

外国法に違反 して財産を移転 したとの理由に基づ く信託無効の主張は、ジャージー島信託

に関しては認められない(第8A条)。

ただし、ジャージー島信託の1つ の弱点は、信託の有効性を委託者の債権者の攻撃か ら

保護する特別の立法が未だ存在 しないところである。もっとも、債権者詐害 目的での信託
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はいずれにせよ有効 とされない。さらにエリザベス一世治世の1571年法の適用 もあり得る。

⑪出訴期限

詐害行為目的の信託設定に受託者が関与 している場合、出訴期限がない。しか し、信託

違反を理由として受託者を被告 とする場合には、その受託者が最終計算明細書 を受益者に

交付 した日時から3年 間、または、受益者がその信託違反の事実を覚知 した日時か ら3年

間が出訴期限とされている。受益者が未成年者の場合 には成年に達した日時か ら3年 間は

出訴可能である(第53条)。

⑫他の種類の信託

ジャージー島の法律の下では、慈善信託、保護信託お よびユニット信託の設定が可能で

ある。

い)慈 善信託(公 益信託)

これについては永久拘束禁止則の適用がないなど、公益信託に特有のルールが定められ

ている。

ろ)非 慈善目的の目的信託

ジャージー島の法律の下では、個人に利益を与 えることまたは慈善を行 うこと以外の目

的を有する目的信託の設定が可能である。目的信託 も100年 間存続できるし、その信託財産

の利益を享受する者がジャージー島の非居住者であって、Jerseyoκshorecompany以 外の

者であれば、ジャージー島外で稼得した所得についてジャージー島の課税が免除される。

他の法域における非慈善 目的の目的信託 と同 じように、ジャージー島の目的信託の場合 も、

その目的が合理的に達成可能であり、かつ、違法でない限り、受益者を明示する必要はな

い(第10A条,第10B条,第10C条)。

は)保 護信託

浪費者信託 と同様の機能を果たすものである。だが、明示的に受益権の譲渡禁止 ・差押

え禁止を認めるのではなく、受益者が破産 した場合、または、その受益者の財産が債権者

の請求のために差押えの対象 となる場合に、受益権が消滅、制約または減額されるという

条件が付 される(第31条)。

に)ユ ニッ ト信託

投資家の集団のために所得 を稼得するミューチャル ・ファンドとして機能するユニット

信託は書面によってのみ設定できる(第7条)。
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ジ ャージー信 託法管見

樋 口 範 雄



1は じめ に

1ジ ャー ジ ー 島 の旅

2002年春、ジャージー島を実際に訪ねる機会に恵まれ、いくつかの信託会社や法律事務

所、さらに信託会社 を1998年以降規制する権限を与えられたジャージー島金融サービス委

員会(金 融庁)を 訪れることがで きた。ただし、それぞれの活動の概要を聞いた り、担当

者に一定のインタビューをすることがで きたとはいっても、わずか2日 間の調査で、ケイ

マンと並ぶオフショア信託を代表するジャージー島の信託および信託法理がつかめるわけ

もない。それでも、他方では 「見ると聞 くとでは…」という感触 もあ り、以下、この小稿で

は、細い管か ら見たものではあるが、ジャージー信託法の現況の一端を伝 えることにする。

2裁 判 所 制 度 等

ジャー ジー島の裁判制度 を民事事件 につい てみ ると、第1審 裁判所 として、王立裁判所

(RoyalCourt)が あ り、そ こか ら上訴 を受 ける控訴裁判所(CourtofAppeal)が ある。 さ

らにイギ リスの枢密院司法委員会(JudicialCommitteeofthePrivyCouncil)へ の上訴の可

能性があ るとされ る'。この うち枢密 院司法委員会 は、海外 のイギ リス領 お よび コモ ンウェ

ルス諸国か らの上訴 を受理す る機 関であるが、後述する ように、信託法 の領域 ではジャー

ジー島独 自の信 託法が1984年 以降制定 されてお り、その解釈 をめ ぐって イギ リスの枢密院

司法委員会 が最終的な権 限を もつ とい うの も理解 しに くい。 しか も、 ジ ャージー島におい

て法曹養成 は行 われていないので、控訴裁判所 の裁判官 はイギ リスのバ リス ター資格 をも

つ法曹 であ る。後 に紹介す る信託判例 も、 いず れ も王立裁判所 または控 訴裁判所 の判決で

あ り、 ジ ャー ジー島の信託 に関す る限 りは、 ジ ャージー島内の裁判制 度 によって解決が図

られている と見 た方が よさそ うであ る。

なお、 ジ ャージー信託法 に関 して最 もま とまった概説書は、ポール ・マ シューズ教授が

共著者 となっているTheJerseyLawofTrusts(3ded994)で あるが2、1984年 に制定

されたジャージー信託法 はそれ以後3度 の改正 を受 けてお り、残念 なこ とに1994年 刊行の

1ジ ャー ジ ー島の歴 史 や法制 度 につ い て記述 す る もの として、道垣 内弘人 「英国 ジ ャージー 島におけ るノ

ルマ ンデ ィ慣 習 法の 適用」 北村 一郎編 『現 代 ヨー ロ ッパ 法 の展望』505頁(東 大出版 会 ・1998年)。イギ リス

の枢 密 院司法 委 員会 につ いて は、 田 中英夫 『英 米 法総論(下)』383頁(東 大 出版 会 ・1980年)。

2PaulMatthews&TerrySowden,TheJerseyLawofTrusts(3ded1994KeyHavenPubhcations).
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この書物 で は、1996年 の重要 な改正が ふれ られていない。第4版 の刊行 が待 たれる ところ

で ある。なおマ シューズ教授 のお世話 に よ り、 ジャージー島の信 託 を視察す る機会が得 ら

れたのであ り、 この場 を借 りて御礼 申 し上 げる。

以下、 ジャー ジー島の信託 の概要 を皿で簡単 に見 る。その後、 皿1において、実際に信託

が 裁判 で争 われた ご く最近 の事例 を紹介 し、それ らか らジャー ジー島の信託お よび信託法

の特色 を抽 出す る。

Hジ ャージー島の信託および信託法

1制 定 法 と して の信 託 法

ジャージー島では、信託に関する包括的な法律である1984年 信託法が制定された。その

後、1984年 、1991年 、1996年 の3度 の改正 を経て現在に至っている3。

信託が、一定の信託財産を管理運用する受託者と信託の利益を受ける受益者 との関係で

構成 されるのは、 ジャージー島も同 じである。信託設定方法に、信託譲渡 と信託宣言の2

種類の方法がある点も同様である。

実際の設定方法 としては、委託者および受託者によって作成された信託証書による信託

設定が多い。信託財産のコモ ン ・ロー上の所有者 となった受託者は、信託条項の定めに従

い、管理運用および分配を行うことになるが、それ以外に委託者から要請状(letterofwishes)

を託されることも多いといわれる。この書状は、法的には何 ら効力 を持たないとされるが、

実際に設定されることの多い裁量信託につき、受託者が裁量権を行使する際の重要な指針

として参酌されるという。

裁量信託の場合、要請状が作成されるばか りでなく、信託財産の保護者(protector)を

置 く場合 もある。後者の場合には、受託者は保護者の同意がない限 り一定の権限や裁量権

の行使ができないことになる。

2信 託 の 分類

ジャージー島の信託は、受託者の権限、もしくは受益者の権利の性格 という観点から次

3以 下、ジ ャー ジー 島の信 託に 関す る一般 的 な説 明 は、同 島にあ る法律 事務所 の ホー ムペ ー ジにお け る説

明な ども参 考 に した。 た とえば、 その1つ は次 の もので ある。http://wwwvolawcom/pg467htm
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のように分類されている4。

①非裁量信託(fixedtrustorfixedinterestinpossessiontrust)

非裁量信託では、主たる受益者 には信託財産に対する確定的な権利が認められる。たと

えば、生前は、配偶者に信託から生ずる収益をすべて分配 し、配偶者死亡時において、一

定割合で子どもたちに元本を分配するよう定めるのが典型となる。 この場合、受託者に裁

量の余地はない。ただし、配偶者死亡時の子 どもたちへの分配につ き受託者に広い裁量権

を認め、一部は裁量信託という形の組み合わせ も可能である。

②収益蓄積 ・扶養信託(accumulationandmaintenancetrust)

このタイプの信託の典型は、次のようなものである。委託者に複数の子どもがおり、い

ずれも未成年だとする。これらの子 どもを当該信託の受益者 とするが、確定的な受益権は

もたせず、これらの子のすべてが一定年齢(た とえば30歳)に なるまで、受託者は収益分

配についても裁量権を有する。子 どもたちに分配の必要がない と考えれば、収益は蓄積 さ

せて元本に組み入れる。 しか し、子 どもの中で教育 ・医療その他 の支払が必要であると受

託者が判断すれば支出が行われる。そして、定められた時点(一 番小 さな子が30歳 になっ

た時点)が 到達すると、信託元本を子 どもたちに一定割合で引き渡す というものである。

裁量信託 と非裁量信託の組み合わせで、最 も有意義な形での扶養費支出をしようという

タイプの信託である。

③裁量信託(discretionarytrust)

裁量信託は、信託の運用すべてを受託者の裁量に委ねようとするものである。収益の分

配ばか りでなく、信託終了時の元本分配についても、誰を受益者にするか、受益者にした

としてもどの割合で分配するかなど、すべて受託者の裁量に委ねる。明 らかなメリットは、

現在予測できない事態に柔軟に対応できるところと、委託者はもちろんだが、すべての受

益者が確定的な権利はもたないので、逆に、彼 らの債権者その他か ら決して手を伸ばすこ

とのできない財産 とすることができる。

他方で、 このような裁量権 を受託者に委ねることに伴 う心配は、前記の要請状 と、保護

者 という制度的補完システムで対処することができる。

④撤回可能信託(revocabletrust)

4以 下の分 類 は、ジャー ジー 島の法律 事務 所 の1つ 、Ogier&LeMasurierの 出 してい るパ ンフ レ ッ ト、

TheUseofTrustsinJerseyに よるが、 ここで の説 明は、 どの法律 事 務所 も同様 の説 明 をす る よ うな一般

的 な もので あ る。
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これは、委託者に信託の撤回権を残す形の信託である。ただし、税法上の考慮や、委託

者の債権者からの信託財産の隔離、あるいは委託者の居住国の相続法が信託財産にも影響

を及ぼす可能性が増大するため、一般的には薦められないとされる。ただし、 これらのリ

スクは承知の上で、なお委託者 としての権限を残 したいと考えるのであれば、撤回可能信

託 も選択肢 の1つ となる5。

⑤ 目的信 託(purposetrust)

一般 に信託 の要件 として受益者の存在 が必須であるが、受益者が特定 しな くとも信託 の

成立が認め られる場合 として、公益信 託(charitabletrust)が 古 くか ら認め られて きた。一

定の公益 目的が あれば信託 の成立が認め られ るの はジャージー島で も同様 である。

ジャ一一ジー島の信 託で特徴 的なことは、1996年 の信託法改正 に より、非公益 目的信 託 を

認 めるに至 った ところである。第10A条 は、公益信託 とされ ない信託 であ って も、執行者

(enforcer)を 置 く限 り、受益者がいない とい う理 由で無効 とされるこ とはないと明記す る6。

一般 に、公益 目的の信託 は公益信託 と呼 ばれ、新 たに認め られた非公益 目的の信託 は、単

に 目的信 託 と呼ばれ ることがある。

目的信託 には、受益者の特定 される通常 の信託 と同 じルー ルが適用 され るが、2点 、相

違点があ る とされ る。 第1に 、 目的信託 の場合 、信託証書 に 目的 を明示 す る必要がある。

第2に 、受託者 とは別個の執行者を置 く必要がある。

目的信託は、次のような事情を背景に認め られるに至った。商事取引では、参加者はそ

れぞれの利益を求めて参加するわけであるが、取引相手の倒産リスクや約束違反の リスク

を減少させたいと願う点では共通の利益 をもつ。そのために、当該取引について、その成

否に利害関係がなく、したがって公平と考えられる介在者、あるいは介在機関を入れて、

先のりスク軽減を図ることが考えられる。そのために信託の仕組みを利用するのはうって

つけである。そこで、国際的な投資の場面、たとえば社債その他の有価証券の発行、資産

5ア メ リカで は撤 回可 能信託 が多用 され て いる。これ につい ては、沖野 眞已 「撤回可 能信 託 」大 塚正民 ・

樋 口範雄 編著r現 代 ア メ リカ信 託法 』81頁(有 信 堂 ・2002年)。 ジ ャー ジー信託 で は、撤 回可 能信 託 に した

場合 の信 託財 産 の リス ク として、委託者 の居 住 国の税 務 当局、相続 人 、お よび債 権者 の追 及が 考慮 され てい

る。ア メ リカの統 一信託 法 典で は、この うち債権 者 の追 及 は及ぶ と明記 してお り、債 権者 の追 及 とい う リス

クが 小 さい場 合 に利 用 され るこ とが予想 され る。他 の税 務 当局 や相続 人 の問題 は、アメ リカ国内 で利用 され

てい る限 りで は、州毎 に法 が異 な るとい って もこの 点で大 差 が な く、大 きな問題 とな らない と思 われる。逆

に言 えば、ジ ャー ジー島 の信託 は、委託者 の居 住 国の税 制 とジャー ジー島 の税 制 の相違 、遺留 分 制度 を典 型

とす る相 続 法制 の相 違 を意識 して用 い られ るこ とが多 い こ とが推 測 で きる。

6Art10AoftheTrusts(Jersey)Law1984amendedin199仕

第10A条 非 慈善 目的の信 託

その 信託 の条 項 で非 慈善 目的 を遂行す る執 行者 の任 命 を規 定 し、かつ、執行 者が不 在 とな った場合 の新 執

行 者 の任 命 を規 定 して い る非 慈善 目的 の信 託 は、第10条 第(2)項(a)(iv)の 適用 に よって無効 とされ る

こ とは ない。
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の証券化 ・流動化などの仕組みに目的信託を組み入れることが行われるようになった。

3ジ ャー ジ ー 島信 託 の メ リ ッ ト

ジャージー島信託の特色 として、次のような点が長所 として強調されている7。

イ)相 続に関連した個人顧客 に対 して

ジャージー信託法の柔軟性(且exibiHty)が 強調され、委託者の多様な願望に答える柔軟

な制度設計が可能であるとされる。

多様な願望としては、次のような点が例示される。

①家族財産の維持一相続で分割されることが望ましくないとされ、将来的に家族の財

産 として維持 したいと思われる財産(不 動産ばか りでなく家族で経営してきた会社など)に

ついては、信託財産として、受益権 を子や孫に与える。

②居住国の相続法制、特に遺留分制度の回避一遺留分制度のある国では、一定割合の

遺産は、被相続人が自由に処分することができない。それを嫌う場合、ジャージー信託法

は、1989年 改正により、第8A条 で、生前にジャーージー島の信託を設定し信託財産 として

おけば、遺留分制度の影響 を受けないと明記 した。

③税制上のメリットーたとえば裁量信託の受益者が持つ受益権は、ジャージー法上は

相続財産 とみなされず、 したがって非課税 となること、居住国の税制の変更にも対処でき

ることなど。

④秘密性(con五dentiality)一 さらにこれらの信託について秘密の保持が謳われている。

個々の信託は、ジャージー島の当局に登録する必要がな く、秘密が守られる。ただし、マ

ネ一回ーンダリング等に利用されるのをおそれて、1998年 以降、ジャージー島金融サービ

ス委員会(FinancialServicesCommission)で は、ジャージー島の信託事業者に一定の規制

を及ぼしている8。

ロ)投 資目的の個人や法人顧客に対 して

いわゆる商事信託の領域でも、ジャージー島の信託は、さまざまな信託を提供できると

7以 下の記 述 もOgier&LeMasurierの 出 して いるパ ンフ レッ ト、TheUseofTrustsinJersey等 を参

考 に したが、 これに限 らず、 他 の法律 事 務所 も同様 の説 明 を して い る。
8イ ンターネ ッ ト上 では、 次 を参 照 され たい。http://wwwjerseyfscorg
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す る。

①ユ ニ ッ ト ・トラス トと呼 ばれ る集団投 資スキームに参加す る投資信 託。

②会計 上のオ フバ ラ ンス シー トのための取 引。

③資産の証券化 ・流動化。

④ さまざまな形での債券発行。

⑤従業員福利制度(年 金その他の従業員福利制度を、リスクを減 じたうえで、専門家

に運用 させ る)。

皿 最近の判例

19件 の判例

ここではラ ンダムな形 ではあるが、2001年か ら2003年 にかけてのジャージー島の信 託関係

判例を9件 紹介する。そこか ら、現実のジャージー信託法がいかなる形で機能 しているか

を、その一端 な りとも、浮かび上が らせ てみ たい。

① 信託関係書類の開示請求事件

信託関係書類の開示請求がなされ、王立裁判所がそれを認めなかった判例として、Rethe

CASettlement(May2n己2002)が あ る9。

請求者は委託者の娘ではあったが、当該信託の受益者ではない。委託者が2000年1月 に

死亡 し、娘が信託関係書類の閲覧請求を行ったのが本件である。委託者の遺言によれば遺

産はすべて息子の方に引 き渡 されることになってお り、娘はまずこの遺言に異議を申し立

てて、それが認め られている。 ところが、財 産の大半 は1991年 に設定 されていた信 託 に移

9RetheCASettlementRoyalCt:(BirLDeputyBa迫fandJ皿ratsPotterandGeorgelin)May2n己

2002unreporte¢6-2JerseyLawReview:casesummaries(2002)に よる.これ はイ ンター ネ ッ ト上 で

は、次 のサ イ トで見 る こ とが で きる。http:〃wwwjerseylegalinfαje/Publications/jerseylawreview/June

O2/JLRO206 _Case_SummariesASP

10Ar6cle250ftheTrusts(Jersey)Law1984以 下 、信 託 法の訳 は、本 報告書 末尾 の大塚 正民 訳 に よる。

第25条 受 託 者が 開示 を拒 否す るこ とが で きる場合
その信託 の条項 に定 め る場合 お よび管轄 裁判 所 の命令 が ある場合 を除い て、受 託者 は以 下 に掲 げ るいか

なる文書 をいか な る者 に対 して も開示 す る ことを要求 され ない。

(a)自 己に与 え られ た権 限 も しくは裁量権 を行使 す る場合 、また は、自己 に課 せ られた義 務 を履行 す る場

合 、 どの よ うな形式 で行 使 または履行 す るか につ い て受 託者が 思案 した過程 を開示 す る文書 。

(b)自 己 に与 え られた権 限 もし くは裁 量権 を行使 す る場合 、また は、自己 に課 せ られた義 務 を履行 す る場

合 の特 別 な理 由 を開示 す る文書 、また は、そ の特 別 な理 由 の根 拠 となっ た、も し くは、なった か も しれ ない

資料 。

(c)自 己に与 え られ た権 限 も しくは裁量権 の行使 も し くは行 使予 定 に関連 す る文 書、または、自己 に課 せ
られた義務 の履 行 も しくは履 行予 定 に関す る文書 。
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されることになっていた。そこで信託関係書類 を見たい と考えたのである。

娘の主張によれば、1984年信託法25条 により'°、裁判所は、娘が信託の直接の利害関係者

でない場合であっても開示 を認める権限を有 してお り、受託者を被告として訴えが提起さ

れた場合には娘が開示手続により当該情報を知ることができるという理由で、開示を認め

るべ きだと論 じた。

これに対し、王立裁判所は次のように述べて、この請求を棄却した。

「確かに、25条 は、信託の利害関係者以外の人に対 しても信託関係書類を開示するよう

命ずる権限を王立裁判所 に認めているが、 きわめて例外的な場合を除き、そのような非利

害関係者に、提訴前に開示 を認めるようなことは正当ではない」。

② 受託者 が裁判所 に指示 を求 めた事件

受託者が、一定の行為 をなす前 に裁判所 の指示 を仰 ぎたい と考える場合が ある。 これに

関す る判例 として、Inthematterofthe"S"Settlement(July24t軋2001)が あ る・1。

裁判所 は、受託者 の とろうと している行為 が適切 であ るとの指示 を与 えることに したが、

その過程 で、 次の ように判示 した。

(1)先 例 である、ThePublicTrusteevCooper12に よれば、裁判所 が受託者 に指示 を与

えるケースは4つ に分類 で きる。

(a)受 託者の しようとす る行為 が、受託者 の権 限内か否 かを確 認す るための請求。こ

の場合、信託証書の解釈や制定法の解釈が 問題 となる。

(b)受 託者 の権 限内であ ることは間違 いないが、当該行為 が きわめて重要であるため、

受託者 の裁量権 の行使 として適切 か否か を確 認す るため の請求。

(c)受 託者が裁量権 の行使 を 自ら行 わず、裁判所 にその行使 を委ね るための請求。裁

判所 がそれを受 けるのは、共 同受託者間で対 立 しそれが解消で きない場合や、受託者 に利

益相反が ある場合 な ど、正 当な理由がある例外 的場合 に限 られる。

(d)受 託者 として はすで にあ る行為 を してい るが、それに対 し異議 申立 てがな された

(d)信 託の計算に関連またはその一部を形成する文書。ただし、原則としては本(d)項 が適用される場
合であっても、以下の場合は例外的に本(d)項 の適用はない。すなわち、慈善信託ではない信託の受益者

魏魏議 薯鑑 遼 璽罐 鋪轟㌶鞠;翻鴇 ㌶竃霧魏 が明示されている受
111nthematterofthe"S"Settlemel1LRoyalCt(BirLDeputyBailif〔andJuratsleBretonandQuerae)

July24th,2001unreported;6-2JerseyLawReview:casesummaries(2002).イ ン タ ー ネ ッ ト上 で は 、

http://wwwjerseylegalinfbje/Publications/jerseylawreview/febO2/Case
_SummariesASP12Th

ePublicTrusteevCooper,December20th ,1999unreported
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ので、裁判所の判断を仰 ぐための請求。

(2)本 件の場合、受託者が求めている指示はこれらのうち2番 目の(b)の ケースに当

たる。すなわち、当該行為が信託にとってきわめて重要であるため、受託者の裁量権の行

使の適否を念のため裁判所 にも確認してお くため指示を仰いだ事例である。この場合、裁

判所は以下の3点 のみ判断する。

(i)受 託者が、具体的状況において当該行動が望 ましいと誠実に判断したといえるか

否か。

(ii)受託者の判断は、合理的な受託者であれば到達 したようなものだといえるか否か。

(皿1)受託者の判断につ き、それに影響を及ぼす何 らかの利益相反の要素がなかったと

いえるか否か。

本件の場合、これら3点 の問いにつきいずれも肯定で きるとして、裁判所は受託者の判

断を支持する決定 を下した。

③ 信託財産の分配に関 する事件

信託財産 の分配の是非が争 われた事件 として、Abacus(CJ.)Limite己Trusteeofthe

EsteemSettlementandtheNumber52TrustandGrupoTorrasS.AvSheikhFahad

MohammedAlSabah&Others(Apr皿24th2001)力 弍ある13。

本件 は、ジャージー島の第1審 裁判所である王立裁判所か ら控訴裁判所(CourtofAppeal)

へ上訴が なされ、控訴 裁判所 が下 した判決である。

別訴 において、 受益 者 に対 し勝訴 した判決債権者が いる。本件で は、 この判決債権者へ

の支払 という形で信託 財産 を分配す る命令 を受託者 に出す よう裁判所へ請求がなされた。

王立裁判所 はそれ を拒 み、控訴裁判所 もこの判 断を支持 した。

第1審 の王立裁判所で は、 次の3つ の論点が争 われた。

(1)受 託者(し たが って裁判所)は 、受益者 が反対 してい るに もかかわ らず、 受益

者 の利益 になる ものである として、受益者の債権者 に対 し信託財産の分配をす ることがで

きるか否か。

(2)本 件 の事実 関係の下で、受益者 の債権者への支払 とい う形 をとる分配 は受益者

Abacus(C工)LimitedTrusteeoftheEsteemSettlementandtheNumber52TrustandGrupoTorras13

SAvSheikhFahadMohammedAlSabah&OthersCourtofAppe凪(Gloste現SumptionandRokisonJJA)

Aprn24tL2001unreporte(1
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の利益になるもの といえるか否か。

(3)仮 に、前記2点 に肯定の答えがえられたとして、受託者に代わる立場に置かれ

た裁判所が、その裁量権を行使 してこの ような支払をすべ きか否か、そ うだとしてもどの

ような基準で裁量権 を行使すべ きか。

これらの争点につき、王立裁判所はそれぞれ次のような結論を出した。

(1)法 律上、受託者は、たとえ受益者が反対 しても、第三者への支払が受益者の利

益になる場合には、受益者の利益のために分配をすることができる。

(2)InrePriceと いう先例にあるように14、利益 という概念は広 く解釈すべきもので

あるが、受益者の債務が減少することが、それ自体で受益者の利益 とされるか否かは自明

でない。受益者が現実に受ける利益が何 らかの形で特定され、それが真に生ずる蓋然性が

高いと思われることが必要である。

(3)仮 に債権者への支払が受益者の利益になるとしても、この利益は現実的にはき

わめて小さな ものであり、信託財産のすべてまたは大半を支払い、本件の受益者 に形にな

らない利益を与えるだけで他の受益者に重大な不利益 を与えるような裁量権の行使は、完

全に誤っている。

したがって、受託者に対 し受益者の債権者への支払を命ずることはできないと結論づけ

た。2001年1月9日 のことである。2月6日 付で上訴がなされ、控訴裁判所 は同じ年の4

月24日 に、控訴棄却という判断を示 した。判決の概要は以下のようなものである。

(1)こ れまでの確立 した先例により、控訴裁判所が、王立裁判所の裁量権の行使を覆

すのは、以下のいずれかの要件が満たされた場合に限られる。

(a)王 立裁判所が、裁量権行使の際に従 うべ き基本原則を踏み外 している場合。

(b)王 立裁判所が、考慮に入れるべきでない事項を入れたり、逆に考慮 に入れるべ

き事項を落 として裁量権を行使 した場合。

(c)王 立裁判所の決定が明白に誤っている場合。

このようなルールを基に、王立裁判所の上記3点 の判断につ き、以下、検討を加える。

(2)受 託者による分配の判断に際 し、受益者の反対がどのような意義を有するかにつ

き判断した第1論 点については、これまで当裁判所(控 訴裁判所)自 体 は明確に判示 した

ことはないが、一応、この点での王立裁判所の判断は正しいと考えられる。すなわち、受

141nrePrice,(1887)34Ch596.
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益者の反対だけで、受託者の分配案が違法 ・不当になるものではない。

(3)第2の 論点である、受益者の債権者に支払をし、受益者の債務 を減少させること

は、それだけでは必ず しも受益者の利益になると限らないという王立裁判所の判断 も、関

連のある法的原則に照 らして適切なものということができる。本件の事実関係によれば、

受益者 自身は債務減少を利益 と考 えておらず、その他特 に受益者の状況に相当の改善が見

られるという事情 もないので、本件債権者への支払を正当化する十分な利益 とならない。

(4)第3の 論点についても、王立裁判所の判断は正当である。受託者が裁量権を行使

する際には、他の受益者を含めた受益者全体の利益をバ ランス して考慮する必要があり、

ここではまさにそれがなされているからである。

④ 受託者が信託事務にかけた費用の補償請求権に関する事件

受託者が信託事務にかけた費用の補償請求権に関する事件として、hlretheEsteem

Settlement(January15tE2001)力 弍ある15。

本件は、前記③の訴訟から派生 した事件である。先に述べたように、2001年1月9日 、

王立裁判所は、受益者(破 産者)の 債権者が受託者に対 し信託財産か ら受益者に支払をな

す よう求めた事件において、受託者に支払命令 を出すのを拒絶 した。そこで、次に、受託

者が支出した訴訟費用 を信託財産から回収してよいかが問題 となり、本件 となった。受託

者は、先の訴訟で、不合理かつ一部の受益者に有利な形で行動 しており、 したがって訴訟

費用は信託財産か らではなく自らの固有財産から支出すべ きだという主張がなされたから

である。

王立裁判所は、信託財産か らの支払を求める受託者の申立てを認め、次のように判示 し

た。

(1)受 託者の行動は、合理的であ り、かつ信託財産の利益 を図るためのものだった。

(2)裁 判所は、受託者の完全な助力を期待することができるのであり、その助力の

中には、受託者が求める裁判所の命令についての賛否双方に関連する法や議論を受託者か

ら提供 してもらうことが含まれる。

受託者に対し、抽象的に問題 を裁判所に丸投げして決めてもらうような行動を奨励した

151nretheEsteemSettlementRoyalCt(BirtDeputyBai血 圧andJuratsdeVeulleandRumfitt)January

15th,2001unreportedイ ン タ ー ネ ッ ト上 で は 、httpノ/wwwjerseylegaU皿foje/PubHcations/jerseylawreview

/juneO1/jun2001j1Lasp
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り、逆に、訴訟費用 を負担するおそれからどのような命令を出すべ きかを明確に示すのを

阻害するようなことは、いずれも公益に反する。

⑤ 信託の変更に関する事件

信 託 の 変 更 に 関 す る 事 件 と し て 、lnthematterofthePeterHynd"H"Settlement(April

3rd,2001)が あ る16。

本件 は、1984年 信託法43条 に基づ き17、信託 の変更 を裁判所 に求めた事件で ある。変更 の

目的は、受託者に対 し、 より柔軟な判断をすることを認め、とりわけイギリスにおける課

税 を合法的な範囲で正当に回避するための権限を与えようとするところにあった。

王立裁判 所は、 この請求 を認め信 託の変更 を許可 した。判決 では、IntheSettlementof

Douglasと い う先例の修論 を引用 した18。この傍論の趣 旨は、課税 の回避、減額、また は繰

延べは受益者の利益 と認められるものであり、当該案件において関係する受益者の利益 に

なる限 りは、税の考慮が変更の主たる目的であることは裁判所が拒否する理由にならない

とい うものである。

161nthematterofthePeterHynd"H"SetdemenLRoyalCt(CrilLCommissionerandJuratsMyles

andBullen)April3rd2001unreportedイ ンターネ ッ ト上で は、httpノ/wwwjerseylegalinfoje/Publications

/jerseylawreview/octO1/oct2001jlraasp#casesummaries

17Article430ftheTrusts(Jersey)Law1984

第43条 管轄 裁判 所 に よるジ ャージー 島信 託 の条 項の変 更お よび特 定の取 引 の許 可

(1)第(2)項 に定 め る場合 を除い て、管 轄裁 判所 は、適切 と認 め る場 合 には 、以下 の いず れかの者 に

代 わ って、 後記 の措 置 に関 して、裁 判所命 令 に よ る許可 を与 える ことがで きる。

(a)未 成年者 また は無 能力 者で あ って、確 定 的か 条件付 か を問 うこ とな く、直接 また は間接 に、そ の信

託上 の権益 を有 してい る者。

(b)す で に確 定 して いるか否 か を問 うこ とな く、将 来一定 の 日、将 来一 定 の事 柄 が生 じた時 、将 来特 定
の人 間 となっ た時、または、将来特 定の 集 団の構 成員 にな った時 にその信 託上 の権益 を直接 また は間接 に受

領 す る資格 を有 す る ことに なる者 。

(c)未 出生 の者 。

(d)あ る人 に与 え られ た裁量権 に基 づ き、 現在 の権益 であ って未 だ 失効 も確定 も してい ない し権 益 が、
失効 また は確定 した場合 に、 その権益 を受 領 す る こ とに なるか も知れ ない者 。

か かる許 可 の対象 となる措置 とは、誰 の発 案 に よる措 置 であるの か、お よび、そ の措 置 に 同意 を与 え る こ
とが で きる利害 関係 者が他 に存在 す るの か を問 う ことな く、その信託 の条項 の全部 もし くは一部 を変更 もし

くは撤 回 し、または、その信 託財 産の管 理 もし くは運 営 の ためにそ の受 託者 の権 限 を拡 大 す る措 置 を指す 。

(2)第(1)項 の(a)、(b)、 また は、(c)に 規 定 されてい る者 に代 わ って の許可 を与 える場合 に は、

管轄裁 判所 は、そ の措置 を実行 す る ことがそ の者 の利 益 に ならない と認 める時 は、そ の措置 に許 可 を与 えて

はな らな い。

(3)信 託 の管理 または運営 の過程 におい て、売却 、賃貸 、質権 設定 、担保設 定 、放 棄 、免 除、も し くは、
その他 の処 分、 また は、購 入、投 資、取得 、支 出、 もし くは、その他 の取 引で あ って、管轄 裁判所 の意 見 に

よれ ば、妥 当 な処 分 または取 引で はあ る ものの 、その信 託 の条項上 また は法律 上 、そ の受託 者 にはそ の権 限

がな いた め、そ の ような処分 または取引 が行 えな い と認 め られる場合 に は、管轄 裁判 所 は、そ の受託者 に対

し、その ような処分 または取 引に 関 し、必 要 があ れ ば管轄 裁判所 が適切 と認 め る条項 また は条件 を付 した上

で、一般 的 な権 限ま たはそ の状 況 に応 じた特 別 な権 限 を与 えるこ とが で き、かつ 、支 出す る金額 また は取引

に要す る費 用 を どの ような方法 で どの財産 か ら支 出す るか に関す る指示 を行 うこ とが で きる。

(4)本 条 に基づ く管轄 裁判所 へ の 申請 手続 は、第47条 第(3)項 に規定 されてい る者 のだれ もが行 うこ

とが で きる。

181ntheSettlementofDouglas2000JLR73.
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⑥ 信託変更 と受益者の利益の意味に関する事件

信託変更に際し受益者の利益 とは何かが問題になった事件 として、IntheMatterofthe

TSettlement(6February2002)が ある19。

本件において、王立裁判所は1984年 信託法43条 にいうところの受益者の利益の意味を拡

大 して解釈する立場を示した。43条 では、それが未成年者や未出生の受益者の利益になる

ことを条件 として、裁判所による信託の変更を認めている。この事件では、祖母が委託者

となって信託が設定されたが、祖母はイギリスで暮 らしてお り、信託財産の売却により思

いがけなくきわめて多額の税が委託者である祖母にかかることがわかった。この税金 を払

えなければ、祖母は破産する。そこで、信託財産から税の支払がで きるよう、信託の変更

が求められた。

この信託の受益者の中で成人の受益者は皆これに同意しているが、未成年者や未出生の

受益者は同意することがそもそもできない。そこで裁判所に変更を求める手続 きがとられ

た。

未成年者や未出生の受益者のための弁護人が選任され、彼は、委託者である祖母に対 し

これらの受益者は扶養義務を負 っていないので、したがって、祖母に対する一種の道徳的

な義務を果たすための本件信託変更は、これ らの受益者の利益になるとはいえないと主張

した。

だが、王立裁判所は、この主張に同意せず、 どのような世代の受益者が問題 となるので

あれ、本件信託変更のような祖母に対する配慮は道徳的に正当であり、これもまた受益者

の利益に含 まれると結論づけた。

⑦ 離婚 と信 託財産 に関 する事件

離婚 の際に、一方配偶者が有 す る信託受益権 を考慮に入 れた財産分与が な されるべ きか

否 かが問題になった事件 と して、J-v-M(22May2002)、 お よびlntheMatteroftheX

Trust(13June2002)が ある2°。

これ ら2件 の紛争 は同 じ事件 であ り、最初 の訴訟 において離婚 の際の財産分与が争われ

191nthematteroftheTSettlement(RoyalCourt6February2002).こ れ 以 下4件 の 判 決 は 、ジ ャー

ジ ー 島 の 法律 事 務所 の1つ で あ るOgier&LeMasurierの ホ ー ムペ ー ジ に掲 げ て あ る 最新 の 判例(14Litiga目on

Review)か ら と っ た も の で あ る 。 イ ン タ ー ネ ッ ト上 で は 下 記 を参 照 さ れ た い 。http://wwwogie仁com/pdf

/Client-Brie丘ng/CB-Jsy-LitReviewpdf

20J-v-M(RoyalCourt22May2002)お よ びInthematteroftheXTrust(RoyalCourt13June2002).
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た時点で、夫は、自らは裁量信託の受益者に過ぎないのであり、その収入は財産分与に含

めるべきでない と主張した。 しかし、王立裁判所は、当該信託からこれまで夫がえてきた

莫大な収入から見て、受託者は今後も同様の分配をすることが予想で きると判示 し、本件

で命 じられる財産分与の額はそれ以外の夫の資産ではまかなうことができないかもしれな

いが、信託収入を含めれば十分にまかなうことができると述べた。

しか し、このような判決をすれば、今後 も夫への支払をするよう、裁判所が受託者に対

し圧力をかけることになる。これについて、王立裁判所は、確かにそれが不適切かつ不当

な圧力 とみなされる場合 もあるが、他方で賢明な働 きかけとされる場合 もあ り、本件は後

者にあたると述べた。その結果、夫に対 し信託収入を考慮に入れた大 きな額を財産分与 と

して妻に一括払い し、さらに信託財産である住居を妻の名義にす るよう命 じた。

これに対 し、早速、信託の受託者が王立裁判所(最 初の事件 とは異 なる裁判官で構成 さ

れる裁判所)に 指示を仰いだのが2件 目の訴訟である。受託者にとっては、妻は当該信託

の受益者ではなく、その利益に配慮 した支払および移転を行 うことが正当であるとの確認

を求めたわけである。

裁判所は、第1に 、一括払いの金銭については、受託者が支払わなければ妻はどのみち

夫を訴えるであろうと述べて、受託者による支払は、このケースでは受益者である夫の利

益にもなると結論づけた。第2に 、信託財産である住居については、より問題が大きいが、

夫 自身も名義を信託名義から妻に移すことに同意していること、そうしなければ金銭の増

額を求めて訴訟がさらに続 くことになり、それは受益者である夫の健康を害しかねず、 さ

らに信託財産としての住居に妻や子 どもたちが住み続けることは、妻 と信託との間の紛争

のリスクを生じさせ、子 どもたちの利益にならないと述べて、受託者が、不動産を妻に移

転することも適正であると結論づけた。

⑧ 信 託証書 の訂正義務 に関す る事件

信託証書の訂正義務 に関する事件 として、IntheMatteroftheMcLeanFamilySettlement

(15August2002)が ある21。

本件 において、受託者 は信託証書 に誤記 があることを発見 しなが ら、裁判所 に訂正命令

(rect迂ication)を 求めたのはそ れか ら5年 後 だった。王立裁判所 は、一般論 として、訂正命

211ntheMatteroftheMcLeanFamilySettlement(RoyalCourt15August2002).
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令の請求は適時になされる必要があり、時宜に遅れたものは訂正を拒むことがあると述べ

なが ら、本件については訂正を認めた。それは、委託者の子どもたちのうちの1人 に不利

益が及ぶのを回避するためである。

ただ し、本件手続に関する費用はすべて受託者の固有財産から支払うよう命 じた。

⑨ 受託者の報酬に関する事件

受託者の報酬に関する事件 として、InreRFNo㎜anSetUement(4March2002)が

ある22。

受託者が信託事務の遂行のために支出した費用は信託財産か らの補償が認め られるが、

信託証書で明記 していない限 り、報酬はとれない というのが原則である23。そこで、本件で

は、報酬 を得ることができるように信託条項を変更することを認めるよう裁判所に訴えが

なされた。受益者はそれに同意を与えていたが、受益者の中には、未出生の子や判断能力

に欠ける者が含 まれてお り、この人たちか らは同意をえることができないので、裁判所に

申し立てたわけである。

すでに紹介 した判例にあるように、ジャージーの1984年 信託法43条 では、変更が受益者

の利益になるという条件で、裁判所による信託変更を認める。ただし、受託者に報酬を認

めることは、それだけ信託財産を減少させることになる。しかしなが ら、裁判所は、受益

者の利益 という概念はもっと広 く捉 えるべきだと判示 した。現実的かつ常識的な意味で理

解すべ きであ り、決して、論理や机上の空論で考えるべきないという。利益であるか否か

の一般的なテス トとしては、自己利益 を重んずる合理的な成人が、変更に伴 うリスクも勘

案 したうえで、その変更案に同意する蓋然性が高いか否かである。

本件の場合、フロリダから信託を移 したことが背景にある。ジャージー島で信託を運用

するにはいくつ もの利点があり、報酬なしに重い責任 を負 う適切な受託者を見いだすこと

は不可能である。信託財産の大きさから見れば、報酬も大きな負担ではない。

221nreRFNormanSettlement(RoyalCourt14March2002).

23Article220fthピrrusts{Jer趾y)Law1984

第22条 受 託 者の報 酬 お よび費用

(1)受 託者 は、以下 の(a)、(b)ま た は(c)の 場 合 を除 いて は、自己 の役務行 為 に対 す る報酬 を受

領 して は な らない。

(a)そ の信 託 の条項 が許 可 してい る場 合。

(b)受 益者 達 の全 員が 書面 に よって 同意 した場合 。

(c)管 轄 裁判 所 が許可 命令 を発 した場 合。

(2)受 託者 は、信託 に関連 して合理 的 に発 生 した費用 または債 務 につい て信 託 か ら償還 を受 け、また
は、信 託 か ら支払 させ るこ とが で きる。
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以上のように裁判所は述べて、信託の変更を認めた。同時に、信託条項で明示的に禁止

されていない限 り、信託法21条 に基づき別、信託財産の運用を投資マネージャーに委託する

ことができるとも判示し、投資専門家への報酬 を費用 として回復することができるとも述

べ た 。

2判 例 に対 す るコメ ン ト

以上、ごく簡単に紹介 した9件 の判例からだけでも、それまで抽象的にしか感 じられな

かったジャージー島の信託が、生きた人々の利害を現実に左右する重要なスキームである

ことがわかる。ただし、そうはいっても、これ らの材料だけで分析や検討をするには不十

分であ る。そこで、以下、箇 条書 き的なコメン トとい う形 で感想 を綴 ることにす る。

1)王 立裁判所および控訴裁判所が、信託の利用者の便宜に意を用いている様子が見て

と れ る。

たとえば、③の例を見れば、上訴から3ヶ 月たたないうちに判決が出される。頻繁に先

例が引かれ、制定法の形で信託法がわか りやす く提示 されているばか りでなく、すでにジ

ャージー島の裁判所で一定の先例が積み重ねられていて、安定 した法制度が存在するとの

印象を外部に与えている。

また、受託者から、裁判所の指示を求める例がいくつ も見 られるが、これも受託者への

親切 というよりは、ジャージー島の信託の利用者に対 し安心感を与えるであろう。

さらに⑧の例では、受託者の任務惜怠により、5年 も経過 して信託証書の訂正が求め ら

れたが、受益者の利益を最優先 にして、訂正が認められている。 もちろん、これに関する

24Article210ftheTrusts(Jersey)Law198乱
箱21条 受託者の権限委任

(1)本 法またはその信託の条項によって許可されていない限り、受託者は自己の権限を他人に委任 し
てはならない。

(2)そ の信託の条項によって特にこれらの行為を禁止する旨の定めがなされていない限り、受託者は
以下の行為のいずれをも行うことができる。

(a)信 託財産の投資の管理に関し有能かつ資格があると受託者が合理的根拠に基づいて判断した投資
マネジャーに対し信託財産の管理を委任 し、委任契約を締結する行為。

(b)信 託に関する事柄を処理するため、または、信託財産を保管するため、会計士、弁護士、銀行家、
ブローカー、財産保管人、投資顧問、財産名義人、財産管理人、その他の職業的専門家と委任契約を締結す
る行為。

(3)第(2)項 に基づいて権限委任または任命を行った受託者は、誠意をもって行い、かつ、過失が
ない場合には、その権限委任もしくは任命をおこなったこと、または、その権限委任もしくは任命を継続し
たことから生じた信託に対する損害について責任を有しない。

(4)受 託者は、第(2)項 に定める権限受任者に対して、その権限受任者が行う取引に関して通常支
払うべき手数料その他の支払をその権限受領者が受領することを許可することができる。
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費用は受託者が個人的に負 うという条件を付けたうえで。いずれにせよ、手続的な厳格 さ

を重視すれば、 このケースでも訂正を認めるには時宜に遅れているという判断もあ りえた

と思われるが、裁判所 は、一般論として受託者に釘を刺 しなが ら、さらに費用負担 も負わ

せながら、利用者への不利益 を回避する判断を示 した。

2)こ のような利用者への安心感は手続から来るばかりではない。より重要な点は、判

決内容が利用者 に有利なことである。

これら9件 の判例の中でいくつも、信託の利用者以外から信託財産に関する請求が出さ

れていることがわかる。

たとえば、①では、請求者は信託の受益者 になれなかった相続人である。相続人からの

信託関係書類の開示請求を王立裁判所は拒んだ。

③では受益者 の債権者である。受託者に対 し、債権者が直接 自らに支払いを請求 し、裁

判所は、一般論 としてそれが受益者の利益 になる場合もあるといいなが ら、具体的な事案

については、やはりそれを否定した。

⑤では課税当局である。判決から詳細な事情は明確にわからないものの、この事件では、

イギリスでの税制の変化により、これまでの信託の分配条項では課税上不利な結果になる

ことがわか り、信託の変更が求められた事案だと推測できる。これについて、課税の回避、

減額、繰 り延べを理由とする変更は正当な受益者の利益の追求だと裁判所は述べている。

ただし、⑦では、離婚に際し、受益者たる夫が自らは裁量信託の受益者であって、確定

した受益権を有するわけではないのでこれを財産分与の対象たる財産に含めるべ きでない

と主張したのを、裁判所は認めなかった。信託の受益者 となっていない妻や子の生活や居

住に配慮 し、信託財産の一部である家を信託財産から妻名義に移すことまで命 じている。

これは、裁判所が何でも利用者優先 という態度をとるわけでないことを示す し、おそらく

多 くの人は、この事件での裁判所の判断を支持すると思われる。それは結果的に信託制度

への信用を高めることになる。

同様のことは、莫大な税金が思いがけな くかかることになってあわてている委託者(受

益者たる孫か らいえば祖母)に 関する⑥についてもいえる。信託の変更ができるのは、同

意をすることがで きない受益者がいるケースでは、その受益者の利益になる場合だけだと

する信託法43条 の解釈が争われ、これら未成年者のための特別代理人たる弁護士が、形式
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的な法律論 として、提案 されている信託変更は信託の利益 を委託者に返すものであり、受

益者の利益になるといえないと論 じたが、裁判所 はそれを否定した。法律論としての利益

概念の拡張 ということであるが、何よりも、このような予想外の事態が生じて も、ジャー

ジー信託法では、多 くの人が納得するであろう解決が図 られるということを示 した。これ

もまた利用者への安心感の源 となる。

3)な お、受託者に対す る姿勢 も、合理的だという印象を受ける。すでに述べ たように、

⑧の例で、信託証書の訂正請求をすべきところ5年 も放置 した受託者について、請求にか

かる費用を個人的に支出するよう命ずる一方で、⑨では、信託条項に報酬の定めのない受

託者につ き、合理的な報酬を認めるための信託変更を許 している。受託者による合理的な

費用支出については、④判決で費用償還を認める。 また、先に述べたように、再々、受託

者か ら求められる裁判所の指示の請求にも、親切にというのかどうかはわか らないが、そ

れに応 じて、受託者の行うべき行為の適法性を確認するなどの指示を与えている。

4)信 託法の内容の点か ら見ると、次のようなポイン トが注目される。

第1に 、信託の変更に関する事件が 目立つ。アメリカ法と異なり、イギリス法では信

託の変更が相対的に容易である。ごく簡単にいえば、イギリス法では、SaundersvVautieE

(1841)判 決以来、受益者が全員で同意すれば信託の変更 ・終了が可能であるのに対 し25、

アメリカでは、Clanin仏Clanin(Mass1889)判 決を代表として26、受益者の同意だけでは

信託の変更 ・終了を認めない。委託者の意思の尊重が より強く求められている27。

ジャージー島の場合 も、これらの判決で委託者にふれるところがないので、明 らかにイ

ギリス型の法理を前提 としていることがわかる。そこで問題になるのが、同意能力を欠 く

受益者の存在である。未出生の受益者や、未成年の受益者の場合、信託変更に同意するこ

とができないので、受益者全員の同意をえることがで きない。そこでジャージー信託法43

条は、裁判所によって、 これら同意能力のない受益者にとっても利益になるとの確認をす

ることにより、信託変更を可能にする道を開いた。

その結果、信託の変更に関わる事件が裁判所にもた らされ、受益者の利益 という概念の

検討が具体的ケースでなされている。

25Saunders立VautieE49EngRep.28Z4Beav115(1841).

26Claflin肌Clani恥20ME454(Mass1889).

27参 照 、樋 口 範 雄 『ア メ リ カ 信 託 法 ノ ーート(皿)』319頁 以 下(弘 文 堂 ・2003年)、 本 報 告 書 の 中 の 、神 作

裕 之 「イ ギ リス 法 に お け る 信 託 の 終 了 ・変 更 」。
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しか し、同意能力 を欠 く受益者の問題には、他にも対処方法は考えられるはずであり、

アメリカ統一信託法典の定める代表制度などは、これ らイギリスに近い法制度をとるとこ

ろでも参考になるかもしれない28。

第2に 、信託関係書類の閲覧 ・開示に関する事件は、ここでは9件 のうち①の事例だけ

であるが、きわめて重要かつ困難な問題を含む。ジャージー島の信託が秘密保持をメリッ

トとして謳うだけに、問題は微妙である。一方では、裁量権の行使を委ね られた受託者を

監視するためにも受益者への情報提供や、受益者からの情報請求をいかに考えるべ きかと

いう問題がある。他方では、受益者以外の者、広い意味での信託の利害関係者からの情報

請求にどう対応すべ きか という問題がある。これはジャージー島だけの問題ではなく、信

託法25条 やその改正案 をめ ぐる議論は、どこの国の信託法にとっても参考になろう29。

最後に第3点 として、再度、受託者が裁判所へ指示を仰 ぐ制度に注 目する。②の事例は、

裁量信託が広 く利用 される法域における実情を語る。受託者は、裁量権を委ねられている

のであるか ら、その判断に従って信託の管理運用 ・分配を行っていればよさそうなものだ

が、現実には、明確 な基準がないだけに裁量権行使の結果に対 し不満を持って争う当事者

が出てくる可能性がある。そこで、裁判所への指示を念のため仰 ぐ制度が必要になる。裁

量信託が有益であることを認めつつ、それが広 く行われてい くのをサポー トするためには、

裁判所が後ろで支える必要があり、その場合には、裁判所で判断する際の基準 ・原則が明

確でなければならない。 しかもその内容は、裁判所によって迅速に指示が出しうるもので

あること、かつ受託者の裁量権に不当な介入はしないものであること、さらに必要な場合

には受託者のとろうとする行為 とは異なる方向性を示 しうるものであることでなければな

らない。②の判決が示 した基準は、少なくともこのような点を考えるうえで参考になると

思われる。同時に、信託について、 どこまで裁判所が関与すべきか、関与する場合にもど

のような姿勢で臨むべ きか という問題を提示する。

以上、いくつかのコメントを記 して、この小稿 を閉じることにする。

28代 表制度については、久保野恵美子 「受益者の利益を代表する制度」大塚正民 ・樋口範雄編著 『現代ア
メリカ信託法』55頁(有 信堂 ・2002年)参 照。
29本 報告書のうち.久 保野恵美子 「受託者から受益者への情報提供」を参照されたい。
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ジ ャー ジー島 にお ける信託 の歴 史

角 紀 代 恵



1は じめ に1

チ ャネル諸島最大の島であるジ ャー ジー島 は、フランス本土 か らは西 に19キ ロメー トル、

連合王国本土か らは南 に150キ ロメー トルの ところに位置す る総面積116平 方キ ロメー トル

の小 さな島であ る。 ジャージー島は、連合王 国の属領 で も植民地 で もな く、課税 を含 む内

的統治 に関す るすべ ての事柄 につ いて完全 な独 立 を有す る女王 陛下 の 自治独 立領(se圧

governingdependency)で ある。ただ し、民事事件 においては、王立裁判所 を第一審 とし、

連合王国の枢密 院司法委員会(JudicialCommitteeofthePrivyCouncil)に 上訴することが

認め られている。また、ジャー ジー島で は、ノルマ ン慣習法お よび制定法が適用 され るが、

イ ングラ ン ドの制定法 は適用 され ない2。 そ のため、 ジャー ジー島の訴訟手続 において は、

制定法が存在 しない場合 には当該事件 に適用すべ きノルマ ン慣習法 を明 らか にす ることが

必要 になる。 この作業 にあたっては、ジ ャー ジー島の判例、判例が存在 しない場合 には、

ジャージー 島、 ノルマ ンの学説、 さらには、 フランスの学説 あるいはイギ リスの コモ ン ・

ローの準則 が参考 とされる3。 この ように、ジ ャージー島においては、法律 の内容が、かな

り暖昧であ ると言わ ざるをえない。

さて、かつての ように農業 を中心産業 とす るのんび りした島一 ジ ャージー島は乳牛 の

ジャー ジー種 の故郷 である であ るな らば、 このよ うな法状況 を維持す る ことは可能で

あったか もしれ ない。 しか し、 ジャージー島がいわゆる 「タックス ・ヘ イブ ン」 として注

目され、 オ フシ ョア取 引の金融セ ンター となるにつ れ、予測 可能性 のた たない曖昧 とした

法状況 では、他 の 「タックス ・ヘイ ブン」 との競争 に負 けて しまうおそれがでて きた。そ

こで、近年 においては、立法活動 、判例集 の整備等、法的環境 の整備 が急 がれてお り、信

託法 も1984年 にいたって制定された ものである4。本稿では、PaulMatthews&TerrySowde凪

TheJerseyLawofTrust(3ded.1994)に したがって、信託法制定以前 におけるジ ャー

11で の記 述 は、一 々の引用 は省 略す るが、道 垣 内弘人 「英 国 ジャー ジー 島 にお け る ノルマ ンデ ィ慣 習 法
の適用」 山 口古稀505頁 以 下 に よる。

2ジ ャー ジー 島 で適用 され る制定法 に は、連 合 王国 の議 会 によ って制定 され る もの と、ジ ャー ジー島 の議

会 に よって 制定 さ れる ものがあ る。後 者 の うち、Lawと 名 の付 く法律 は女 王 の裁可 を経 る仕組 み にな って
いる。

3特 に、信 託 が係 わ る事 件で は、ジ ャー ジー島 の判 例、学説が存 在 しない場合 には 、イ ング ラ ン ドお よび

他 の コモ ンウ ェルス(Commonwealth)諸 国 の判例 が参 考 とされる(PaulMatthews&T鱈rySowden、
TheJerseyLawofTrusts3dedpp31-3且(1994)[h亡re血aftercitedasMatthews&Sowden])。

4ジ ャー ジー信 託法 は、そ の後、1989年 、1991年 、1996年 と三 次 にわた って改 正 が行 わ れて いる。なお 、

ジャー ジー 島の制 定法 、判 例 につ い ては、http:〃ww礼jerseylegaHnfoje参 照。た だ し、 同ホー ム ・ペ ー ジ

には、1985年 以前 の判 決 は掲 載 され てい ない。筆 者 は、本 文で紹介 してい る判例 に つい て、原 典 には あた っ

て いない こ とをお 断 りして お く。
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ジー島の信託 の歴史 を概観す ることにす る5。ここで、興 味深 いのは、前述 したように、基

本 的 に、 ジャージー島で は、大 陸法系 に属す るノルマ ン慣習法が生 き残 っているため、信

託 とい う英米法系 に起源 を有 す る制度 と大陸法 との交錯が生 じているこ とである。

n恵 与(1ib6ralit6)と 信 託 の 関 係

ジャージー島においては、公益 あるいは慈善 目的に充 て られ る資産(funds)と いう概念

は古 くか ら知 られてお り、また、その ような 目的のための 「受託者(trustee)」 へ の資産の

贈与(gift)は 有効だ とされては きたが、19世 紀後半 に至 るまで は、信 託 に関す る裁判例 を

は じめ とする公式記録 は、 ほ とん ど、存在 していない。 しか し、訴 訟記録 に よれば、時 々

は、イギ リス流の婚姻継承 的不動 産処分(marriagesettlement)力 書行われた ことが うかが

われる。

さて、歴史上お よび社会文化 的理 由か ら、 ジ ャージー 島におけ る信 託 について考察す る

に際 して は、①信託財産 が不動 産か、動 産か、②信託が遺言 によって設定 されたか、生存

者 間で設定 されたか、場合 を分 けて考 える必要がある。 ジャー ジー島 におい ては、不動産

法制お よび相続法 によって課 されてい る遺言 自由への制限に抵触す る可能性が ある制度は、

信託 に限 らず、不利 な扱 い を受けてい る。それ らの制度 に関 して は、 た とえば、遺言にお

け る信託 的継伝処分(substitutionfid6icommissaire)や 秘密の取引 による生存者間の不動

産 の移転が挙 げ られる。以下において は、上記①② を組 み合 わせ た4つ の場合 におけ る信

託 につ いてみてい くこ とにす る。

(1)不 動 産 の 遺 言 信 託

ジ ャージー島においては、1851年 まで、不動産 の遺言信 託が問題 となる ことはなかった。

とい うのは、同年に制定 され たLoisurlestestamentsdlimmeubles(以 下 「1851年法」 と

い う)6に よって、は じめて、ジャージー島の不動産 について遺言 をす ることが可能になっ

たか らであ る。同法6条 は、「補充指定(substitution)は 禁止 される。受遺者が、それを保

5本 文nで の記 述 は、信託 の効力 に関す る記 述 も含 め、一一々 の 引用 は省 略 す るが、概 ね、Matthews&

Sowdenpp17-32に よる。

6同 法 をは じめ と して、19世 紀 半 ばに、相続 関連 の法 律 がい くつか制 定 され た。現 在 、そ れ らの法律 のい

くつ か は、そ の全部 あ るい は一 部 を、WillsandSuccessionsLaw1993に よって、廃止 されて い る。しか し、

同法6条 は、現在 も効 力 を有 してい る。
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持 し、かつ、第三者 に渡す任 にあた る処 分 は、すべ て、受遺者 との 関係 において も無効 で

あ る。 しか し、 ある者に虚有権(nu-propri6t6)を 与 え、他 の者 に用益権(usufruit)を 与

えることは可 能である。」 と規定 してい る。すなわち、 同条 は、 フラ ンス民 法896条 と同 じ

ぐ、補充指定 を禁止 しているが、フ ランス民法896条 とは異 な り、禁止 しているのは、遺言

に よる補 充指定 だけであ る。1851年 法 に よれば補充 指定 を無効 とで きるのは、遺言が登 録

されてか ら一年 と一 日以内に訴訟 を提起 した相続人だけであ り、訴訟が提起 されなか った

場合 には、遺贈 は有効 となる。 ここで問題 となるのは、 同法6条 で禁止 されている補 充指

定 とは、 いか なる処分 を指 すのか とい うことである。

フラ ンス民法 における補充指定 にあっては、恵与 を受 けた者 は、 恵与財 産の完全 な所有

者で あ りなが ら、生存 中は、 当該財 産を処 分せず、死亡時 に際 しては、予 め、恵与者 によ

って指定 された者 に当該財産 を与 える義務 を負 う。恵与者 によって当該財産 を与 えるよう

に指定 された者 は、恵与 を受 けた者 の所有権が終わ りを迎 えるまで、 当該財産に対 して は

何 ら権利 をもってい ない。そ して、補充指定 にあっては、 恵与 を受 けた者 が、補 充指定 を

繰 り返 す ことによって、世襲財産 を創 出することが可能 となる。そのため、フラ ンスでは、

古 くか ら、補充指定に よって多 くの財産か ら譲渡性が奪 われる とい う問題 を解決 しようと

して きたが、解決 は前述 した フランス民法896条 による補充指定の 原則 的禁止 まで待 たなけ

ればな らなか った。 しか し、 フラ ンス民法 が補充指定 を禁止 した か らといって、当然の こ

となが ら、それに よって、 ジャージー法 が影響 を受け ることはなか った。 ところで、イ ン

グラン ドにおいて も、18、19世 紀 には、strictsetUement(厳 格継承 的不動産処分)8に よ

って財 産の譲渡性が奪われる ことに ともな う深刻な問題 が生 じた。 この問題は、 イ ングラ

ン ドにおいては、SettledLandAct1882に より部分的 に、そ して、LawofPropertyAct

1925に よって最終的 な解 決がな され た。以上 よ り、フラ ンス民法896条 は信託 に対 して向け

られ た もので はな く、所有権 の譲渡性 が奪われるこ とに向け られ た ものである ということ

がで きる。 したが って、1851年 法6条 も同様 に解釈すべ きものと考 え られる。 しか し、 こ

の点 を明言 した ジャージーの判例 は存在 しない。

7フ ランス民法896条は、「①補充指定は禁止される。②受贈者、指定相続人、又は受遺者が 〔それを〕保
持し、かつ、第三者に渡す任にあたる処分は、すべて、受贈者、指定相続人、又は受遺者との関係において
も無効である。」と規定している(訳 は、法務大臣官房司法法制調査部編 『フランス民法典一一家族 ・親族
関係 』による)。ただし、1048条、1049条によって、恵与者の子またはその兄弟姉妹が恵与財産を保持
し、これらの現存または将来生まれる子に渡す任にあたる処分は、例外的に許される。
8settlement(継 承的不動産処分)の うち、男子直系卑属の血統に土地の承継を固定する目的で設定され
たものである。通常、世代ごとに繰り返される継承的不動産処分によって永続性が担保され、解消不能の状
態を生むことからこの名が付けられた(田 中英夫代表編集 『英米法事典』)。
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ジャー ジー 島で は、1984年 に信託法が制定 され る以前において、不動産 の遺言信託の設

定 を禁止す る実定法 は存在 しなか った。 しか し、 ジャー ジー島の不動産法制 に由来す る理

由によ り(後 の(3)参 照)、 信託法 は、ジャー ジー島の不動 産に設定 された信託 は、ジャ

ー ジー信託 の場合 には無効(10条(2)(a)(ii)) 、外 国信託の場合 にはジ ャージーでは強

制 で きない(unenforceable)(45条(2)(a)(ii))と 定めたため、不動産 を目的 とする信

託 の効力 をめ ぐる不確 実性 はな くなった。 ただ し、信託法 は、同法以前 に設定 された信託

には影響 を及ぼ さない(55条(1)(d))た め、不動産 の信託が有効 か否か とい う問題は、

依然 として存 在 してい る。

(2)動 産 の 遺 言 信 託

1851年 法 は動 産の信託 には適用がない。 ところで、ノルマ ン法 は、後述す る ように生存

者 間の補充指定 には寛大 であるが、死 亡 を原 因 とす る贈与に対 しては異 なる態度 をとって

いた。す なわち、 ノルマ ン法 は、死者が財産 を支配 しようとす るこ とに対 して、厳 しい態

度を とってお り、相続 について厳格 な法 を もっていた9。また、LeGeytジ ャージー島に

おける慣習法 についての著作 であ るConstitution,LoisetUsagesdeJerseyは1846年 に公刊

されたが、執筆 は、それよ り130年 以上前 とされ る の時代 において は、宗教、公益 目的、

あ るい は、家族外 の者への遺言に よる贈与 は、ある程度 は認 め られていたが、裁判所 は、

遺言 による動産 につ いての補充指定は認 めていなかった1°。

前述 した ように、1851年 法 によって不動 産 について遺言 を行 うことは認め られたけれ ど

も、動 産について は、遺言の 自由は制 限されている11。(例:LeevLee(1965)JJ505)。 た

だ し、今 日、存在 す る遺言 の 自由への制限 は、 自由に処 分で きない動産 の割合 についてだ

けであ り、処分 の方法につ いては、遺言 による補充指定 を除いては、制 限されていない。

しか し、補充 指定は信託ではな く、 自由分 の範 囲内であれば、遺言 に よる動 産信託 を禁ず

る理由はない。そ して、信託法が制定 され た今 日において は、遺言 に よる動 産信託が有効

であ るの は明確であ る。

9た とえば、BasnagelCommenIair尉surlaCoutumedeNormandie4thed.,vol.1at377(1742).

10た とえば、裁 判所 は、ReTモ!stamelltFradin(1753)2CR103に おい て、あ る資産 に対 す る持分 を対

象 とす る、遺 言者 の孫 娘 を受遺者 と し、彼 女が 子孫 を残 さず に死 亡 した場合 に は、当該持 分 を彼女 の姪 に与
える とい う補 充 指定 は、「本 島 におけ る遺 言 に関す る法 と慣 習 に反す る」 とい う理 由に よ って、無 効 と した。

11た とえば、 王立裁 判所 は、LeevLee(1965)JJ505に お いて、動 産 につ い て遺 言 の制 限が残 ってい る

のは、 法 は、死 者 が財産 を支 配す る ことに、未 だ、 懐 疑的 で ある こ とを意 味す る と述 べ てい る。

一86一



(3)不 動 産 の 生 存 者 間 で の 信 託

ノルマ ン慣 習法 は、生存者 間での不動産の補充指定 を認めていた12。因みに、1560年、Charles

IXのOrdonnanceは 、設定時か ら2代 を越 える(遺 言 によるもの も生存者間のもの も)補 充

指定 を禁 じたが、もちろん、このOrdonnanceは ジャー ジー 島では効力 はなかった。さ らに、

LeGeytは 、LoisetUsagesdeJersey,TomeI,P516に お いて、1701年 に甥が結婚 をす る

際 に行 った甥への不動産贈与 を批判 されたことに対 して、生存者 間の不動 産の補 充指定 は

有効 である旨、応答 してい る。確 かに、 この贈与 は、 その有効性 をめ ぐって訴 訟に持 ちこ

まれるこ とはなか ったので、先例 と しての価値は小 さいか もしれない。しか し、LeGeytは 、

17世 紀 におけるジャー ジー島の二大法律 家の一人 であった。 また、 フランス とは異 な り、

ジ ャージー島においては、生存者 間での補充指定 を禁 じた法律 が制定 されたこ とが なか っ

た。信託 は、補充指定 と同様 に、現象的 には、財産か らの受益 を分割する ものである。そ

こで、 ジ ャー ジー法が、 生存 者 間の補充指定 を禁 じていなかった以上、信託 を禁 じていた

とは考 えに くい。

さて、LeGeytの200年 後、王立委 員(TheRoyalCommissioners)は 、「明示的 に生存者

間での信託の設定 を禁ず る法律 は存在 しない。 しか し、私人 のため、 あるいは、公 益 を 目

的 とはしない不動産 の信託 は、現在 まで、まった く知 られ ていない」 と報告 してい る(1860

Reportxxv)。 また、その当時の ジャー ジー島の法律 家た ちは、信託 に関する実定 法 も王

立裁判所 の判 決 もない とい うこ とでは一致 をみていた。 しか し、裁判所が信託 を強制す る

か否か、また、強制す る とした場合 、強制の方法 につ いては意 見が分かれてい た13。そ こで、

王立委員 は、この ように信 託 につ いての実定法が存在 しない状 況 を、「ジャージー法 は信 託

を認めていない」 と結論付 ける一方、現実 に存在 している不動産 を対象 とす る公益信託 の

重要性 に鑑 みて、契約あ るい は生存者間の行為 に よって設定 され る不動産 の公益信託 につ

いて、そ の有効性 を認める法律 の制定 を勧告 した。この勧 告 を受 けて制定 されたのが、Loi

(1862)surlesteneuresen丘d6icommisetllincorporationdlassociationsで あ る14。

12Terrien,CommentairesduDroitCivil,2ded.(1578)の 引用 に係 る1512年5月28日 付 け判決 は、既

婚女 性 に よって な された姪へ の不 動 産の 贈与 を認 めた。同贈与 は、姪 が 結婚前 、あ るいは、結 婚後 で あ って

も相続 人 な しに死 亡 した場合 には、当該 不動 産 は、姪 の妹、姪 の妹か ら姪 の 姉 に渡 り、姪 の姉 が相 続人 な し

に死 亡 した場 合 には、彼 女 の兄 に、 次い で、弟 に渡 る とい う条件 が付 い て いた。 さ らに,時々の所 有者 た ち

は、当該不 動産 を処分 す る こ とは禁 じられてい た。贈 与者 の相 続人 が贈 与 に異議 を とな えたが、異 議 は認 め

られ なか った。

13当 時の ジ ャージー 島の法 律家 た ちの 間で は、生存者 間での補 充指定 が認 め られるかにつ いて も意見 が分

か れ ていた 。なお、理 由 は不 明 で あ るが、Terrien(注(12)参 照)に も、LeGeytが 行 った補 充 指定 に も

言及 してい ない。
141862年 法 は1「fid6icommis1「とい う用 語 を用 いて いるが、 そ こでのllfideicommisllは 、 フラ ンス 法 にお け

一87一



この ように、同委員 は、不動産 の公益信 託の有効性 を認め、法律 の制定は勧 告 したが、

「現在 、ジ ャージーの住民 は、変化 に対応 で きる状況 にはな く、また、保証法 に由来す る複

雑 さを除いて は、非常 に単純 な不動産に関す る法制度 を根本 か ら変 えない限 りは」、信 託 を

全面 的に導入す るこ とはで きない との結論に達 した(ReporLxxvD。 しか し、1865年 、

枢密 院司法委員会 は、修 論で はあるが、「ジャージー法は、生存者 間の行為 による信託の設

定 を禁 じてい ない」 と判示 している(GodfrayvGodfray(3MooNS316at344-346))。

また、GiffardvHawksfordandRenouf(1885)210Ex206に おいて、王立裁判所 は、受

託者 は、受益者 に よって契約 された債務 に関す る訴訟の当事者 であ り、 当該債務 について

個人的に責任 を負 う、 と判示 した。上訴 を受 けた枢 密院司法委員会((1886)12AppCas

122at126-127)は 、受託者 を、「債務者が受益 者で ある信託 について信託財産 を受託者

として保持 している とい う理由だけでは」、債務者 とともに訴 え、同人に対 して判決 を得 る

ことはで きない として、 同判 決 を棄却 した。 しか し、司法委員会 は、信託 自体 は有効で あ

るとの王立裁判所 の判 断 に対 しては何等 のコメ ン トを付 してい ない15。

なお、ジ ャージー島の不 動産 を目的 とす る信託 の導入 に反対す る理由 としては、 ジ ャー

ジー島 においては、不 動産の所有権お よび所有権 の移転が公示 されている ことが挙 げ られ

る。そ こで、不動 産信 託の秘匿性 が、不動産 の所有権 を公 にす るとい う原則 と合致す るか

否か は疑問である とい うわけであ る。ただ し、 この点 は、マ ン島のように、信託証書 の登

録制度 を採用 すれ ば、受益者 を公示す ることは可 能 となる。

(4)動 産 の 生存 者 間 で の信 託

以上、述べたところか ら明 らかなように、ジャージー島における信託を考える場合 には、

不動産法制および相続法制 との関連を考慮 しなければならない。 したがって、これらの考

慮が不要な生存者間における動産の信託は、あまり問題がない。18、19世 紀にしばしば行

るそ れ とは異 な り、受 託者 は、信 託財 産か ら個 人 的な利 益 を受 ける こ とを禁 じられ てい る とと もに、イ ング

ラン ド法 にお ける受 託者 と同様 に、信 託財 産の売却 権 限が与 え らていた 。 したが って、1862年 法 にお け る
1「五d6i

commisl'は 、 フラ ンス法 の用 語 を用い てはい るが、基 本 的 には、イ ング ラ ン ドにお け る信託 と同様 の

制 度 であ る(MatthewsandSowden,p7)。

15信 託 に関す る他 の裁 判例 と して は、PerrotvLeBreton(1891)11CR29に お いて、王立裁 判所 は、1862

年 法 の下で設 定 され た土 地信 託 の設定 が有効 で ある との被告 の 主張 を しりぞ けて いる。また、LattervThe
DreamofJersey(1948)50H305に お いて、王立裁 判所 は、1862年 法 に基 づかず に設定 された生存 者 間 の

公 益 的性質 を有 す る不動 産 の信託 につ いて、信 託 は1862年 法 の枠 内で のみ存 在 で きる との主 張 を し りぞ け、

その効 力認 め た。ただ し、同事件 で 問題 とな った信 託 は、土地 を直接 の 目的 と した もので はな く、土地 の売

却 代 金 を 目的 と した もので あ る。これ に対 して、詳細 は不 明で あ るが 、VernonvPicot(1886)211Ex445

お よびVernonvRenouf(1886)211Ex457で は、1862年 法 に したが って いない こ とを理 由 として、生存

者 間の不動 産 の信託 の効 力 が否定 されて いる。
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われたイギリス式 のmarriagesetdementの 中には、訴 訟沙汰になった もの もあるが、生存

者 間の動産 を対象 とす る ものにつ いては、訴訟 はなか った ようである。 ここか らも、古 く

か ら、動産の信託 は有効 とされ、公益 、私益 ともに強制 されてきた と結論 づけて よさそ う

である。

皿 むすびにかえて

以上みて きた ように、信託法制定以前 におけ るジャー ジー島における信託 をめ ぐる法状

況 は、非常 に曖昧 なもので あった といわざる をえ ない。その意味では、信託法 が制 定 され

たのは、 ジャー ジー島の居住者のニーズを満 たすためで はな く、 あ くまで も、 オ フシ ョア

取引のための法 的環境整備の一環 としてであった といえそ うである。この点は、た とえば、

既 にみた ように、 同 じく不動産 を目的 とした信託 であって も、 ジャージー 島の不動産 を 目

的 とす るもの とジャー ジー島外の不動産 を 目的 とする もの とでは、そ の効力が異 なるこ と、

あるい は、ジャー ジー島の非居住者が設定 した信託 につ いては遺留分か ら保護 され る(1989

年改正信託法8A条(2)(b))こ とが物語 ってい る。

確か に、ノルマ ン慣 習法 という、大 陸法が適用 される法域 であるにもかかわ らず信託法

を もってい るとい うジャー ジー島の状況 は 日本 と似 ている。 しか し、そ もそ も、そ こで適

用 され るノルマ ン慣 習法 自体 が曖昧で ある とい う状況 においては、 ジャー ジー信託法 に関

す る議論が、解釈論 の レベルで、 どれ だけ 日本 の議論 に稗益す るか とい う点は疑 問 な しと

しない。ただ、 フランス法 とジャージー法 を比較 した場合、 フランス法において は、補充

指定は、原則 として、すべ ての恵与 について禁止 されているの に対 して、 ジ ャー ジー法 に

おいては、不動産 の遺贈 についてのみ禁止 されて いる。 このことは、 いったい、 どこか ら

来ているのだろ うか。 また、 フランス法 において も、例外的 に補 充指定 の認 め られ る場合

がある。する と、補充 指定 が禁止 され る理由 は、 どこにあるのだろ うか。 また、 ジ ャージ

ー法においては、不動 産の遺贈 については、明文 をもって補充指 定が禁 じられてい るに も

かかわ らず、信託 は有効 であ るとされ る。 さて、補充指定 を明文 で禁 じていないわが国に

おいては、補充指定が有効か否か16、補充指定 を無効 である と解 した場合、信託 に よる連続

16補 充指 定が 有効 か否 か とい う問題 は、日本 にお いて は、後継 ぎ遺贈 の効力 の 問題 と して とらえ られ てい

る。最判 昭和58年3月18日 判 時1075号115頁 にお いて 、最 高裁 は、第一次 受遺者(A)に 遺贈 され た不 動 産
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受益者の指定は有効か否か という問題がある17。本稿が、これらの問題を考える際に役に立

つ こ とが あれ ば幸 いであ る。

の所有権が、Aの 死亡によって第二次受遺者(B)に 移転する旨の遺言について、当該遺言は遺言者の希望
を述べたものにすぎないと判示した原審判決を破棄して、①原審のした解釈のほかに、②Aに 対する負担
付遺贈、③A死 亡時に不動産の所有権がAに 存在することを条件とする第二次遺贈:④ 使用収益権しかも
たないAの 死亡を不確定期限とする遺贈と解する余地があると判示した。なお、脱稿後、大村敦志 「「後継
ぎ遺贈」論の可能性」道垣内弘人=大 村敦志=滝 沢昌彦編 『信託取引と民法法理』217頁以下に接 した。
17フ ランスでは、1992年、国民議会に信託法案が提出されたが、未だ、信託法は制定されていない。同法
案は、信託設定の方式として契約しか認めていないので、遺言による信託の設定を認めていない。なお、遺
言による信託が認められない理由としては、きわめて複雑な構造を有するフランスの相続法に信託を合致さ
せることが至難の技であることも挙げられている。ところで、法案2070-6条 は、生前は委託者自らが受益
者 となり、その死後は他の者を受益者として、その者に財産を移転する信託を認める(2070-6条)。 なお、
本文で述べたように、フランス民法は、ジャージー法とは異なり、生存者間における補充指定も禁じている。
すると、信託法が制定された場合には、信託における受益者の連続 たとえば、妻Aを 最初の受益者、
A死 亡時にはBを 次の受益者とすること は、民法が禁止している補充指定には該当しないので、認め
らるか否かという問題が生 じる。
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ジャージー信託法 における渉外信託

織 田 有 基 子



序

ジャージー信託法は1984年 に制定されて以来、3度 の法改正を経ている1。そのうち、2

度目の改正(1991年)に おいては、来るべ きハーグ信託準拠法条約(後 述)批 准に備え、

同条約に適合するように規定の見直 しが行われた。 したがって、現行 のジャージー信託法

は、原則的に、信託の国際的利用の期待にも応 え得るものとなっている。本稿では、ジャ

ージー信託法における渉外信託に関する規定の概要を紹介する。

1ジ ャージー信託法 における国際裁判管轄規定

ジャージー信託法5条 は、信託事件に関する国際裁判管轄について、次の ように定める。

「裁判所は、次のいずれかの場合 には管轄を有する。

(a)当 該信託がジャージー信託である場合

(b)外 国信託の受託者がジャージーに居住 している場合

(c)外 国信託の信託財産がジャ一一ジーに所在する場合

(d)外 国信託の信託財産がジャージーにおいて管理運営されている場合」

本条 にいう 「裁判所」 とは、 ジ ャー ジーの第一審裁判所(theInferiorNumberofthe

RoyalCourt)を 指す。「ジャー ジー信 託」 とは、当該信託の準拠法が ジ ャージー法 である場

合 を、また、「外 国信託」 とは、当該信託 の準 拠法がジャー ジー以外の法域 の法 である場合

を言 う2。さ らに、 「信託財 産」 には、動産 も不動産 も含 まれる3。

日本 も含 むいわゆる大 陸法系の 国際私法 においては、 まず法廷 地の裁判所が国際裁判管

轄 を有 してい るか どうかの決定が要求 され、 そ こで管轄が認め られて初め て、法廷 地の国

lTrusts(Jersey)Law1984(JerseyLaw11/1984)が 制 定 さ れ た 後 、Trusts(Amendment)(Jersey)

Law1989(JerseyLaw9/1989)、Trusts(AmendmentNα2)(Jersey)Law1991(JerseyLaw4/1991)、

お よびTrusts(AmendmentNα3)(Jersey)Lawl996(JerseyLaw14/1996)に よ る 法改 正 が な され た 。

な お 、以 上 の 法 律 は、JerseyLegalInformationBoard(http://wwwjerseylegaUnfαje)の サ イ トで 見 る こ

と が で き る 。

2ジ ャ ー・ジ ー 信 託 法(3度 の 改 正 を 経 た 現 行 の も の 、 以 下 同 じ)1条1項 。

3た だ し 、一 定 の 場 合 を 除 き、ジ ャ ー ジ ー に所 在 す る不 動 産 を 直 接 に 目的 とす る信 託 は 無 効 と さ れ る(10

条2項 ㈲ 〔iiD)。 一 定 の 場 合 と は 、theLui(1862)surleste冊u1・esen五deicommisetdel'incorporatbll

desassociationsに 基 づ き公 』卸 言託 が 設 定 さ れ た 場 合 を 言 う。PalllMatthews,TheJerseyLawofTr欄

3己ed.(1993)(以 下 、Matthews)p.55。 ま た 、ジ ャ ー ジ ー 内 の 不 動 産 を直 接 の 目 的 とす る 意 図 を有 す る

外 国 信 託 は 、 ジ ャ ー ジ ー に お い て 執 行 で き な い(45条2項(a)(血))。
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際私法規定に基づ く準拠法決定段階へと進むのが通常のこととされる。 しかし、(a)の 規

定は、管轄決定以前に既に準拠法決定が終了 していることを前提 とするものである。管轄

決定を準拠法決定に依存させるこのような考え方は、前述の大陸法的考え方とは大いに異

な るが、 しか し実 は、かつてのハ ーグ管轄 条約草案11条2項4な どに も見受 け られる。当該

信託が もしジャージー法上有効に設定されているとしたらジャージーの裁判所が管轄を有

するであろうと考えられる場合には、その信託が有効に設定されているか否かを判断する

管轄はジャージー裁判所が有することとなる(信 託準拠法一般については後述)。

外国信託の受託者がジャージーに居住 しているか否か、外国信託の信託財産がジャージ

ーで管理運営 されているか否かは事実問題であるが、最終的には裁判所が判断することに

なる5。受託者がジャージーに居住 していさえすれば、財産が全て海外 に所在する外国信託

につ いて も、 ジャー ジー裁判所が管轄 を行使 で きる と解 される。 反対 に、信 託財産 はジャ

ージーに所在するものの受託者が海外にいるような場合、ジャージー裁判所は管轄を有す

るが、その際、原告が国外の被告に訴状を送達するについては、裁判所の許可を得なけれ

ば な ら な い6。

第三者(た とえば受託者の債権者など)に よる、または第三者に対する訴訟について、

5条 は特に触れていない。この種の訴訟の場合にも、5条 のいずれかの管轄原因に基づい

て訴えを提起 しなければならないと解 される7。

ジャー ジー は、現在の ところ、いわゆ るブ ラ ッセル(お よびル ガー ノ)管 轄条約 に参加

してい ない8。た とえば、ブラッセル条約5条6項 には、特別管轄の一つ として、「締約 国に

ドミサ イルを有す る者 は、当該信託 の ドミサイルが存 する(thetrustisdomicned)他 の締

約国の裁判所において、制定法ないし書面にされた信託条項によって設定され、または口

頭により設定されかつ書面によって証明されるような信託について、設定者、受託者 また

4ハ ー グ国際私 法 会議 は、1992年 以来 、国際裁 判管 轄 お よび外 国判 決 の承 認 お よび執 行 につ いて国際 的な

統一 を図 るこ とを 目的 とす る 「民事及 び商事 に関す る裁判管 轄権及 び外国判決 に関す る条約 」の制定作業 を

行 って きた。1999年 に作 成 された条 約草 案 の11条 に は信 託 に 関す る比較 的 詳細 な規 定が 置 かれ、その2項 で
は、原則 と して 、(a)信 託 の業務 の中心 地 が置 かれ て い る国、(b)信 託 の準拠 法 の所 属 国(c)手 続 の 目的

に関 し信 託 が最 も密 接 な関係 を有す る 国、の いず れか の裁判 所の訴 え を提起す るこ とがで きる旨が規 定 され

た。 しか し、 この条 約案 はそ の後 大 幅 に見 直 され るこ と とな り、現在 も作業 を継 続 中 であ る。

5Matthews,p.200に 挙 げ られ てい るRumasaS.A.vW.&HTrademarks(Jersey)Ltd.,1985-86

JLR308は 、ジ ャー ジー において登 録 を受 けた会 社 であ って もそ の実質 的支配 が海外 の会社 によって行 われ
てお り、 ジ ャー ジー に 「居 住 」 して い る とは認 め られ な か っ た(そ の結 果 、そ の会 社 の財 産 につ い て

administratorの 指名 が行 われ た)事 例(た だ し、信 託 に直 接 関係 す る事 案 で はない)。

6ServiceofProcess(Amendment)(Jersey)Rules1994,r.7(j)。

7Matthews,pp.200-201

8い わ ゆるブ ラ ッセル条約(1968ConventiononJurisdictionandtheenforcementofjudgmentsmCivil

andCommercialMatters)は 、連合王 国にお い ては1987年1月1日 よ り発 効 して い るが、 その効 果 は、 ジ

ャー ジー な ど連 合 王国 の属領 的地位 に あ る法 域 に直接 には及 ばない 。
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は受益者 として訴えの提起を受け得る」 旨の規定が置かれている。「信託の ドミサイル」 と

いう表現は奇異な印象を受けるが、これが 「当該信託が最 も密接な関係を有する地」を意

味するものであるならば、ジャージー信託を管轄原因に含めている(ジ ャージー法 を準拠

法とする信託については、当該信託 とジャージーとの関連性が十分 に存在するものと解 さ

れる。)ジ ャージー信託法の管轄規定 と、実質的には大差 ないであろう9。さらに、同条約に

は、合意管轄(17条)、 および応訴管轄(18条)の 規定 も置かれている。しかし、ジャージ

ー信託法にはこの点に関する規定がなく、解釈上 もこれらは認められていないようである'°。

その理由は定かではないが、今後、ジャージーがブラッセル(お よびルガーノ)条 約に加

わろうとするならば、この点について大幅な変更を余儀な くされるだろう。

nジ ャージー信託法 における準拠法規定

ジャージー信託法制定以前は、信託の準拠法に関する明確な規定はなく、信託設定時の

設定者の ドミサイルの法を準拠法 とする判例が存在するのみだったとされる11。前述のよう

に、ジャージー信託法は1991年 に法改正 を行い、信託の準拠法に関する網羅的な規定を置

くに至った。

たとえば、4条1項 は、次のように規定する。

「37条に基づき準拠法の変更が行われる場合を除き、信託の準拠法は、以下の法域の法

とする。

(a)信 託条項によって準拠法 と明示 されている法域の法、もしそれがない場合には

(h)信 託条項か ら黙示される法域の法、もしそれもない場合には、

(c)当 該信託が設定された当時、それと最も密接な関係 を有 していた法域の法」

ハーグ信託準拠法条約に合わせて制定された本条は、同条約の規定とほぼ同様の内容 を

有 している12。ただし、ここでいう 「信託条項」には書面のみならず口頭によるものも含 ま

9ち なみ に、連 合王 国 にお けるブ ラ ッセル条 約 の国 内実施 法で あ るCivilJurisdictionandJudgmentAct

1982の45条 は、「信 託の ドミサ イル」 を、「当該信 託 が最 も密接 かつ最 も実 質 的 な関係 を有 する地 」 と解 釈 し

てい る。

10Matthews,p.202

11Matthews,p.42。

12ハ ー グ国際私 法会 議 におい て1984年 に採択 されたハ ー グ信 託準 拠法 条約(Hag皿eConven60nonthe

LawAppHcabletoTrustsandontheirRecognition、 以 下、ハ ー グ条約)は 、ジャー ジー にお いて は1991年

12月20日 に批 准 され、翌1992年3月1日 に発効 した(ち なみ に、連合王 国 にお け る同条 約 の批 准 は1989年11
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れる(ジ ャージー信託法1条1項)の に対 し、ハーグ条約では信託設定文書ないし信託を

証明する書面が要求される(同 条約6条1項)点 が異なる13。

本項 の解釈 を補充す る規定 として、4条 はさ らに2項 、3項 を置 く。

「2項

前項において 「明示がない場合」または 「黙示もない場合」 との表現は、以下の場

合 を含 む。

(a)前 項 の(a)ま たは(b)に おいて準拠法の明示 も黙示 もない場合。

(b)準 拠法の明示または黙示は行われたが、その準拠法がそもそも信託法を有し

ない場合、または当該信託の種類の信託に適用される法を有しない場合。

3項

1項(c)に おいて、当該信託 と最 も密接な関連を有 していた法域の法 を確定する場

合には、以下の諸点を特に考慮する。

(a)信 託設定者によって指定された当該信託の管理運営地

(b)当 該信託の信託財産の所在地

(c)当 該受託者の住所地または事務所地

(d)当 該信託の諸 目的、およびそれらの諸 目的が遂行 されるべ き地」

1項 の規定はいわゆる段階的連結の手法を採用 したものと解されるが、この点に関連し、

2項(a)は 、準拠法 の明示 も黙示 もない場合 に限って1項(c)の 適用があ り得 ることを示

唆 してい る14。もっ とも、特定 の法が明示 され、また は黙示 された として も、そ の法の所属

法域が信託に関する規定を有 しない、 または当該信託の種類の信託に適用される法を有 し

月17日 、発効 は1992年1月1日)。 信託準 拠法 につ き、本 条約6条1項 は 「信託 は、設定 者 が選択 す る法律
に よ り規 律 され る。この選択 は、信託 を設定 す る文書 若 し くは信託 を証 明す る書面 に文 言上 明示 され るか、

また はその文 言 か ら黙示 されな ければ な らない ・ … 。」 と定 め、同7条1項 は 「準拠 法 が選択 されて い

ない場合 に は、信託 は、そ れが最 も密接 に関係 す る法 律 に よ り規律 す る」 と規定 す る。なお 、同条 約 が国内

で発 効 して い る国 は、連 合王 国の他 に、オー ス トラ リア、 カナダ、香 港、イ タリア、マ ル タ、オラ ンダの計

7カ 国であ る(2000年6月 現在)。

13Matthewsp43は 、黙示 され てい る設 定者 の意 図 は信 託条項 の解釈 か らのみ 見 出 されな けれ ばな らず、

外在 的証 拠 は認 め られ ない と述 べ る。また、本項 におい て準拠 法 が明示 され てい る と言 え るた めに は、'tthe

properlawl'と 表 現 され て いなけ れば な らず、`1governinglaw"や"controllinglaw"で は認 め られない とす る。
国際私 法 にお け るlltheproperlaw「`は 、従 来、イギ リス の契約 準拠 法指定 に関す る議 論 にお い て、最 密接 関

係 地法 の探 求(と りわ け、契約 締結 地法 と履行 地法 の いず れが よ りプロパ ーな法で あ るか とい う問題)に 関

連 して用 い られて きた語 で あ るが 、当 のイ ギ リス の 国際私 法 の教科 書で は"governinglaw"や1「appUcable

law'1な どの 語 も用 い られてお り、ジ ャー ジー信 託 にお いて、なぜ"properlawllの 語 に こだわ る必要 があ る

のか は疑問 で あ る。

14ハ ー グ条約7条1項 も、「準拠 法が 選択 され てい な い場 合 に は、信 託 は、それ が最 も密 接 に関係 す る法

律 によ り規律 す る。」 と定 める。
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ていない場合には、その明示または黙示された法は無視 されて(c)の 適用を受けることに

なる し15、設定者が何 ら法選択 を行 わなか った場合 も同様で ある。そ して、その(c)の 適用

については、3項 がハ ーグ条約 と同様の考慮すべ き要 因を示 している'6。これ らの要 因には、

設定者の ドミサイルという連結点が含まれていないが、事案 によってはこれ も考慮されて

よい場合があろう。また、(b)の 信託財産の所在地 と(c)の 受託者の住所地の2つ の要因

が登場する場合、 どちらをより重視すべきかについては、当該信託が、本質的に、受託者

の人的債務を構成すると解されるか、受益者の財産権 を構成すると解 されるかによるべき

と の 見 解 もあ る17。

なお、本法における 「準拠法」の語には、準拠法所属国の抵触規定は含まれず18、したが

って反致の生ずる余地はない もの と解される。

信託準拠法は、信託の有効性、解釈および効力など信託に関する幅広い事項を規律する。

しか し、ここで気をつけなければならないことは、信託設定に必要な設定者の財産処分能

力 については、信託準拠法 は規律 しないとい う点であ る'9。この点につ き、ジャー ジー法 は、

イ ングランド法 と同様、動産信託の場合には信託設定者の設定当時の ドミサイル法により、

不動産信託の場合には不動産所在地法により、設定者の財産処分能力をそれぞれ規律 して

きた とされる加。しか し、1989年 のジャー ジー信託法改正 に よって、この運用 に変化 が生 じ

た。す なわち、この時新設 された8A条2項2'に よれば、設定者 の ドミサ イル法上、成年に

達 しかつ健全な精神状態にあれば、動産信託 ・不動産信託の区別なく、設定者は、財産移

転 ・処分能力を有 していたとされ、かつその設定者の ドミサイル法が、たとえば遺留分制

15ハ ー グ条約6条2項 参 照。

16ハ ー グ条約7条2項 参 照。

17Matthews,pp.43-44は 、ジャー ジー信 託は受 託者 の純粋 な 人的債 務 として考 える こ とはで きず、物権

にお ける問 題 と して扱 う方 がベ ターで あ る とす る。そ こに は、受益 者 が信 託財 産 に有 すべ き財 産 的利益 を重

視 す る姿勢 が現 れて い るよ うに思 われ る(c£Matthewsp.8)。

18Matthews,p42。 ハー グ条 約17条 も同 旨。

19ハ ーグ 条約8条 も、 信 託準拠 法 の規 律対象 に、設 定者 の財 産処 分 能力 を含 めてい な い。

20Matthews,pp.44-45。

21ジ ャー ジー信 託法8A条2項 は次 の ように規定 す る。

「ジ ャージ ー以外 の法域 に ドミサ イル を有 す る者 が、その生存 中に信託へ の財産 の移 転 または処 分 を行
った場合 に は、(a)そ の移転 また は処 分 の時点 において、そ の者 がそ の ドミサ イル を有 す る法 域の 法 に よっ

て、成年 に達 しか つ正常 な精 神 状態 にあっ た とされる場合 には、その移 転 または処分 を行 う法 的能 力 を有 し

てい た もの と見 倣 し、 かつ、(b)そ の者 が ドミサ イル を有 す る法 域 の法 また はその他 の 法が、 相続 また は

財 産承継 に 関す る規 定(上 記 の一 般 的 な例 と して、遺留 分 制度(forcedheirship)、legi廿me、 また は これ に

類す る制 度 を含 む)を 有 してい て も、そ の ような規 定 は、上 記 の移転 また は処 分 に、あ るい は上 記 の信 託の

有効 性 に、 何 らの影 響 も与 え る もの では ない。」

なお、上 の(b)に つ い ては、準 拠 法中 の信託以外 の事 項 に関 す る強行 規定 の優先 適用 を認 め る、ハ ー グ

条約15条1項(c)(「 この条約 は、法廷 地 の抵触法 によって 定 める規 定 で、特 に、次 の事項 に 関す る ものの

適用 を妨 げ る もの では ない。た だ し、そ の規定が任 意 に逸脱 で きる場 合 に はこの 限 りで はな い。 …(c)

遺言 による と否 とを問 わず、 相続権 、特 に、配偶 者等 の遺留 分」)と の 関係 が問題 となろ う。
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度を定 めてい たと して も、当該信託の有効性 が優 先 され ることとなったので ある。ただ し、

本項 は、 ジャージーの外 に ドミサイルを有す る者 に よる生前 の財産移転 ・処分 に限定 した

規定 であるの で、 それ以外 の場合 、つ まりジャージー外 に ドミサ イル を有する者 に よる遺

言に基づ く財産移転 ・処 分、お よびジ ャージーに ドミサイルを有す る者に よる(生 前 であ

ると、遺言 に基づ くものであ るとを問わない)財 産移転 ・処分 については適用 されない。

これ らの場合 には、従 来の解 釈が引 き続 き用 い られ ることになろ う。

いったん定められた準拠法を変更することは、ジャージー信託法37条 により認められて

いる22。本条の 「変更」 という文言は、誰かによる積極的な行為を求めるものではな く、一

定の事実の発生(た とえば、望ましくない政府の出現 など)に より、いわば自動的に、準

拠法が他の特定の法に変更されると解釈することも可能である23。また、準拠法の変更は、

全受益者の同意によっても可能であると解 されている。これは、全受益者による同意があ

れば信託を終了させることができ、かつ財産を引き渡すよう受託者に指示できる旨のルー

ル(ジ ャージー信託法39条3項)24の 一側面として捉えることができる。いずれにしても、

信託準拠法の変更は、信託条項の重要部分を実質的に変更することにもなりかねないか ら、

事前に十分な検討が要求されるだろう。

皿 ジャージー信託法における外国信託承認規定

ジャージー信託法は、外国信託の承認についても規定を設けている。3条 は、「本法に定

める諸要件 を満た している限 り、いかなる信託 も、ジャージー法によって有効かつ執行可

能なものとして承認されなければならない。」 と定め、さらに45条は、外国信託の執行可能

性について、次のように定める。

「1項

次項に従うことを条件 として、外国信託はその準拠法によって規律されるものと解

され、かつその準拠法に従って解釈 されなければならない。

22ジ ャー ジー信 託 法37条 は、「信 託 条項 にお いて、信 託準 拠 法 を ジ ャー ジー法 か ら他 の法域 の法 に変 更 で

きる旨 を定 め るこ とがで きる。」 と規定 す る。

23Matthews,p.46。

24こ の ルール は、有 名 な イギ リスの信 託判例(Saunders肌Vautier,Cr&Ph240(1841)に 基づ くもの

で ある。Matthews,p188。
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2項

外国信託は、以下のいずれかに該当する場合には、ジャージーにおいて執行で きな

いo

(a)外 国信託が、以下のいずれかの意図を有 している場合

(i)ジ ャージー法に違反する行為を行 うこと

(ii)ジ ャ一一ジ一法に違反する権利ない し権限を与え、またはジャ一一ジ一

法に違反する行為を実施する義務 を負わせること

伍i)ジ ャージーに所在する不動産を直接の目的とすること

(b)管 轄裁判所が、当該信託につき、不道徳又は公序良俗に反すると認定 した場

合

3項

前項(a)(i五)が 適用 される場合、当該不動産についての権限を有する者 は、当該

不動産の受託者 となることはできず、かつ受託者 と見倣されてはならない。」

ハ ーグ条約の趣 旨に鑑 みれば、互 いにで きるだけ広 く外 国信託 を認 め合 うこ とに よって、

信託制度 のスムーズ な運用 を 目指す ことが望 ましいが、 ジャージー信託法の これ らの規定

は、原則 的にはこの趣 旨に適 うもの と解 される。45条2項(a)(iu)は 、10条2項(a)価)

と同趣 旨の規定であ り、外 国か ら見る と奇異 に感 じられ るか もしれ ないが、 これ はジ ャー

ジーの強 い政策判 断 を踏 まえての ものであろ うと推測 される。ハー グ条約 との関係 で言 え

ば、法廷地 の直接 適用 法の優 先適用 を定 めた条約16条1項25の 問題 として捉 える こ とも可能

であろう。

IV結 びに代 えて

以上の ように、 ジ ャー ジー信 託法 は、渉外信 託、 と りわけその準拠法お よび外 国信 託の

承 認 については、基本 的にハ ーグ条約 と調和 し得 るよう考慮 されている。 それ は、進歩 的

な信 託法 を他 国に先駆 けて制定 したジャ一一ジーが、い わゆるオ フシ ョア金融セ ンター とし

25ハ ー グ条約16条1項 は次 の よ うに定 め る。「本条 約 は、抵 触 法 の規 定 のいか んにか か わ らず 、国際 的な

場 面 であ って も、法廷 地 で適 用 され るべ き法廷 地(実 質)法 の適 用 を妨 げ るもので はな い。」

一99一



て、信託の局面で さらに重要 な役割 を担 ってい こうとす る 自負 の表 れで もあろう。 もっ と

も、 ジ ャージー裁判所 にお ける渉外信託 に関する判例 は、意外 な ことに、あま り多 くない

ようである26。したがって、どの ような渉外信託が、どの ような形で問題 にな り、どの よう

に解決 されてい るのか につ いては、不明 な点 も多 い。イ ング ラン ド法ほ どではない にして

も27、大陸法の影響 がかな り見受け られるジ ャージーにお いて、た とえば準拠法上の遺留分

制 度 と法廷地(ジ ャー ジー)の 信託制度 との関係 が どの ように解 されているかは、非常 に

興 味深 い ところであ る28。ハ ーグ条約批准 を契機 とす る1991年 の法改正か ら10年 以上が経過

し、判例が さ らに集積 されてい くであろう今後 において、 ジャー ジーの渉外信託の現状 が

少 しずつで も解明 されて い くこ とを期待 したい。

26JerseyLegallnformationBoard(http://wwwjerseylegalinfαje)のJerseyLawReportsお よ び

UnreportedJudgmentsの 検 索 結 果 に よ る 。JerseyLawReports(JLR)掲 載 の 判 例 を 一 覧 す る に は 、JLR

Subjec七Matterindex(http://wwwjerseylegalinfo.je/Judgments/JerseyLawReports/SubjectMatter/

defaultasp)が 便 利 で あ る 。

27信 託 の 場 面 に お い て 、事 実 上 、イ ン グ ラ ン ド法 の 影 響 が 強 い 点 に つ い て は 、Matthews,pp.31-32,pp

49-50な ど参 照 。

28前 出 注21参 照 。
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受託者か ら受益者への情報提供

久保野 恵美子



序

本稿 は、受託者か ら受益者 に対す る信託 に関す る情報提供(inform)1に つい て扱 う2。受

託者か ら受益者に対する情報提供義務3は少な くとも近時は信託の本質的要素のひとつをな

す ものと捉えられてお り、ジャージー法やその基礎を成すイングランド法に限 らず広い法

域で議論の的となっている。オフショアで設定される信託などの新たな信託の利用がひと

つのきっかけとなって、法域を超えて法の発展が見られる分野である。本稿ではジャージ

ー島における情報提供に関する法の概略およびその基礎 となったイングランドの法原則を

確認した上で、それらの法がオース トラリアや他のオフショア法域の判例 と相互に関連 し

ながら発展している様子の検討を通 して、情報提供に関連して問題 となる諸点を明らかに

した い4。

1ジ ャー ジー信 託法

① 情報提供に関するジャージー信託法典の規定

受託者から受益者への情報提供に関係するジャージー信託法典の規定は以下の通 りであ

る5。この うち、25条 が受託者か ら受益者 へ の文書 の開示 につ いて直接 に規定 してお り、特

に重要 である。

ジャージー信託法典17条 【受託者の義務】

(5)項 受託者は自己の受託者たる地位に関して正確な計算および記録を保持 しなけ

ればな らない。

1説 明(account)や 報告(notice)の 用語 が用 い られる こ ともあ るが、 こ こで は情 報提 供 の用語 で代 表

させ る。ただ し、本 稿 で取 り上げ る判例等 には文 書 の開示(計 算 書類 の 閲覧 を含 む)に つ いて扱 った ものが

多 く、 その 側面 に重 点が置 か れ る場合 に は 「文 書(の)開 示」 の用語 を用 い るこ ともあ る。
2た だ し、受託 者 の信 託 違反 が疑 われ る場 合 に受益 者 が提起 した訴訟 にお け るデ ィス カバ リーは別 の 問題

であ る。以下 で述べ る と ころ とは異 な り、そ の よ うな場面 で は受益者 への情 報 提供 は非 常 に広 い範囲 で認 め

られ る。また、通 常 の信 託 とは異 な る考 慮 が必 要 と され る年金 信託 も本稿 の対 象外 であ る。(年 金信託 につ
いて は、SirRobertWalker,SomeTrustPrinciplesinthePensionsContext,Chap.5,inAJ,Oakley(ed .),

TrendsinContemporaryTrustLaw(Oxford,1996)at129-131を 参照)。

3こ れ に対 応 す る受益者 の権利 を本稿 では 「情報 提供 請 求権」 と呼 び、そ の中で特 に文 書の 開示 に関 わる

場合 には 「文書(の)開 示 請求権 」 と言 う。ジ ャー ジー島 では情報提供 を受益 者の権 利 の側面か ら捉 える傾

向があ るが 、本稿 で は受託 者の 義務 と受 益者 の権 利 とを対応 する もの として特 に区別 をせ ずに用 いる(も っ

と も、この よ うに受託者 の 義務 か らの ア プロー チ と受益 者 の権 利か らのア プローチ を単純 に対応す る もの と

捉 え うるの か ど うか につ いて は理 論 的考察 の余 地が ある と考 えて い る)。

4本 稿 は 日本法 へ の示唆 を得 る ことを直 接 の 目的 とは してい ない とい うこ とで あ る。

5以 下 で は特 に断 らない限 り、 条文 は ジ ャー ジー信託 法 典の条文 で ある。
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ジャージー信託法典25条 【受託者は開示を拒むことができる】

信託の条項 に定める場合お よび管轄裁判所の命令がある場合を除いて、受託者は以下

に掲げる文書をいかなる者に対 しても開示することを要求されない。

(a)自 己に与えられた権限もしくは裁量権を行使する場合、または、自己に課せ られた

義務 を履行する場合に、 どの ような形式で行使または履行するかについて受託者が思案

した過程を明らかにする文書。

(b)自 己に与えられた権限もしくは裁量権を行使する、または、自己に課せられた義務

を履行する、ある特定の理由を明らかにする文書、または、そのある特定の理由の根拠

となった、 もしくはなったか もしれない資料。

(c)自 己に与えられた権限 もしくは裁量権の行使もしくは行使予定に関連する文書、ま

たは、自己に課せられた義務の履行 もしくは履行予定に関連する文書。

(d)信 託の計算(accounts)に 関連 またはその一部を形成する文書。

ただ し、原則 としては(d)項 が適用 される場合であっても、開示請求者が慈善団体では

ない信託の受益者である場合、慈善団体であっても信託の条項において受益者である旨

が明示されている受益者である場合、または信託の非慈善目的の執行者である場合はこ

の限 りでない。

※ジャージー信託法典1条 の定義規定によれば、25条(d)項 に掲げられる文書の開示

相手 とされる 「受益者」は、「信託の利益 を享受する資格のある者または信託に基づ き保

有されている財産を分配する裁量権の行使の利益を受けるもの」を意味する6。

② その他の情報提供

25条 に規定 されていない情報 として、信託が存在 し情報提供の相手方が受益者であると

いう情報、および文書の形をとっていない情報が問題となる。これ らの情報の提供につい

ては解釈によることとなるが、ジャージー信託法典は信託に関する網羅的な立法を企図し

て作 られたものではなく(1条(5)項 参照)、ジャージーの信託法典に規定のない事柄に

6ジ ャ ー ジ ー 信 託 法 其 上 の 受 益 者 の 定 義 は 広 く、裁 量 信 託 の受 益 者 の み な らず 、本 稿 で 後 に 問 題 と して 取

り上 げ る 指 名 権 の 対 象 者 も含 ま れ る と解 釈 さ れ て い る とい う(TheJerseyLawCommission,Consultation

PaperN●1,Therightsofbene五ciariestoinformationregardingatrustFeb.1998,江42.13.(本 コ ンサ ル テ ー

シ ョ ンペ ー パ ー は 同 委 員 会 の ウ ェ ブ サ イ ト(http://wwwlawcommgovje/)か ら入 手 可 能 で あ る))。 しか

し、PaulMatthews&TerrySowd餌TheJerseyLawofTrustsat57血5.20(KeyHav叫3rded1993)に

は 反 対 の 趣 旨 が 述 べ ら れ て お り、 こ の 点 に 関 す る ジ ャ ー ジ ー 法 の 立 場 は あ い ま い さ を残 す 。
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ついてはイングランドの判例で確立 してきた信託に関する法原則によって補充 されると考

えられている7。

受益者が受益者であるという情報の提供については、イングランド法において受託者は

受益者に受益権の存在 を通知するよう合理的な手続 きをとる義務があるとされ8、ジャージ

ー法の下でも同様だと考えられている9
。文書でない情報に関 しても、イングランドの法原

則に従って開示対象となると解釈されている1°。

Hジ ャージー信 託法典25条 が基礎 とす るイ ングラ ン ドの判例

ジャージー信託法典25条 は、情報提供義務に関するイングランドの確立 した法原則に従

ったもの とされている。その法原則を確立 したのはLondonderry判 決である11。この事件で

は、裁量信託の受益者が 自己への分配額 に不満を持ち、受託者の裁量権行使の理由を知る

べ く、受託者の会議関係資料や受託者同士の通信の記録、さらに受託者へのソリシタか ら

の助言などの文書の開示 を求めた。

裁判所は結論 として、信託に関係する文書のうち受託者が裁量権限をどのように行使す

るかを思案した過程に関わるもの、裁量権限の行使理由に関わる文書やその理由の根拠 と

なった、もしくはなったかもしれない資料については、受託者は開示する必要がないとし

た(以 下ではこれ らの文書をまとめて 「裁量文書」 と言 う)。その結果、当該事件では、受

託者が信託財産の分配のために折々に打ち合わせた会議記録(minutes)や 打ち合わせのた

めに用意されたメモ類(agenda)、 さらに、受託者同士の通信の記録(例 えば裁量信託め裁

量に服する受益者群に属する者の状況を尋ねるために渡された手紙等)や 受託者と受益者

との通信の記録は開示の対象 とはならないとされた。

裁判所は問題を二つの原則の調和の試みとして捉えた。一つは、受益者は信託財産に対 し

7Consulta廿onPaper,supranote6,n.1.1-1.2.

8DavidJHayton,UnderhillandHayton工awRelatingtoTrustsandTrustees,674(Butterworths16th

ed.2003).

9Matthews&Sowden,supranote6,at93n.&18,ま た 、本 稿 で 後 に 取 り上 げ る ジ ャ ー ジー 法 律 委 員 会 の 提

案 に よ る25条 改 正 案 に お い て は 、 こ の 点 が 明 らか に さ れ て い る(改 正 案25条(4)項)。

10Matthews&Sowd飢supranote6,at94n.8.21,も っ と も こ の 点 に 関 し て は 、25条 を 開示 対 象 と な る文 書

を例 外 的 に 定 め た もの と解 釈 し、(d)項 に 規 定 さ れ る文 書 の 外 に は 情 報 提 供 の 義 務 は 及 ば な い と解 す べ き

だ と す る異 論 も存 す る(HochbergandNorrisTherightsofbene丘ciariestoinformationconcerningatrust

3-1JerseyLawReview79,81(1999)。

11ReLondonderrylsSettlement[1965]Ch.918,CA.

一105一



てエクイティ上の所有権的権利を有するのと同様に 「信託文書」に対 して所有権的権利を

持つのでその開示 を請求することができるという原則である。第二は、裁量信託の受託者

は裁量権限の行使に関してその理由を明 らかにする必要はないという原則である。これら

二つの原則をどのように論理的に調和させて先の結論を導いたのかについては、判決の理

由部分は二様の解釈が可能であり明確ではない12。しかし、ここでは以下の記述に必要な限

りでLondonderry判 決中に示 された準則 と して次の二点 を抽 出 してお く。第一 は、中心 的

争点に対する判断として示されたところの 「受託者は受益者に対 して裁量文書 を開示する

必要はない」 という準則である(準 則1)。 第二は、判決の理由づけの解釈如何に関わらず

共通 して帰結 される 「受益者が文書の開示を求めることのできる場合、それは受益者がそ

の文書に対 して有する所有権的権利に基礎づけられる」 という準則である(準 則2)。

ジャージー信 託法典25条 の(a)、(b)、(c)各 項 とLondonderry判 決の結論部分の文言 を

対比 す ると、当条文がLondonderry判 決、特 にその 「受託者 は受益 者 に対 して裁量 文書 を

開示 す る必要 はない」 という準則1に 従 った ものであるこ とは明 らかであ る'3。あ るジ ャー

ジー判決が25条 の趣 旨について次の ような説 明 を加 えているこ ともこの ことを裏づける。

すなわち、「裁量信託の文脈において、不満を持つ受益者からの訴訟において、受託者は動

機や理由づけの過程に関する詳細な検証にさらされることなく、様々な受益者の関係につ

いて衡量 し、一定の行為を行 う場合の長短 を判断できなければならない。そのような信託

の受託者は、秘密裏に行動する役割を信託されているのであ り、一般的には公開か ら免れ

てその機能 を行使 するこ とを許 されるべ きであ る。」14。

12二 様 の解 釈 の可 能性 とはす なわ ち、信 託 に関す る文書 は裁量文 書 も含 めて全て受益 者 の所 有権 的権利 に

服 す る 「信託 文書」 で あるので第二 原則 は第一原則 と衝突 す るが 第二原則 の優 越性 を認め る という理由づ け
と、そ もそ も裁量 文 書 は第一 原則 でい うところの 「信 託文 書」 には該 当 しないので あ り両 原則 はは じめか ら

衝 突 しな い とい う説 明で ある。後 の判例(SchmidtvRosewoodTrustLt己[2003]2WLR1442at1457且

49)はLondonderry判 決の 理由づ け を整合 的 に説 明 す るの は困難 だ と評 して い る。

13ジ ャー ジー信 託法典25条 におい て、受託者 が受 益 者 を含 む誰 に対 して も開示 を拒 め る文書 の類 型 を規定

す る(a)か ら(c)項 の文言は、裁量権限の行使 に受託 者 による義務 の履行 を加 えてい るほかは、Londonderry

判 決 の文言 と同 じで ある((c)項 で規 定 され る非 開示 の文 書の 範 囲は、少 な くとも文 言上 はLondonderry

判 決 よ り も広 い との 解 説 も あ るが 、Londonderry判 決 に も(c)項 と 同 旨 の判 示 部 分 が 見 られ る(Re

Londonderry`sSettlement[1965]Ch918at939))。 もっ と も、逆 に受益者 へ の開示 が認 め られ る文書の種

類 につい て定 め る(d)項 の文 言が 「計算 」 に留 ま ってい る点 は、厳密 に言 うと受益者 へ の開示 文 書の範 囲
つい て イ ングラ ン ド法 よ りも狭 い解釈 を導 く可 能性 が ある(JohnMowbrayetaL,LewinonTrustsFirst

SupplementtotheSeventeenthEdition(Sweet&MaxwelL2003)は 、計算書類 の コピーだ けを認め る西 オ
ース トラリア州 の判例 を紹介 した上で、これは イ ング ラ ン ド法 の一般 的な規律 とは異 なる としてい る(63頁))

が、ジ ャー ジーの 判例 が この ような狭 い解釈 を採 用 して いる とは解 され ない(SeeConsultationPaper,supra

皿ote6,IL4213.-15)0

14ReaSettlement[1994]JLR139atl47こ の よ うな25条 の趣 旨説 明 は、Londonderry判 決 が調整 を試 み

た原 則 の第二 、す なわ ち受託者 は裁 量権限 の行使 の 理 由 を示 す必 要 はない とい う原則 と重 な る。
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皿Londonderry判 決 の 見 直 し

Londonderry判 決は受託者 と受益者間の情報提供に関す る指導的判決としてイングラン

ドのみならず広 くコモンロー諸国の判例に影響を与えてきた。 しかし同時に、情報提供 を

め ぐって提起 される新たな問題を前に、その射程やそこで示 された準則の限界が批判的に

検討されることとなった。新たな問題とは、委託者か ら受託者へ交付 された要望書が受益

者への開示の対象に含 まれるかという情報提供の客体の範囲の問題、および裁量信託の受

益者15や受託者による指名権行使の対象 とされる者(指 名権対象者)'6は 受託者に対 して情

報提供を請求できるかという情報提供を請求する主体の問題である。

Londonderry判 決後に これ らの問題 について判 断 を迫 られたい くつ かの裁判所 は

Londonderry判 決を批判的に検討 し、 情報提供に関して新 たな観点を示すに至 っている。

当節 と次節においてそれ らの判例、およびそのような近時の動 きと関連するジャージー法

律委員会による報告書を検討する。

(1)情 報 提供 の客 体 の 範 囲 一要 望 書 開示 の 要 否 に 関す るHartigan判 決

Londonderry事 件では情報提供の対象 となる客体の範囲が問題となったが、そこでは要

望書の開示の要否は争点となっていなかった。後に、要望書の開示の要否が直接争われた

事件において、オース トラリア ・ニューサウスウェールズ州の控訴裁判所(CourtofAppeal)

は、Londonderry判 決を引用 しその立場を基本的に踏襲したが、同時に同判決に対する批

判を加 えたほか、同判決 と異なる新たな観点を示 した17。

① 事実と判決 この事件は、成功した企業家が節税 のために友人を委託者 として、あ

る一定のグループの中か ら受益者の指名や分配割合を決定する裁量権限を受託者に付与 し

て設定した信託に関わるものである。後に、潜在的な受益者のグループに属する孫が受託

15例 えば、潜在的な受益者として委託者が信託証書に掲げたABCDの うちから、受託者が裁量に基づい
て分配の相手や分配割合を決するような場合のABCDが 「裁量信託の受益者」に当たる。
16例 えば、ABCDの うち受託者が指名する者へ分配がなされるが受託者はこの指名権を行使する義務は
なく、指名権が行使されなかった場合はEに 信託財産が分配されるとき、さらにEFGが 裁量信託の潜在的
受益者であるがこの受益者の範囲に受託者の任意の指名によってABCDの うちの誰でも加えることが可能
であるときなどのABCDが 「指名権対象者」に当たる。受託者が指名権の行使義務を負わないため、対象
者のうちの誰かは必ず分配を受けうる裁量信託の受益者に比べて指名権対象者の受益の利益はより一層不確
かなものにとどまる。
17HartiganNomineesPty工tdvRydge(1992)29NSWLR405本 判決はオーストラリア法に関するも
のであるが、イングランドやジャージー島の判例や学説によってもしばしば引用される判決である
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者による分配に不満を抱いて、企業家か ら受託者に交付された要望書1&19の開示を受託者に

対 して請求 した。裁判所は、2対1の 多数で当該要望書の開示請求を認めなかったが、理

由づけ部分は3人 の裁判官でそれぞれに分かれた。

当判決の判示は詳細にわたって展開されているが、まずは結論に直結する二段階の議論

に注 目しよう。

第一段階 として、Londonderry判 決の 「受託者は受益者に対 して裁量文書を開示する必

要はない」 とい う準則1を 本事件に適用 したときに要望書が開示不要の 「裁量文書」に当

たるのかどうかについて判断が分かれた。1名 の裁判官(Mahoney裁 判官)は この準則を

そのまま支持 し、かつ要望書は裁量文書に当たる(よ って非開示)と したが、2名 は反対

の見解に立った。Kirby裁 判官は、そもそも準則1に 反対 し裁量文書も開示対象に当たると

いうべ きだとしたが2°、仮に準則1に 従ったとしても要望書は開示を免れる 「裁量文書」に

は当たらないとした。受託者の裁量権限の行使の仕方について記した要望書は、受託者の

裁量権限について定める信託証書本体に準ずる性質のものだ という理由による21。さらに、

Sheller裁判官も部分的にではあるが準則1を 批判 した。要約すれば次のとお りである。

開示を免れるのは、それが開示されれば受託者の裁量権限行使の理由や理由づけの

過程が明らかになってしまうような文書に限られるべ きである。この点で、Londonderry

判決が必ず しもそのような文書に当たらない 「受託者が裁量権限行使の際に根拠 とす

るような資料」 まで 「裁量文書」に含めたのは妥当ではない。受託者が裁量権限を行

使する際には信託証書に立ち返るのが普通であり時にはそれが行使方法に決定的な意

味をもつにもかかわ らず、信託証書が開示されるべ きことには争いがない。同様に、

受託者が裁量権限を行使する際に根拠 とする要望書 も開示を免れることはない。また、

要望書はそれを開示 したからといって受託者がなぜ一定の仕方で裁量権限を行使 した

のかという理由が明 らかになるような文書ではない22。

18本 件 は要 望書 が委 託者 で は な く信託設 定 を主導 した企業家 か ら交 付 されてい る点 で、通常委 託者 か ら交

付 され た ものを念 頭 にお く要望 書 に関す るケ ース とは異 な るが、本件 の事実 関係 は当該企 業家 と委託者 をほ

とん ど同視 で きる もので あ り(See(1992)29NSWLR405at446D.ま た、信託 証書 にお いて企 業家 の孫 が

「mygrandchildren」 と記 され てい る こと もこの ような見 方 を裏 付 け る)、 裁 判官 もこの 点の 区別 を特 に問

題 と してい ない ので、 こ こで は区 別 しないで検 討す る。
19本 件 で 問題 とな った のは要望 を記 したメモ(memorandumofwishes)で あるが、これ と要 望書(letter

ofwishes)と は区別 せ ず に論 じられ るのが 普通 であ る。

20今 日で は受託 者 が職業 受 託者 た る企業 で あ るこ とが 多 い点、オース トラ リアで はイギ リス よ りも(信 託

の場面 に限 らず)一 般に情報 の 開示 を広 く認め る傾 向にあ る ことな どが理 由 をして挙 げ られ てい る((1992)

29NSWLR405at419G-421F)。

21(1992)29NSWLR405at419A-C

22(1992)29NSWLR405at444(}445E
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上の議論では3名 のうち2名 の裁判官が要望書開示の結論 をとったにもかかわらず最終

的な判決の結論が非開示 となったのは、Londonderry判 決では必ず しも明示的に論 じられ

なかった次のような第二の観点か らの検討がなされた結果である。それは、文書を作成交

付 した者が、それを人に開示 しない(秘 匿性(co面dentiality))こ とを望んだ意図を尊重す

るという観点である。すなわち、第一段階の議論で開示 という結論に立ったSheller裁 判官

は、本件の要望書について作成者は秘匿性の意図を明示 してはいないが信託証書 とは別に

要望書を交付 している点 にそのような意図の存在を認めて、最終的にその開示を否定する

結論に至った23。また、Londonderry判 決を全面的に支持 して非開示の結論を認めたMahoney

裁判官 も、同判決の準則1を むしろこの第二の観点に引 き寄せて解釈 しているようである。

すなわち、同裁判官はLondonderry判 決の具体的な結論のうち、受益者 と受託者 との通信

の記録は公開を免れるという部分に注 目し、 これらの通信には受託者の裁量権限行使の方

法に関する受益者の要望 も含まれうることを指摘する。その上で、裁量信託を設定する委

託者は裁量権限行使方法に関する自分の要望を公にすることなくして受託者に裁量権限の

行使 を許すことを通常望んでいるのであって、委託者の要望が秘密にされなければ裁量信

託の目的は達せ られないというのである別。

結論に直結するこのような二段階の理由づけのほか、Londonderry判 決の準則2も また

批判的検討の対象 とされ、文書の開示請求権 を受益者が有する所有権的権利で基礎づける

ことの無用性が指摘された。批判の第一は、受益者が文書に対 して有する所有権的権利 を

根拠にすると、確定的な受益権を有 さない裁量信託の受益者は文書の開示を求められない

ことになるがこの結論は不当であることである。第二に、上に見た判示からも明 らかであ

るが、受益者が 「信託文書」 に対 して所有権的権利を有すると言ってみても、開示対象 と

なる文書の範囲を明確に画す ることはできないからである25。

② 注 目すべ き点3人 の裁判官がそれぞれ異なる立場からLondonderry判 決を批判的

に検討すると同時に、同判決に見られない新たな視点を示 したこの判決は、オース トラリ

ア国内のみならず、イングランドやジャージー島の判例 にも影響を与えている重要判決で

ある。次の三点が注 目されるべき点である。

23(1992)29NSWLR405at446G447B .

24(1992)29NSWLR405at435F-436C.

1[th皇馴=R織 認灘罐 晋1麟耀 瓢 縫国議嶽織霊鑑馴 嶽
づけについて、本文で挙げたような情報提供の客体と情報提供請求の主体の範囲確定における難点を要領よ
く指摘していた。

一109一



まず、受託者は裁量権限の行使の理由を明らかにする必要はないという原則に従ったと

しても26要望書が開示の対象になるかどうかについて判断が分かれうるということは、情報

提供の客体について具体的な文書が開示対象 になるかどうかを決する統一的で明確な基準

を立てることの困難さの現れであると思われる27。

次に、文書作成者の秘匿性の意図を根拠に文書の開示 を否定するという新たな観点が導

入 されたことが注 目される。この観点は、文書の客観的な性質によって開示文書の範囲を

決しようとするLondonderry判 決の立場とは異なるものである28。秘匿性の意図が尊重され

るのであれば、委託者は信託条項において、受益者か らの文書開示の請求権 を排除、少な

くとも制限することができるのだろうかという疑問が生 じうる29。

第三に注目すべ きは、情報提供請求権の所有権的権利での基礎づけには、情報提供の客

体を限定する基準 を提供 し得ないほか、情報提供を請求する主体の範囲に関わって難点が

あること明 らかにされた点である。結論を先取 りすれば、信託財産に対 して所有権的権利

を持たない裁量信託の受益者であっても、その範囲はともか く少なくとも一・定の範囲で情

報提供 を請求できるということには争いがない。そうであれば、情報提供請求権の基礎づ

けは受益者が有する所有権的権利 とは別の ところに求め られなければならないのである。

(2)要 望書 の 開 示 の 要 否 に 関す るジ ャー ジ ー の判 決

情報提供の対象 となる客体の範囲に関して、ジャージー島においても要望書の開示の要

否が問題となり、2000年 にRoyalCourt3° による判断がなされた31。

① 事実と判決 この事件は、裁量信託の受益者の1人 が自らの離婚訴訟においてイン

26裁 量文 書 を非 開示 とす る準則 自体 に反対 したKirby裁 判官 も また、 当該 準則 に従 っ た と仮定 して の判

断 を加 えていた。

習事謬麟謬鋼辮 掻劉讐麟 蕊 嚇 警瓢r難 麟絃㌶罐麓㍑
お り、委託者 が交付 した要 望書 は これ と同列 に は論 じ得 ない として、基本 的 にKirby裁 判 官やSheller裁 判

官 の見 解 を支持 してい る。

28も っ とも、Londonderry判 決 も、 明示 的 には論 じ られ なか った もの の、 この観 点 と無縁 の判 決 では な
い 。先 に紹 介 した よ うにMahoney裁 判官 は受益者 と受託 者 との通信 の秘密 の観点か らLondo哩erry判 決 を

捉 え直 して いる ようで あ り、Sheller裁 判 官 もこの観 点 とLolldonderry判 決 とのつ なが りを示 唆 して い る

(445頁F)。 さ らに、後 に紹 介 す る枢 密 院のSchmidt事 件の 判 断([2003]2WLR1442at1457n49)お よび

Ford&Lee,:叩rHo民25,at423n盟6も 同判 決 を通信 の秘密 の観 点 か ら捉 えてい る。

29Hartigall判 決のr11で も、Shelbr裁 判 官が この ような 文脈 で秘 匿性 の意図 の尊重 を論 じてい る。す なわ

ち、信託 証書 に情報 の非 公 開の 定め が置 かれて いた ケース に 関す るク ィー ンズ ラン ド州 の判例 を 「委託者 は

有 効 に受託者 に対 して秘 密 に 関す る条件 を課 す こ とがで きる」 こ とを認 めた判決 として評価 し、その延長 で
この 問題 を捉 えてい るの であ る((1992)29NSWLR405at446B-G.)。 また、Matthews&Sowden,supra

note6,at95n8.23も 、Hartigan判 決 は 「委 託者 が受益 者 の情報提 供 請求 権 の削減 を 図った」 とい う論拠 に

よってのみ 説明 で きる とす る。

30RoyalCourtは ジ ャー ジー 島 にお け る第一一審裁 判所 で あ る。

31ReRabaiotti1989Settlemerlt[2000]JLR173,
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グランドの裁判所から信託に関係する文書の開示 を求められたことを理由に受託者に対 し

て要望書の開示を求めたので32、受託者が開示 に応 じるべ きか否かについて(ジ ャージー信

託法典47条 に基づいて)裁 判所の指示を求めたものである。

判決は一般論 として、開示すべき特段の事情が認められない限 り要望書は原則 として開

示の対象にならないとした33。理由は次の通 りである。「要望書は通常、委託者が受託者に

分配の、そしておそらくは信託財産の運用の裁量権限をどのように行使 して欲 しいかをあ

る程度詳細に示 したものである。受託者は裁量権限を行使 しようと考えるときには、普通

は要望書を手元におくであろう。要望書はもちろん法的拘束力のあるものではない。」 しか

し、「たとえ受託者が要望書から離れた判断をする ときでも、要望書は決定過程お よび判断

の理由に密接 に関係する文書である。」よって、要望書はLondonderry事 件が裁量権限行使

の理由に関わるので開示 しなくて良いとした文書に該当するといえ3'、また、ジャージー信

託法典25条(b)項 、(c)項 で受託者が開示することを要求されないとされる文書に該当す

る35。

② 注目すべき点 この判決は、要望書は裁量文書 に当たるゆえに開示の対象 とはなら

ないとしたものであ り、一見すると、Londonderry判 決の準則1お よび同旨を規定 した25

条に素直に従ったものである。しかし、Londonderry判 決では見 られなかった次のような

二つの観点が示されている。

まず、前出のHartigan判 決と同様に、Londonderry判 決とは異質の観点である文書作成

者の秘匿性の意図が要望書非公開の根拠のひとつとして挙げられている。この点は、先に

も述べたように、委託者が受託者による情報提供の範囲を制限することがで きるかという

問題につながる。この問題はジャージー信託法上解決されるべき緊要の問題として法改正

をも視野に入れた調査検討の対象 とされている(検 討の成果たるジャージー法律委員会 に

よる報告書は次の節で取 り上げる)。

さらに、本判決では、要望書の開示の可否 について原則を示 しつつ も、最終的にはある

特定の文書の開示の要否を判断する裁判所の裁量権限を重視 している。すなわち、要望書

は原則 として開示される必要はないが、裁判所が当該事案の下において開示 を命 じるに十

32開 示 が求 め ら処 た書類 には他 の もの も含 まれ るが、 要望 書 以外 の もの は特 に問題 な く計算 書 類(25条

(d)項)と して開示 が認 め られ る性 質 の もので あっ たの で、 ここで は要 望書 に関す る判示 だけ を取 り上 げ
る。

33事 案 の解 決 と しては、本 文 で後述 す る ように裁判 所 の裁 量 的判断 に よ り要 望書 の 開示 が命 じ られた。

34[2000]∫LR173at188-189.

35[2000]JLR173at190.
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分な理由があると判断す るときには、「信託に対するエクイティ裁判所の一般 的な監督裁判

権」に基づいて開示を命 じることができるとするのである36。このような裁判所の裁量は逆

方向にも働 きうる。すなわち、受益者が通常は見る資格を有する信託文書について、裁判

所は開示 を命 じることを拒む裁量を有するとされたのである37。このような判断は、「管轄

裁判所の命令がある場合を除いて」 との留保を付 しつつ文書の開示に関して規律 している

ジャージー信託法典25条 の文言 にも合致するものである。Londonderry判 決以来の従来の

判例においては、実質的には裁判所が裁量的に判断 した上で一定の基準を当てはめる形で

判断をしていた可能性は十分 に考えられるにしても、少なくとも明示的にはこのような裁

判所の裁量的判断について正面か ら論 じられていなかった。受益者の所有権的権利 による

情報提供請求権の基礎づけの硬直性が批判されていることを考え合わせるとき、受益者の

情報提供請求権を基礎づける新たな方向性のひとつを示 しているものと考えられる。この

方向性は、ジャージー法律委員会の報告書に示されているほか、2003年 にイギリス枢密院

の判断によってより明確に打ち出された。

IV情 報提供請求権を基礎づける新 しい方向性

(1)委 託 者 に よ る情 報 提 供 請 求 権 の制 限 と信 託 の本 質

文書作成者が公開しないことを望んだという意図を尊重 して文書の非開示を認めるとい

う近時の判決で示された観点か らは、委託者が信託条項の定め等により予め受益者の情報

提供請求権 を制限することができるのか という問題が想起 させる。ジャージー島ではこの

問題について、信託法典の条文改正の必要性の存否を検討すべ く1998年に法律委員会から

コンサルテーションペーパー38と報告書39が出されている4°。このような問題が問題 として取

り上げられるのは、一方で委託者がそのような制限を望むという事情があ り、他方でその

36[2000]JLR173atl91.

37[2000]JLR173at183.

38Consulta目onPaper,supranote6.

39TheJerseyLawCommission,TopicReportNo.1,Therlghtsofb即 疏ciaIiesto11]formation陀 鍵rdi11理

(本報告書 もコ ンサ ルテー シ ョンペーパ ー と同様 に同委 員会の ウ ェブサ イ1・(http〃www.atrustJuL1998.
1aw牌mln.go司e∬ 〕 か ら入 手で きる。)な お、コンサ ルテー シ ョンペ ーパ ー と報{括野とは その内容 が相 当程

度重複 す るた め、以下 で は原則 と して よ り詳細 な検 討が なされてい る コンサ ル テー シ ョンベ ーパ ーを取 り上

げ る。

40ジ ャー ジー法律委 員会 は、1996年 に ジ ャー ジー法 の発 展 と改 正 を 目的 に、立 法 に関わ る委員会 とは独 立

に設 け られた委 員会 であ り、毎 年 の報 告書 の ほか、2003年 前 までに6つ の主題 につい て コ ンサ ルテー シ ョン
ペ ーパ ーを 出 して いる。同委 員会 に よる検 討の最 初 の対象 とな り、第一 報告書 の主題 とされた のが信託 に 関

す る情報提 供 の問題 であ る(注6お よび39に 掲 げた 同委員会 の ウ ェブサ イ トを参照)。
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ような制限を無制限に認めることには強力な疑問が提起されているか らである。

① 秘匿性を望む委託者の事情

ジャージー法律委員会が委託者による情報提供請求権の制限の問題 を扱ったのは、ジャ

ージー信託法は一見情報提供請求権の範囲を広 く認めるように見え
、 しかもそれを委託者

が制限することができるかどうかが明 らかでないため、他の法域に比べて遅れをとってい

るような印象を与えているという問題意識からである41。逆に言 うと、委託者による制限の

可能性 も含めて、情報提供の範囲が広 くないということを委託者が望 むという事情がある

ということである。後述するマン島の事例について判断した際に、枢密院はこのような事

情を次のように述べている(要 約)。

世界の多 くの地域の裕福な個人にとって、委託者が実質的なつなが りを有 さない地域(時

にTaxHeavensと 呼ばれる)の 法に規律 され、その法域に住む者を受託者 とする信託に財

産を託す ことが一般的になってきた。このような法域は、地理的に便利だからではなく、

秘匿性の点や租税面での要求(そ して、時には委託者が ドミサイルを有する法域の倒産法

上の問題、遺言による処分の自由を制限する法)か らの保護について特別な利便性を提供

すると考えられて選ばれている。 このような状況下で設定される信託やそれに含 まれる権

限は、そこから終局的に利益を得る者について確かな指示を含まないことがある。典型的

には、広 く定義された受益者のクラスのために受託者によって行使 される非常に広い裁量

権を含む。そのような裁量権の行使は委託者が秘密裏に受託者に伝えた要望に従うことが

ある。これら全ての考慮から、委託者は現財産を安全で秘密を保ちうるように見えるオフ

ショア避難所に信託 しようとするのである。

この判決は委託者が情報提供請求権を制限することの可否を直接に扱ったものではない

が、上のような信託においては、受益者が信託運営に関する情報を広 く得 られるとすれば

その信託の設定 目的の達成を妨げかねないために42、委託者がその制限を欲することは十分

に理解ができる43。

41Consulta廿onPaper,supranote6 ,n.2.1.

蓼益参議 灘 麟 製罐 認言霊:撮罐 罐 蕊ぎ灘t蕊 箆鹿鑑

議竃難議懸鴛耀獺竃灘㌶耀讃繊麗竃鷲職三
讃罐嚥 鷲慌 糠 鰹 麟禮総捲 嶽 鷲 翻罐ll,蕊霞罐 犠}:
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② 信託が信託であるために必要な最低限の義務 としての情報提供義務

しかし、たとえ委託者が情報提供 を制限することを望む事情があるとしても、情報提供

を全て否定することは許されないと考 えられている。その背景には、前述のように受益者

が有する所有権的権利で情報提供請求権 を基礎づける構成の限界が認識された結果、それ

に代わって主張されるようになった新たな情報提供請求権の基礎づけがある。

新たな基礎づけとは、情報提供義務を、信託が信託たりうるための本質的義務のひとつ

としての、受託者が自己の受託者 としての任務について受益者に対 して説明する義務 とし

て捉えるものである。信託が信託であるためには、受益者が受託者に対 して信託の履行を

強制できなければならない。そのためには受託者が信託の目的に従 って注意深 く行動 して

いるか、信託財産を盗んだりしていないかについて受益者が受託者に対 して説明を求める

ことがで きなければならない。これに対応 して、受託者は受益者に対 して情報を提供 して

説明する義務があ り、それは信託が信託であるために最低限要求される義務であるという

のである44。信託が信託たりうるための要素に関しては、受託者が信託違反をした場合の責

任の免責を定める信託条項の有効性 について判示 したイングラン ドのArmitage判 決が、

「受託者が受益者に対 して負い受益者によって履行強制がなされる義務には不可欠の核

(irreduciblecore)が 存在 し、それは信託の概念にとって根本的なものである。もし受益者

が受託者に対 して強制できる権利を何 も持たなければ、信託は存在 しないのである。」45と

して受託者を全面的に免責する条項は信託の本質に反するとした。情報提供に関する先の

考え方は、受益者に情報を提供するのは受益者が履行強制することを可能にするための不

可欠の前提であり、したがって情報提供義務はArmitage判 決に言われるような信託の本質

的要素に当たるとするのである46。

③ ジャージー法律委員会 に よる検 討

ジ ャージー法律委員会は1998年 に上の ような緊張関係 を視野 にいれ て、 ジャージー信託

ObligationswithoutRights?,ChaplinAJOakley(ed),TrendsinContemporaryTrustLaw(Oxford1996)

at26-30」

44Hayton,supranote8,at677.

45ArmitagevNurse[1998]Ch241,CA,at253G－ 正L

4611ayt[川 は 既 にTheIrreducibleCorロ.suprallotM2に お い て 「受 益 者 が 信 託 を 強 制 す る 権 利 お よ び 受 託

者 に そ の 行 動 に つ い て 説 明 させ る 権 利 とそ れ に 対 応 す る受 託 者 の 受 益 者 に 対 す る 義 務 は 信 託 の 核 で あ る」 と

して い た が(47頁)、Armitage判 決 後 に 改 定 され たHayton,supranote8で はArmitage判 決 を引 用 の 上 で

同 旨 を 述 べ て い る(672頁)。(Seealso,CharlesMitchell,DisclosureofTrustInformationtoDiscre廿onary

Beneficiaries,115LQR206,at206(1999).)
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法典の下で委託者 は受益者の情報提供請求権を制限できるのか、できるとしてその限界は

どこかについて検討 を行った47。この点についてジャージー法上疑義が生 じるのは、信託法

典25条 の構造に由来する。同条では、まず受託者は(a)か ら(d)項 に掲げられた文書の

開示 に応 じる必要はないが、信託条項に定めがある場合 は別だ とし(し たがって信託条項

に別に定めてあればこれらの文書 も開示 しなければならない)、行を改めた上で、その例外

として(d)項 に定められた文書について受託者は受益者等に対 しては開示に応 じなければ

ない と規定 している。このように受益者等への開示に関する部分が 「信託の条項に定める

場合を除いて」 との文言 を含む部分 と別立てとなっているため、受益者への開示は信託条

項による制限に服 さない(逆 に言えば委託者は信託条項によって受益者への開示を制限す

ることはできない)の ではないか という疑義が生 じるのである。ジャージー法律委員会は、

この条文は現行においても信託条項の定めによる受益者への情報提供の制限を認めるもの

と解釈 されるべ きであるが、この旨を明 らかにするよう条文を改正するのがより望ましい

とした。

問題は、委託者が受益者への情報提供 を制限できるとしてその限度である。情報提供義

務が信託の本質的な要素であることに鑑みれば、委託者がその義務に対応する受益者の情

報提供請求権を排除することを認めることはできない。信託が信託 として認められるため

には、受益者の情報提供請求権の委託者による制限について適切 な限界を付することが必

要である。また、情報提供義務を排除 した信託は、ハーグ信託準拠法条約の適用により他

法域で信託 として認められないおそれがあることも指摘 されている。信託が信託 として認

められなければ、委託者や受益者を害することとなる。このような考慮から、ジャージー

法律委員会は、ジャージー島が責任ある洗練された金融セ ンター として存続するためには

この点を明 らかにする必要があるとし、次のような提案を行 った。すなわち、信託が信託

であるためには、実際上受益者が信託の履行強制をすることが可能な程度に情報提供がな

されなければならないので、実際上受益者が信託の履行強制を行 うのを妨げないかどうか

を基準に情報提供請求権の制限の限界づけがなされるべ きである。しか し、具体的な限界

を条文上明らかに規定するには困難があるため、具体的な限界づけは事案 ごとに裁判所の

判断に任せ られるべ きであるという提案である。委託者が受益者への情報提供を制限する

旨を信託条項に規定 した場合、それによって害される受益者が裁判所に申立てを行い、そ

47以 下 に 本 文 で述 べ る 法 律 委 員 会 に よ る 検 討 の 内 容 は 、ConsultationPaper ,supranote6に 拠 る。
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の申立てを受けて裁判所がそのような制限の可否について具体的に判断 し、行 き過 ぎがあ

ればそのような制限を無効にする、場合によっては信託全体を無効 とするのである。

コンサルテーションペーパーに対する意見募集を経て最終的に法律委員会が提案した25

条の改正案は次のとお りである48。

ジャージー信託法典25条 改正案 「開示」

(1)以 下の(1)(a)と(b)の 条項 は、信託の条項に定める場合および管轄裁判所

の命令がある場合を除いて、適用される。

(a)受 託者は、慈善団体ではない信託の受益者、慈善団体であって も信託の条項にお

いて受益者である旨が明示されている慈善団体、または信託の非慈善 目的の執行者によ

る、受託者 に宛てた文書による申立てを受けて、申立者に対 して、信託の計算に関連ま

たはその一部を形成する文書の全てを開示 しなければならない。

(b)受 託者は以下に掲げる文書をいかなる者に対 しても開示することを要求されない。

(i)自 己に与えられた権限もしくは裁量権 を行使する場合、または、自己に課せ ら

れた義務を履行する場合に、どのような形式で行使 または履行するかについて受託者が

思案 した過程を明らかにする文書。

伍)自 己に与えられた権限もしくは裁量権を行使する、または、自己に課せられた

義務を履行する、ある特定の理由を明 らかにする文書、または、そのある特定の理由の

根拠 となった、もしくはなったかもしれない資料。

価)自 己に与えられた権限もしくは裁量権の行使 もしくは行使予定に関連する文書、

または、自己に課せられた義務の履行 もしくは履行予定に関連する文書。

(2)以 下の(2)(a)と(b)の 条項は信託の条項の定めにかかわらず適用される:

(a)管 轄裁判所は申立てを受けて、当該信託の特定の状況において、信託の条項が受

託者をして受益者たちや受益者の誰かに対 して十分かつ適切に説明を行わせるものとな

っていないということを宣言することがで きる。

(b)そ のような宣言に続いて、管轄裁判所は全受益者またはある受益者の信託に関す

る情報への権利 を一般的にもしくは一定の場合に拡大または制限し、または適切だと考

48TopicreporLsupranote37,a琉 法律委 員 会 に よる この立法 提案 は、2000年 まで に ジ ャー ジ ーの金融経

済 委 員会 に提 出 され立 法へ の具体 的 な動 きの有無 が注 目 されたが(TheJerseyLawCommissio叫A皿ual

Report2002,5-6)、2003年7月 現在 この改正 は実現 して い ない様子 で ある。
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える命令 をす ることが で きる。

(3)本 条 における管 轄裁判所への申立ては47条(3)項 に規定 される者49は誰 で もする

ことがで きる。

(4)こ の法律 のいかな る部分 も、受託者が受益者 に対 して、あ る信託 の受益者 であ る

こ とを知 らせ る義務 に変 更 を加 えるものではない5°。

(2)裁 判所 に よ る監 督権 限行 使 の一・面 と しての 情 報提 供請 求権 一枢 密 院 の

判 断

ジャージー法律委員会の報告書は、委託者が受益者か らの情報提供請求権の範囲を信託

条項で一・定の程度で制限することを認めつつ も、具体的に事案に応 じてその限度を明らか

にすることは裁判所の判断に委ねるという立場 をとった。また、前述の2000年 のジャージ

ー判決は、情報提供の対象 となる文書の範囲を画するに当たって一応の基準を立てつつ も、

最終的に裁判所が裁量権限に基づいてその範囲を決することを認めたものであった。この

ように裁判所の裁量権限の行使を重視する方向性は、2003年 に枢密院の判断によってより

徹底 した形で示されている51。

① 判断の概略 枢密院はマン島で起きた信託に関する文書の開示をめ ぐる争いについ

て判断する際に、Londonderry事 件など従来の情報提供に関す る判例を検討 したうえで情

報提供請求権の性質について、所有権的権利による基礎づけに代わる新 しい見解 を示 した。

すなわち、「信託文書の開示 を求める権利を、信託運営を監督 し必要なときには介入する裁

判所の固有の権限の一側面 として捉える」52というものである。事件は、情報提供請求の主

体 をめ ぐって、受託者が行使する義務を持たない指名権の対象者ゆえ受益の可能性が極め

て不確かな単なる指名対象者が情報提供請求の主体 となれるかどうかが問題となった もの

であるが、判示の一般論は、その問題に限らず広い範囲に及ぶ裁判所の裁量的判断を認め

る内容になっている。すなわち、裁判所が裁量的判断をなさなければならない領域は、①

裁量的判断の対象 となっている者がそもそも救済(文 書の開示)を 受けられるかどうか、

49AttorneyGeneral、 当該信 託 の受託 者 、執行 者、受益 者、 また は管 轄 裁判所 の許可 を得 た あ らゆ る者 。
50本 文 で述べ た以外 にこの25条 改正 案 につい て注 目され るの は、受託者 が受益者 等 に文書 を開示 しなけれ

ば な らない のはそれ らの者 か らの 「文 書 に よる 申立て」が あっ た場 合に 限 られる とされてい るこ と((1)項

晶量㍊繊 密 霞㌶欝艶語乞k豊響纏霧欝殼㌫1セ讐1麟;㍊手よ璽曇羨
を 理 論 的 に 同 視 で き る か 否 か が 問題 とな りえ よ う(後 出注65も 参 照)。

51Schmidtv.Rosewood[2003]2WLR1442.

52[2003]2WLR1442at1458n.51.
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② どのような範疇の文書が どのような範囲で(全 部か抜粋か)開 示の対象 となるか、③裁

判所の命令で開示 された文書や情報の利用を制限するためにどのような保護措置がとられ

るべきかの三領域 に及ぶ としたのである53。裁量的判断が必要になる理由とその中身につい

ては次のように述べられている。

「最近のケースでは、いかなる受益者 も(裁 量権の対象者全員であっても)無 理な く

信託文書に該当すると言えるようないかなる物に対しても、その開示を権利 として求め

る資格 を有するわけではないということを認めている。特に問題が個人的または営業上

の秘密に関わるときには、裁判所はそれぞれの受益者たち、受託者 自身、そして第三者

の競合する利益を衡量 しなければならないだろう。開示は制限されなければならないか

もしれず、保護措置が施されなければならないかもしれない。受益者(特 に裁量権の対

象者)の 請求の評価 は裁判所が資料を前に行使 しなければならない衡量のうちの重要な

部分となるであろう。裁判所は多 くのケースにおいて、受益について理論上の可能性 し

か有さないような申立て人にはいかなる救済 も与えられないとの結論に特 に難な く至る

ことができるであろう54。」

② 裁判所の裁量的判断を必要 とする例

この判示部分の冒頭は、最近のケースにはたとえ裁判所の裁量的判断について明示的に

述べていなくとも実質的にはそのような裁量的判断を行っている実例が存在するとの認識

を示すものと思われるが、どのような最近のケースを念頭に置いているのか具体的には明

らかでない。しかし、本稿で取 り上げてきた最近の諸判例だけを見ても、いずれも仔細に

検討すると事案ごとの要素に応 じて一般論には整理困難な判断を示している。そもそも、

指導的判決とされるLondonderry判 決自体が、一般論定立の困難を認識 した上で`5、個別の

文書について具体例を挙げなが ら綿密に検討したものであった。すなわち、後の判例や学

説では 「受託者間の打ち合わせのために用意されたメモ類(agenda)」 の非開示を認めた判

決と位置づけられているが、判決の中ではそのなかで も 「受託者が提案を書いて共同受託

者に回した場合や裁量権の対象者の状況について質問を記した場合」 と 「ソリシタが財産

や家族の状況をまとめ、受託者に過去 と将来の分配について思い出させるような助言を紙

に書いて受託者に渡した場合」とでは扱いが異なるとされ、ただし当該事件で問題 となっ

53[2003]2WLR1442at1459n.54.
54[2003]2WLR1442at1463-1464n.67.
55[1965]Ch918,CA.,at931,933.
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た受託者の会議のために用意されたメモ類は開示対象か ら外れるとされたものである56。こ

の事件は、開示される文書の範囲に関して(上 記②の領域)裁 判所による事案に応 じた具

体的な判断が必要 となることの実例 と言えるだろう。また、要望書の開示の要否を検討 し

た判決 として先に紹介 したHartigan判 決は、実は開示を認める場合にも一定の条件 を付 し

た上で開示されることを前提に判断がなされたものである。すなわち、原審は、一般論 と

して、受益者が開示によって当惑しうる他者にそれを見せないという条件 をつけての開示

があ りうるが、この ような開示は例えば受益者がジャーナリス トに文書を見せ るつ もりだ

と伝えていたような場合にはなされ得ないとした上で、当該事案については、受託者が文

書の秘密を保つための合理的に見て妥当だと考える条件を付 して要望書の開示に応 じるべ

きだとした。そのような条件付 きの開示を認めた原審の当否 を検討 したのがHartigan判 決

である。判決は非開示との結論に至ったので、開示に伴 うそのような条件の必要性や程度

については論 じられなかったが、上記枢密院の判断のいう保護措置に関する判断(上 記③

の領域)の 必要性 を認識させる事件である。最後に、情報提供請求権者に関する判断(上

記①の領域)の 必要性 については、前述のとお りSchmidt事 件 自体がその問題を扱ったも

のであった。枢密院の判断の趣 旨を一言で表せば、一方で裁量信託の場合で も潜在的受益

者の範囲が非常に広ければ受託者は全ての可能性のある者 を考慮に入れて裁量権 を行使す

るわけではなく、他方で任意的に行使される指名権であっても受託者は受益者に指名 しよ

うとする者が指名の対象 に該当するかどうかなどを知る義務があるのであるから、両者の

違いは程度問題である。したがって、イングラン ド法で明示的ではないにせ よとられてき

た立場のように、裁量信託の受益者 と単に任意的に行使される指名権の対象者 とで区別す

るのは必ずしも妥当ではな く、情報提供請求者の現実的な受益の可能性を事案 ごとに判断

する必要があるということであろう57(前記判示引用部分の後半を参照)。

③Schmidt事 件はマン島の事例に対 して枢密院が判断してものであるため、直接にイング

ランドの信託法に影響を与えるとは断言できない。しか し、本判断の後には、受益者から

受託者に対 して文書の開示を求める権利 を 「信託の運営に対する裁判所の固有の裁判権の

56[1965]Ch9181CA.,at933,939933頁 における打 ち合 わせ のため に用意 された メモ類(agenda)の 具体 例

の分析 と、939頁 の当該 事 案 に関す る判 断部分 の対比 に よる。

57ジ ャー ジ ー島 におい て は、前 出注6で 述 べ た とお り、指 名権 対象 者 が情報提 供 の相手 方 とな る受 益者 に

入 る と され る のか ど うか の原則 的 な解釈 自体が あ い まいで ある。しか し、この点 につい て原則 が定 ま った と

して も、2000年 の ジ ャー ジー判決 で情 報提供 の客体 につい て なされ た の と同様 に、「裁判所 の命令 が あ る場

合 を 除いて」 とい う25条 の文 言 を手 がか りにこの点 について も裁判所 が具体 的な判断 を行 うこ とにな る と予

想 される。
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発動を申し立てる権利であ り、受益者は開示に対する絶対的な権利を持たない」 と解説す

る者が現れている58。受益者か らの文書開示請求権を信託の運営を監督する裁判所の固有の

権限の一側面として捉える見方が、情報提供請求権の所有権的基礎づけに代わる新たな方

向性 を示 している ことは間違 いない59。

IVジ ャ ー ジ ー 島 ・英 ・米 ・ 日 若干の考察

(1)イ ングラン ド法 とジ ャー ジー法問の影響 関係 と緊張関係一一信託の本

質的要素をめ ぐって

① 影響関係 イングラン ドからジャージー島へ

25条がイングランドの判例で確立された情報提供に関する法原則を直接に参照して規定

され、その文言 もイ ングラ ン ドの指導 的判例 たるLondonderry判 決に依拠 している ことは

上に見たとお りである。このようなイングランド法理の輸入はジャージー信託法典の内容

自体にとどまらない。なぜなら、ジャージー信託法典は信託に関する網羅的な立法を企図

して作 られたものではなく、イングランドの確立 した信託に関する法原則による補充を前

提 にしているからである。法典がある問題を明示的に扱っていないまたは十分に詳細に扱

っていないときには、イングランド裁判所によって数世紀に渉って発展 してきた信託法の

「一般原則」 に拠 る もの とされている。この点で、ジャー ジー信 託法典 とイ ングラン ドの信

託 に関する法原則が一・体 となってジ ャー ジー信 託法 を構 成 してい ると言 うべ きだろ う。

② 緊張関係

58MowbrayetaLsupranote13,at64ま た、同書では本文で述べたような文書開示請求権の基礎づけに
対応して、裁量受益者等は文書を 「調査できる」のではなく 「調査の命令を(裁 判所に)求 める」ことがで
きると記述が改められている(64頁)。
59情 報提供請求権を裁判所による信託の監督権限の一側面と捉えるこのような見方と同じく新しい方向性
として先述した同権利を信託の本質(受 益者による履行強制の可能性)か ら導く見方との関係が問題である。
両者は共に、情報提供請求権を受益者が文書に対して有する所有権的権利で基礎づけることの問題点が認識
されるにつれて、それに代わるものとして提示されてきたものだが、情報提供請求権の異なる側面に焦点を
当てており互いに排斥し合うものではないと考えられる。後者はどうして情報提供請求権が認められるのか
という権利の根拠に関わり、前者はそのようにして認められる権利の性質に関わると言える。同権利を受益
者の所有権的権利で根拠づける場合には、その性質を裁判所の信託監督権限の一側面と捉えるのは極めて困
難であろうが、受益者によって強制可能な信託たるための不可欠の前提として根拠づけるのであれば、その
ような性質づけも可能だろう(Schmidt事 件の判示には、明示的ではないが信託の本質的要素として情報提
供義務を捉える見方を支持するような部分があるが([2003]2WLR1442at1461-1462n60)、 そ
の部分と本文で挙げた情報提供請求権を裁判所の権限の一側面とする部分との関係は明確に論じられていな
い)。
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他方で、少 なくとも本稿で扱った情報提供の側面を見る限 り、イングラン ド信託法とジ

ャージー信託法とは緊張関係 にあるとも考えられる。ジャージー法律委員会の報告書から

は、ジャージーが受益者への情報提供を制限したい委託者にとって魅力的な金融センター

であ りうるために、ジャージー法における情報提供の範囲を狭 く解釈 しようという方向が

窺 える。ところが、この方向性を徹底すれば、信託の本質的要素が阻害されることで信託

が信託 として認められなくなる、ひいてはジャージー島が責任ある洗練された金融センタ

ーであり続けることは不可能になるというジレンマが存する
。

注 目されるのは、 この緊張関係が、信託が信託であるための本質的要素は何かをめ ぐっ

て存在 しているということである6°。両法域の緊張関係が、信託の本質は何かという問いの

探究を促す結果 となっているのである61。

③ 影響関係 ジャージー島からイングラン ドへ

もっとも、イングランドの信託に関する法原則自体 も不動のものではない。枢密院のSchmidt

事件 における判断は、情報提供に関する従来のイングランド法の立場とは異なる見解を示

したものと捉えられてお り、イングランド法を変更する意義を有するかどうかが注 目され

ている。マン島のケースゆえ、イングラン ド法を直接的に変更す るものとは即断できない

が、ジャージー島と同様にオフショアの金融センター として機能 しているマン島のケース

がイングランドの法原則の見直しのきっかけを作 り出していることは興味深い。Schmidt

事件の判断で示されたように、主に節税 目的でしばしばオフショア法域に設定 される信託

は、幅広い受託者の裁量権や指名権を含み委託者がその行使について信託証書 とは別に要

望を示すものであることが多い。情報提供 をめ ぐるLondonderry判 決以来の法原則の見直

しのきっかけを提供 した問題は、確定的利益を有 さない裁量受益者や指名権の対象者によ

る情報提供請求の可否や要望書の開示の問題であり、このような信託 をめ ぐって生じやす

い問題である。この点では、①で述べたのと逆に、ジャージー島などのオフショア法域の

信託の実務やそのような信託について示 された法解釈がイングランド法へ影響を与える、

60前 述 の とお り(注46と そ れに対応 す る本 文)信 託 の本質 をめ ぐる考 察 を要 す る とい う点 にお いて、

情 報提供 に関す る議 論 は受託者 を免 責す る条項 に 関す る議論 と共 通す る性質 を有す るの であ る
61Hayton,supranote&atwPrefaceは 、外 国の信 託 の承 認の 限界 づ けの ため に信託概 念 の不 可欠 の核

心 や イ ング ラ ン ドの公 序 良俗則 を精査 す る必 要 があ る とす るが、そのひ とつの具体 例が情 報提 供の 問題 だ と
い え る。
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少なくとも与える可能性があるという関係を指摘できる蹴。

(2)ア メリカ統一信託法 との比較 の視点か ら一裁判所 の監督権 限の位置づ

け に関 して

イングランドやジャージー島の情報提供に関する判例では、相互の判例引用やオース ト

ラリア、 アイル ラン ド、他の オ フシ ョア法域 の判例へ の言及 が見 られ るが、アメ リカ法が

直接参 照 される ことは少 ない。 しか し、興味深 いことに2000年 に成立 したアメ リカ統一信

託法64の策定過程において最後 まで問題となった二つの問題点の一つが、受益者への情報提

供義務を信託設定時に予め制限してお くことを認めるかどうか という問題であ り、アメリ

カにお いてもイングラン ドや ジャー ジー島で問題 となってい る問題点が議論の的 となって

いる。同法では最終的に、受益者の年齢によって区別をし、25歳 以上の受益者に対する一

定範囲の情報提供義務は信託条項の定めによって排除できないこととし、さらに、それ以

外の情報についても受益者か ら求めがあった場合にそれに対応すべ き受託者の義務 も排除

できないとされた。この点以外についても、情報提供を受ける受益者の範囲について 「適

格受益者」という新たな概念が導入され、情報の種類や情報提供請求の申立ての有無に応

じた詳細な規定が置かれ防、また、提供される情報の範囲についても具体的な定めが置かれ

て い る66。

アメリカ統一信託法の情報提供に関する規定を概観すると、条文の上で情報提供の相手

となる受益者の範囲や提供される情報の種類を明示する方向が 目指されているように見受

けられる67。同法においても裁判所の役割が信託の管理に関わるあらゆる問題に及ぶことが

62Hayt叫supranoteaat肌Prefaceは 、イ ング ラン ドの裁判 所 が イ ング ラ ン ドの信 託法 を超 え る性 質

を持つ外 国の信託 に承認 を与 える よ うな ときに は、本文 で述べ た ようなイ ング ラン ド信託法 の発展 へ の影響

が あ りうる との認 識 に立つ と思 わ れる。同書 には、ジ ャーージー島、ガ ンジー 島や ケイ マ ン諸 島の判例 を引 用

して の記述 が多 々見 られ る。

63も っ とも、オ フシ ョア法域 と され る諸地域 の 間で も信 託法 の内容 が異 なっ ている点 には注 意 を払 う必要

が あ る(い くつ かの オ フシ ョア法域 の情 報提 供 に関す る信託 法の多様 性、お よびその 中にはイ ングラ ン ドの

法 原則 に影響 を与 える どころか他の法 域(こ の 中にはイ ングラ ン ドも含 まれる と思 われ る)で は信 託 と認め

られ な いおそ れがあ る もの もある 点 につい て、C{)1皿 山乱【i{111Palコ母r.sLlpran[1te6を 参照}。

64ア メ リカ統 一・信託 法 につ いて は、大 塚正 民=樋1.1範 雄編 著 「現代 ア メ リカ{再託 法」(書 信堂、2002年)を

参 照 。

65ア メ リカ統 一信 託法典813条 の 各項 、各号 で情報 提供 の相手 方 とされ る者 の範 囲 が異 なって いる。本稿

との関係 で注 目すべ きは、受益 の確 定 して いない 受益者 は適格 受益 者 でな い と され(同 法 典103条(12)項

の定 義規 定 に よる。 また、同条(2)項 の 「受益者 」 の定義 も参 照)、 そ の結果 、自 ら情報 提供 を 申立 て な

い 限 りは情報提 供 の対象 に な らない と されて い るこ とで ある。

66ア メ リカ統一・信 託法 典813条(b)項 、(c)項 を参照 。

67た だ し、ア メ リカ統 一信 託法 に おい て も、提供 される情報 の客 体 の範 囲につ いて条文 上 「重 要事 項」 や

「合 理 的な情報 提供 」 とい う概 念 で限界 づ けが 図 られて お り(813条(a)項)、 これ らの概 念の解釈 は裁判所
の判 断 に委 ね られてい る と思 われ る。
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認められている(201条)が 、本稿で紹介 したような裁判所の裁量権限を重視するあ り方 と

は対照 的である68。

(3)日 本 の信託法 の視点か ら

日本の信託法は39条および40条が受託者か らの情報提供に関して規定する。このうち40

条は情報提供を請求する主体 と情報提供の対象 となる客体の両面について非常に広い射程

を持ちうる文言 となっているため、権利濫用法理などの活用によって制限を加 えることが

主張 されて お り、裁判 上の争 い となった事例 も生 じている69。したがって本 稿で扱 った議論

は日本法への示唆を得る点からも興味深い。 しか し、日本法の文脈で情報提供について考

察する際には、日本の信託法の条文の内容 とイングランド等の信託の法原則 との違い7° の

ほかに、日本法 とイングランド法等の間での受益者の一般的な地位の違いに注意を払 う必

要がある。イングラン ドやジャージー島の議論は、受益者は全員一致により信託を終了 さ

せることができるというこど1を前提にしているが、日本法はこの点に関する立場を異にし

ている72。このような信託運営の他の側面における受益者の地位との関係を視野に入れて情

報提供について考察する必要があろう。

(4)残 された問題点

まず、情報提供 に関わって近時問題 となっている点 には、本稿 で扱 った ものの ほか に、

信託が利害関係 を有する会社に関する情報が受益者に対する開示の対象になるかどうかや

受益者が未成年者であるなど受益者自身を相手に情報提供 をできない場合の法律関係など

がある。前者はオフショア信託において典型的だとされる 「信託が私的な信託背後会社

68本 文で は立 法 に よる明確化 と裁判 所 の裁量 的判 断の重 視 とを対照 させ たが、裁判所 の裁量権 限の位置づ

け如何 は委 託者 が予 め信託 証書 で特 別の 定め をお くこ との可否 とも関係す る と考 え られる。原則 として は開

示 対象 とされ る文書 の非 開示 を命 じる裁量 権 限が 裁判所 に認め られて い るの だか ら、(信託の本 質 的要素 た
る)情 報 提供 請求権 の委託者 に よる制 限 を認 めるべ きで はない との議論 が成 り立 ち うる(委 託者 が信託証書

に免 責 条項 を置 くこ との可 否 に つ い て、そ の よ うな 議論 が な された 例 が あ る(OntarioLawRef6rm

Commission,ReportontheLawofTrust,at40-41(1994))。

69近 時の裁 判例 も含 め て、新 井誠 『信託 法』(有 斐 閣、2002年)167-172頁 を参 照 。

70本 文 で述 べ た とお り、日本 の信託 法 は40条 の射 程 が非 常 に広 いのが 特徴 的 であ り、この条文 の下 で はイ

ング ラ ン ド等 に見 られる よ うな情報提供 請求権 その ものの根 拠づけや性 質論 に よって権 利 の制限 を試み るこ

とは相対 的に困難 である と思われ る(だ か らこそ限定 の根拠 として権利濫 用法理 に言及 が なされるのだろ う)。

なお、情 報提 供 に 関わ る 日本 法に つ いて一 般 的 に は、注69に 挙 げた文 献 の他 に四宮 和 夫 『信 託法 〔新 版〕』

(有斐 閣 、1989年)226-228頁 も参 照。

71ジ ャー ジ ー信 託法 典39条(3)項 。(SeealsoMatthews&Sowden.supranote6,at188n15.1a)

72信 託 法56条 か ら58条 、 お よび前 出注70、 四 宮347-349頁 参照 。
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(underlyingcompany)を 所有す るた めに設定 され る場合」73に関わる点 で74、後者 はアメリ

カ統一信託法が新たに対応 した問題であ り75、かつイングランドで近時議論の対象 となって

いる点で76興味深い。

73PeterCushen,Trustees¶ResponsibilitiesinRelationtoUnderlyingCompanies,1997-2JLReview(た

だ し、 当論 文 は情 報提供 につ いて論 じた もので はな い。)

74ジ ャー ジーで は、信 託が完全 に所有 す る会社 の計 算 は25条(d)項 の 「計 算」 に該 当 し、受益 者へ の 開

示 の対象 に なる こ とに争 いが ない(Matthews&Sowd飢supranote6at94江82α:ConsultationPaper,supra
note6迫427)。 しか し、会社 に関す るそ の他 の情報 につ い ては解釈 の余 地が あ る と思 わ れ、 イ ングラ ン ド

の判例(Hayton,supranote8,at686;ConsultationPaper,supranote6,n.42.7を 参照)や ケイマ ン諸 島の判例

(ReRabaiotti1989Settlement[2000]JLR173,at181を 参照)と の関係 が注 目され る。
75前 出注64、 大 塚=樋 口編著 、第4章(久 保 野恵美 子執筆)参 照。

76JohnMowbrayeta1,supranotelaat64に お いて 「23-11B未 成年 の受益者 の親権者 に対す る開示 など」

と題 される新 た な項 目が 追加 されて い る。そ こで は、受益 者 た る未成 年者 の代 理 として親 と称す る者が情 報

を求 め て きた場 合 に は、受託 者 はその者 が親 責任 を有す るか どうか 、有 す る として も親 責任 を有 す る他 方 の

親 の反対 は ない か、親 子 間の利益相 反 は ないか 、他 の成 人の 受益者 が反対 してい ない か な どの種 々の事情 を

考 慮 して対 応 を決 すべ きで あ り、裁判 所 の指示 を申立 て るのが最 善の策 だ と されて い る。こ こで も、アメ リ
カ統 一信 託法 に おいて詳細 な規定 に よ り対処 が な されて い るの と対照 的 であ る よ うに思 わ れ る。
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ジャー ジー島信託法条 文

(翻 訳)

大 塚 正 民



1984年 ジ ャー ジー 島信 託 法

(ただし、以下の翻訳にはその後の改正部分を含む)

本法 は、信託、受託者 、信託利害 関係者お よび関連事項 に関す る規定 を定め るもの であ

って、1984年3月14日 にイギ リス女 王陛下 の命 による認可 を得 た ものである。(1984年3月

23日 登録)

ジャー ジー島議会

1983年5月31日 に、 議会 は、イギ リス女 王陛下 の認可 を得 る ことを条件 として、以下 の法

律 を採択 した。

第1部 前提的規定

第1条 用語 の解釈

(1)文 脈 か ら別異 に解釈すべ き場合 を除き、本 法 におい て、 以下 の用語の解釈 は以下

の通 りとす る。

「受益者beneficiary」 とは、信託 の利益 を享受す る資格 のあ る者 または信託 に基 づ き保 有

されている財産 を分配す る裁量権 の行使の利益 を受 ける者 を意味す る。

「信 託違反breachoftrust」 とは、本法 またはその信託 の条項 に基づ き受託者 に課せ られ

ている義務 の違反 を意味す る。

「法 人受託者corporatetrustee」 とは、法人である受託者 を意味す る。

「法人corporation」 とは、 設立場所 の如何 を問わず、法人 を意 味する。

「管轄裁判所court」 とは、theInferiorNumberoftheRoyalCourtを 意味す る。

「執行者enforcer」 とは、 第10B条 に したがって解釈 される。

「外 国信託foreigntrust」 とは、ジャージー島以外の法域の法律 を準拠法 とす る信託 を意味

す る。

「保険insurance」 とは、assuranceを 含 む。

「無能力者interdict」 とは、未成年者以外 の者 で、 ジャージー島の法律 またはその者 が ド

ミサ イル を有する法域 の法律 に よれば法的能力 を有 しない者 を意味す る。

「受益者 の権益interestofbene丘ciary」 とは、信託上 の受益者 の権益 を意 味 し、この権益
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を引用 した場合 には、 この権益 に対応す る意味 を有す る。

「ジャージーJersey」 とは、 ジャー ジー島を意味す る。

「ジ ャージー島信託Jerseytrust」 とは、ジャー ジー 島の法律 を準拠法 とする信託 を意味す

る。

「未成年者minor」 とは、ジャージー島の法律 またはその者 が ドミサイルを有す る法域の法

律 によれば法 的能力 を有す る年齢に未 だ達 していない者 を意味す る。

「人格代表者personalrepresentative」 とは、関連す る時期 における死者のための遺言執行

者 または遺産管理 人 を意味 し、かつ、 ジ ャージー島信託 の場合 には主た る相続人 を含 む。

「財産property」 とは、所在場所 の如何 を問 わず、あ らゆる財 産を意味 し、かつ、権 利 ま

たは権益 の場合 には、確定的、未確 定的、消尽 的 または将来的権利 または権益 を含 む。

「信託設定者settlor」 とは、信託財産 を提供 した者 または遺言 に よって信 託 に基づ く財産

処分 もし くは信 託への財産処分 を行 う者 を意 味す る。

「信託の条項termsoftrust」 とは、書面 または口頭 に よる信託 の条項 を意味 し、かつ、当

該準拠法 によって適用 されるその他の条項 をも意味する。

「信託trust」 には以下の もの を含 む。

(a)信 託財産、 お よび

(b)信 託 に基づ く権利 、権 限、義務、権益 、債権債務関係 お よび債務。

「信託財産trustproperty」 とは、関連す る時期 にお ける信託 に基づ いて保有 され る財産 を

意味す る。

「ユニ ッ ト信託unittrust」 とは、投 資資金 を有す る人達 に対 して、財産の種類 を問わず、

その財産 の取得 、保有 、管理 、 または処分か ら生ず る利益 または収益 につ いて、信託 の受

益者 として投 資に参加 する仕 組みを提供す る 目的 または効果 を有す るために設定 される信

託のすべ てを意 味す る。

(2)本 法において、あ る条文が他 の条文 を引用す る場合、 その条文の番号 のみ を引用

し、その他 の点の引用がない場合 には、 その引用 は、本 法におけるその引用 された他の条

文 のみ を引用 す るもの と解釈す る。

(3)あ る条文 また は本法の他の部分 がPart、paragraph、sub-paragraph、clauseを 引

用す る場合、その番号 また は文字のみを引用 し、 その他 の点の引用が ない場合 には、その

引用 は、その引用 されたそ の条文 または本 法の他 の部分 におけるPart、paragraph、sub－
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paragraph、clauseの 番号または文字のみを引用するものと解釈する。

(4)文 脈から別異に解釈すべ き場合 を除き、本法が他の法律を引用する場合、その引

用はその引用 した他の法律の最新版を引用するものと解釈 し、更にその他の法律およびそ

の条文に基づいて拡大適用 される結果をも引用するものと解釈する。

(5)本 法は、信託、受託者および信託利害関係者 に関する法律を法典化 したものと解

釈 してはならない。

第2条 信託の存在

ある人(受 託者 という)が(自 己固有の権利 に基づいて所有者となっているのではない)財

産を保有 もしくは管理 し、または、保有もしくは管理 していると見なされる場合であって、

以下の状況に該当する場合には、信託が存在するもの とする。

(a)

(b)

(c)

その財産の保有 もしくは管理が、他の人(受 益者 という)の 利益のために行われ

ている場合。ただし、その受益者が確定 しているか、または、すでに存在 してい

いるか否かは問わない。

その財産の保有もしくは管理が、受託者の利益のみを目的 としている場合を除く、

その他の 目的のために行われている場合。

その財産の保有 もしくは管理が、上記(a)に 規定する利益のため、かつ、上記

(b)に 規定する目的のために行われている場合。

第3条 ジャージー島の法律 による信託の承認

本法に規定する諸条件 を充足する限り、いかなる信託 も、ジャージー島の法律によって有

効かつ執行可能な信託 として承認される。

第4条 信託の準拠法

(1)第37条 に基づ く変更が行われる場合 を除いて、信託の準拠法は以下に定める法域

の法律 とする。

(a)そ の信託の条項において準拠法と明示 した法域の法律。明示がない場合には

(b)そ の信託の条項において準拠法と黙示 した法域の法律。黙示 もない場合には、

(c)そ の信託が設定された時点でその信託と最 も密接な関連を有していた法域の法律。

一129一



(2)上 記(1)項 において、「明示がない場合」または 「黙示もない場合」 との表現は、

以下の場合を含む。

(a)上 記(1)項 の(a)ま たは(b)に おいて準拠法の明示 も黙示 もない場合。

(b)準 拠法の明示または黙示が行われた ものの、その準拠法がそもそも信託法を有 し

ない場合 またはその信託の種類の信託に適用 される法律 を有 しない場合。

(3)上 記(1)項 の(c)に おいてその信託 と最も密接な関連を有 していた法域の法律 を

確定する場合には、以下の諸点を特に考慮する。

(a)信 託設定者によって指定されたその信託の管理地。

(b)そ の信託の信託財産の所在地。

(c)そ の受託者の住所地または事務所地。

(d)そ の信託の諸 目的およびそれらの諸 目的が遂行 さるべき場所。

第5条 裁判所の管轄権

管轄裁判所は以下のいずれかの場合には管轄権を有する。

(a)そ の信託がジャージー島信託である場合。

(b)外 国信託の受託者がジャージー島の居住者である場合。

(c)外 国信託の信託財産の1つ でもジャージー島に所在する場合。

(d)外 国信託の信託財産の1つ でもジャージー島において管理されている場合。

第n部 ジャー ジー 島信託 にのみ適用 される諸規 定

第6条 第ll部 の適用

本法の第H部 はジャージー島信託にのみ適用 される。

[ジ ャー ジー 島信 託 の設 定 、 有 効性 お よび存 続 期 間]

第7条 信託の設定

(1)下 記(3)項 に定める場合を除いて、信託はいかなる形式でも設定することがで

きる。

(2)上 記(1)項 の一般的適用の一例 として、信託は、口頭による宣言、書面(遺 言
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書 または遺言補足書 を含 む。)に よって設定す る ことがで きる し、行為 によって も設定 する

ことがで きる。

(3)ユ ニ ッ ト信託 は書面 によってのみ設定 で きる。

第8条 信託に組入れることができる財産

第10条 第(2)項 に定める場合を除いて、

(a)い かなる財産であれ、受託者 によって信託に基づき保有 されることがで き、かつ、

(b)受 託者は当該信託に対する追加財産 として、いかなる人からであれ財産を受けい

れることができる。

第8A条 信託への財産の移転

(1)信 託の条項の定めの如何 に拘 わ らず 、信 託へ の財産の移転 または処 分が 「donner

etretenirnevaut」 の原則の適用 に よって無効 とされ ることはない。

(2)ジ ャージー島以外 の法域 に ドミサ イルを有す る者がその生存 中に信 託へ の財産の

移転 または処分 を行 った場合 には、

(a)

(b)

(3)

優先 して適用され、かつ、1989年theTrusts

に行われた信託への財産の移転または処分に対 してのみ適用されるが、だからといって、

この宣明によって、上記の適用 日より前に行われた信託への財産の移転または処分の有効

性 またはその他の点について特段の影響 を与 えるものではない。

(4)本 条において、

その者がその移転または処分の時点でその者が ドミサイルを有する法域の法律に

よって成年かつ正常な精神状態にあったとされる場合には、その移転または処分を

行う法的能力を有 していたものとみなし、かつ、

その者が ドミサイルを有する法域の法律 またはその他の法律が相続または財産承

継に関する特別な原則(上 記の一般的適用の一例として、遺留分制度、「legitime」

またはこれに類する制度を含む。)を 有 していても、そのような特別な原則は、上

記の移転または処分に何 らの影響 も与えず、あるいは、上記の信託の有効性に何

らの影響 も与えないものとする。

疑義を避けるために以下の諸点を宣明す る。すなわち、本条は本法の他の規定に

(Amendment)(Jersey)Lawの 適用 日以後
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(a)「donneretretenirnevaut」 お よび 「legitime」 という表現 は、ジ ャージー島の慣 習

法 による解釈 を意味 し、

(b)遺 留分制度 とは、 ある者が その生存中 に自己の財産 を処 分す る権利 を制限す るこ

とに よってそ の者が死亡 した際の財産の分配 を確保 しようとする制 度また は同様

の趣 旨を 目的 とす る制 度を意 味す る。

第9条

(1)

(a)

(b)

(2)

信託の受益者

受益者は、以下のいずれかの要件を満たす者をいう。

氏名が明 らかになっている者。

下記のいずれかの条件を満たすことによって確定可能な者。すなわち、

(i)あ るクラスに属すること。

(ii)あ る人 との関係を有すること。ただし、その信託の設定の時点またはその信

託の条項によって誰がそのような関係を有 しているかを決定する時点で、そ

のある人が現に生存 していることは必要ではない。

信託の条項には、新 しい受益者 を追加できる場合または現在の受益者 を信託の受

益から排除で きる場合 を定めることができる。

(3)第26条 第(9)項 に定める場合 を除いて、信託の条項には、信託の受益の条件 と

して受益者に義務を課すことができる。

(4)受 益者は自己の権益を放棄することができる。

(5)上 記(4)項 に基づ く放棄は取消不能とする。

(6)そ の信託の条項に定める場合を除いて、受益者は自己の権益の一部を放棄するこ

とができる。

(7)上 記(6)項 は、その受益者がすでに自己の権益の一部を受益済みである場合で

も適用がある。

(8)権 益の放棄は書面で行 う。

(9)そ の信託の条項に定める場合を除いて、上記(6)項 に基づ く放棄は、一時的の

ものでも可能であり、かつ、放棄する旨を記載した書面に明記する限 り、その明記 した方

法および状況において、その放棄 を取消すことができる。

(10)受 益者の権益は動産とされる。
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(11)そ の信託の条項に定める場合 を除いて、いかなる形であれ、受益者は自己の権益

について売却,質 入れ、担保提供、移転 またはその他の処分 を行 うことがで きる。

(12)信 託の設定者または受託者はその信託の受益者 となり得る。

第10条 ジャー ジー島信託 の有効性

(1)第(2)項 お よび第(3)項 に定 め る場合を除いて は、信託 はその条項 に従 って

有効 であ り、かつ、執行 で きる。

(2)

(a)

(b)

(3)

(a)

(b)

(4)

第10A条 に定める場合 を除いては、以下のいずれかの場合には信託は無効とする。

以下のいずれかの場合。

(i)ジ ャージー島の法律 に違反する事柄を行うことを目的とする場合。

(ii)ジ ャージー島の法律に違反する事柄を行う権利、権限を与え、または行 う義務

を課することを目的とする場合。

(iii)ジ ャージー島に所在する不動産に直接適用することを目的とする場合。

(iv)慈 善 目的を有 しない場合で、かつ、受益者が存在 しない目的のために設定され

た場合。

もし管轄裁判所が以下のいずれかを認定 した場合。

(i)そ の信託が強迫、詐欺、錯誤、不当な影響、不実表示または信認義務違反によっ

て設定された場合。

(ii)そ の信託が道義または公序良俗に反する場合。

(iii)その信託の条項が余 りにも不明確であって、その履行が不可能である場合。

信託が2つ 以上の目的をもって設定 され、一部は適法で残部は違法である場合、

もしこれ らの諸 目的が不可分であれば、その信託は無効 となる。

もしこれ らの諸 目的が可分であれば、管轄裁判所は、目的が適法な限度において

その信託を有効 と宣告できる。

信託が一部無効 となった場合には、管轄裁判所は、どの財産が信託財産で、どの

財産 が信託財 産ではないか を宣告で きる。

(5)上 記(2)項(a)(iii)の 適用 があ る場合 には、その不動産の所有名義人 となって

いる者 は、 その不動産 の受託者で もなければ、受託者 とみな されるこ ともない。

(6)信 託 の全部 または一部が無効 となった場合の財 産につ いては、 上記(5)項 お よ
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び管轄裁判所の命令に定める場合を除いて、信託設定者の所有物件 として、もし信託設定

者が死亡 している場合には、その人格代表者の所有物件 として、受託者が信託財産として

保有する。

(7)上 記(6)項 で 「信託設定者」 とあるのは、信託の全部 または一部が無効 となっ

た場合の財産を提供 した者を意味する。

(8)本 条に基づ く管轄裁判所への申請は、第47条 第(3)項 に規定されている者のだ

れでもが行 うことができる。

第10A条 非慈善目的の信託

その信託の条項で非慈善 目的を遂行する執行者の任命を規定し、かつ、執行者が不在 とな

った場合の新執行者の任命を規定している非慈善目的の信託は、第10条 第(2)項(a)(iv)

の適用によって無効とされることはない。

第10B条 執行者

(1)執 行者の義務は、非慈善目的を遂行するために信託を執行することである。

(2)非 慈善 目的を遂行するために信託の執行者 を任命した場合、その執行者がその信

託の受託者でもある場合 には、その執行者の任命は無効 とする。

(3)第17条 第(4)項 は執行者に適用 される。この場合、同項(b)に 「受託者」とあ

るのは 「執行者」 と読み替え、「その受託者として地位」および 「その ような受託者として

の地位」 とあるのは 「その任命」 と読み替える。

第10C条 執行者の登録 または解任

(1)第(3)項 に定める場合 を除いて、執行者は、受託者に対 して書面交付の通知に

より、その職を辞任することができる。

(2)辞 任は、第(1)項 に従って書面交付の通知なされた時点で発効する。

(3)信 託違反を容易にする目的での辞任は無効とする。

(4)以 下のいずれかの場合には、非慈善 目的を遂行するために信託の執行者 となった

者は即時に執行者 としての地位を喪失する。

(a)管 轄裁判所によってその職を解任された場合。
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(b)

(c)

(d)

その辞任が発効 した場合。

その者がその職を解任され、または、その職から離れるものと規定 している信託

の条項が発効 した場合。

その執行者がその信託の受託者に任命された場合。

第11条 ジャージー島信 託の存 続期間

(1)第(2)項 に定め る場合 を除い て、信託はその誕生 の 日か ら100年 目の 日まで存続

し、かつ、それ以前 に解消 されてい ない場合 には、 その100年 目の 日をもって解消す る。

(2)第(1)項 は、慈 善 目的の信 託 には適用されない。

〔受 託 者 の 選任 、 退任 お よ び解 職 〕

第12条 受託者の員数

(1)そ の信託の条項に定める場合を除いて、受託者の員数は2名 未満であってはなら

ない。ただし、初めから1名 のみが任命 されている場合はこの限 りでない。

(2)受 託者が存在せず、または、第(1)項 に定める員数を欠 くに至った場合でも、

その事由をもって信託が無効となることはない。

第13条 裁判所によらない新 しい受託者または追加の受託者の任命

(1)信 託の条項に新 しい受託者または追加の受託者の任命に関する定めがない場合に

は、関連する時期における受託者達、最後に残った受託者、または最後に残った受託者の

人格代表者 もしくは清算人が新 しい受託者または追加の受託者を任命することができる。

(2)そ の信託の条項に定める場合 を除いて、本条に基づいて任命 された受託者は、あ

たか も初めから任命された受託者であるかのように、初めか ら任命された受託者と同 じ権

限、裁量権および義務を有 し、かつ、同 じように行動することができる。

(3)新 しい受託者を任命する権限を有する受託者で、その権限を行使することを怠っ

た者は、裁判所によって、受託者の職から解任されることがある。

(4)新 しい受託者または追加の受託者の任命があった場合 には、その信託の関連する

時期 における受託者が信託財産の管理に関して有すべ き諸条件の完備 を行 う。
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第14条 受諾後の受託者就任否定の禁止

(1)何 人 も受託者の任命を受諾する義務はない。ただし、信託財産に関してその財産

の受託者 としての地位に則 した行為または物事を意識的に行った者は、受託者の任命を受

諾したもの とみなす。

(2)受 託者の任命を受諾せず、かつ、受諾 したともみなされない者は、その任命を覚

知 してか ら合理的な期間内に信託設定者または受託者達に対する書面通知によって任命を

拒否することができる。

(3)信 託設定者がすでに死亡 しまたは所在不明であって、かつ、他に受託者が存在 し

ない場合には、第(2)項 の適用がある者は、受託者の任命の拒否確認を管轄裁判所に求

めることができ、かつ、管轄裁判所は適切 と認めるときはそのような確認命令 を発布する

ことができる。

第15条 受託者の辞任または解任

(1)第(3)項 に定める場合 を除いて、単独の受託者でない受託者の場合には、他の

共同受託者達に対する書面通知によって受託者の職を辞任できる。

(2)

(3)

(a)

(b)

(4)

辞任は、第(1)項 に従って書面交付の通知なされた時点で発効する。

辞任は以下のいずれかの場合は無効 とする。

信託違反を容易にする目的での辞任の場合。

その辞任の結果、受託者が存在 しないことになるか、または、第12条 第(1)項

に定める受託者の員数を欠 くに至る場合。

以下のいずれかの場合には、受託者は即時にその信託の受託者 としての地位を喪

失す る。

(a)

(b)

(c)

(5)

管轄裁判所によってその職を解任された場合。

その辞任が発効 した場合。

その者がその職を解任 され、または、その職か ら離れるものと規定している信託

の条項が発効 した場合。

本条に基づ き受託者としての地位を離れた者は、新 しい受託者 または現存の受託

者が信託財産の管理に関して必要とするすべての書類を作成することに同意する。
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第16条 受託者の員数が減少 した場合の現存の受託者の地位

その信託の条項に定める場合を除いて、受託者の員数が第12条 第(1)項 に定める最低の

員数を欠 くに至った場合には、必要 とされる人数の受託者 を任命 し、この最低の員数が揃

うまでは、現存の受託者達は信託財産の現状維持を目的とする活動だけを行 う。

[受 託者 の義 務]

第17条 受託者の義務

(1)受 託者は、その義務 を遂行 し、その権限および裁量権を行使する場合においては、

下記の行為基準および遵守基準に従わなければならない。

(a)行 為基準。

(i)十 分な勤勉 さをもって行為すること。

(u)慎 重な人間として行為すること。

(iii)自 己の能力お よび技術の最善を尽 くして行為すること。

(b)遵 守基準

最大限の誠意を尽 くすこと。

(2)本 法に別段の定めのある場合を除いて、受託者はその信託の条項に従ってその信

託を運営 し、管理しなければならない。

(3)そ の信託の条項に定める場合を除いて、受託者は信託財産を以下の通 り運営 し、

管理 しなければならない ・

(a)合 理的と考えられる限 り、信託財産の価値を維持すること。

(b)[廃 止]

(c)合 理的と考えられる限 り、信託財産の価値 を増加 させること。

(4)受 託者は、後記(a)ま たは(b)の 場合 を除いては、以下のいずれの行為をも行

ってはならない。

(i)直 接的であれ間接的であれ自己の受託者たる地位を利用して受託者 自身が利

得すること。

(皿)直 接的であれ間接的であれ自己の受託者たる地位を利用して他人を利得させ、

または、他人が利得することを容認すること。

(血i)自分 自身の計算において上記(i)ま たは(ii)に 掲げる利得を生ずるかも知
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れないようなその信託の受託者との契約を締結 し、または、その信託の信託

財産に関する契約を締結すること。

ただし、以下(a)ま たは(b)の 場合は、この限 りでない。

(a)管 轄裁判所の許可を得た場合。

(b)本 法によって許可されている場合またはその信託の条項によって明示的に許可 さ

れている場合

(5)受 託者は自己の受託者たる地位に関して正確な計算および記録を保持 しなければ

ならない。

(6)受 託者は信託財産 を自己の個人財産から分別し、かつ、自己が受託者 となってい

る他の信託財産 とも分別 しなければならない。

(7)非 慈善 目的の信託の受託者は、かかる目的に関する執行者が存在 しない場合には、

常に新 しい執行者の任命 を確保するために必要な手続を取 らなければならない。

(8)非 慈善 目的の信託の受託者は、かかる目的に関する執行者が行動に消極的である

か、行動を拒否するか、行動に不適であるか、または、行動する能力がないと信ずる理由

が存在する場合には、管轄裁判所に対 して、かかる執行者の解任および新 しい執行者の任

命を申請しなければならない。

第18条 共同受託者達の共同行為義務

(1)そ の信託の条項に定める場合を除いて、2名 以上の受託者達が存在する場合には、

その信託の履行にあたっては受託者達の全員が共同で行う。

(2)第(3)項 に定める場合 を除いて、2名 以上の受託者達が存在する場合には、受

託者達の全員が合意 しない限り、受託者達に与えられた権限または裁量権の行使を行って

はならない。

(3)信 託の条項が受託者達の多数決による決定実行を容認 している場合であっても、

受託者達の多数決による決定に反対 した受託者はその反対 した旨を書面記録に止めておく

ことを要求できる。

第19条 受託者の公平義務

その信託の条項に定める場合を除いて、2名 以上の受益者が存在する場合、または、2つ
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以上の信託 目的が存在する場合 には、受託者は公平を保持し、他の受益者または他の目的

を犠牲にして1名 の受益者 または1つ の目的だけの利益のために信託を履行 してはならな

いo

[受 託 者 の一 般 的権 限]

第20条 受託者の権限

(1)そ の信託の条項 に定める場合および本法に定める受託者の義務に関する場合 を除

いて、受託者は信託財産 に関 して、その財産のコモン ・ロー上の所有者である自然人が有

する権限と同じ権限のすべてを保有する。

(2)受 託者は、受益者達の利益のためにだけ、かつ、その信託の条項に定めにしたが

って、その権限を行使する。

(3)信 託の条項には、受託者がその権限または裁量権を行使するに先立って、第三者

の同意を得ることを条件 とする旨をさだめることができる。

(4)第(3)項 に定める同意を与える第三者は、同意を与える地位にあるか らといっ

て受託者 と見 なされることはない。

第21条 受託者の権限委任

(1)本 法またはその信託の条項によって許可されていない限り、受託者は自己の権限

を他人に委任 してはならない。

(2)そ の信託の条項によって特にこれらの行為 を禁止する旨の定めがなされていない

限り、受託者は以下の行為のいずれをも行 うことができる。

(a)

(b)

(3)

信託財産の投資の管理に関 し有能かつ資格があると受託者が合理的根拠に基づい

て判断した投資マネジャーに対 し信託財産の管理を委任 し、委任契約を締結する

行為。

信託 に関する事柄 を処理するため、または、信託財産を保管するため、会計士、

弁護士、銀行家、ブローカー、財産保管人、投資顧問、財産名義人、財産管理人、

その他の職業的専門家 と委任契約を締結する行為。

第(2)項 に基づいて権限委任 または任命 を行った受託者は、誠意をもって行い、

かつ、過失が ない場合 には、その権 限委任 もしくは任命 を行 なったこと、 または、その権
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限委任もしくは任命を継続 したことか ら生 じた信託に対する損害について責任を有 しない。

(4)受 託者は、第(2)項 に定める権限受任者に対 して、その権限受任者が行 う取引

に関して通常支払 うべ き手数料その他の支払をその権限受任者が受領することを許可する

ことができる。

第22条 受託者の報酬および費用

(1)受 託者は、以下の(a)、(b)ま たは(c)の 場合 を除いては、自己の役務行為 に対

す る報酬を受領 してはならない。

(a)そ の信託の条項が許可 している場合。

(b)受 益者達の全員が書面によって同意 した場合。

(c)管 轄裁判所が許可命令を発 した場合。

(2)受 託者は、信託に関連 して合理的に発生 した費用または債務について信託か ら償

還を受け、または、信託か ら支払させることができる。

第23条 充当権限

その信託の条項に定める場合を除いて、受託者は、 どの受益者の同意も得ることなしに、

受託者が適切 と認める方法を介 し、かつ、受託者が適切 と認める価値に従って、受益者の

権益 を満足させるために信託財産を充当することができる。

第24条 法人受託者の決議に基づ く行為

法人受託者は以下のいずれかの形式によって行為を実行する。

(a)法 人受託者、その取締役会、または、その他の決定機関の決定に従 って信託に関

する行為 を実行する。

(b)上 記の決定によって1名 または2名 以上の役員または従業員を任命し、その役員

または従業員が法人受託者のために信託に関する行為 を実行する。

第25条 受託者が開示 を拒否することができる場合

その信託の条項に定める場合および管轄裁判所の命令がある場合を除いて、受託者は以下

に掲げるいかなる文書をいかなる者に対 しても開示することを要求されない。
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(a)

(b)

(c)

(d)

自己に与えられた権限もしくは裁量権を行使する場合、または、自己に課せ られ

た義務を履行する場合、どのような形式で行使または履行するかについて受託者

が思案 した過程を開示する文書。

自己に与えられた権限もしくは裁量権を行使する場合、または、 自己に課せられ

た義務 を履行する場合の特別な理由を開示する文書、または、その特別な理由の

根拠 となった、もしくは、なったかもしれない資料。

自己に与 えられた権限もしくは裁量権の行使 もしくは行使予定に関連する文書、

または、 自己に課せ られた義務 の履行 もしくは履行予定に関する文書。

信託の計算 に関連またはその一部を形成する文書。ただし、原則 としては本(d)

項が適用 される場合であっても、以下の場合 は例外的に本(d)項 の適用はない。

すなわち、慈善信託ではない信託の受益者が開示請求者である場合、慈善信託で

あって もその信託の条項において受益者である旨が明示 されている受益者が開示

請求者である場合、または、非慈善信託の執行者が開示請求者である場合。

第26条 信託違反の場合の責任

(A1)本 法およびその信託の条項に定める場合 を除いて、受託者は、自己が行った信託

違反または自己が承認した信託違反について責任 を有する。

(1)信 託違反について責任を有する受託者は、以下の損失および利益について責任を

有する。

(a)そ の信託違反によって生 じたその信託財産の喪失または価値の減少。

(b)そ の信託違反がなかったとしたならばその信託財産に生 じたであろう利益。

(2)2つ 以上の信託違反が存在する場合、受託者は、ある信託違反から生 じた利得を

もって他の信託違反から生 じた損失と相殺することは許されない。

(3)受 託者は、その信託違反が他の者によって行われたものである限り、 自己が任命

される前に行われていた信託違反については責任 を負わない。

(4)受 託者は、他の共同受託者が行った信託違反については責任を負わない。ただ し、

以下の2要 件 を共に満たす場合には、他の共同受託者が行った信託違反について も責任 を

負 う。

(a)そ の共同受託者が信託違反を行っていること、または、その共同受託者が信託違
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(b)

(5)

(a)

(b)

(6)

(a)

(b)

(c)

(7)

反を行 う意図を有 していることを覚知 し、または、覚知すべ きであった場合であ

って、かつ

その信託違反の行為 もしく意図を積極的に秘匿し、または、合理的時間内に、信

託財産の保護もしくは回復のために、または、その信託違反の防止のために、適

切な手段を講 じなかった場合。

受益者は以下のいずれの措置も行 うことができる。

信託違反による当の受益者に対する受託者の責任の免除措置。

信託違反による他の受益者に対する受託者の責任の補償措置。

第(5)項 は当の受益者が以下の3要 件の全部を満たす場合にだけ適用する。

法的能力 を有 していること。

すべての重要な事実を知っていたこと。

第(5)項 に定める措置を行うように受託者から不当な勧誘 を受けた ものでない

こと。

2名 以上の受託者達が信託違反について責任を有す る場合には、各受託者の責任

は連帯責任 とする。

(8)第(3)項 に関連する信託違反の存在を覚知した受託者 は、その信託違反を是正

するためのすべての合理的な手段を講ずる。

(9)受 託者 自身の詐欺、故意の不手際、または、重過失行為に基づ く信託違反によっ

て生 じた受託者の責任を信託の条項で軽減、免責、または、免除することはできない。

(10)本 条は、第52条(法 人受託者の取締役の責任条項)に 追加する条文である。

第27条2つ 以上の信託の受託者として行為する者

(1)2つ 以上の信託の受託者として行為する者は、詐欺的行為が存在 しない限 り、あ

る信託に関係する証書、事柄、事実または物事を知ったか らといって、それを知った原因

が他の信託の受託者としての活動の中でのことであるか、または、あったかである以上、

それを知ったことによって影響を受けることはない。

(2)あ る信託と別の信託の受託者 との間で取引が行われようとする場合には、そのあ

る信託の受託者は、その別の信託の受託者 としての権益を有することを、そのある信託の

共同受託者 に開示 しなければならない。
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第28条 受託者と他の当事者 と取引

(1)第(2)項 に定める場合を除いて、信託に影響を与える取引または事柄 において

受託者がその取引または事柄の相手方当事者に対 して自分は受託者 として行動 している旨

を告げた場合には、その相手方当事者がその取引または事柄 に関して有する請求権はその

信託財産に対 してだけ主張できる。

(2)第(1)項 は、信託違反による受託者の責任に関しては何 らの影響 も及ぼさない。

(3)第(1)項 に定める取引または事柄 において受託者がその取引または事柄の相手

方当事者に対して自分は受託者 として行動 している旨を告げることを怠 り、かつ、相手方

当事者 もその旨を知 らなかった場合には、受託者 には以下の2つ の効果が及ぶ。

(a)相 手方当事者に対 してその取引 または事柄に関して受託者が個人的責任を負 うこ

と。

(b)受 託者はその個人的責任を補償という形で信託財産から求償を受ける権利を有する

こと。

第29条 みなし受託者

(1)第(2)項 に定める場合 を除いて、ある者(本 条においてみなし受託者 と呼ぶ。)

が信託違反によって利益、利得または恩恵を受けた場合には、その者 はかかる利益、利得

または恩恵の受託者 とみなす。

(2)第(1)項 は、財産の善意有償買主であって信託違反の事実 を知 らなかった者に

は適用 されない。

(3)み なし受託者 とされた者は、自分がみなし受託者 とされたその財産 を本来受領す

べ き権限のある者に引渡す。

(4)本 条をある者がみなし受託者 となる状況は上記以外 には存在 しない趣旨と解釈 し

てはならない。

第30条 離職する受託者の地位

(1)第(1A)項 に定める場合を除いて、受託者が辞任 し、退職し、または、解任され

た場合、その離職受託者は自己の占有 または支配下にある信託財産を適切に引渡す。

(1A)辞 任 し、退職 し、または、解任 された受託者は、信託財産の引渡 し前に、現存す
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るか、将来顕現するか、条件付か、その他の形をとるかを問わず、その個人的責任のため

の合理的担保を受領することを要求できる。

(2)辞 任 し、退職し、または、解任 された受託者であって、第(1)項 に定める手続

を遵守 した者は、いかなる受益者、受託者、または、その信託に権益を有する者に対して

も、信託財産または受託者としての義務に関 して作為 または不作為を原因とする責任から

免除される。ただし、以下に定める責任は免除の対象から除かれる。

(a)

(b)

(3)

その受託者(ま たは法人受託者の場合にはその役員もしくは従業員)が 行為者ま

たは当事者である信託違反を原因とする責任。

その受託者(ま たは法人受託者の場合にはその役員もしくは従業員)か ら信託財

産を回復 しようとする訴訟に関しては、その受託者、役員または従業員が占有 し

ている信託財産の収入 としての信託財産。

廃止

[保 護 信 託;集 団権 益 お よび一 定 の権 限]

第31条 浪費者信託すなわち保護信託

(1)信 託の条項には、受益者の権益の終了事由を定めることができる。

(2)第(1)項 の一般的適用を妨げることなく、信託の条項には、信託財産の収益受

益者 または元本受益者の権益に関して以下の事由を定めることができる。

(a)そ の権益の譲渡または処分 を制約すること。

(b)そ の権益受益者が破産し、 または、その権益受益者の財産が債権者達の利益のた

めに強制管理の対象 とされた場合に、その権益を減額または消滅させること。

(3)第(2)項 の定めによってその権益が制約、減額または消滅の事由に服する信託

を浪費者信託すなわち保護信託と称する。

(4)信 託のある条項が信託財産の受益者の権益が浪費者信託すなわち保護信託の形で

保有すべ き旨を定めている場合に限って、その受益者の権益が第(2)項 の定める制約、

減額または消滅の事由に服するものと解釈する。

第32条 集団権益

(1)信 託の条項に定める場合 を除いて、信託が集団の利益のために設定された場合に
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は、その信託または信託上の権益に対 しては以下の諸原則が適用 される。

原則その1.その集団の構成員になるべき者がもはや存在 しなくなった時には、その集団は

閉鎖されること。

原則その2.55歳 超の女性はもはや子供 を産む能力はないとみなす こと。

原則その3.あ る集団の権益が収益 に関するものであって、ある期間中その集団の構成員が

存在 しなかった場合には、その収益 は蓄積 され、かつ、第11条 による存続期間制限の範囲

内で、その集団に構成員が存在するに至るか、または、その集団が閉鎖されるに至るまで、

その収益は保持されること。

(2)本 条にい う 「集団権益」 とは、集団の利益のために設定された信託において、その

信託または信託上の権益 を意味する。

第33条 信託の条項を変更する権限

(1)信 託の条項は、その条項が定める変更方法によって変更することができる。

(2)本 条は第43条(ジ ャジー島信託の条項を管轄裁判所によって変更することができ

る旨の条文)と 並存する追加条文である。

第34条 蓄積および前渡の権限

(1)第11条 による存続期間制限の範囲内で、信託の条項は、その信託の収益の全部ま

たは一部を一定期間蓄積すべきことを指示 し、または、許可することができる。

(2)第(3)項 に定める場合 を除いて、第(1)項 に基づいて蓄積されなかった信託

の収益は分配される。

(3)そ の信託の条項に定める場合お よびその信託財産に影響する従前からの権益 また

は負担が存在する場合を除いて、受益者が未成年者である場合には、たとえその受益権益

が

(a)

(b)

確定している場合であろうと、 または、

以下のいずれかの時期 に確定する場合であろうと、すなわち、

(i)成 年年齢に達 した時。

(ii)成年年齢よりも高い年齢に達 した時。

(iii)ある事柄が発生した時。
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受託者は、以下の措置を行うことができる。

(A)そ の受益者が成年年齢もしくはそれより高い上記の年齢に達するまで、または、

上記のある事柄が発生するまで、その受益者の権益に帰属する収益を蓄積すること。

(B)そ の受益者の生活、教育またはその他の便益のため、その収益の全部または一部

を充当すること。

(C)そ の受益者の利益のため、その受益権益の全部または一部を前渡 しするか、また

は、使用すること。

(4)第(3)項 に基づ く支払を未成年者である受益者の親または法律上の後見人が受

領 した場合には、受託者の支払義務の十分な履行 となる。

(5)そ の信託の条項に定める場合およびその信託財産に影響する従前からの権益また

は負担が存在する場合を除いて、受益者が完全に受益権益 を享受するために必要な事柄が

発生する以前であっても、受託者は、受益者の利益のため、その信託財産の一部を前渡し

するか、 または、使用することができる。

(6)第(5)項 に基づいて前渡 しされ,ま たは、使用される一部の信託財産は、その

信託財産に対するその受益者の分け前を計算するにあたって、その都度考慮 される。

(7)第(5)項 に基づいて前渡 しされ,ま たは、使用される一部の信託財産は、いか

なる場合にも、その受益者の、将来受領する予定である割合、将来受領する条件付割合、

または、すでに受領が確定 している割合を超えてはならない。

第35条 指名権

信託の条項 には、その信託の受託者または受託者ではない者に対 し、以下の指名または委

譲の権限を与える旨を定めることができる。すなわち、上記の指名 または委譲の権限が行

使 される直前にその人がその信託の受益者であったか否かを問わず、その人に対 し、また

は、その人の利益のためにその人の受託者に対 し、信託財産の全部もしくは一部または信

託財産に対する権益の全部もしくは一部の受益者に指名 し、または、信託財産の全部もし

くは一部または信託財産に対する権益の全部 もしくは一部を委譲する権限。

第36条 撤回権

(1)信 託および信託に基づく権限の行使 を以下のいずれのようにも定めることができ
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る。

(a)全 部 または一部を撤回可能とすること。

(b)変 更可能 とすること。

(2)上 記の撤回または変更が行われた場合であっても、その撤回または変更が行われ

た旨の通知を受託者が受領する前に、受託者が信託財産に関 して行った措置の法律上の効

果には影響 を及ぼさない。

(3)そ の信託の条項 に定める場合を除いて、信託が撤回された場合には、受託者 はそ

の信託財産をもっぱら信託設定者のために受託者として保有する。

(4)信 託の一部が撤回された場合には、第(3)項 はその一部撤回の対象となった信

託財産に関してだけ適用される。

(5)第(3)項 にい う 「信託設定者」とは、その撤回の対象 となった財産を提供 した

特定人を意味する。

第37条 準拠法の変更の仕方 を定める権限

信託の条項には、準拠法をジャージー島の法律か ら他の法域の法律に変更できる旨を定め

ることができる。

[信 託 の無 効 、 失 効 お よび解 除]

第38条 権益の無効および失効

(1)信 託の条項に定める場合および管轄裁判所の命令がある場合 を除いて、以下のい

ずれかの場合には,受 託者 または下記(d)に 規定 された者 は、それぞれの場合に応 じて、

その失効、解除、受益者の不存在、 または、信託の設定宣言の不存在 もしくは信託の設定

通知の欠落によって影響を受ける権益または財産をもっぱら信託設定者または信託設定者

が死亡の時はその人格代表者のための受託者として保有する。

(a)

(b)

(c)

(d)

権益が失効 した場合。

信託が解除された場合。

受益者が存在せず、かつ、その信託の条項に定める条件で受益者になるべ き者が

存在しない場合。

ある者の独占的な利益の対象でない財産がその者の所有名義 とされ、かつ、その
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者が受託者 としてその財産を保有 している旨の信託の設定宣言が不存在であるか、

または、信託の設定通知が欠落している場合。

(2)受 託者によって保有 されている権益または財産の 目的がすでに消滅 したか、また

は実行不可能 となった場合 には、その権益または財産は、信託設定者の当初の意図に沿う

ものと管轄裁判所が宣明するその他の目的のために保有 される。

(3)第(1)項 および第(2)項 にいう 「信託設定者」 とは、第(1)項 の影響を受

ける権益または財産を提供 した特定人を意味する。

(4)本 条に基づ く管轄裁判所への申請手続は、AttorneyGeneralが 行うことができる。

第39条 ジャージー島信託の解除

(1)信 託が解除 された場合には、信託財産は、受領権限のある者達に対 して、その信

託の条項に従って、合理的な期間内に、受託者 によって分配される。

(2)第(1)項 の規定に拘わらず、受託者は、信託財産の分配の前に、現存するか、

将来顕現するか、条件付 きか、その他の形をとるかを問わず、その個人的責任のための合

理的担保を受領することを要求できる。

(3)第(4)項 に定める管轄裁判所の権限を妨げることなく、かつ、その信託の条項

の定めに拘わらず、受益者達の全員が現存 し、かつ、その事実が確認され、かつ、受益者

達の中には無能力者または未成年者が含 まれていない場合には、受益者達は受託者に対 し、

その信託を解除し、信託財産を受益者達に分配すべ き旨を請求できる。

(4)

(a)

(b)

(c)

(5)

(6)

管轄裁判所は以下のいずれの措置を取 ることができる。

受託者が信託財産を分配すべき旨を命令すること。

受託者が信託財産を分配してはならない旨を命令すること。

その他管轄裁判所が適切 と認める措置を命令すること。

本条にいう 「個人的責任」には条件付 き責任を含む。

本条に基づ く管轄裁判所への申請手続は、第47条第(3)項 に規定されている者

のだれ もが行 うことが で きる。

[管轄裁判所 の権 限]

第40条 居住者受託者の任命
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(1)ジ ャージー島の居住者である受託者が存在 しない場合には、受益者は管轄裁判所

に対 し、ジャージー島の居住者である者を追加の受託者に任命すべ きことを申請できる。

(2)管 轄裁判所 は以下の手続をすべて経た上でそのような居住者を追加の受託者に任

命すべき命令を発布することができる。

(a)そ の受益者の申請がその信託の受託者に通知 されたことを確認する。

(b)受 託者達または他の受益者の意見を聴取すること。

(c)そ の追加の受託者 となるべき者が就任 を望んでいることを確認すること。

第41条 受託者の個人的責任 を免除する権限

(1)管 轄裁判所 は、以下の事情が認められる場合 には、信託違反に基づ く受託者の個

人的責任の全部 または一部を免除することができる。

(a)

(b)

(c)

その信託違反に基づ く受託者の個人的責任が存在するか、または、存在する可能

性があること。

その受託者が正直かつ合理的に行動 した と認められること。

その受託者は次のいずれかの行為 について宥恕 さるべ き理由を有 していること。

(i)そ の信託違反の行為。

(ii)そ の信託違反が生じた事柄に関して管轄裁判所の指示を得ることを省略した

行為。

(2)第(1)項 は、信託違反になると主張されている取引が、本法の立法前になされた

か立法後になされたかを問わずに、適用される。

第42条 受託者に信託違反の補償 をさせる権限

(1)受 託者の信託違反がある受益者の唆し,要 請または同意によるものである場合に

は、管轄裁判所は、その受益者の権益の全部 または一部をもって、受託者への補償 または

受託者 を介 して請求する者への支払に充当すべ き旨の命令を発布できる。

(2)第(1)項 は、その受益者が未成年者であるか無能力者であるかを問わずに、適

用 される。

第43条 管轄裁判所によるジャージー島信託の条項の変更および特定の取引の許可
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(1)第(2)項 に定める場合を除いて、管轄裁判所は、適切 と認める場合には、以下

のいずれかの者に代わって、後記の措置に関して、裁判所命令による許可を与えることが

できる。

(a)

(b)

(c)

(d)

未成年者 または無能力者であって、確定的か条件付かを問うことなく、直接 また

は間接 に、その信託上の権益を有している者。

すでに確定しているか否かを問うことな く、将来一定の日、将来一定の事柄が生

じた時、将来特定の人間となった時、または、将来特定の集団の構成員になった

時にその信託上の権益を直接または間接に受領する資格 を有することになる者。

未出生の者。

ある人に与えられた裁量権に基づき、現在の権益であって未だ失効 も確定もして

いない権益が、失効 または確定 した場合 に、その権益 を受領することになるか も

知れない者。

かかる許可の対象 となる措置とは、誰の発案による措置であるのか、および、その措置に

同意を与えることができる利害関係者が他に存在するのかを問うことなく、その信託の条

項の全部もしくは一部を変更 もしくは撤回し、または、その信託財産の管理もしくは運営

のためにその受託者の権限を拡大する措置を指す。

(2)第(1)項 の(a)、(b)、 または、(c)に 規定されている者に代わっての許可を与

える場合には、管轄裁判所 は、その措置を実行することがその者の利益にならないと認め

る時は、その措置に許可を与えてはならない。

(3)信 託の管理または運営の過程において、売却、賃貸、質権設定、担保設定、放棄、

免除、もしくは、その他の処分、または、購入、投資、取得、支出、もしくは、その他の

取引であって、管轄裁判所の意見によれば、妥当な処分 または取引ではあるものの、その

信託の条項上 または法律上、その受託者にはその権限がないため、そのような処分または

取引が行えないと認められる場合には、管轄裁判所 は、その受託者に対 し、そのような処

分または取引に関し、必要があれば管轄裁判所が適切 と認める条項または条件を付 した上

で、一般的な権限またはその状況に応 じた特別な権限を与えることがで き、かつ、支出す

る金額 または取引に要する費用をどのような方法で どの財産か ら支出するかに関する指示

を行 うことができる。

(4)本 条に基づ く管轄裁判所への申請手続は、第47条 第(3)項 に規定されている者
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のだれ もが行 うことがで きる。

第 皿 部 外国信託に適用される諸規定

第44条 第lll部の適用

本法の第III部 は外国信託にのみ適用される。

第45条 外国信託の執行可能性

(1)第(2)項 に定める場合を除いて、外国信託は、その準拠法 とされた法律に従 う

ものとし、その準拠法とされた法律によって解釈 されるg

(2)外 国信託は、以下のいずれかに該当する場合 には、ジャージー島において執行で

きない。

(a)以 下のいずれかの目的を有 している場合。

(i)ジ ャージー島の法律に違反する行為 を行 うことを目的としている場合。

(ii)ジ ャージー島の法律に違反する行為 を行 うことを他人に義務つける権利 もし

くは権限を与 えること、または、ジャージー島の法律に違反する行為を行う

ことを義務つけることを目的としている場合。

(iii)ジャージー島に所在する不動産に直接適用することを目的としている場合。

(b)管 轄裁判所が、その信託は不道徳または公序良俗に反すると認定 した場合。

(3)第(2)項 の(a)の(iii)の 適用がある場合、その不動産の所有権者 とされる者

は、その不動産を受託者の資格において所有 している訳ではなく、かつ、受託者の資格に

おいて所有しているともみなされない。

第IV部 一般的に適用 される諸規定

第46条 第IV部 の適用

本法の第IV部 はジャージー島信託に適用されるが、文脈の許す限度で、外国信託にも適用

される。
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第47条 裁判所に対する申請および裁判所の一定の権限

(1)そ の信託に関するあらゆる事柄に関して受託者が どのように行動する方が良いか、

または、どのように行動すべ きかについて、受託者は管轄裁判所に対 してその指示を求め

る申請を行 うことができ、かつ、管轄裁判所は適切 と認める命令を発布できる。

(2)管 轄裁判所は、適切 と認める以下のいずれの措置 も行 うことができる。

(a)次 の事項に関する命令 を発布すること。

(i)

(i)

(五i

(iv)

信託の執行または運営に関する命令。

受託者の権限、裁量権 もしくは義務の行使、受託者の任命または解任、受託

者の報酬、受託者の受託事務の説明書の提出、または、受託者の行動および

受託者の支払に関する命令、ただし、その支払が裁判所に対 してなされるも

のであるか否かを問わない。

受益者またはその信託に関連を有する者に対する命令。

その信託の非慈善的目的に関連する執行者の任命または解任に関する命令。

(b)信 託の有効性または執行可能性 に関する宣言を発布すること。

(c)本 法に基づいて行 った命令もしくは宣言の取消 しもしくは変更を行うこと、また

は、新 しいもしくは追加的な命令 もしくは宣言を行 うこと。

(3)第(2)項 に基づ く管轄裁判所へ命令もしくは宣言の申請手続は、AttorneyGeneral、

その信託の受託者、執行者、受益者、または、管轄裁判所の許可があれば、だれもが行う

ことができる。

(4)管 轄裁判所が受託者 を任命する命令を発布 した場合には、管轄裁判所は、信託財

産の投資に関する条件など、適切 と認められる条件を付することがで きる。

(5)管 轄裁判所の命令で定める場合 を除いて、本条に基づ く受託者の任命による受託

者は、あたか も当初から受託者 として任命 されていたかの如 く、当初か らの受託者 と同じ

権限、裁量権および義務 を有 し、当初からの受託者 と同様に行為で きる。

第48条 管轄裁判所の命令に基づ く書類の作成

管轄裁判所が、移転、委譲、書類等の作成または裏書を命じたにも拘わ らず、その命ぜら

れた者がその命令を無視 または拒否した場合には、本法に基づ く管轄裁判所の命令の実効

を期するため、管轄裁判所は、適切 と認める条件の下で、かかる移転、委譲、書類等の作
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成または裏書を、そのような無視または拒否を行っている者の費用負担において、管轄裁

判所が任命する者に行わせることができ、そのような代行者によって行われた移転、委譲、

書類等の作成または裏書は、あたか も当初そのことを命 じられた者が行ったと同様の効力

を有する。

第49条 費用の支払

管轄裁判所は、本法に基づいて管轄裁判所 に対 して行った申請に関して生 じた費用を信託

財産から支出するか、または、管轄裁判所が適切 と認める方法 と負担者がこれを負担する

かに関する命令 を発布することがで きる。

第50条

(1)

(a)

(b)

(2)

受託者の財産の性質、信託財産の追求および受託者の破産

第(2)項 に定める場合を除いて、

その信託財産に対するその受託者の権益 は、その信託の適切な執行 に必要なもの

に限定され、かつ、

その信託財産に対する受託者の上記の限定された権益 は受託者 自身の財産の一部

を構成するものとはみなされない。

受託者が同時にその信託の受益者でもある場合には、その信託財産に対する受益

者 としての権益 に対 しては第(1)項 の適用はない。

(3)信 託違反に基づ く受託者の個人的責任に影響することなく、信託違反によって移

転もしくは交換された信託財産または信託財産が形を変えた財産を追求することができる。

ただし、以下の場合 を除く。

(a)

(b)

(4)

廃止

対価 を支払って取得 した善意の買主であって信託違反の事実を知 らなかった者が

その財産を保有 している場合、または、そのような善意の買主か ら取得 した者(そ

の受託者自身を除く。)が その財産を保有 している場合。

受託者が破産した場合、または、受託者の財産に対 して差押 え、強制執行もしく

はこれらに類する法律的手続が行われた場合、受託者の債権者達 はその信託財産に対 して

は何らの権利も請求権 も有 しない。ただ し、受託者 自身がその信託に対 して請求権を有 し

ている場合 または受託者 自身がその信託の受益者である場合にはこの限 りでない。
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第51条

(1)

(a)

(b)

(2)

受託者 と取引を行う者の保護

対価 を支払って取得 した善意の買主であって信託違反の事実を知らなかった者は、

あたかも受託者 自身がその信託財産の真の所有者であるが如 くに、信託財産に関

して受託者 と取引を行 うことができ、かつ、

その信託財産がその信託に基づいて受託者によって保有 されていた という事情に

は影響を受けることはない。

受託者に対 し金銭の支払または前渡をする者は、その取引の正当性またはその金

銭の使途について、その金銭が本当に必要なのか、本来必要な金額以上の金額ではないの

か、その他の事情 を詮索することは要求されない。

第52条 法人受託者の取締役の責任

(1)本 条は、受託者 としての地位 を有 し、または、受託者 として活動する(受 託者以

外の資格で も活動するか否かは問わない。)以 下の法人受託者のいずれにも適用する。

(a)

(b)

(c)

(2)

ジャージー島信託の法人受託者。

ジャージー島の居住者としての法人。

ジャージー島で事業を行っている法人またはジャージー島内の事務所において事

業 を行っている法人。

本条が適用される法人受託者が信託違反を行った場合、その信託違反が行われた

時期にその法人受託者の取締役であった者達は全員がその法人受託者の保証人であると見

なして,そ の法人受託者による信託違反に基づ く金銭的損害および費用 として管轄裁判所

が認めた金額 を支払 う責任がある。

ただし、常に管轄裁判所は、以下の事実を考慮すれば宥恕さるべ き理由が存在すると認め

る場合には、そのような取締役のその法人受託者の保証人としての個人的責任の全部また

は一部を免責することができる。

(a)

(b)

その取締役が、そのような信託違反が計画され、または、行われていることを覚

知せず、その覚知しなかったことが無関心または過失によるものでなかったこと

をその取締役が立証した場合。

その取締役が、そのような信託違反の実行に明確に反対 し、かつ、その実行を阻

止するため、その法人の株主、取締役またはその他の役員 として有する投票権 ま
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(3)

(a)

(b)

(c)

たはその他の権利を明確に行使 した場合。

第(2)項 の解釈上、以下の用語の解釈は以下の通 りとする。

「取締役」とは、肩書名称の如何 を問わず、その法人の取締役 としての地位にあ

る者、その者の指示 または指図に従ってその法人またはその法人が子法人である

法人の取締役達(も しくはそれ ら取締役達のだれか)が 行動することが慣例とな

っている者、および、単独 もしくは関連者 と共同でその法人またはその法人が子

法人である法人の株主総会 における議決権の三分の一以上 を保有 している者をい

う。

「子法人」 とは、その子法人の議決権の三分の一以上を他の法人が行使できるか、

または、そのような行使 を支配できる法人をいう。

第(3)項 において用 いられている、ある者の 「関連者」 とは、その者によって

影響を受ける、受けてきた、または、受ける可能性のある親族、パー トナー、ま

たは、その他の者をいう。

第53条 訴訟期間制限すなわち時効

(1)以 下の事項に関する受託者に対する訴訟には訴訟期間制限または時効の適用 はな

い 。

(a)そ の受託者が実行者であるか、または、関係者である場合の詐欺 に関する訴訟。

(b)次 のいずれかの場合に受託者から信託財産を回復する訴訟。

(i)そ の信託財産をその受託者が占有 している場合。

(ii)そ の信託財産をその受託者が支配している場合。

(iii)その受託者がいったん受領 した上で、自己使用のものとした場合。

(2)第(1)項 に定める例外を除いては、受益者 または執行者が信託違反に基づ く訴

訟を受託者 を被告 として起こす場合には、以下のいずれかの訴訟期間制限のうちその期間

開始の早かった方の適用がある。

(a)そ の信託の最終計算明細書がその受益者または執行者に交付された時から3年 間。

(b)そ の受益者または執行者が信託違反が行われたことを最初に覚知 した時から3年

間。

(3)そ の受益者が未成年者である場合には、その受益者が未成年者に該当しな くなる
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日まで、第(2)項 に定める期間は開始 しない。

(4)本 条は、外国信託であって、関連する時期におけるその準拠法がいわゆるハーグ

条約の締結当事者法域の法律である場合 には適用しない。いわゆるハーグ条約とは、1984

年10月20日 にハーグにおいて署名 された信託に適用 される法律および信託の承認に関する

条約をいう。

第V部 補足的規定

第54条 本法の適用

第55条 に定める場合を除いて、本法は、その設定 日が本法の適用開始 日の前後 を問わず、

設定 された信託に適用する。

第55条

(1)

(a)

(b)

(c)

(d)

(2)

留保条項

本法 に よっては、以下のいずれの事態 も生 じない。

関係 す る法律 上の条文 に基づ くViscount,curatoエtuteu蔦specialattorneyま たは

generalattorneyの 権限、責任 、 また は、義務 を制 限また は変更す ること。

廃止 。

本法の適用 開始 日以前 か ら存在 していた信託 に関して、本法 の適用 開始 日以前 に

行われ た事柄 の適法性 または有効性 を変 更す ること。

本法 の適用 開始 日以前 に作成 され もし くは発効 した書類 も しくは処分 によって生

じた信託 の適法性 または有効性 を変更す ること。

本法 によっては、本法か らは独 立 して存 在 している管轄裁判所の権 限で以下のい

ずれかに関す る権限は何 ら制限されない。

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(3)

財産の移転またはその他の処分を取消 し、または、減少させる権限。

信託を変更する権限。

遺言処分またはその他の処分を減少 させ、または、変更す る権限。

婚姻関係手続に関する命令を発布す る権限。

債権者に対する詐欺を理由とする無効の主張に関する命令 を発布する権限。

本法によっては、以下のいずれの法律の条文も何 ら制限されない。
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(a)

(b)

(c)

(d)

(4)

theLoi(1862)surlesteneuresenfideicommisetllincorporationdlassociations

theProbate(Jersey)Law,1949.

theMentalHealth(Jersey)Law,1969

theSharingofChurchBu皿dings(Jersey)Law,1973

本 法 に よ っ て は 、人 格 代 表 者 が そ の 資 格 で 行 為 す る こ と に 何 ら の 影 響 も 与 え な い 。

第56条 裁判所規則

TheRoyalCourt(Jersey)Law,1948に 基づ いて裁判所規則 を作 成する権 限は、本 法 に関

す る規則お よび本法 に関す る手続 を定め る権 限を含 む。

第57条 略称

本法 は、theTrusts (Jersey)Law,1984と の 略 称 で 引 用 で き る 。
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TRUSTS

Trusts

Trusts

Trusts

σERSEY)皿1984

(Amendment)(Jersey)Law1989

(AmendmentNo.2)(Jersey)】Law1991

(AmendmentNo.3)(Jersey)Law1996

㎜GEMENTOF巡C皿S

㎜IPre五mi剛

1.Interpretationoftemls.

2.E垣stenceofatrust.

3・RecognitionofatrustbythelawofJersey

4.Properlawofatrust.

5.Jurisdic60nofcourt.

PARTIIProvisionsapPUcableonIytoaJerseytrust

6.ApplicadonofPartII.

伽 ατ鋤,〃 ακ4⑳ 耽 ㎡ 血 斑r励 ㎡ 酩sお

7.Creadonofatrust.

8.Propertywhichmaybeplacedinatnlst.

8A.Transterofprope昨ytoatrust.

9.Beneficiadesofatrust.

10.VaUdityofaJerseytrust.

10A.Trustsfbrnon-chahtabIepurposes.

10B.En五)rcers.

10C.Resignationorremovalofenfbrce仁

11.DurationofaJerseytrust.

4ρ ψoゴμ伽 繊 螂 邦 〃蜘 τα〃44`s吻 解 ㎡ 酩sオ θ¢s

12.Numberoftrustees.

13.Appoin㎞entoutofcourtofneworadditionaltrustee.

14.Prohibitionofrenuncia廿onafteracceptance.

15.Resignationorremovaloftrustee.
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16.Pos姐onofcon6nui㎎trus仕esonredudioninnu血berof1㎞stees.

斑 斑 ㎡ 酩s挺 ぴ

17.Dutiesoftnlstee.

18.Dutyofco-1rusteestoacttogether

19.ImparUalityoftrustee.

Gθ πeπz1ψo%eカ ㎡ 踏s彪 θs

20.Powersoftrustee.

21.Delegationbytrustee.

22.Rem皿erationandexpensesoftrustee.

23.PowertoapPropriate.

24.Co叩ora旋}tmsteeacdngbyresohltion.

25.Tmsteemayre血1setomakedisclosure.

L鋤 柄'⑳ カ γb糊cカ ㎡ 酩sオ

26.Uabinty血)rbreadloftrust.

27.Trusteeac血ginrespectofmorethanonetrust

28.Dea㎞gsbytrusteewithth壮dpar6es.

29.Constructivetrustee.

30.Posi60nofoutgoingtrustee.

P城eε 吻eオ 聡 鵡 τ」αss編 ¢熔 お 耽4τe地 斑 ρo萄 〃s

31.Spendthr血orprotec6vetrust

32.Classmterests.

33.P㈱rtoprovide血rv油 日onof民 ㎝softmst.

34.Powerofac㎝mula且onandadvancement.

35.Powerofappointment.

36.Powerofrevocation.

37.Powertoprovidefbrchangeofproper1凧

品 品w,鋤se耽4飽 梛 吻 オ`oη ㎡ オ蹴 お

38.Failureorlapseofinterest.

39.TernlinationofaJerseytrust.
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Pb耽 外 ㎡ 批co繊

40.Appointmentofresidenttrustee.

41.PowertoreHevetrusteefrompersonalliabili㎏

42.Powertomakebeneficiaryindemn茸yfbrbreachoftrust .

43・VariadonoftermsofaJerseytrustbythecourtandapProvalofparHcular

tral1SaCtiOnS.

PARTIIIProvisionsappUca1)letoafbreigntrust

44.AppHcationofPartIII.

45.E]血)rceabiHtyofafbreigntrust.

P㎜WProvisionsofgeneralapPlica60n

46.Applica60nofPart皿

47.Applica60nstoandcerk亘npowersofthecollrt .

48.Executionofinstrumentsbyorderofthecourt.

49.Paymentofcosts.

50.Natureoftrustee'sestate,fbllowingtmstpropertyandinsolvencyoftrustee .

5LIヤotectiontopersonsdealingwithtrustee.

52・IjabilityofdirectorsofacolPoratetrustee.

53・Umitationofactionsorprescrip60n.

PARrVSupPlemental

54.ApPlica60nofthisLaw

55.Savingprovisions.

56.Rulesofcourt.

57.ShorttiUe.

TRU㎝(JERSEY)L蝋1984

ALAWPtomakeprovisionwithregardtotrusts,tnlsteesandpersonsinterestedunder

trustsandfbrconnectedpurposes,sanctionedbyOrderofHerMajestyinCouncilofthe

14thdayofMARCH,1984.
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(Registeredonthe23rddayofMard1,1984).

ST畑SOFJERSI江

The31stdayofMa那1983.

THEざrATES,subjecttothesanctionofHerMostExceUentM司estyinCouncil,have

adoptedtheIbllowingLaw:-

PARrIPREHMINARY

ARTICIElIntelpre城onoftems

(1)Inthislav陽ul皿essthecontextotherwiserequ廿es-

`'b
ene血ciary"meansapersonentidedtobene五tllnderatnlstorin柚ose白vour

adiscre廿ontodistributepropertyheldontrustmaybeexercised;

"breadloftrust"meansabreachofanydlltyimposedonatnlsteebythislaworby

thetermsofthetnlst;

"
corPoratetrustee"meansatrusteewhichisacorPoration;

``corporation"meansabodycorporatewhereverincorporated;

"
court"meanstheInferiorNumberoftheRoyalCourt;

"
enfbrcer"shallbeconstruedin㏄cordancew註hAr6cle10B;

`4fb
reigntnlst"meansatrustwhoseproperlawisthelawofsomejurisdicHonother

thanJersey;

"i
nsurance"includesassurance;

"interdict"meansaperson
,otherthanamino陥whounderthelawofJerseyorunder

thelawofhisdomiciledoesnothavelegalcapac祉y;

"i
nterestofabene血ciary"meanshisinterestunderatnlstandre掩rencestohisinterest

haveacorreSPondi㎎meaning;

"J
ersey"meanstheIsland;

"J
erseytnlst"meansatnlstwhoseproperlawisthelawofJersey;

占`minor"meansapersonwhounderthelawofJerseyorunderthelawofhisdomicile

162一



hasnotreachedtheageoflegalcapacity;

"
personalrepresentative"meanstheexecutororadministratorlbrthetimebeingof

adeceasedpersonand,inthecontextofaJerseytrust ,i皿cludestheprincipalhe廿;

`` の
properlymeanspropertyofanydescriptionwhereversituated,and,inrelationto

Hghtsandinterestsincludesthose亘ghtsandhlterestswhethervested
,contingent,

defeasibleorfUture;

`'
se血or"m鋤saperson品oprovides㎞stprope坤ormakesates㎞en助

dispositionontrustortoatrust;

"t
emlsofatrust"meansthewrittenororaltermsofatrust,andalsomeansmyother

termsmadeapplicablebytheproperlaw;

``trust"㎞
cludes-

(a)thetrustproperty;and

(b)therights,powers,duties,interests,relationshipsandobligationsunderatrust;

"trust
property"meansthepropertyfbrthetimebeingheldinatrust;

"
unittrust"meansanytrustestabUshedfbrthepurpose ,orhavingtheef飴ct,of

provid㎞g,fbrpersonshavingfUndsavailablefbrinvestment,faciUties五)rtheparticipation

bythemasbeneficiariesunderthetrust ,inanyprofitsorincomearising丘om

theacquisition,holding,managementordisposalofanypropertywhatsoeveL

(2)WhereinthisLawthereisareferencetoanArticlebynumberonl況andwithout

fUrtherident血cation,suchreferenceshallbeconstruedasareferencetotheAr6cleof

thatnumbercontainedinthisLaw

(3)WhereinanyArticleorotherdivisionofthisLawthereisareferencetoaPart ,
paragraph,sub-paragraphorclausebynumberorletteronl脇andwithoutfurther

identhica60n,suchreたrenceshallbeconstruedasareferencetothePart
,paragraph,sub-

paragraphorclauseofthatnumberorlettercontainedintheArtideorotherd垣sionof

thisLawinwhichsuchrefbrenceoc㎝rs.

(4)Unlessthecontextotherwiserequires,wherethis工awreferstoanyenac㎞ent
,

there丘renceisareferencetothatenactmentasamended
,andincludesarefbrenceto

thatenactmentasextendedorapPliedbyorunderanyotherenactment
,includingany
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otherprovisionofthatenac㎞ent.

(5)ThisLawshallnotbeconstruedasacod姐cationoflawsregardingtrusts,trustees

andpersonsinterestedundertrusts.

ARTICIE2Existenceofatrust

Atrustexistswhereaperson(㎞ownasatrustee)holdsorhasvestedinhimoris

deemedtoholdorh肝evestedinhimproper㎏(ofwhichheisnottheo㎜erinhisown

right)一

(a)Ibrthebene趾ofanyperson(㎞ownasabene丘ciary)whetherornotyet

ascer皿nedorinexistence;or

(b)fbranypurposewhichisnotfbrthebene五tonlyofthetrustee;or

(c)fbrsuchbene血tasismentionedinsub-paragrap11(a)andalso五)ranysuch

purposeasismentionedinsub-paragraph(b).

ARTICIE3RecognitionofatrustbythelawofJersey

sublecttothisLav陽atrustshalll)erecognisedbythelawofJerseyasvaHdand

enfDrce瓠)1e.

ARTICIE4Properlawofatrust

(1)SubjecttoAr6cle37,theproperlawofatrustshallbethelawofthejurisdiction-

(a)expressedbythetermsofthetrustastheproperlaw;orfailingthat

(b)tobeimpUed廿om血ete㎜sof血etmst;or鑓ngeither

(c)withwhichthetrustatthetimeitwascreatedhadtheclosestconnexion.

(2)Thereferencesinparagraph(1)to撤Ungthat'or`faiH皿geither'i皿clude

referenCeStOCaSeS-・

(a)wherenolawisexpressedorimpliedundersub-paragraph(a)or(b)ofthat

paragraph;and

(b)wherealawissoexpressedorimplied,butthatlawdoesnotprovidefortrustsor

thecategoryoftrustsconcerned.
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(3)Inascer匂dning,五)rthepurposeofsub-paragraph(c)ofpar㎎Taph(1) ,thelaw

withwhichatrusthadtheclosestcomexion,relerencesh訓1bemadeinp頑cularto-

(a)theplaceofadm㎞stra60nofthetrustdesignatedbythesettlor;

(b)thesitusoftheassetsofthetrust;

(c)theplaceofresidenceorbusinessofthetrustee;

(d)theo1巨lectsofthetrustandtheplaceswheretheyaretobe血1刷led.

ARTICIE5JuHsdidionofcourt

Thecourthasjurisdic60nwhere-

(a)thetrustisaJerseytrust;or

(b)atrust£eofa丘)reigntrustisresidenti皿Jersey;or

(c)anytrustproper取ofa五)reigntrustissi血1alledinJersey;or

(d)adnl㎞istrationofanytrustproper蚊ofa丘)reigntrustisca㎡edoninJers〔y

PARTIIPROVISIONSAPPHCABIEONIYTOAJERSEYTRUST

ARTICIE6AppHcationofPartn

ThisPartofthisLawsha皿apPIyonlytoaJerseytrust.

鋤 αオ軌 嚇 吻 翻 吻π1鋤 柄 θ綱 嬬 お

ARTICIE7Creationofatrust

(1)Su旬ecttoparagraph(3),atrustmaycomeintoexistenceinanymanner

(2)Witlloutprejudicetothegeneralityofparagrapl1(1),atrustmaycomeinto

existencebyoraldeclaration,orbyanillstnlmentinwdting(hlchldingawillorcodici1)

orarisebyconduct

(3)Aunittrustmaybecreatedonlybyaninstn皿entinwri血1g.
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ARrICLE8Propertywhichmaybeplacedinatnlst

Suhiecttoparagraph(2)ofAr6cle10-

(a)anypropertymaybeheldbyorvestedinatrusteeupontnlst;and

(b)atrusteemayaccept丘omanypersonpropertytobeaddedtothetrustprope晦

ARTICIE8ATfansferofpropertytoatrust

(1)Nothinginthetermsofatrustshancauseatransferordispositionofpropertyto

atrusttol)einvalidatedbyapPlica60noftherule"donneretretenirnevaut'㌧

(2)IfapersondomiciledoutsideJerseytransfersordisposesofproperbrduringhis

lifetimetOatrUSt-

(a)heshallbedeemedtohavehadcapacitytodoso江heisatthetimeofsuch

transferordispositionoffUllageandofsoundmindunderthelawofhisdomicile;and

(b)norulerelatingto血heritanceorsuccession(including,butwithoutprejudiceto

thegeneralityoftheforegoing,fbrcedheirship,"legitime"orsimilarrights)ofthelaw

ofhisdomicileoranyothersystemoflawshalla血ectanysuchtransferordispositionor

otherwiseaffectthevaHdityofsuchtrust.

(3)FortheavoidanceofdoubtitisdeclaredthattheprovisionsofthisArticleshall

applynotwithstandinganyotherprovisionsofthisLawandshallapplyonlytotransfersor

dispositionsofpropertymadetoatrustafterthecommencementoftheTrusts

(Amendment)(Jersey)La児1989,butthisdeclarationshallbewithoutprejudicetothe

vaHdityorotherwiseoftransfersordispositionsmadebeforethattime.

(4)InthisArticle-

(a)theexpressions"donneretretenirnevaut",and"legitime"havethemeanings

assignedtothembyJerseycustomarylaw;and

(1))areferencetofbrcedhe辻shipisareferencetoalegalrulerestric廿ngtherightof

apersontodisposeofhispropertyduringhisl旋timesoastopreservesuchpropertyfbr

distribu廿onathisdeath,orhavings㎞ilaref飴ct.

ARTICIE9BeneficiaHesofatrust
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(1)

(a)

(b)

(i)

(ii)

Abene血ciaryshallbe-

iden面ablebyname;or

ascertainablebyreferenceto-

aclaSS;or

arela60nshiptosomepersonwhetherornotlivingatthetimeofthecreationof

thetnlstoratthetime油ichunderthetermsofthetrustisthetimebyre飴renceto

whichmembersofaclassaretobedetermined.

(2)Thetermsofatrustmayprovide丘)rtheadditionofapersonasabene五ciaryorthe

exclusionofal)eneficiaryfrombenefit.

(3)S醐ectto剛graph(9)ofArdcle26,the缶 ㎜sofa㎞stmayimposeupon

abene血ciaryanobUga60nasacondi廿onfbrbenefit.

(4)Abeneficiarymaydisclaimhiswholeinterest

(5)Adisclaimerunderparagraph(4)shallbeirrevocable.

(6)Subjecttothetermsofthetrust,abene五ciarymaydisclaimpartofhisinterest.

(7)Paragraph(6)shallapplywhetherornotthebeneficiaryhasreceivedsome

benefit丘omhisinterest.

(8)Adisclaimershallbeinwriting.

(9)S山lecttothetermsofthetrust,adisclaimermadeunderparagraph(6)maybe

temporaryand,迂soprovidedinthewH廿ngef企c廿ngthediscla㎞eちshallbecapableof

revocationinthemannerandunderthecircumstancesthereinmentionedorre允rredto .

(10)Theinterestofabeneficiaryshallconstitutemoveableprope血

(11)S画ecttothetermsofthe㎞st,abene丘cialymayse11,pledge,cha㎎e,trans飴ror

otherwisedealwithhisinterestinanymanner

(12)Asettlororatrusteeofatrustmayalsobeabeneficiaryofthetmst.

ARTICLE10VaHdityofaJerseytrust

(1)Subjecttoparagraphs(2)and(3),atrustshallbevalidandenfbrceablein

accordancewithitsterms.

(2)SubjecttoArticle10/Latrustshallbeinvalid－
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(a)totheextentthat-

(i)itpurportstodoanythingthedoingofwllichiscontrarytothelawofJersey;or

(ii)趾purportstoco蛎ranyr㎏htorpowerorimposeanyobUgadontheexerciseor

canyingoutofwhi(力iscontrarytothelawofJersey;or

(Ui)itpuΦo酪to叩PWec酎toi㎜ ㎝eableprope吻si白 班edmJers町;or

(コ1V)趾iscreated五)rapurl〕oseinrela60ntov由ichthereisnobene血ciary,notbe血9

adhariぬblepurPose;

(b)totheextentthatthecourtdeclaresthat-

(i)thetrustwasestabUshedbydllress,丘aud,mistake,mdueinnuen㏄,

misrepresentaUon,orinbreachof血duciaryduty;or

(ii)血e㎞stisi㎜or訓orcon仕a卵pubncpo恒or

(i五)血etemso抽em1就aresouncer佐 血thatitsperb㎝ ㎜ceisrendered㎞possible.

(3)Whereatrustiscreatedjbrtwoormorepllrposesofwhichsomearelaw血land

othersa『eunlawfUl-

(a)江thosepurposescamotbeseparatedthetrustsh姐beinv曲d;

(b)wheretllosepurposescanbeseparatedthecollrtmaydeclarethatthetrustisva血d

astothepurposeswhicharelawfU1.

(4)Whereatnlstispartiallyinvalidthecourtmaydeclarewhatpropertyistrust

prope仕y～andwhatproper㎏isnottrustprope醇

(5)冊ereclause(Ui)ofsub-paragraph(a)ofparagraph(2)apPnes,anypersonin

頑om也e聞etosuchi㎜o疏1eprope吻isves紀dsh姐notbe,md緬notbe

deemedtobe,atrusteeofsuchimmoveableproper寧

(6)PropeHyastowhichatrustiswhollyorpar目a皿yinvaUdSha皿,su1刀ecttoparagraph

(5)andsu1吋ecttoanyorderofthecourt,beheldbythetrustee㎞trust丘)rtheset血or

absolutelyorifheisdeadfbrhispersonalrepresenta吐ve・

(7)Inparagraph(6)"setdor"meanstheparU㎝1arpersonwhoprovided

thepropertyastowhichthetrustiswhollyorpa血a皿yinvalid.

(8)Anapplica廿ontothecourtunderthisArticlemaybemadebyanypersonre飴rred

toinparagraph(3)ofAr6cle47.
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ARIICIE10ATrustsibr皿on℃hadtablepurposes

Atrustsllallnotbe㎞alidtoanyextentbyreasonofclallse(iv)ofsllb-paragraph(a)of

paragraph(2)ofA血de10正 出etemsofdle㎞stproWde㊤rthe叩poin血nentof

anenfbrceri皿rela血ontoitsnonChad伍blep111poses,andfbrtheappoin㎞entofanew

enfbrceratanytimewhenthereisnone.

ARTICIE10BEn丘 〕rcers

(1)Itsha皿bethedutyofanenfbrcertoel血)rcethetrusti皿re㎞ontoitsnon-

charitablep皿rPoses.

(2)TheapPointmentofapersonasenfbrcerofatrustinrela60ntoitsnon℃haritable

purposessha皿nothaveef飴ctifheisalsoatrus托eofthetrust

(3)Paragraph(4)ofAr6cle17sha皿apP1㎏toanen五)rcerasif廿1ereference血sub-

paragraph(b)ofthatparagraphto`atrustee'wereare白renceto`anen血)rceピand

therefbrencesinthatsub-paragraphto航istrusteeship'and`suchtr皿steeship'wereboth

referencesto`hisapPointmenτ.

ARnCLE10CResignationorremov訓ofen丘)rcer

(1)S叫jecttoparagraph(3),anenforcermayresignlliso血cebynoticeinwr血ng

de㎞eredtothetr【1stee.

(2)Aresignationtakeseffectonthedeliveryofnoticeinaccordancewithparagraph

(1).

(3)Aresignationgivenmordertofacilitateabreachoftrustsllallbeofnoeffbct.

(4)Anen五 〕rcershallceaset{〕been五)rcerofthetrustinrela価ontoitsno]㏄haritable

p岬o㏄si㎜edi卿upon-

(a)hisremovaHromo血 ㏄bythecourt;

(b)11isresigna目onbecominge価ec仕ve;

(c)血econ血gintoe輪tofapr(旭sioninthete㎝sofatmstunderwhichheis

removedfromo血ceorotherwiseceasestoholdof6ce;or

(d)11is叩po㎞tmentasatrusteeofthetrust
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ARTICLEllDurationofaJerseytrust

(1)Subjecttoparagraph(2),atrustmaycontinueuntiltheonehundredth

annivers田yo斑1edateonwhichitcameintoexistenceand面otsoonerte㎝inatedshall

thenterminate.

(2)Paragraph(1)sh訓lnotapPlytoatrust五)racharitablepurpose.

4ρPo沈 伽 ¢忽ち 螂 陀批 κオαμ44`s吻 摺¢㎡ 酩 ∫オθθ∫.

ARTICLE12Numberoftrustees

(1)Sublecttothete㎝softhetrusちthenumberoftrusteesshalll)enotlessthantwo,

unlessonlyonetrusteewasoriginallyapPointed.

(2)Wherethereisnotrusteeorlesstllanthenumberrequiredunderparagraph(1)

atrustshallnotfailonthataccount.

ARTICIE13Appointmentoutofcourtofneworadditionaltnlstee

(1)Wherethetermsofatrustcontainnoprovisionfbrtheappointmentofanewor

additionaltnlstee-thetrusteesfbrthetimebeingorthelastremainingtnlsteeor

thepersonalrepresentativeortheliquidatorofthelastremainingtrusteemayappointa

neworadditionaltrustee.

(2)Su旬ecttothete㎜softhetrust,atrusteeappointedunderthisA由clesh品lh翻e

thes㎜epowers,discretionsanddutiesandmayactasifhehadbeenoriginallyappointed

atlllstee.

(3)Atrusteehavingpowertoappointanewtrusteewhofailstoexercisesuchpower

mayl)eremoved丘omof丘cebythecourt.

(4)Ontheappointmentofaneworadditionaltrusteeanythingrequisiteforvesting

thetrustpropertyinthetnlsteesfbrthetimebeingofthetrustshallbedone.

ARTICLE14Prohibitionofrenunciationaneraccepta皿ce

(1)Nopersonshallbeobligedtoacceptappohltmentasatrustee,butapersonwho
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㎞owinglydoesanyactorthinginrelationtothetrustpropertyconsistentwiththestatus

ofatnlsteeofthatpropertyshallbedeemedtohaveacceptedappointmentasatrustee.

(2)ApersonWhohasnotacceptedandisnotdeemedtohaveacceptedappointmentas

atrusteemaydisclaimsuchappoin㎞entwithinareasonableperiodoftimeafter

becomingawareofitbynoticeinwritingtothesettlorortothetrustees.

(3)Ifthesettlorisdeadorcannotbefoundandtherearenoothertrusteesapersonto

whomparagraph(2)appliesmayapplytothecourtfbrrelieffromhisappointmentand

thecourtmaymakesuchorderasitthinksfit.

ARTICLE15Resignationorremovalof㎞stee

(1)Subjecttoparagraph(3),atnlstee,notbeingasoletrustee,mayresignhiso伍ce

bynoticeinwritingdeliveredtohisco-trustees.

(2)Aresignationtakeseffectonthedeliveryofnoticeinaccordancewithparagraph

(1).

(3)Aresignation-

(a)giveninordertofacilitateabreachoftrust;or

(b)whichwouldresultintherebeingnotrusteeorfewerthanthenumberoftrustees

requiredunderparagraph(1)ofArdcle12,

shallhavenoef飴ct.

(4)Atnlsteeshallceasetol〕eatnlsteeofthetrustimmediatelyupon-

(a)hisremovalfromof丘cebythecourt;or

(1))hisresignationbecomingeffective;or

(c)thecomingintoef{もctofaprovisioninthetemlsofatrustunderwhichheis

removed丘omof且ceorotherwiseceasestoholdhisof丘ce.

(5)ApersonwhoceasestobeatrusteeunderthisArticleshallconcurinexecutingall

documentsnecessaryfbrthevestingofthetrustpropertyintheneworcontinuing

trustees.

ARrlCLE16Positionofcontinuingtnlsteesonreductioninnumberoftrustees
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Su厨ect勒e仕msof血e㎞ 鴎 品ere血en㎜berof㎞s缶es副sbelow血e輌um

numberrequiredllnderparagraph(1)ofA]血cle12,therequiredn1血berofnew

㎞steessh訓lbeappoi血edmdun血1suchn血im㎜numberisreached也esu㎡ 血gor

cont㎞uingtrusteessha皿actonlyrfOrthepurposeofpreservhlgthetrustproper㎏

Dμ蹴 ㎡ 槻sオeεs

ARTICLE17Dutiesof㎞stee

(1)Atrusteeshallintheexe㎝tionofhisdutiesandintheexerciseofhispowersand

discretions-

(a)act-

(i)withduedi五gence;

(ii)aswouldaprudentperson;

(iii)tothebestofllisabiHtyand剖 ㎞皿;and

(b)observetheutmostgoodfaith.

(2)Su句ecttothisLaWatrusteeshaUcarryoutandadnlmisterthetrustinaccordance

withitstems.

(3)Sul∂ecttothetermsofthetrust,atrus忙esha皿 一

(a)sof泣asisreasonablepreservethevalueofthetrustproperty;

(b)sofarasisreasonableenhancethevalueofthetrustprope醇

(4)]Ekcept-

(a)withtheapProvalofthecourCor

(b)aspe㎜ittedbythisLaworexpresdyprovidedbythetemlsofthetnlst;

atrUSteeSha皿nOt-

(i)directlyorindirectlypro五t丘omhistrusteeship;or

(ii)causeorpermitmyotherpersontoprofitdirectlyorindirectlyfromsuch

trusteeship;or

(iii)onhisownaccountenterintoanytransa《 泊onwiththetrusteesorrelatingto

thetrustpropertywllicllmayresultinsllchpro五t
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(5)Atrusteeshallkeepaccurateaccountsandrecordsofhistrusteeship.

(6)Atrusteeshallkeeptrustprope茸yseparatefromhispersonalpropertyand

separate】yidellt近ablefromanyotherpropedyofwhichheisatrustee.

(7)Atrusteeofa㎞st㊤rnon℃h田 元tablepurposesshall,atanyt㎞ewhenthereisno

enfbrcerinrelationtothem,ねkesuchstepsasmaybenecessarytosecure

theapPoin㎞entofanewenfbrcer.

(8)1V凸erethetrusteeofatrust五)rnon-charitablepurposeshasreasontobelievethat

theenfbrcerinrelationtothemisunwillingorrefUsestoact,orisunfittoactorincapable

ofacting,heshallapp]ytothecourtfbrtheremovaloftheenfbrcerandtheappointment

ofarephcement.

ARTICIE18Dutyofco-trusteestoacttogether

(1)Su吋ecttothetemlsofthetrustwherethereismorethanonetrusteeall

the㎞steesshaUjoininperfOrmingthetrust.

(2)Suhjecttoparagraph(3),wherethereismorethanonetnlsteenopoweror

discre廿ongiventothetrusteessha111)eexercisedunlessallthetrusteesagreeonits

コ
exerClse.

(3)Thetermsofatrustmayempowertrusteestoactbyam司oritybutatrusteewho

dissents丘omadecisionofthemalorityofthetrusteesmayrequirehisdissenttobe

recordedhlwriting.

ARTICLE191mpartialityoftnlstee

Sublecttothetermsofthetnlst,wherethereismorethanonebene五ciary,ormorethan

onepurpose,oratleastonebene丘ciaryandatleastonepurpose,atrusteesh凪lbe

impartialandshallnotexecutethetnlstfbrtheadvantageofoneattheexpenseof

another.

一173一



Gθπ醐 」ρo釦撚 ㎡ 酩s彪6s

ART【CIE20Powersoftrustee

(1)Su吋ecttothe民msofthetnlstands両e由ohisdu廿esunder血s1珊atrustee

shamnre励ontothetmstprope醇haveallthesamepowersasanaturalpersonac廿 ㎎

asthebene五ci訓o㎜erofsuchprol肥r㎏

(2)Atrusteeshallexercisehispowerso㎡yintheinterestsofthebene丘dariesandhl

accordancewiththetermsofthetrust

(3)Thetemlsofatrustmayrequireatnlst㏄toobt血theconsentofsomeother

personbeforeexercismgapoweroradiscretion.

(4)Apersonwhoconsentsasprovidedinparagraph(3)shallnotbyvi血1eofso

doingbedeemedtobeatrustee.

ARrICLE21Delega60nbytrustee

(1)AtrusteeshallnotdelegatehispowerstmlesspermittedtodosobythisLaworby

the杷msof血etnlst.

(2)Excel帆herethete㎜sof血etrustspedMyproWdeto血ecoI蜘y,atrustee-

(a)m可deleg砲nmagementoftnlstproperけtoandemp1【Winves㎞entmanagers

whomthetrusteereasonablyconsidersconlpetentandqua1血edtomanagethe㎞es㎞ent

oftrustproper旬;and

(b)mayemployaccountants,advocales,a仕omeys,bankers,brokers,custod㎞s,

investmentadvisers,nom㎞ees,propertyagents,solidtorsandolherprofessionalagentsor

personstoactmrelationtoanyoftheaff曲softhetrustortoholdanyofthetrust

pmper寧

(3)A㎞steesha皿notbeUablefbrmylosstothetrllstadsingfromadelegationor

appointmentunderparagraph(2)who,ingood血ithandwithoutneglect,makessllch

delega60norapPointmentorpermitsthecon6nua60nthereof.

(4)Atrusteemayallthoriseapersonreferredtohlparagraph(2)toret血any

comlnissionorotherpaylnentusualhrpayableinrek血ontoanytransac丘on.
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ARTICLE22Remunerationandexpensesoftrustee

(1)Unlessauthorisedby-

(a)thetermsofthetrust;or

(b)theconsentinwri6ngofallofthebene五ciaries;or

(c)anyorderofthecourt;

atrusteeshallnotbeentitledtoremunerationfbrhisservices.

(2)Atrusteemayre㎞bursehimse丘outofthetnlstibrorpayoutofthetrustall

expensesandliabilitiesreasonabbrincurredinconnexionwiththetrust .

ARTICLE23Powertoappropriate

Subjecttodlete㎜softhetrust,atrusteemay,widlout也econsentofanybene丘ci田y
,

appropriate㎞stpropertyinortowardssatisfactionoftheinterestofabene五ciaryinsuch

mannerandinaccordancewithsuchvaluationashethinksfit.

皿ICIE24Corporatetrusteeac6ngbyresolution

Acorporatetnlsteemay-

(a)actinconnexionwithatrustbyaresolutionofsuchcorporatetrusteeorofits

boardofdirectorsorothergoverningbody;or

(b)bysucharesolutionappointoneormoreofitsof丘cersoremployeestoactonits

behalfinconnexionwiththetrust.

ARrICLE25Trusteemayrefusetomakedisclosure

subjecttothetermsofthetmstandsublecttoanyorderofthecourt,atrusteeshallnot

berequiredtodisclosetoanyperson,anydocumentwhich-

(a)discloseshisdeliberationsastothemannerinwhichhehasexercisedapoweror

discretionorperfomedadutyconferredorimposeduponhim;or

(b)disclosesthereason丘)ranyparticularexerciseofsuchpowerordiscretionor

perfbrmanceofdutyorthematerialuponwhichsuchreasonshallormighthavebeen

based;or
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(c)relatestotheexeI℃iseorproposedexerciseofsuchpowerordiscretionor

theperbrm飽ceorproposedper㎞ ㎜anceofsuchdu旬;or

(d)relatestoorformspartoftheaccountsofthetrust,

unless,inacasetowhichsub-paragraph(d)appUes,thatpersonisabeneficiaryunder

thetmstnotbeingachad培orach田i旬whichisre飴rredtobynameinthetemsof血e

trustasabene五ciaryunderthetrustortheenfOrcer㎞reladontoanynon-charitable

purposesofthetrust.

肋 蹴 砂力γ6w励 ㎡'蹴 重

皿ICLE261」a1)ilityfbrbreachof㎞st

(A1)SψlecttothisLawandtothetermsofthetrust,atrusteesha皿1⊃eHablefbr

abreachoftrustcommittedbyhimorinwhichhehascollcurred.

(1)AtrusteewhoisHablefbrabre㏄hoftrustsha皿beliableft[r-

(a)thelossordeprecia目oninvalueofthetnlstpropertyresultingfromsuchbreach;

and

(b)theprofiLifany}whichw皿1dhaveaccruedtothetrustpropertyiftherehadbeen

nosuchbreach.

(2)Wheretherearetwoormorebreachesoftnlst,atrusteeshallnotsetoffagain

丘om皿el)reachoftnlstagainstalossresulti㎎fromanotherbreachoftrust.

(3)Atrusteeshallnotbeliablefbrabreachoftnlstcommittedpriortohis

appoin㎞ent,江suchbreachoftnlstwascommi仕edbysomeotherperson.

(4)AtrusteeshallnotbeHable五}rabreachoftrustcommittedbyaco-trusteeunless-

(a)hebecomes酬 肛eoroughtωh鋼ebecome卵 紅eof血eco㎜issionofsuch

breachorofthe㎞tentionofhisco-trusteetocomlnitabreachoftrust;and

(b)heactivelyconcealssuchbreachorsuchintentionor垣1swith㎞areasonabletime

totakeproperstepstoprotectorrestorethetrustproper取orpreventsuchl)reach.

(5)Abeneficiarymay-

(a)reneveatrusteeofHabiUtytohimfOrabreadloftnlst;
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(b)

(6)

(a)

(b)

(c)

(7)

liablejointbr

(8)

shalltak

(9)

Uability

negligence.

(10)ThisAr6cleisinaddiUontoAr6cle52

aCOIPOratetrUStee).

indemn茸yatrusteeagainstIiabilityforabreachoftrust.

Paragraph(5)shallnotapPlyunlessthebeneficiary-

haslegalcapacity;

hasfull㎞owledgeofallmaterialfacts;and

isnotimproperlyinducedbythetrusteetotakeactionunderparagraph(5).

Wheretwoormoretrusteesareliableinrespectofabreachoftrust,theyshallbe

andseverall}た

Atrusteewhobecomesawareofabreachoftrusttowhichparagraph(3)relates

eallreasonablestepstohavesuchbreachremedied.

Nothinginthetemlsofatrustshallrelieve,releaseorexonerateatnlsteefrom

五)rbreachoftrustarisingfromhisownfraud,wi血1misconductorgross

(whichrelatestotheHabilityofdirectorsof

ぽnCLE27Trusteeactinginrespectofmorethanonetrust

(1)AtrusteeactingfOrthepurposesofmorethanonetrustshallnot,intheabsenceof

fraud,1〕ea価ectedbynoticeofanyinstrument,matter,factorthinginrelationtoany

particulartrustifhehasobtainednoticeofitbyreasonofhisadingorhavingacted丘)r

thepurposesofanothertrust.

(2)A㎞1steeofatrustshalldisclosetohisc(}trusteeanyinterestwhichhehasas

trusteeofanothertrust,江anytransactioninrelationtothefirstmentionedtrustistol〕e

enteredintowiththetrusteeofsuchothertrust.

ARTICIE28Dealingsbytrusteewithotherparties

(1)Su句ecttoparagraph(2),whereinanytransactionormatteraifectingatrust

atrusteeinfb㎝sanotherpartytothetransactionormatterthatheisactingastnlstee,

aclaimbysuchotherpa1‡yinrelationtothattransactionormattershallextendonlyto

thetrustprope埠
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(2)Noth㎞ginparagraph(1)sha]1a丘ecttheliabnityofa㎞steejbrbreachoftrusL

(3)Whereinanysudltransactionormatterasisreferredtoinparagraph(1),

atrusteefaHstoinfo】rmsudhotherpartythatheisact㎞gastrusもeeandthatpartyis

otherwiseunawareof駕thetrusteesha皿 一

(a)bepersonalbrU戚 〕1etosuchotherparWinrespectthereotand

(b)havearightofr㏄oursetothetrustproperlybywayofindemnityagainstslldl

personall塩bili取

ARTICLE29Construc伽etrllstee

(1)S山1㏄ttoparagraph(2),whereaperson(inthisAr6dereferredtoas

aconstnlc6vetnlstee)makesorreceivesanyprofiLgainoradvantage廿omabreachof

trustheshaUbedeemedtobeatrusteeofthatprof仏gain,oradvantage.

(2)Paragraph(1)sh訓1notapPlytoabona血depurdhaserofproper⑲ 五)rvalueand

withoutno6ceofabreachoftrusL

(3)ApersonwhoisorbecomesaconstructivetnlsteeshalldeHverupthepropertyof

whi(三hheisaconstruc6vetnlsteetothepersonpropedyentiUedto比

(4)ThisAr口clesha皿notbeconstruedasexcludinganyother'cesunder

whichapersonmaybeorbecomeaconstnlctivetnlstee.

ARTICIE30Positionofou㎏oingtrus1蛤e

(1)S画ecttoparagraph(1A),whena㎞steeresigns,retiresorisremoved,heshan

dubrsuπen【lertrustpropertyinhispossessionorunderlliscontroL

(lA)Atrusteewhoresigns,retiresorisremovedmayreq1血etobeprovidedwith

reasonablesecurityfbrnabili丘esv由etherexisthlgfut皿recontingentorotherwisebefore

surrende血gtrustproper㎏

(2)Atrusteewhoresigns,retiresorisremovedandhascompnedwithparagraph(1)

shallbereleasedfromliabi血tytoanybene五cia巧 元,trusteeorpersoninterested皿derthe

trust五)ranyactoromissioninrek血ontothetrustpropertyorhisdutyasatrustee

exceptUabiu1苦
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(a)arising廿omanybreachoftnlsttowhichsuch㎞stee(orinthecaseof

acorporatetrusteeanyofitsof6cersoremployees)wasapadyortowhichhewas

コ 　

pnvy・

(b)in・e・pect・fac6・nsbrec・ve・ 丘・m・uchtru・ 缶 ・(・ ・mthecase・fa・ ・rP。rate

trusteemyofitsof丘cersoremployees)trustproperlyortheproceedsoftrustproperlyin

thepossessionofsuch㎞stee,of6cersoremployees .

乃oオec伽Z欄 紘 伽s輌 漉 ㈱ ㍍ απ4¢¢噺 妙oω ぴ

ARTICIE31Spendthr近orprotectivetrust

(1)Thetermsofatnlstmaymaketheinterestofabeneficiaryliabletotermination .

(2)Wi也 ・ut醐udice加 也egene・ 血1y・fparag鋤(1),血e飴 ㎝ ・ ・fa㎞ ・tm・y

maketheinterestofabeneficiaryintheincomeorcapitalofthe㎞stproperlysublectto-

(a)arestridiononaHena60nordisposa1;or

(b)di㎡nu60nor捷nnin血onin也eeventof血ebene五ci町beco血ngb皿 ㎞ptor皿y

ofllispropenybecomingHabletosequestra60nfbrthebene血toflliscreditors .

(3)Atrustunderwhichtheinterestofabeneficiaryissψlecttorestriclion,dimi皿tion

ortermhlahonunderparagraph(2)isaSPendthri丑orprotect節etrust .

(4)Aprovisioninthete㎜sofatmstrequi亘ng血einterestofabene血ci田yintrust

proper口rtobehelduponaspendth】 ㎡torprotectivetrustsha皿beconstruedas

arequirementthattheinterestofthebene五ciarybesψlectedtorestriction
,diminutionor

仕 ㎝in甜onasmen60nedinp訂agraph(2).

ARTICLE32Classinterests

(1)Su1カecttothete]㎜sofatrust,the丘 〕llow㎞grulessha皿apPbwhereatrustoran

interesttmderatrustisinfavourofadassofpersons-

Rulel

Aclasscloseswhenitisnolongerpossiblefbrmyotherpersontobecomeamember

oftheclass.
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Rule2.

Awomanwhoisovertheageof且 且y亜veyearsshallbedeemedtobenolongercapable

ofbear㎞gachild.

RUIe3.

Whereanyclassinterestrelatestoincomeandfbranyperiodthereisnomemberofthe

classinexistencetheincomeshalll〕eaccumlllatedand,subjecttoArticle11,sllallbe

retaineduntilthereisamemberoftheclassinexistenceortheclasscloses.

(2)InthisA㎡icle"classinterest"meansatnlstoraninterestunderatrustwhichis

infavourofaclassofpersons.

佃TICIE33Powertoprovide㊤rv曲60noftemsoftrust

(1)Thete㎝sofa1㎞stmaybevahedinanymannerprovidedbyi幅te㎜s.

(2)ThjsArticleisinaddi60ntoArticle43(whichprovidesfbrthevariationof

thetermsofaJerseytrustbythecourt).

A訂ICLE34Powerofac㎝mula60nandadvancement

(1)S両ecttoArticle11,thetemlsofatnlstmaydirectorauthorizetheaccumula60n

fbranyperiodofallorpartoftheincomeofthetnlst

(2)S両edtoparagraph(3),incomeof血e血stwhichisnotacc㎜ula忙dunder

paragr邸)h(1)shallbedistributed.

(3)Sublecttothete㎜softhe㎞standsu句ecttoanypnorinterestsorcharges

討fec廿 ㎎thetnlstproper{那whereabene五cialyisaminorandwhetherornothisinterest

(a)

(b)

(i)

(ii)

(iU)

isavestedinterest;or

isaninterestwhidlwi皿becomevested-

ona瓢ni㎎theageofm司ori蚊;or

atanylaterage;Or

uponthehapPeningofanyevenL

thetrusteemay－
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(A)ac㎝mulatetheincomeattributal)letotheinterestofsuchbeneficiarypending

theattainmentoftheageofm司orilyorsuchlaterageorthehappeningofsuchevent;

(B)applysuchincomeorpartofittoorfbrthemaintenance,educationorotherbene丘t

ofsuchbeneficiary;

(C)advanceorapPropriatetoorfbrthebene血tofanysuch1)ene五ciarysuchinterestor

partofsuchinterest.

(4)ThereceiptofaparentorthelawfUlg皿ardianofabene五ciarywhoisaminorshall

beasuf丘cientdischargetothetrusteefbrapaymentmadeunderparagraph(3).

(5)Su句ecttothetermsofthetrustandsubjecttoanypriorinterestsorch㎎es

a丘ectingthetrustproper培thetrusteemayadvanceorapplyfbrthebenefitof

al)ene丘ciarypartofthetrustpropertypriortothedateofthehappeningoftheeventupon

thehappeningofwhichthebeneficiarybecomesentitledabsolutelythereto .

(6)AnypartofthetrustpropertyadvancedorapPhedunderparagraph(5)shallbe

broughtintoaccountindetermining丘omtimetotimetheshareofthebeneficiarym

thetrustproper蚊

(7)Nopartofthetrustpropertyadvancedorappliedunderparagraph(5)shall

exceedthepresumptive,contingentorvestedshareofthebene五ciaryinthetrustproper取

ARTICLE35Powerofappoh1口nent

Thete㎜sofatrustmaycon掩ronthetrusteeoranyotherpersonpowertoappointor

assignalloranypartofthetrustpropertyoranyinterestinthetrustproperty-to,orto

trlusteesfbrthebenefito£anyperson,whetherornotsuchpersonwasabeneficiaryof

廿letrustimmediatelypriortosuchapPointmentorassignment.

ARrlCLE36Powerofrevocation

(1)Atrustandanyexerciseofapowerunderatrustmaybeexpressedtobe-

(a)revocablewhetherwhollyorpardy;or

(b)capableofvariation.

(2)Nosuchrevoca廿onorvariationshallpr司11diceanythinglawfUllydonebyatrustee
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inrela60ntoatrustbe五)rehereceivesno6ceofsuchrevocationorvariation.

(3)Sψlecttothetermsofthetrust,ifitisrevokedthetnlsteeshallholdthetrust

propertyintrustfbrthesetUorabsolute㎏

(4)Whereatrustispartlyrevokedparagraph(3)shallapplytothepropertywhichis

thesublectofsuchrevocation.

(5)Inparagraph(3)'`setUor"meanstheparticularpersonwhoprovided

thepropertywhichisthesubjectofrevocation.

ARTICLE37Powertoprovidefbrchangeofproperlaw

Thetermsofatrustmayprovidefbrtheproperlawofthetrusttobechangedfromthe

lawofJerseytothelawofanotherjurisdic60n.

Failure,lapseandte㎜in姐onoftrusts

施 物 γ2コψ ∫¢αμ4'e㎜ 吻 ガoπ げ ∫蹴 お

ARTICIE38Failureorlapseofinterest

(1)Subjecttothetermsofatrustandsublecttoanyorderofthecourt,where-

(a)aninterestlapses;or

(b)atrustterminates;or

(c)thereisnobeneficiaryandnopersonwhocanbecomeabeneficiaryinaccordance

with也etemsofthetmst;or

(d)propenyisvestedinapersonwhichisnotfbrhissolebenefitandthetrustsllpon

whichheistoholdthepropertyarenotdeclaredorcommunicatedtohim,

theinterestorpropertyajfectedbysuchlapse,termhlation,1ackofbeneficiaryorlackof

declarationorcommunicationoftrustsshallbeheldbythetrusteeorthepersonre掩rred

toinsub-paragraph(d),asthecasemaybe,intnlstfbrthesetdorabsolutelyorifheis

deadforhispersonalrepresentaHve.

(2)V間hereanmterestorpropertyisheld1)ythetrusteeforapurposewhichhasceased

toexistorisnolongerapPlicable,thatinterestorpropertyshallbeheld五)rsuchother
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purposeasthecourtmaydeclaretobeconsistentwiththeoriginalintentionofthesettlor

(3)Inparagraphs(1)and(2)"setUor"meanstheparticularpersonwhoprovided

theinterestorpropertyaf6ectedasmentionedinparagraph(1) .

(4)・ ㎞apPlica6・nt・ 血ec・u蝋nde・ 血i・A㎡ ・1・m町bemadeby血 ・ 飽 ・・ney

General.

ARrlCLE39T已rminationofaJerseytrust

(1)Onthete㎜ma60nofatrustthetnlstprop輌shdlbedis杣u回by也e㎞stee

widlinareasonable廿meinaccordancewiththetemsofthe口usttothepersonsen6Ued

thereto.

(2)Notwithstandingparagraph(1),thetnlsteemayrequiretobeprovidedwith

reasonablesecurityforHabi五6eswhetherexis6ngfUtureconthlgentorotherwisebefbre

distdbutingtrustproper㎏

(3)Withoutpr司udicetothepowersofthecourtunderparagraph(4)and

no加 也sセmdingthetemsofthe㎞st,where訓lthebene五ci頭esareinexis缶nceand

havebeenasce虚 血edandnoneareinterdictsorminorstheymayrequirethetrusteeto

terminatethetrustanddistributethetrustpropertyamongthem .

(4)Thecourtmay-

(a)requirethetrusteetodistdbutethetrustproperty;or

(b){肚ectthetrusteenottodistributethetrustproperty;or

(c)makesuchotherorderasitthinksfit.

(5)InthisAr6cle``liabili6es"includescontingentliabi五6es.

(6)AnapplicationtothecourtunderthisArticlemaybemadebyanypersonre飴rred

toinparagraph(3)ofAr吐cle47.
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正b"惚 ㎡ 功eτo碗

ARTICIE40Appointmentofresidenttrustee

(1)Wherethereisno㎞steeresidentinJerseyabene血ciarymayapPlytothecourt

fbrtheapPointmentofapersonnonUnated五)rthepurpose㎞theaPpnca廿on,whosha皿be

apersonwhoresidesinJerse那asanadditionaltrustee.

(2)Thecourt-

(a)uponbehlgsadsfiedthatnoticeoftheapPUca60nbythebene血ciaryhasbeen

serveduponthetrustees;

(b)havingheardmyrepresentationsmadebythetnlsteesoranyotherbeneficiary;

and

(c)havhlgascertahledthatthepersonnominatedfbrthepurpDseintheapP五cationis

wi皿ingtoa《 土

maymakeanorderappointingsuchpersonasanaddidonaltrustee.

ARTIC工E41Powertorelievetrustee丘ompersonalliab皿i取

(1)ThecourtmayreHeveatrusteeeitherwhollyorpardyfrompersonalliabilityIbr

abreachof㎞stwhereitapPearstothecourtthat-

(a)heisormaybepersonallyUablefOrthebreaChoftrust;

(b)hehasactedhones山randreasonably;

(c)heoughtfah-ly・tobeexcused-

(i)fbrthebreachoftrust;or

(ii)Ibromitd㎎toobtainthedirec60nsofthecourtinthema仕erinwhichsuchbreach

arose.

(2)Paragraph(1)Shallapplywhetherthetransactionallegedtobeabreachoftmst

occurredbe五)reorafterthecommencementofthis】Law

ARnCE42Power㎞m止ebene五ci孤yinde㎜i馳rbreachof㎞st

(1)Whereatnlsteecommitsabreachoftrustattheinstiga60norattherequestor
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withtheconsentofabeneficiar況thecourtmaybyorderimpoundallorpartof

theinterestofthebene丘ciaryl)ywayofindemnitytothetrusteeoranypersonclaiming

throughhim.

(2)Paragraph(1)applieswhetherornotsuchbeneficiaryisaminororaninterdict.

ARrIC]LE43VariationoftermsofaJerseytrustbythecourtandapProvalofparUcular

transac廿ons

(1)Sψjecttoparagraph(2),thecourtma脇ifitthinks血t,byorderapproveonbehahl

of-

(a)aminororinterdicthaving,directlyorindirectly,aninterest,whethervestedor

con廿ngent,underthetrust;or

(b)anyperson,whetherascertainedornot,whomaybecomeentitled,directlyor

indirectl】 匹toaninterestunderthetrustasbeingatafuturedateoronthehapPeningof

afUtureeventapersonofanyspec近eddescriptionoramemberofanyspecifiedclassof

persons;or

(c)anypersonunbom;or

(d)anypersoninrespectofanyinterestofhisthatmayarisebyreasonofany

discretionarypowergiventoanyoneonthefailureordeterminationofanye)dsting

interesttllathasnotfailedordetermined,

anyarrangement,1)ywhomsoeverproposedandwhetherornotthereisanyotherperson

beneficiallyinterestedwhoiscapableofassentingthereto,varyingorrevokingaUorany

ofthetermsofthetrustorenlargingthepowersofthetrusteeofmanagingor

administeringanyofthetrustproper㎏

(2)Thecourtshallnotapproveanarrangementonbehalfofanypersoncomingwithin

sub-paragraph(a),(b)or(c)ofparagraph(1)unlessthecarryingoutthereofappears

tobefbrthebene丘tofthatperson.

(3)Whereinthemanagementoradministrationofatnlst,anysale,lease,pledge,

charge,surrendeちreleaseorotherdisposi60n,oranypurchase,inves㎞ent,acquisition,

expenditureorothertransactionisintheopinionofthecourtexpedientbutthesame
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c㎜otbee旋 由dbyreasonof血e加senceofmypower㊤r血atp岬ose⊇din

thetrusteebythetemsofthetrustorbylaw血ecourt鋼con飴ruponthetrustee

eithergenerallyorinanypa㎡cularch℃umstancesapowerjbrthatpurposeonsuchtems

andsψlecttosuchprovisionsandconditions,ifan部asthecourtthinksfitandmaydirect

inwhatmannerand丘omwhatpropertyanymoneyauthorisedtobeexpendedandthe

costsofanytransactionaretobepaidorbome.

(4)AnapplicaUontothecourtunderthisA垣clemaybemadebyanypersonre飴rred

toinparagraph(3)o〔fAr6de47.

PARrIIIPROVISIONSAPPUCA肌ETOAFOREIGNTRUSr

㎜ICIE44AppUca血onofPartIII

ThisPartofthisLawshallapplyonlytoafbreign1皿1st.

ARTICIE45Enfbrceabililyofa]breigntrust

(1)S醐ecttoparagraph(2),afbreigntrustsha皿beregardedasbei㎎govemedb部

andsha皿beinterpreted㎞accordancewithitsproperI㎜

(2)AlbreigntrustshaUbeunenfbrceableil1Jersey-

(a)totheextentthatitpurports-

(i)todoanythingthedoi皿gofwhichiscontrarytothelawofJersey;or

(●■u)toco皿 企ranyrightorpoweror㎞poseanyobUga60ntheexerciseorcarry㎞gout

ofwhidliscontrarytothelawofJersey;or

(iii)b輌d廿ec輌oi㎜ow加leprope吻si噸dinJersey;

(b)totheextentthatthecourtdedaresthatthetrustis㎞moralorcontrarytopubUc

poUcy

(3)V防ereclause(iii)ofsub-paragraI由(a)ofpar卿raph(2)綱PPUes,anypersonin

whomthetitletosudlimmoveablepropertyisvestedshannotbe,andsha皿notbe

deemedtobe,a㎞ 就eeofsu血i㎜we沁1eprope晦
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PARTIVPROVISIONSOFGENERALAPP][JCATION

ARコ 互CLE46ApplicalionofPartIV

ThisPartofthislawshallapPlytoaJerseytrustand,totheextentthatthecontext

admits,shaUapPlytoafbreigntrust.

ARTICLE47Applicationstoandcertainpowersofthecourt

(ユ)AtrusteemayapplytothecourtIbrdirec廿onconcemingthemannerinWhichhe

mayorshouldactinco皿exionwithanymatterconcemingthetrustandthecourtmay

makesuchordeちifan況asitthinksfit.

(2)Thecourtma那ifitthinksfit-

(a)makeanorderconceming-

(i)theexecutionortheadministraUonofanytrust;or

(ii)thetrusteeofanytrust,indudinganorderrela6ngtotheexerciseofanypoweち

discretionordutyofthetrllstee,theappoin㎞entorremovalofatrustee ,

theremuneradonofa1㎞stee,thesubmissionofacco皿ts,theconductofthetrusteeand

payments,whetherpaymentsintocourtorothen頑se;

(iii)abene五ciaryoranypersonhavingaconnexionwiththetrust;

(iv)theappointmentorremovalofanen五)rcerinrelationtoanynon-charitable

purposesofthetrust;

(b)makeadeclarationastothevaUdityortheen五 〕rceabiUtyofatrust;

(c)rescindorvaryanyorderordeclarationmadeunderthisLaWormakeanynewor

fUrtherorderordeclaration.

(3)AnappUcationtothecourtfbranorderordeclarationunderparagraph(2)may

bemadebytheA仕orneyGeneralorbythetrustee,theenlbrcerorabeneficiaryoちwith

leaveofthecourt,byanyotherperson.

(4)Wherethecourtmakesanorderfbrtheappoin㎞entofatnlsteeitmayimpose

suchcondi60nsasitthinks丘t,includingcondilionsastothevesdngoftrustproperty

(5)Suhiecttoanyorderofthecourt,atrllsteeapPo㎞tedunderthisAr6cleshallhave
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thesamepowers,discretionsanddutiesandmayactas迂hehadbeenoriginallyappointed

asatrustee.

ARTICLE48Executionofinstrumentsbyorderofthecourt

Whereanypersonneglectsorrefusestocomplywithanorderofthecourtdirectinghim

toexecuteormakeanyconveyance,assignment,orotherdocumentorinstrumentor ジ
indorsement,forgivingef民cttoanyorderofthecourtunderthis】LaWthecourtma況on

suchterrロsandconditions,ifan脇asmaybejust,orderthattheconveyance,assignment,

orotherdocumentorinstrumentorindorsement,shallbeexecuted,madeordoneby

suchpers叩asthecourtnominatesfbrthepurpose,atthecostofthepersonindefault,or

otherwise,asthecourtdirects,andaconveyance,assignment,document,instnlmentor

indorsementsoexecuted,madeordoneshalloperateandbeforallpurposesavailableas

ifithadbeenexecuted,madeordonebythepersonoriginallyd錐ectedtoexecute,make

ordoit.

ARrlCLE49Paymentofcosts

Thecourtmayorderthecostsandexpensesofandincidentaltoanapplicationto

thecourtunderthisLawtoberaisedandpaidoutofthetrustpropertyortobeborneand

paidinsuchmannerandbysuchpersonsasitthinks丘t.

ARTICLE50Natureoftrustee'sestate,fbllowingtrustpropertyandinsolvencyoftrustee

(1)Subjecttoparagraph(2)一

(a)theinterestofatrusteeinthetnlstpropeHyislimitedtothatwhichisnecessary

fortheproperper丘)rmanceofthetrust;and

(b)suchproperlyshallnotbedeemedtofbrmpartofhisassets.

(2)Whereatrusteeisalsoabeneficiaryofthesametrust,paragraph(1)shallnot

apPlytohisinterestinthetrustpropertyasal)eneficiary.

(3)Withoutpr司udicetotheliabilityofatrusteefbrbreachoftrust,trustproperty

whichhasbeenalienatedorconvertedinbreachoftrustorthepropertyintowhichithas
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beenconvertedmaybefb皿owedandrecoveredunless-

(a)itisi皿thehandsofabona五depurchaserfbrvaluewithoutnoticeofabreachof

trllstoraperson(otherthanthetrusteehimselDderivingtitlethroughsuchaperson .

(4)Whereatrusteebecomesinsolventorupondistraint,executionoranysimilar

processoflawbeingmade,takenorusedagainstanyofhispropertyhiscreditorsshall

havenorightorclaimagainstthetrustproperlyexcepttotheextentthatthetrustee

himselfhasaclaimagainstthetnlstorhasabene五cialinterestinthetrust

ARTICIE51Protec60ntopersonsdeaUngwithtrustee

(1)Abonafidepurchaser五)rvaluewithoutactualnoticeofanybreachoftrust-

(a)maydealwithatnlsteeinrelationtotmstpropertyas江thetrusteewas

the1)ene五cialownerofthetrustproper句7;and

(b)shallnotbe唖ectedl)ythetrustsonwhichsuchpropertyishekL

(2)NopersonpayingoradvancingmoneytoatrusteeshaUbeconcernedtoseethat

suchmoneyiswanted,orthatnomorethaniswantedisraised
,orotherwiseasto

theproprietyofthetransactionortheappHcationofthemoney

ARTIC】E52LiabiUtyofdirectorsofacoIporatetrustee

(1)ThisArticleappliestoacorporatetrusteewhich,beingconstitutedoroperatedfbr

thepurposeofactingasatrustee(whetherornotitisalsoconstitutedoroperatedfbr

otherpurposes)一

(a)isatrusteeofaJerseytrust;or

(b)isresidentinJersey;or

(c)iscarry㎞gonbusinessinJerseyorfromanaddressinJersey

(2)Whereabreachoftrusthasbeencommittedbyacorporatetrusteetowhichthis

Articleapplies,everypersonwhoatthe6meofthecommissionofthebreachoftrustwas

adirectorofsuchcorporatetrusteeshallbedeemedtobeaguarantorofsuchcorporate

trusteemrespectofanypecuniarydamagesandcosts酬ardedbythecourtaga㎞stsuch

corporatetrusteeinrespectofsuchl)reach:
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ProvidedalwaysthattheCourtmayrelieveadirectoreitherwhollyorpardy丘ompersonal

liabiUtyasaguarantorofsuchcorporatelrusteewhereitappearstotheCourtthathe

ought垣flytobeexcused丘omsuc111iabiUt脇because-

(a)hehasprovedthathewasnotawareofsllchbreachoftrustbeingcontemplatedor

co㎜ 砒ed,皿dinbemgnotso胴 部e,wasnotbeh頭ng㎞arecMessorneg㎏ent

manner;or

(b)heexpresslyobiected,andexercisedsuch亘ghtsashehadbywayofvotingpower

orotherwiseasashareholder,directororothero血cerofthecompanysoastotryto

preventthecommissionofsuchbreachoftrust.

(3)Forthepurposesofparagraph(2)一

(a)"director"includesapersonoccupyingthepositionofdh・ectorbywhatevername

called,apersoninaccordancewithwhosedh℃ctionsorinstructionsthedirectorsof

thecorporationorofacorpora廿onofwhichitisasubsidiary(oranyofthem)are

accustomedtoact,andapersonwhoeitheraloneorwithorthroughanassociateis

entitledtoexerciseorcontroltheexerciseofonethirdormoreofthevotingpowerat

ageneralmeetingofthecorporationorofacorporationofwhichitisasubsidiary;

(b)"subsidia1プmeansacorporationinrespectofwhichanothercorporationis

entitledtoexerciseorcancontroltheexerciseofonethirdormoreofthevotingpower;

(c)whereusedinthisparagraph"associate"inrelationtoapersonmeansany

relative,partnerorotherpersonwhois,hasbeenormaybeh1血encedbythatperson.

ARTICIE53Limitationofactionsorprescription

(1)NoperiodofIimitationorprescriptionsh品1applytoanactionbroughtagainst

atrustee-

(a)inrespectofany丘audtowhichthetrusteewasapartyortowhichhewasprivy;

or

(1))torecoverfromthetrus缶etnlstproperty-

(i)㎞hispossession;or

(皿)underhiscontrol;or
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(iii)previouslyreceivedbyhimandconvertedtohisllse.

(2)Saveasprovidedi皿paragrap11(1),thepedodwithinwhidlanactionfbllndedon

breachoftrustmaybebroughtagainstatrusteebyabeneficiaryoranenfbrceris-

(a)threeyears丘omthedeliveryofthefinalaccountsofthetnlsttothebene五ciaryor

theenjbrceちor

(b)threeyears丘omthedateonwhichthebene五ciaryortheenfbrcerfksthas

㎞o耐edgeoftheoccurrenceofabreachoftrust,

whicheverpe亘odshallfirstbegintorun.

(3)Wherethebeneficiaryisaminortheperiodreferredtoinparagraph(2)shallnot

begintorunbefbrethedayonwhichthebeneficiaryceasestobeaminor.

(4)ThisArticledoesnotapplytoafbreigntrllstwhoseproperlawisthelawof

ajurisdictiontowhichtheConventiononthelawapplicableto㎞stsandonthe廿

recognition,signedatTheHaglleon20thOctolber1984,forthetimebeingextends.

PARTVSUP肌EMENTAL

ARrICLE54ApplicationofthisLaw

S11切ecttoArticle55,thisLawshallappIytotrustscons{itutedorcreatedeitherbefbreor

a仕erthecommencementofthisLaw

A皿IC]LE55Savingprovisions

(1)NothinginthisLawshall-

(a)abridgeora血ectthepowers,responsibiHdesordutiesunderanyprovisionoflawof

theViscountorany㎝ratoちtuteuちorspecialandgeneralattomey;

(b)a丘ectthelegalityorvalidityofanythingdonebeforethecommencementofthis

LawinrelationtoatrustexistingbefbrethecommencementofthisLaw;or

(c)a丘ectthelegalityorv甜dityofanytrustarisingfromado㎝mentordisposidon

executedor㎞ge飽ctbe面re血eco㎜encementof血is垣w

(2)NothinginthisLawsha皿derogate丘omthepowersofthecourtwhichexist
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independentIyofthisLaw－

(a)tosetasideorreduceanytransferorotherdispositionofproperty;or

(b)tOvaryanytrUSt;Or

(c)toreduceorvaryanytestamentaryorotherdisposition;or

(d)tomakeanorderrelatingtomatrimonialproceedings;or

(e)tomakeanorderrelatingtotheavoidanceoffraudoncreditors、

(3)NothinginthisLawshallderogatefromtheprovisionsof-

(a)the】 メ)i(1862)surlesteneuresenfideicommiset1'incorporationd'associations;

1

(b)theProl)ate(Jersey)Law}1949;2

(c)theMentalHealth(Jersey)La珊1969.3

(d)theShanngofChurchBuildings(Jersey)1av豹1973.4

(4)Nothingin廿lisLawshallaf6ectapersonalrepresentadvewhereheisactingas

such.

ARTICIE56Rulesofcourt

Thepowertomakerulesofcoul†undertheRoyalCourt(Jersey)Law1948,5shall

includeapowertomakerulesforthepurposesofthisLawandproceedingsthereunde仁

ARTICIE57Short6Ue

ThisLawmaybecitedastheTnlsts(Jersey) Iaw1984.]
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